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平成27年知立市議会３月定例会予算・決算委員会 

 

  １．招集年月日  平成27年３月10日（火） 本会議終了後 

  ２．招集の場所  知立市議会議事堂 

  ３．出席委員（20名） 

     杉山 千春     明石 博門     水野  浩     中野 智基 

     小林 昭弌     三宅 守人     田中  健     神谷 文明 

     高木千恵子     久田 義章     池田 福子     池田 滋彦 
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     上 下 水 道 部 長   鈴木 克人      教 育 長   川合 基弘 

     教 育 部 長   石川 典枝      監査委員事務局長   平野 康夫 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   島津 博史      議 事 課 長   横井 宏和 
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――――――――――――――――――――――― 

午後５時00分開会 

○田中委員長 

 定足数に達していますので、ただいまから予

算・決算委員会を開会します。 

 本委員会に付託されました案件は16件、すなわ

ち議案第18号、議案第19号、議案第20号、議案第

21号、議案第22号、議案第23号、議案第24号、議

案第25号、議案第26号、議案第27号、議案第28号、

議案第29号、議案第30号、議案第31号、議案第32

号、議案第33号です。 

 16案件については、お手元に配付してあります

議案付託一覧表第１号及び第２号のとおり、企画

文教、市民福祉、建設水道の３分科会において、

所管分をそれぞれ審査していただくこととしたい

と思います。これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 次の予算・決算委員会は、３月19日木曜日午前

10時より、本日に引き続き行いますので、本会議

場に御参集ください。 

 なお、各分科会の審査の日時については、会期

日程によりそれぞれお願いします。 

 本日はこれで散会します。 

午後５時01分散会 

――――――――――――――――――――――― 
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平成27年知立市議会３月定例会予算・決算委員会 建設水道分科会 

 

  １．招集年月日  平成27年３月12日（木） 建設水道委員会終了後 

  ２．招集の場所  第１委員会室 

  ３．出席委員（６名） 

     水野  浩     小林 昭弌     田中  健     池田 福子 

     村上 直規     風間 勝治 

  ４．欠席委員 

     な し 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   林  郁夫      副 市 長   清水 雅美 

     建 設 部 長   塚本 昭夫      土 木 課 長   岩瀬 祐司 

     建 築 課 長   野々山 浩      都 市 整 備 部 長   加藤  達 

     都市整備部次長   伊藤 俊司      都 市 計 画 課 長   太田 知見 

     まちづくり課長   尾崎 雅宏      都 市 開 発 課 長   柘植 茂博 

     上 下 水 道 部 長   鈴木 克人      水 道 課 長   國分 政道 

     下 水 道 課 長   近藤 修司 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   島津 博史      議 事 課 長   横五 宏和 

     議 事 係   野々山英里 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項） 

                  事  件  名 

     議案第18号 平成26年度知立市一般会計補正予算（第６号） 

     議案第20号 平成26年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算（第４号） 

     議案第22号 平成26年度知立市水道事業会計補正予算（第２号） 

     議案第23号 平成27年度知立市一般会計予算 

     議案第25号 平成27年度知立市公共下水道事業特別会計予算 

     議案第29号 平成27年度知立市水道事業会計予算 

     議案第31号 平成26年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算（第５号） 

     議案第32号 平成27年度知立市一般会計補正予算（第１号） 

     議案第33号 平成27年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号） 
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――――――――――――――――――――――― 

午前10時19分開会 

○池田福子委員長 

 ただいまより予算・決算委員会建設水道分科会

を開会します。 

 本分科会の所管とされました審査案件は９件で

す。すなわち議案第18号、議案第20号、議案第22

号、議案第23号、議案第25号、議案第29号、議案

第31号、議案第32号、議案第33号です。これらの

案件を逐次議題とします。 

 議案第18号 平成26年度知立市一般会計補正予

算（第６号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○風間委員 

 １点だけお願いします。 

 67ページ、才兼池整備事業138万6,000円実施設

計委託料が減額されております。この説明をまず

お願いいたします。 

○都市計画課長 

 今の才兼池整備事業の実施設計委託の減額につ

いては、請負差金でございます。 

○風間委員 

 そういうことですね。それで、どのような概要

の実施設計が完成しておりますかね。 

○都市計画課長 

 今、才兼池については、水辺の自然を感じなが

ら散策できる空間ということで、工事のほうを平

成27年度から３年間整備するということで、概要

をまとめております。 

○風間委員 

 平成27年から３年間で、どれぐらいの事業費が

かかりますか。 

○都市計画課長 

 今、概算でございますが、３年合わせまして、

おおよそ5,300万円ほどでございます。 

○風間委員 

 5,300万円で今まで私もお聞きする範囲により

ますと、親水してぐるっと一周できるようなね、

そういう形にすると。そのほか特にＰＲできるよ

うな特徴とかその辺を教えてください。 

○都市計画課長 

 基本計画で今、沿路の散策できるような形はつ

くっておりましたが、これをこの池が水の循環と

いうことで、ここにかきつばた園のかきつばたが

生息できる池をちょっと設けたいというふうには

考えております。 

○風間委員 

 これが平成24年にできた基本設計概要ですね。

大変、才兼池の現状から入っておりまして、それ

で親水、天然資源、こういうものの重要性ですね、

こういう保全すべき池、地区だという形の中で、

上位に位置づけられた、そういう形の中で今回の

この流れがあるわけですよね。 

 それで、先にお話を聞くのは、かきつばたが生

息できるような池、これは全体にそういうものを

配置するということですか、この基本概要にはそ

ういう部分は載ってないですね。新たに考え、検

討されて、実施しようとしている、そういう部分

ですね、今の特筆すべきところは。 

○都市計画課長 

 そうですね。基本計画の時点ではなかったもの

でございまして、今考えておるのは、西北のほう

にあずま屋を配しまして、そこに沿ったあたりに

池の水面を上げまして浅くしまして、そこにかき

つばたが生息できるところを設けるという形でご

ざいます。 

○風間委員 

 大変地域性から考えた創意工夫のそういうスポ

ットを入れていただけるというのは、大変地元と

してもありがたいというふうに思いますので、こ

こは、ほんとに唯一の天然池、新林にもあります

か、１つね、ただ、ほんとに天然池としては非常

に唯一の貴重な天然資源と、こういう流れの中で、

ここは地域に愛されて親水的潤いのある公園化、

こういう部分では大変、私は評価してるんですね。 

 これ、途中段階では共産党の皆さんから、今鉄

道高架で大変お金がかかる時期に、こんなところ

にお金を使って何事だという批判もいただいとっ

たんです。私も途中どうなっちゃうかなという心

配もあったんですね、これね。 
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 ところが、私の強い要請や地元の強い期待感、

こういうものに沿って、市もここは珍しくぶれず

に初志貫徹でこのような事業化をしていただいて、

もう３年計画で具体化されるというのは、大変私

は感謝とお礼を改めて申し上げたいなと思ってい

るんですね。 

 だからこそ、いろいろな意見がある中で、こう

いう形で経過してきている、そういう経過という

のは、やはり投資効果ですね、きちっといいもの

をつくってやっぱりよかったじゃないかと、こう

皆さんに各議員にも、地域の皆さんにも、知立市

全体から見てもよりよいものができたなと。一遍

行ってみるかと。これに合わせて散歩みちも今ま

では才兼池まで逢妻男川から行って帰るというよ

うな散歩みちのルートをちょっと左のほうに行く

と、イチゴ観光農園ができましたね。あっちのほ

うにも伸ばして、すぐそういう対応もしていただ

いて、もう点から線へ連携した流れの中で、こう

いう整備が図られているというのは、大変縦割り

行政が得意な行政の皆さんにとっては、もうほん

とに迅速な対応でね、きっちりと連携よろしくや

ってくれてるなということで、地元の皆さんにも、

私そういう部分からもＰＲしているんですよ。 

 だから、今後もっともっとこういうのを事業化

して、今からそういう環境をつくっていくんだと

いうＰＲのほうをちょっと強めていただければな

と。私も当然やっていきますけどね、その辺のお

考えをお聞かせいただければなと思うんです。 

○都市計画課長 

 もちろん、この設計内容をまずまとめまして、

地元初め、議会関係者の方に一度案を提示しまし

てアドバイスをいただきながら進めていきたいと

思っております。 

 それから、今おっしゃられるように、散歩みち、

皆様がほんとに憩える場所ということで整備を進

めていきたいというふうに考えております。 

○風間委員 

 説明会を改めて開催はしていただけますかね。

そこまでは考えていないですか。 

○都市計画課長 

 説明会のほうは、まだ考えておりませんが、ま

ず区長初め、地元のほうへまず説明したいという

ふうに考えております。 

○風間委員 

 また新年度が始まって表敬訪問等もありますの

で、私もそういう流れを新しい区長にも説明させ

ていただきながら、ちょっと寄らせていただくか

もしれないですし、いろんな機会でそういうＰＲ

を図っていっていただければなと思います。 

 最後に、これはやはり八橋町、市長の地元のこ

とでございますので、一遍市長の見解をお聞かせ

いただいて質問を終わります。 

○林市長 

 この才兼池の公園につきましては、20年前から

過去を見ますと御提案、議会の中でも出てたとい

うふうに記録が出ております。 

 そのときにはボート場をつくったりとか、非常

に大きな計画というふうに私、見聞きしておるわ

けでありますけれども、なかなかそうした大きな

ことはできないわけでありますけれども、これは

地域の方、また、市全体にとっても非常に大切な

池、景観整備、そして、しっかりとした散歩みち

を整備をしていくという大事なことかなというふ

うに考えております。 

 もう一つ、先ほどおっしゃられましたように、

イチゴ農園ができた、そして、駒場牛田線の開通

というのが大きなきっかけになります。駒場牛田

線の開通させていただいたことによって、非常に

周りの景観が変わってまいりました。散歩みちに

とって、よりふさわしい形になっております。 

 あわせて、かきつばたであります。これから私

ども市一丸となって、かきつばたは知立市という

よりも日本の宝だというふうに私、認識をいたし

ております。そうした中で、知立市に来ると、ま

ずはかきつばただな、季節になると知立市に一歩

足を踏み出した途端に、かきつばたが家とか道路

そこかしこにかきつばたが見られる、そんな光景

を描いておるわけでありまして、そうしたことの

１つとしてもこの才兼池、まずは考えてまいりた

いと考えております。 
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○池田福子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 続きまして、議案第20号 平成26年度知立市公

共下水道事業特別会計補正予算（第４号）の件を

議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 続きまして、議案第22号 平成26年度知立市水

道事業会計補正予算（第２号）の件を議題としま

す。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、議案第23号 平成27年度知立市一般会計

予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○田中委員 

 当初予算について、何点か質問させていただき

たいと思います。 

 まず一点目、これはほんとに市民も大変関心が

強い予算の概要112ページ、上重原北部地区土地

利用計画調査事業、今年度374万8,000円計上され

ておりますけれども、この内容について、再度お

聞かせください。 

○まちづくり課長 

 上重原北部地区でございます。その現状を尐し

整理させてお話をさせていただきます。 

 本年度の中で、地元の数名の方と率直な御意見

等を伺う、あるいは希望等を伺う勉強会を数回に

わたって開催をしてきました。直近ですと先週の

土曜日に全体説明会を開催させていただきまして、

権利者の皆さん、地権者の皆さんの感覚というか、

思い等を伺ってまいりました。 

 そんな中で、まだ今の時点ですぐに区画整理事

業、あるいは市街化編入についてもろ手を挙げて

御賛成という状況ではございませんでしたが、以

前の本会議の中でお話ししたように、尐し固定資

産税、都市計画税についての減免、あるいは補助

等ということを議案として、あるいは提案として

お話をした中で、尐し前向きな方もふえてきたの

かな、そんなふうには感じております。 

 ただ、まだ時間等かかる中で、平成27年度につ

きましては、以前つくりました概要的な設計、区

画整理設計をつくっております。ですので、それ

を尐し今の時代というか、今の皆さんの希望を尐

し反映するような形の区画整理設計の見直しも尐

し考えております。 

 それから、まだ複数回にわたって説明会、勉強

会、そういったものの開催も必要でございますの

で、皆さん方心配な部分についての御説明、ある

いは土地利用についての希望をかなえた、そうい

った設計をつくっていく、そういったことに当委

託費を使用していこうと、そんなふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○田中委員 



- 7 - 

 まず、予算の概要の中から、今の地域の肌感、

伺おうと思っておりましたが、今、まちづくり課

長のほうから、勉強会は何度か開いて、先週末に

も説明会を開かれたということなんですが、ここ

は大変多くの地権者の方がおみえになって、今、

若干言葉の中で数名という言葉が触れられたもの

ですから、そこら辺の部分が、もちろん大きな地

主と小さな地主とばらばらがあるものですから、

今そのお話しされてるのは、比較的大きな地主と

お話されてるというような感じなんでしょうか。 

○まちづくり課長 

 所有という概念ではなくて、例えば、地区にお

住まいの方、あるいは以前尐し後ろ向きな方、あ

るいは地元の区会等に出てみえる方、そういった

方、土地の持ち方というより、人としていろいろ

なタイプの方を選ばさせていただいております。 

 以上です。 

○田中委員 

 地権者ということではなくて地域のリーダーと

言われるような方たちなのかな、そういう方たち

をこちらのほうから人選してということで、特に

前回後ろ向きだった方にもそういう税制の措置を

検討しているという部分では、尐し雰囲気が変わ

ってきてるということだと思います。 

 もちろん、ここは区画整理をすることとか、市

街化編入することが目的ではなくて、その後の土

地利用をどうしていくかとか、それがどう知立市

の活性化につながっていくかという部分が非常に

重要。その前段階として、やはりここの見通しが

立たないことには次の話がなかなかできないとい

う部分もあるんですけれども、やはりここに関し

ましては、もう既に市内だけではなくて市外、下

手すると県外にも、ここはほんとに重要な、いわ

ゆる国道が交差する交通の要衝でありますし、そ

んな中で、すぐ隣がトヨタ系の一大企業のすぐ会

社の敷地になっている。非常に交通の通りも多い、

人も多い、まだまだ地域的には発展する地域とい

う部分の中で、土地利用の部分に対しては、もの

すごく問い合わせが多いというか、今あそこどう

なっているの、あそこいつごろ開発できるの、い

つになったらあそこに入れるのみたいなことはす

ごく要望としてはあります。 

 そんな中で、もちろん私もまちづくり課長にも

お話しさせていただいたこともあるんですが、や

はり見通しが立たないことには、なかなか前向き

な話ができないという部分もあるんですけれども、

前回の委員会のときも尐し伺ったんですが、今後

の、まちづくり課長の肌感でも結構なんですが、

どういうシナリオで進んでいくかというような部

分、もしお話聞けたらお聞かせください。 

○まちづくり課長 

 この場で工程的なものについて、ちょっと触れ

るには尐し早いかなと思いますので、尐しラフな

工程ということでお願いをいたします。 

 まず、一番最初にやるべきこと、地元の調整以

外で考えますと、この地区多くが農振地区になっ

ておりますので、まず農振除外についての感触等

が一番まず最初のハードルになるかなと思ってま

す。これについては、近々で国等、あるいは県等

との協議を始めようと思っております。 

 その次に、市街化編入ということになりますが、

愛知県のほうでは10年に一度の一斉見直しがござ

います。これが前回は平成22年、次は平成32年を

予定をしておりますが、これについては変更があ

るようなことを、尐し前倒しがあるようなことも

若干聞いておりますので、その市街化編入のタイ

ミングというのをまだしっかりわかっておりませ

んが、それに乗りおくれると非常にまたブランク

の期間が出てしまいますので、今から２年程度の

間で市街化編入についてのめど、あるいは申請等

をしていくということを逆算してまいりますと、

平成27年度というのは非常に地元の同意をとる中

で重要なタイミングかなと思っておりますので、

その後は組合設立に向けたまたハードルというの

が出てきます。 

 このハードルというのは、地元の御同意をいた

だく、そういったハードルございますので、ちょ

っと余り具体的な工程については申し上げれない

んですが、そういった２つ、３つのハードルを越

えていくための工程を今後考えていく、あるいは
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整備していくように考えております。 

 以上です。 

○田中委員 

 今、３つのハードルお話しいただきました。１

番目、２番目については当局のほうに常にアンテ

ナを高くして頑張っていただくという部分がある

と思いますし、ここの部分について、３番、御当

地にお住まいの議員の方も、きょう委員会に出席

されておりますけれども、そういった方ともしっ

かり連携とりながら、ぜひ地域を一つにまとめて、

ほんとに知立市に残された最後のユートピアとも

言われておりますけれども、ものすごい可能性を

秘めた、もちろんこれから知立市は駅周辺の開発

もしなければいけませんが、一般の民間の方たち

にとって、１つの非常に大きなビジネスチャンス

とも言われておりますので、ここは、ぜひ市長も

トップダウンでぐっとねじを巻いて頑張っていた

だきたいなと思いますが、市長、御所見いかがで

しょう。 

○林市長 

 今、田中委員おっしゃられましたように、しっ

かりとこれやってまいりたいと考えております。 

 １つ、田中委員の中で、26ヘクタールの恩田地

区、確かに唯一の、そこらあたりが私は知立市は

どこをとってもいいところでありますので、時間

軸で考えて何年スパン、先ほど10年、20年という、

例えば10年ですと恩田地区、また、その次ですと

どこというですね、そこらじゅうがいいとこです

ので、そういった視点でもこれからも考えて、い

ずれにしましても、しっかりと進めてまいりたい

と思っております。 

○田中委員 

 ただいま市長から、ここだけではなくほかにも

まだいい土地があるから、どんどん開発していく

というような趣旨の発言だとちょっと拡大解釈な

のかもしれませんが、ほんとに知立市は、地域的

に非常にコンパクトなまちでありますけども、近

隣に非常に豊かな自治体を持っておりまして、そ

こにはもちろん豊かな自治体ですが、豊かな企業

もありまして、発展するチャンスというのも、ほ

んとにたくさんあります。そういった部分でも、

この間、総合計画のときにも尐しお話させていた

だきましたけれども、ここの部分については、先

ほど、まちづくり課長が、まさに今、力を入れて

10年に一度の市街化編入について前倒しのここを

逃したらなかなか次のチャンス難しいかなという

部分もありますし、そこはぜひしっかり国・県と

も連携をとってやっていただきたいなと思ってお

ります。 

 このことについて、尐し触れ過ぎるとまた問題

があるかもしれませんが、ここの土地利用につい

て、１つ大きなお話が出てるかと思います。商工

会長のほうからもコメントが出てたり、新聞にも

載ってたりしていましたので、多くの皆さん御存

じかと思いますけれども、コンベンションセンタ

ーをあそこの地域に持ってきてはどうだというよ

うな動きも出てきています。動きというか、話が

出てきてるんですけれども、そんな話については、

もちろん当局の方も耳にされていると思いますが、

どういう情報をつかんでいらっしゃるか、ちょっ

とお聞かせください。 

○まちづくり課長 

 たしか昨年の10月ごろに、知事のコメントとい

うか、意見ということで愛知県内に日本一のコン

ベンションセンターを誘致したいということを記

事として見ました。 

 その後にいろいろな会等で商工会長のほうが、

ぜひ知立市にという、そういったお話も伺ってお

ります。そんな中で、県等にも伺って、そういっ

たお願いをしているということ、私どもも承知を

しております。 

 ただ、まだ愛知県のほうは、場所ですとか規模

等、そういった整理を平成27年度の予算にて行う

と伺っておりますので、ちょっと知立市にとって

どうなのかというのは、まだ私どもとしては判断

できる状況ではないと考えております。 

 以上です。 

○田中委員 

 もちろん、まだ市が動くような段階ではないか

と思うんですけども、これも１つこの土地利用に
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ついての動きであるということは確かですし、情

報としてのキャッチーな部分でいくと、いわゆる

日本最大の国際展示場を知立市につくろうという

のは、多分非常にキャッチーな情報、私自身も最

初、こんな小さなまちに日本一の大きな施設なん

てって逆に思ったぐらいなんですけども、見方を

返せば、非常にインパクトのある発想だと思いま

すし、もし実現できたとしたときの経済効果であ

ったりとか、これからの交流人口であったりだと

か、その知立市という名前が、国際展示場ですか

ら日本だけでなくて世界中にまで。実際そういう

ところで何やるのって話をよく聞かれるんですけ

れども、今、東京ビッグサイトでやっているよう

な、幕張メッセとかああいうところやってるよう

なイベントを全てこれから経済の中心地である愛

知県に持ってくる、例えば東京モーターショーで

あったりとか、コミケのイベントであったりだと

か、最近皆さん御存じだと思いますけど、ネット

系のああいうイベントであったりとか、ああいう

ものも持ってこれるなんて話になったときに、そ

れのもたらす今回の10万平方メートルですか、国

際展示場の経済効果でいくと、もう何千億円とい

う金額を出している研究所もあります。 

 そういった部分では、全く夢物語みたいな話で

はなくて、知事自身はやってみようという思いが

あって、これから候補地の選定に入っていこうと

いう話に今段階としてなっているようですので、

例えば、最終的に、こんなネガティブなことを言

ってはいけないんですけど、選ばれる選ばれない

は別にしても、幾つかの候補地の中の１つの俎上

にあがるだけでも、私はその土地の付加価値がさ

らにぐっと上がるわけですし、ぜひそういうこと

についてはアクションとしては起こすべきではな

いかなと思いますけども、これはまちづくり課長

では多分大変だと思いますので、副市長、市長、

ちょっと御意見をお聞かせください。 

○清水副市長 

 上重原北部地区、これは今のお話があるように、

非常に交通の便も含めて、知立市の愛知県の中で

の位置、日本の地図の中での位置づけからいって

も非常にポテンシャルの高い、そういうお話が出

るということはそういうことだというふうに思っ

ております。 

 そういうことでありますけども、今、まちづく

り課長が申し上げましたように、愛知県知事とし

ても、そういった構想を今掲げられましたけれど

も、まだまだ今後どのような工程でそういう作業

が進むのかということも、私たちも全くまだ承知

している段階ではございません。そういったこと

がございますので、そういった情報収集はしっか

りしていきたいなと。１つの北部地域の活用とし

て、いろんな考え方がある中の１つだろうという

ふうには認識をしております。 

 それと、もう一つは、先ほどまちづくり課長が

申し上げましたけれども、この地域のいろんな方

たちとのいろんな勉強会、いろんなことも今やっ

ておるわけですけども、何にしても地権者の皆さ

んの御理解がないと、これは全く進まない話だと

いうふうにも思いますので、その辺の勉強会の中

でも、そういった具体的な情報があれば、そうい

ったものも話題にしながらコンセンサスが得られ

るものであればそういったこともあるのかなとい

う認識でございます。 

○林市長 

 いま、副市長が申し上げましたとおりでありま

す。あそこの地域は、御案内のように総合計画で

も位置づけさせていただいて、３つの目的ですね、

経済効果、税収効果、そして、雇用確保というそ

れらの効果を目指す、そうした意味でどうした施

設がいいかな、民間施設がいいかなと、そういう

ことを考えていくわけであります。その選択の１

つとして、今、ビッグサイト的なそういうような

もの、それを県がもし選択してくれるとなれば、

非常に県が進めていただくとありがたいなと、私

は個人的には考えるわけであります。 

 いずれにしましても、100人前後の地権者の方

がいらっしゃるわけであります。それぞれ思いが

あるわけでございまして、そうしたことのやはり

御理解を踏まえながら丁寧に進めていくというこ

とも大事なことかなと考えております。 
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○田中委員 

 比較的前向きな答弁だったと。どっちかという

と、最初そういう話が出たときには、私自身も含

めてですけど、まさかねというような思いがあっ

た部分の中で、市としてもしほんとにそういう話

があるんであれば、それは１つの課題として検討

するという部分においては一歩前進かなという部

分に思います。 

 実は、やっぱりこの情報というのも、知立市と

いうことではなくて、国際展示場というものにつ

いては各自治体やっぱり色めき立っております。

刈谷市のほうからもそういう声も出てきておりま

すし、そういった意味では、これからどんどんラ

イバルが出てくる中で、環境としては私は知立市

のあの地域というのは、やはり車の便とか、あと、

近隣の企業の状況なんか見ても、非常にいい場所

だと思いますので、チャンスとしてはあるんでは

ないかなと。あとは、今言われた地権者の問題で

あったりだとか、市の取り組みの部分であったり

とかという部分がありますので、ぜひそのことに

ついても常に頭の片隅にしっかり置いといていた

だいて計画を進めていただければなと思います。

よろしくお願いします。 

 この北部地区については、現時点では余りこれ

以上詳しく聞いてもなかなか難しい部分があるの

かなという部分があるんですが、やはり将来的に

10年後、例えば20年後あの地域がどうなってるか

なということを想像したときに、ほんとに知立市

の隅で刈谷市との市境の部分になるんですけども、

商業的にも非常に活発な地域になるのかなという

想像しておりますので、ぜひ今後ともよろしくお

願いします。 

 続きまして、予算書の199ページ、尐しちょっ

と飛びますけれども、確認です。道路維持補修事

業の部分についてなんですけれども、これにつき

ましては、当初の説明のところでも区長からの要

望の中でやる事業も含めてとありますけれども、

確認という部分で、この道路維持補修事業の内容

について、再度御説明をお願いいたします。 

○土木課長 

 いま、田中委員の御質問ですけれど、道路維持

補修事業ということで、その中には修繕料、設計

委託料、道路維持修繕工事費ということと補修用

材料費が全て含まれております。 

 修繕料につきましては、緊急修繕、危険等発生

しておる状況の報告がありましたところについて

緊急的に修繕するというもので50万円以下の修繕

について対応していく費用でございます。 

 設計委託料につきましては、区から要望があり

ました要望工事について、その設計を年に100本

以上あるんですけど、その部分のうちの20本程度

を業者に設計委託しまして工事設計を行うという

費用でございます。 

 道路維持修繕工事につきましては、土木工事申

請対応工事費ということで、年間100本程度の認

定工事についての工事費を計上させていただいて

おります。 

 補修用材料費につきましては、要は、緊急に道

路パト等で穴ぼこを見つけると補修するためのレ

ミファルトとか、そういった材料を購入する費用

を計上させていただいております。 

 以上です。 

○田中委員 

 この中には緊急用のも含まれてると。比較的知

立市16平方キロメートル、コンパクトな部分はも

あるかと思うんですけども、危険な箇所であった

りだとか、そういうことについてお願いすると比

較的早く反応していただけるなという部分では、

非常にありがたいなと思っております。 

 ところが、市内にある道路というのは、全て市

道ではないわけですから、国道、県道もあったり

します。ところが、市民から見ると、あの道路は

市道だよ、あの道路は県道だよと。国道はさすが

に知ってる方は国道という認識あるかもしれない

ですけども、あそこの壊れたの、いつまでたって

も直してくれないねっていう話があるんですね。

このことについて、以前尐しお願いはさせていた

だいて、実は建設部長のほうからも、年度内には

修繕何とかできると。これ実は県道の話です。皆

さんも御存じだと思いますけど、安城市の篠目か
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ら安城八ツ田知立線のところの県道のちょうど八

ツ田と篠目の境のところにある交差点、信号のあ

る交差点なんですけれども、あそこが２年ぐらい

前に交通事故があって、歩行者が田んぼに落ちる

のを防ぐガードパイプが壊れたのが、もう２年ぐ

らいずっと放置されてて、私も気づくのが遅かっ

たということもあるんですけれども、お願いして、

あそこは県道だから県の対応ですよということで

確認をしていただいたら、すぐやっていただける

ということで、工事をやっていただく前の日に一

度多分、検査にみえて、翌々日に工事をしていた

だくその間の日にまた事故があって、今度は反対

側のガードレールを落としてきました。 

 実は、その反対側のガードレールが落ちてる状

態のまま、こちら側のやつだけ直して帰って行っ

たものですから、これまた市民の側からすると、

目の前に落ちたガードレールがあるのに直さない

で帰ったってどういうことだっていう話になるん

ですけども、実はあれは県の管理で、ちょっと手

続があって、一応説明はするんですけれども、今

回の件も、もちろんこれは皆さんがということで

はなくて県の話ですのであるんですけれども、例

えば、前の工事についてもそうだったんですけど

も、何で直さなかったという部分の確認をしたと

きでもちょっとその説明の経緯、もしよろしかっ

たら。なぜあれが直すのがあんなにおくれたのか、

県道のあちら側の前のほうのやつですけど、それ

御説明いただけますか。 

○土木課長 

 今、田中委員の御質問のありました防護柵につ

きましては、田中委員から以前問い合わせがあっ

て、県のほうに確認させていただいて、早急に直

していただきたいという要望をさせていただいた

中で、県としまして、基本的には損傷を与えた原

因者負担で直すのが原則ということの中から、や

はり事故を県のほうから警察のほうに照会をかけ

て原因者の特定をするまで、やはり手はつけない

というのが基本方針です。 

 そんな中でも、通行に支障があるとか、事故を

誘発するような状態のままというような場所につ

きましては、やはりそういったのを並行に進めま

して、修繕はかけていくということはお伺いして

いますけれど、先ほど田中委員が言われた当該箇

所の部分については、基本的には防護柵が大げさ

に言えば寝ておるというぐらいの状況で、特に通

行に支障を与えるとか、事故を誘発するというこ

とのないということ中で、県としても、県道管理

区域にそういった箇所が何カ所もあって原因者が

特定できないというふうになると、やっぱりある

程度箇所を集めて業者発注していかないと、業者

にその都度その都度発注すると、基本的に工事費

も膨らむということがあるものですから、そうい

った箇所については、ある程度の期間を置いてた

めて修繕を順番にやっていくということで、その

箇所については１年近くかかってしまったという

ことで報告をいただいております。 

 以上です。 

○田中委員 

 要するに、事故した相手がなかなか特定できな

い場合というのは、直すまでにちょっと時間がか

かってしまう。ある程度固まってきたらまとめて

やるよということだったので、尐しかかってしま

うと。逆に言えば、動いていただいて、大変あり

がとうございました。 

 これ、例えば県道の場合というのはそうなんで

すが、同じようなことが市道であった場合、あれ

が例えば市道で、市道の防護柵が落ちてましたよ

と、これも手続的に同じなんですが、壊した人を

特定するまでは、とりあえず放置しておいて、特

定できたら直す。特定できない場合は、ある程度

同じ地域のって、それは同じなんですか。そのル

ールという部分でどうなんでしょう。 

○土木課長 

 基本的には県と同じ考えで進めております。 

○田中委員 

 であれば、やはり特定できないとちょっと直す

までに時間がかかってしまうよということがある

ということなんですね。わかりました。 

 今回のことについて、やはりこれは別に市道、

県道、住む人にとってはどちらも同じ道路という
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部分なので、我々気づけばもっと早くお伝えすべ

きだったことですし、逆に、お伝えすればすぐ動

いていただけるので、ちなみに、今回の第２波の

ほうなんですが、あちらのほうの修繕について何

かお話というのはありますでしょうか。 

○土木課長 

 この議会の前に田中委員のほうからお問い合わ

せあったものですから、再度県のほうに確認させ

ていただいたところ、そういった中で、今回残っ

てる部分については、前回と同じような対応をし

ているということで、県のほうは動いておるとい

うことでございます。 

○田中委員 

 もうしばらくお待ちくださいということだと思

いますけれども、できるだけ早く。ただ、多分突

っつけばやっていただけるような感じも感触とし

てはありますので、私も事あるごとに話したいな

と思うんですけども、これは県のほうは、そっち

は関係ないんですよね。わかりました。そういう

部分では、しっかりやっていただきたいなと思い

ます。 

 この道路の部分なんですが、道路パトロールっ

てなかったでしたっけ。その道路の安全パトロー

ルみたいなことしてなかったでしたっけ。 

○土木課長 

 道路パトロールについては、公園パトロールと

同じく、緊急雇用で臨時職員を雇ってパトロール

をしております。 

○田中委員 

 当初予算でどこか入ってますよね。そういう方

たちというのは、そういうのは発見してお伝えす

るとかということ、そういう仕組みというのはど

ういうふうになっているんですかね。 

○土木課長 

 道路パトロールについては、基本的に午前中、

公園パトロール、午後から道路パトロールという

ことで、２人で１班動いております。週に毎日行

っております。その報告につきましては、帰って

きてからその担当の部局に報告をして内部決裁を

いただいております。 

○池田福子委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午前10時59分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前11時08分 

○池田福子委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○土木課長 

 先ほど発言させていただいたのを訂正させてい

ただきたいと思います。 

 道路パトロールは午前中で、公園パトロールは

午後ということでお願いしたいと思います。パト

ロールの職員につきましては、当初は緊急雇用で

始めましたけど、現在は臨時職員ということで行

っております。申しわけありませんでした。 

○田中委員 

 予算書の193ページのところですね、８款土木

費１項土木管理費の１土木総務費の005、３列目

の臨時職員賃金、これが今のパトロールの部分に

なると思うんですけれども、この道路パトロール

の対象というのは市道のみなんでしょうか、お聞

かせください。 

○土木課長 

 基本的には市道を重点的に回っております。 

 以上です。 

○田中委員 

 例えば、今回の部分というのは県道に当たると

思うんですけども、でも事故があったり道路に損

傷がある、道路だけのパトロールなのか、道路に

布設する、さっき言ったガードパイプとかそうい

うものもパトロールの対象になるのか、そこをお

聞かせいただけますか。 

○土木課長 

 道路パトロールという名目でございますが、パ

トロール自体、市道のほか排水路とか放置自転車

とか全てを見回って実施しております。 

 なおかつ、県道とかでそういった放置自転車と

かそういったものがあるとか、大きな損傷がある

場合は、報告を受けて、うちのほうからその県の

ほうに報告させていただいて対応をお願いしてお
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る状況でございます。 

○田中委員 

 であれば、今回のやつも私が言う事前から、も

う既に情報は入っておったわけですよね。わかり

ました。であれば、今後もしっかり地域、区長か

らもたまにお話があって、区長もそういう市道・

県道のなかなか区別がつかない部分がありますの

で、またしっかり連携組んでお願いしたいと思い

ますので、よろしくお願いします。 

 次に、連続立体交差事業のことを尐し伺いたい

なと思います。 

 この件については、一般質問、本会議質疑等で

もたくさんの議員からお話がありました。やはり

市長申し上げるとおり、100年に一度のまちづく

りという部分の中で、これから莫大な事業費を投

資してやっていくわけですが、さまざまな課題に

ついて話があると思います。委員会ですので、ち

ょっと詳細になるかもしれませんけど、確認をさ

せていただきたいと思います。 

 まず一点目、事業費削減についての取り組みに

ついてでございます。中では130億円から23億円

削減して107億円になったよという、知立市の負

担分という部分についてお話がありましたが、そ

の23億円の中で、11億円と12億円に中身としては

分けることができると思います。 

 １つは、いわゆる国のほうの負担割合の見方の

変更による削減、これはどっちかというと知立市

の努力という部分、全くないわけじゃないと思い

ますけども、仕組みが変わったことによって削減

できた。それをひっくるめて同時だったので23億

円頑張ったよというＰＲするのは結構だと思うん

ですけれども、１つ、乗り入れ線のもう片方の部

分ですね、その中３階か中２階の部分の費用につ

いては県のほうで負担してもらうよ。そこはほん

とに純粋な努力の部分かなと思うんですが、今後

さらに事業費削減について、今どのような取り組

みをしている、もしくはどのような取り組みを今

後検討しているか、あったらお聞かせください。 

○都市開発課長 

 連立事業費の削減でございます。今、田中委員

が申されましたとおり、23億円県のほうから特別

な御配慮をいただきまして、削減をしていただい

ております。その内訳といたしましては、11億円

がやはり国費、社会資本総合交付金の補助率の変

更がございました。 

 そして、残りの12億円に関しましては、中３階

の相互乗り入れの回数と、それと、直通機能の部

分を広域性があるということから縮減をしていた

だいております。 

 それと、今後の事業費の削減でございます。今

回、三河知立駅移設に関しまして、既存の位置よ

りも平面におろしたほうが事業費が削減できると

いう、それも１つの削減という形の中で進めさせ

ていただいております。この三河知立駅の移設に

関しましては、削減だけではございませんで、北

部のまちづくりについてということでも説明させ

ていただいておりますけども、この連立事業費の

１つの削減の効果が出るものということで進めさ

せていただいております。 

 また、今後この事業を進めていく中で、当然そ

ういったコスト削減については検討はさせていた

だくことになりますけども、まだ今現在のところ、

まだこれといった形の削減についての案というも

のはございません。今後進めていく中で、いかに

コストが削減できるかということを検討していく

というものでございます。 

○田中委員 

 今お話しいただいた三河知立駅の移設について

は、今の時点で2,000万円ですかね、効果額とし

て。大きな削減が見込める、比較的大きな事業か

なと思ったんですが、ふたを開けてみると、最初

4,000万円とあって、そのあと2,000万円という形

で、もちろん一円たりとも下がる部分に関しては

削減効果はあるということなんですけれども、思

いのほか大きな効果にはならなかったという部分

の中で、今お話しいただいた現時点では、事前の

策はないということであった場合、やはりもとも

とこの金額については、大変市にとっては大きな

負担をかける部分の中で、億単位の事業費削減が

できるようなことをやはり考えるべきではないか
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なといった部分の中で、これまでも再三、議員の

ほうからもお話があって、当局のほうにも強く要

望している、いわゆる県・市負担割合２対１の実

現ということについては、これは市のほうは今そ

れを俎上にあげると県のほうが予算がつかなくな

ると事業が進まなくなるというような話もあるん

ですけれども、それはそちらの都合というか、実

際にそういうことは言われたんであれば、またそ

れはそれで大問題の話だと思うんですが、言った

らそうなるんじゃないかなということで、ちょっ

と及び腰になってしまってるという部分かと思い

ますが、これは、やはり我々知立市の、特に我々

議会というのは市民の代表としてこの場に立たせ

ていただいている中で、事業費削減に対して、２

対１というのが全く法律的に根拠がない話であれ

ばむちゃくちゃな話なのかもしれませんが、そう

ではないという部分の中で、市民の耳にももちろ

ん入ってる話ですから、なぜそれが実現できない

んだということをやはり強く言われます。 

 それについて、我々が皆さんの代弁じゃないで

すけど、皆さんの話を聞いた中で、市はこう言っ

てるんですよという話をしても、なかなか市民は

納得しない部分があるんですよね。この２対１の

部分、もう一度、なぜこれが実現しないという部

分もそうなんですが、その２対１に対しての働き

かけがいま一つ腰が入らない部分というのをもう

一度、理由をお聞かせください。 

○都市開発課長 

 連立の負担割合についてでございます。この負

担割合につきましては、議会でいろいろ御審議い

ただいておりまして、御意見もいただいておりま

す。そういった中で、平成24年の１月23日ですね、

愛知県知事のほうへ市長、正副議長を初めとした

形で要望書を提出しております。 

 そのときの知事の回答といたしましては、やは

りこの連立事業、県がこれまで実施してきた連立

事業の経緯から考えると、今、直ちにその負担割

合を見直すということはできないという回答をい

ただいております。 

 ただし、それはある程度、今後国の制度改正を

考えて、そういった国の制度の改正の動きを捉え

ながら社会情勢の変化を見てさらに検討していた

だけるという回答をいただいております。 

 したがいまして、現在のところ、その知事から

いただいた回答が現在はそれが愛知県からの回答

というふうに解釈をしております。 

○田中委員 

 今お話あった、県の立場としてはそうだという

ことで、もちろんそうです。これは県事業なわけ

ですから、知立市で行っているものであっても県

事業という部分の中で、県としての当然県の財産

を守る宿命があるわけですから、そういうお話を

するのはもちろんわかると思うんですが、それに

対して、いやいや、困ると。知立市はこうだよと

いう立場をどの程度主張されているのか、その部

分をお聞かせください。 

○都市開発課長 

 市としての立場ということでよろしいでしょう

か。やはりこの負担割合に関しましては、当然、

市民の方、議会からの要望としてもございますし、

２対１については要望を重ねていきたいというふ

うに考えておりますが、むやみに先ほども言いま

したように、なかなか県との調整のこともござい

ますし、この連立事業、非常に複雑に官民一体と

なった３者共同で進めている事業でございます。 

 そういった中で、事業の進捗がおくれるような

言動については注意を払いながら、そういったこ

とについては要望に対しては要望という形で進め

させていただきますけども、そういった状況を踏

まえた形の中で、今後、進めていきたいというふ

うに考えております。 

○田中委員 

 ぜひ続けてください。もちろんこれは県の事業

であっても知立市と、市と県が協働で進めるもの、

もちろん民間も関与しているという部分の中で、

しっかり同じ方向を向いて足並みそろえてやって

いくことは重要ではあるんですが、そうはいって

も、やはり市民の大事な税金を守る、有効に活用

して事業を進めていく、尐しでも有利な環境、条

件を整えていくということは大切な務めだと思い
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ますので頑張っていただきたいんですが、ちょっ

と言葉の揚げ足を取るようで申しわけないんです

が、先ほどの話の中で、今直ちにということと国

の制度改革という２つのキーワードが頭の中に乗

っかったんですけれども、具体的に国の制度がど

の制度がどう変わるととかという何か具体的な事

例はあるんですか。 

○都市開発課長 

 申しわけございません。余り私たち、そこら辺

のところを認識はございませんけども、たしか、

国の直轄の事業というふうな流れが起きた時点で

はこういった制度も見直されるというふうに私、

認識しております。 

○田中委員 

 またちょっと私も勉強不足で、ただ単に質問し

てるだけなので、ちょっと私も勉強させていただ

きたいんですが、要は、常に皆さんもちろんされ

ていると思うんですけれども、ちょっと残念だっ

たのが、事前の策がないというところが非常に残

念だったんですね。事前の策として事業費削減に

ついて次の矢はこれだと、その次の矢はこれだと、

その次の矢はこれだということが常に頭に中にあ

って、もちろん事業を進めていくこともすごく大

事なんですけども、我々からすれば事業費を削減

することも同じぐらい大事という部分の中で、や

はり頭の中にいつもそのことを考えてアンテナを

張ってということも私は大事じゃないかと。もち

ろん我々議員もそういう職責あるわけですから、

常にアンテナを張ってまたこれはどうだという話

はしていくべきだと思うんですけれども、ぜひそ

この部分。 

 もう一点。これも先輩議員からもずっと話があ

った事業費削減の部分については、透明性の確保、

それをすることによっての事業費全体の削減、こ

れも非常に重要な部分で取り組むべきアクション

だと思います。このことについても、現在確認を

含めて今の現状をお聞かせください。 

○都市開発課長 

 先ほどの事業費削減についての具体案というも

のでございますけども、確かにこれといった形で

のこういった形に変える事業の変更してのという

形のものはございません。 

 ただ、今、工事を進めていく中で、その工法、

そういったものの検討も毎月名鉄、愛知県、私ど

もと３者でそういった会議の調整会議みたいなも

のを行っております。そういった中で、いろいろ

な事業の手法等を検討していって、そういった中

で、ある程度削減ができるものを削減していくと

いう形で検討はさせていただいております。 

 まだちょっと正式な決定ではございませんけど

も、名古屋本線の取りつけ部分の工法を一部変更

するとか、そういったことで事業費の削減が図れ

るものという形のことも今、検討をさせていただ

いております。 

 それと、透明性の確保についてでございます。

透明性の確保につきましては、これは毎回議会の

ほうで報告させていただいておりますけども、同

じような答弁になってしまうかもしれませんけど

も、やはりこれは国のほうで鉄道事業者と国で定

めました鉄道委託工事の透明性確保に関する申し

合わせ、この申し合わせの中で実際、今の名鉄鉄

道事業者は実際にその申し合わせ事項に基づいた

形の中で動いていっていただいております。 

 そういった意味で、それ以上の透明性を求める

ということになりますと、やはりこれは国に対し

ての要望、今のこの申し合わせ事項に対してのそ

ういった形のさらなる透明性を要望すると、そう

いったことで今後も国へ働きかけていくことがこ

の透明性確保につながるものではないかというふ

うに考えます。 

○田中委員 

 確認させていただきました。もちろん今、そう

いういろんな事業費の削減について検討していた

だいているという部分、鉄道事業者のほうでも検

討していただいていると。 

 もう一点が、透明性の確保の部分については、

もちろん民間の企業という部分はあるはあるんで

すけれども、それを民間の企業である以上、利益

を確保する企業である以上は、非常に重要なこと

ではあるんですけども、公共事業、これも一般市
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民のイメージなんですけれども、特にそういった

公共事業については無駄があるんじゃないかとい

う部分に対して、そうではないではないですよと

いうことをお示しすることも事業そのものですよ

ね。その見積もりの透明性という部分よりも、そ

ういった部分にもつながっていく部分ではないか

なと思います。見えてくる部分がやはりないと、

逆になぜそんなに隠そうとするんだというふうに

市民から反感買ってしまう部分もありますので、

今後もその努力は続けていただきたいなと思いま

すので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。 

 重要な部分で、連続立体交差事業の話はそれぐ

らいで、駅北地区の市街地再開発事業、予算の概

要の86ページのところです。これも一般質問、質

疑等でも話が出ました。今年度の１億4,600万円

ですね、予算額。この内容について、もう一度お

聞かせください。 

○まちづくり課長 

 平成27年度の駅北地区再開発事業についてでご

ざいますが、まず大きなものとして、３つござい

ます。まず、実施計画、詳細な施行するための設

計の費用、２点目としまして、権利返還、これは

関係者の皆様がお持ちの土地の権利を新しいビル

の商業、あるいは住宅の床にかえるという、こう

いった返還をします。これの登記等の作業。 

 それと、今の関係者の皆さんへの補償、例えば

仮住まい、あるいは家賃収入が減収することによ

る補償、こういったものを合わせまして、それに

対する行政側からの補助金になります。 

 以上です。 

○田中委員 

 これも今回の駅周辺の部分の中では、１つ大き

なランドマークとしてイメージ図もできて、組合

もできてと、いよいよという部分だと思うんです

けれども、まずこれ１点なんですが、これは再開

発ビルの建設に伴って、現在32店舗という数字を

多分合ってると思うんですが、一時撤退というこ

とになるんですが、この32店舗の今後の動きにつ

いて、何か情報を持ってたらお聞かせください。 

○まちづくり課長 

 田中委員言われるように、再開発区域内に今32

の店舗、事業所があります。実際に建物と事業者

がイコールというのは３事業者、あるいは４事業

者程度です。あとはにつきましては、たな子とい

うか、賃貸をされて事業を進めておる方になりま

す。 

 まず、その建物所有者イコール事業者につきま

しては、確実なのが１つの事業者が再開発ビルの

中に営業継続をされる、そういったことを聞いて

います。あとのお二人の方につきましては、多分

やめるんじゃないのかなという、これも先ほど話

しました権利返還という中で答えとして出てくる

かと思っておりますので、権利者イコール事業者

については、そういった動きでございます。 

 それと、あとのたな子と言われる賃貸をされて

経営されてみえる方のことなんですが、多くの方

は地区外に出られる、あるいはもともとの家主が

地区外に出られる方もございますので、そういっ

た方については外に出られることになります。１

店舗、２店舗ぐらいについては、この中、あるい

は付近でという経営を継続、そういった希望を持

たれております。 

 以上です。 

○田中委員 

 今回のこのビル建設に伴う一度取り壊し、よく

まちづくりをする過程の中で、まち壊しをすると

いうお話なんかもよくされるんですけれども、比

較的知立駅周辺の中で週末、金曜日の夜、土曜日

の夜のにぎわいづくりに大変貢献していただいて

いる地域だと思います。その中で、32店舗中、約

３店舗か４事業者がイコール地主で、残りがたな

子で、ほとんどの方が地区外に出ていってしまう

という部分でいくと、やはり駅周辺の経済効果と

しては非常に大きなダメージがあるんではないか

なと思うんですが、例えば、我々はもちろん経済

下の中にいて、そういう不安の声を聞く中で、そ

の期間これが完成が平成30年度完成という部分で

いったときに約２年半から３年ぐらいの期間そこ

に商業施設がなくなるといったときの知立市にと

っての経済効果としてのマイナスって、何か試算
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されてますかね。 

○まちづくり課長 

 商業上の損失については計算等しておりません。 

○田中委員 

 もちろんつくる上では、クラッシュ・アンド・

ビルドとよく先輩議員もおっしゃいますけども必

要なことなので、やっていかなきゃいけない部分

はあるんですけれども、経済的な損失は間違いな

くあるんですよ。そういう不安感がその地域から

声として出てきて我々のもとに、その期間の間ど

こか近くで営業できるようなものを何か行政のほ

うでできないのかというところなんですね。 

 これは結果的に市税にもはね返ってくる部分の

話ですし、その周辺地域の経済、いわゆる人が来

なければその地域に人が来ないわけですから、つ

いで買いもなくなるし、ついで飲みもなくなるし、

ついで食いもなくなるしという部分では、地域と

しては大きな経済的なマイナスが出てしまうとい

うところなんですね。 

 先ほど特に、たな子の部分でいったときに、１

店舗は同じ地域で近隣で、ほかは出ていってしま

うよという部分で、出ていくのはもちろんそのた

な子の自由なんですけれども、これは、たられば

の話になってしまうんですが、前、特別委員会の

ときに太田川の駅周辺の視察に行かせていただい

たときに、あのときには周辺の駐車場にプレハブ

小屋を建てて、そこにたな子にその期間は営業し

てもらって、新しくまたまちができ上がったらそ

こへ移ってもらうという、いわゆるプロセス、計

画の中でつくってやってたんですけども、そうい

うことというのは計画されたんでしょうか。 

○まちづくり課長 

 まず、今のその32店舗の方、出られるという方

なんですが、多分再開発ビルに同じ商売の形とし

てまた戻ってくるということ、非常に難しいのか

なと思います。どうしても家賃の問題もございま

す。あるいは上層階のほうが住居になりますので、

尐し複合ビル混同をしてまいりますので、商売に

ついては尐しお住まいの方の利便施設、あるいは

ルール等で決めて入っていただく方も選別する必

要があるかなと思いますと、今の形の方が同じよ

うに戻られる方というのは、非常に難しいかなと

思います。 

 なので、仮設という概念は非常に難しいのかな

ということですので、例えば駅の東側のほうに、

かなり尐なくなってきたんですが空き店舗、例え

ば２階にお住まいをしながら店を閉められている

方、そういった方の建物がございますので、つい

の住みかというか、ついの営業場所を探すことで

ないと２度の移転が出てしまいますので、そうい

ったことを私どもとしては考えております。 

 以上です。 

○田中委員 

 新しい再開発ビルに関しては、上が住居になる

ので余り下がにぎやか過ぎても問題があるという

ようなお話もあって、今、ほんとににぎやかな店

舗がそこに集中しておりますので、なかなか入り

にくいという部分もあるかなと思うんですけれど

も、なので何か策がないか、今おっしゃったよう

な、結局、東地区の空き店舗を有効活用してとい

うところで、何人かはそういう話も検討されてる

みたいなお話も伺ってはいるんですけども、やっ

たことがないからただただ不安というだけの部分

なのかもしれないです。 

 ほんとにあそこに今のにぎわいがなくなっちゃ

って、週末、知立駅どうなっちゃうんだろうとい

う部分の中で、こういう手が打ってありますよと、

にぎわいをなくさないためにこういう策もありま

すよというものがあることで、ある意味安心する

部分もあるんですが、今回については、何もない

というような印象を持ってしまっているので、そ

この部分はやはり一緒に地域住民の方、事業者の

方と、いわゆる行政が一体となって開発を進めて

いくという部分の中で、もう尐し気配りというか、

そういう部分があってもよかったのかなという部

分はするので、ここの部分については、今後も今

の話でいくと、結局そういうものがあれば残った、

ないから出ていくという意見ももちろんあるんで

すね。そういうのが用意してあればやったんです

けど、ないので、ちょっとほか行きますわという
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ようなお話もありますので、そういった意味では

チャンスロスをしたのかなという部分があります。 

 今後この再開発ビルができていく中で、この87

ページの右側に白黒ですがイメージ図があって概

要があるんですけれども、これも市民の方の意見

ですので率直なそういう意見があるんだなと聞い

ていただければいいんですが、何で19階なのとい

う話をよく聞かれます。中途半端だねという話が

聞かれるんですね。どうせやるなら20階にすれば

いいじゃないのという話を聞かれるんですけども、

これは容積率の話だったり、いろんな予算上の話

があったり、事業費の話があったりするのかもし

れないんですけど、そういう意見があるので、率

直にまちづくり課長の感想をお聞かせください。 

○まちづくり課長 

 確かに私も、切りのいい20階というのもいいの

かなというのは私自身の感想、あるいは意見でご

ざいます。 

 今、再開発組合のほうが先ほど言ったように実

施設計を詳細設計をしております。その中で、建

築基準法等の変更によりまして容積率に対象とな

る面積の考え方が変わってまいりました。その中

で、尐し容積に余裕が出てくるんじゃないかとい

うこと設計事務所のほうからの情報でありますの

で、例えば住宅の戸数、現在100戸で考えており

ます。商業床につきましては1,800平方メートル

ぐらいで今考えておるんですが、尐し大きな変更、

例えば３階層も４階層も上がるということはない

かと思うんですが、もしかしたら切りのいい数字、

あるいは商業床としての変更というのが現行の法

律の中で対応できる可能性もあるというふうに聞

いてますが、ちょっとまだ整理ができておりませ

んので、また今後、御報告になるかと思います。 

 以上です。 

○田中委員 

 そういう要望というか、御意見もありましたし、

確かに我々としても話しするときに19階立て、20

階建てって、20階のほうが高いようなイメージが

しますけれども、ぜひ切りがいいところで。 

 最近いろんな視察なんかで行かせてもらったと

きに、駅前にビルが建ってると階数数えて、これ

が30階、20階だとあそこら辺かなとかやるように

なってるんですが、市民の中にも、だんだんこの

情報も伝わってきて、特に住宅については３階か

ら19階と今100戸という話になってるんですが、

もちろんこれから具体的な実施計画ということで

すので詳細は決まってないと思うんですけども、

広さはどれぐらいなのとか、間取りはどんな感じ

なのとか、そういう問い合わせも聞いたりします。

今の時点で何か例えば当然いろんなパターンがあ

るかと思うんですけれども、一世帯当たりの広さ、

平均的にどういうものがあるか、間取りとしてこ

んなものがありますよという、もし情報としてあ

ればお聞かせください。 

○まちづくり課長 

 例えば、上層階にペントハウス的な30坪を超え

るようなものとか、そういったお話もあるんです

が、ただ、これは市場性とのバランスがありまし

て、当然広くなれば、あるいは上層階というのは

どうしても人気が高くて、高く設定されると思い

ますので、あとは市場とのバランスの中で、多分

単価掛ける平方メートルでこれぐらいの金額で買

われる階層があるのかな、買われる方があるのか

なという、これはある意味、プロの方の住宅ディ

ベロッパーの御判断と設計との調整だと思います。 

 あと、一般的な階の部分でございますと、やっ

ぱり90平方メートルを超える部分、あるいは70平

方メートル台、そういったものがメーンで、構成

としては４ＬＤＫ、あるいは３ＬＤＫ、そういっ

たものがメーンになると考えております。 

 以上です。 

○田中委員 

 中心になるものが70平方メートルで約３ＬＤＫ、

90平方メートルで４ＬＤＫぐらいが主力の間取り

で、上のほうには、まさにペントハウスの話、情

報として入ってらっしゃるみたいですけど、私の

ところにも、やはりランドマークなんだから上層

部にはそんなのあってもいいんじゃないのという

話もあります。具体的なあれはあれですけど、そ

んなのあったら、みんな取り合いになっちゃうん
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じゃないというぐらい非常に場所的にすごくいい

場所ですし、そういうものも１つ計画としてある

といいかなと思っております。 

 先ほどの部分の中で、ここの部分については、

でき上がるものもそうですし、今あるところもそ

うですけども、バランスの部分がすごく大事かな

と思いますので、ぜひ先ほどの階層についてもこ

れからということですが、実施計画、具体的に楽

しみにさせていただきたいなと思っております。 

 あと、もう一点だけ、この再開発関連の部分な

んですけれども、これは全体を通じて駅周辺の再

開発部分に関して、ハードについては具体的にか

なりいろんな部分がみえてきて計画も出てきて、

図面も出てきてとわかるんですけれども、ソフト

事業の部分についてお話がよく出てきます。 

 要は、具体的にそれをして、例えばどういうま

ちづくりをしていくのか、その言葉としてではな

くて、もうちょっと具体的な部分でのソフトのま

ちづくり、こういう文化を持ったまちにするよと

か、こういう色のまちにするよとか、この間たま

たま、皆さんも御参加されたかと思いますけど、

定住自立圏の講演会の中で、大学の先生が、まち

づくりのデザインの部分についていろいろ話聞か

せていただきました。すばらしいなと思ったんで

す。やっぱり道路に色を塗るだけでこんなにまち

が変わりますというような具体的な事例で見させ

ていただいたときに、なるほどというのをすごく

感じました。 

 市長も最前列でメモをとりながら熱心に聞かれ

てたと思いますので、すごく印象として持ったと

思うんですが、具体的に我々の要望としては、ソ

フト事業の部分について、事業者もそうですし、

行政もそうです。議会がというのは別にいいんで

すけど、事業者、行政、市民が具体的に意見交換

をする公式の場所、今回の一般質問、質疑の中で

尐しお話があったかと思いますけども、視察で行

かせた部分の中で、周南市の駅周辺のデザイン会

議というのを開いていて、それが公式の場所で駅

の再開発、駅の開発を絡めて、どういうまちづく

りをしていくのかというのを有識者と行政と事業

者と市民の代表とが公式の場で意見交換をして、

よりよいものをつくり上げていくという会議を設

置して、非常に私はすばらしい取り組みで、行政

も最初は担当者の方が、最初は市民の方が出てき

ていろんな言いたいことを言うけどもちょっと大

変でしたという話も最初あったんですが、最終的

にどういうところに落ちついたかというと、でき

上がったものについて、でも市民の声も反映して

ますということが堂々と言えるわけですね、行政

に関する。市民の皆さんの声もいただいてこれが

でき上がりましたと。 

 だから、これは決して我々が単独でつくったも

のではなくて、市民と一緒につくったものです。

どうぞとやるわけですから、なかなか市民として

も受け入れやすくなっていくという部分では、言

われるのは嫌だという部分もあるかもしれません

けど、それを受け入れて実現させたときには、今

度はそれをほんとに市民と一緒に二人三脚でつく

ったものだと堂々と提示できるわけですから、ぜ

ひ公式のその協議の場、話し合いの場というのを

ぜひつくっていただきたいと思うんですが、いか

がでしょうか。 

○都市開発課長 

 ただいまの委員からの御質問の件でございます。

駅周辺のまちづくり、あるいは駅前広場、そうい

った形の中でのデザイン、コンセプト、そういっ

たものに関しては、私どもも今から駅前広場、知

立南北線、これは知立市のシンボルロードとして

整備していくべきものでございます。 

 それと、この駅前広場と対角線上に駅前公園と

いうものも新たに区画整理事業の中で計画させて

いただいております。そういった公共性の強い広

場、そういったものをやはり一体的な整備が必要

というふうに私どもも考えております。その中で

は、やはり市民の方の御意見を聞き、なおかつそ

の30メートル道路、シンボルロードですけども、

広幅員になります。広幅員の歩道がつきます。そ

ういった広幅員の歩道の利用の仕方も含めた形で、

そのデザインを含めて市民の方の意見を聞く場を

今後設けていきたいというふうに考えております。 
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○田中委員 

 ほんとに今だったら道路のお話があったんです

が、道路の活用、公園の活用もそうですが、最近

だったらマルシェとかね、そういうものもすごく

出てきてます。 

 この間、びっくりしたんですけど、セントラル

タワーでしたっけ、大きい、名古屋の駅前にある

名前忘れちゃいましたけど、一番高いビルありま

すね、あそこの前でマルシェを始めたというよう

な話もあって、非常に人が大勢集まってくる、に

ぎわいが出てくるという部分でいったときに、今

回これだけ広い道路ができて、歩道も十分完備さ

れて、しかも新しくて印象がいいという話になる

と、そんなのも非常ににぎわいがあっていいじゃ

ないかなという部分もありますし、ぜひ協議の場

をつくってください。 

 協議の場をつくっていただいて、そこでいろん

な意見を集約した中でつくっていくと。どうして

も皆さんも自覚あると思いますけど、行政がつく

ると行政なりにつくったものになる、コンサルが

つくるとコンサルなりにつくったものになる。で

もやっぱり地元を愛して、地元を知ってっていう

人からすると、やっぱりそういうものがそこに反

映されていくわけですから、ぜひその協議の場を

しっかりと設定していただいて、すばらしいまち

づくりしていただきたいなと思いますが、市長も

この間、定住自立圏の講演会聞かれて、すごく熱

心に聞いていらっしゃって、いろいろ感じる部分

があったと思います。その点について、ぜひお聞

かせいただいて、私の質問を終わります。 

○林市長 

 今、駅周辺整備事業全般について御質問いただ

きました。今までハードをやってきた、これから

ソフトが足りない、ソフトが今まで足りなかった、

そういう御意見、御批判いただくわけであります。 

 ちょっと申し上げますと、ようやくハードにつ

いても、例えば三河知立駅の移設がようやく確定

をいたしました。あと、西新地再開発の方向性が

ようやく出てきている。そして、ようやく30メー

トル道路の南行くほうはどういうふうにするか、

ようやく固まってきた。ハードについても、実を

言うと、なかなか確定は非常にデリケートな問題

がございました。三河知立駅の移設もそうでした。

西新地もそうです。なかなかデリケートな問題が

あったということで、ハードがしっかり確定しな

いと、当然ながらソフトも大概なものになってき

ますので、ようやくハードが固まってきて、まさ

しく市民の皆様方でも目に見えるような形になっ

てきた。ここで私ども、しっかりとしたこれから

ソフトをつくっていくわけであります。 

 やるときに、市民の皆様方どうぞ。今でも御案

内のように、まちづくり会議というのがあるんで

すね。やっていただいているわけでありますけれ

ども、私どものいろいろな形を、やはりたたき台

というのをまず１つつくらせていただいて、それ

から市民の皆様方をしっかりと巻き込んで、やは

り100年に一度でありますから後悔をしないよう

に、今の世代でしかない、今の世代というか、今

生きてらっしゃる方でしか限定できないんですけ

れども、ほんとに将来を見据えて、また、過去の

方々の魂も受け継ぎながら、やはり最大一番いい

ものをつくってまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 そして、もう一つ申し上げますと、先ほど連立

の負担割合とか、経費節減の話されました。当然

ながら、やらないかんなという考えております。 

 ちょっと私、ほんとに恐縮というか、あれだっ

たなと思うのは、今、まちづくり課長が答弁させ

ていただいたんですけども、まちづくり課長は自

分のやってるものがこれから県と一体となって、

どういうふうなまちづくりをしようと。当然、県

の力もお借りして、ノウハウをお借りして、ここ

市道だけど県道にしてよとか、いろいろな事務レ

ベルで経費節減とか、長期的に見て、今は短期的

には経費は削減されないんだけども、中・長期で

見ると知立市の収入がふえてくる、そういうこと

も行政は信頼関係を得ながら進めてると私、実感

をしております。 

 先ほど私、田中委員でちょっと気になったのは、

23億円の中の12億円はですよ、これは認めますよ
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とおっしゃられた。これは、私どもじゃないんで

すね。やはり議会のみんなで一緒に進めたという

ことでありまして、私どもの努力じゃないんです

ね。皆様方一緒になってやらさせていただいて、

知事が動いていただいたということですので、当

事者意識をもっとしっかりと持っていただいて、

みんなで負担軽減をやっていく。行政任せと言う

んじゃなくて、我々この２対１というのは、まさ

しく政治課題なんですね。行政レベルじゃなかな

か難しい。やはり時には私も議会の皆さん一緒に

お願いしますよということを申し上げますけども、

議会のほうからも、市長、ついて来いよという、

そういう形で、ぜひお互いに一緒になって負担軽

減はやらさせて、透明化もそうです。やっぱり非

常に重要な課題ですので、それはやはり二人三脚

と申しますか、一体感を持ってやっていきたいな

と考えておりますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○田中委員 

 終わりですが、せっかく前向きな御答弁いただ

いたので、まさにほんとにそうなんですね。政治

課題の部分です。 

 もちろん行政の方にお手伝いしていただかなき

ゃいけない部分、特に情報が我々ないですから、

情報をいただきながらやっていくんですけれども、

今、市長のほうから、政治課題として全力で取り

組んでいくというお話をいただきましたので、も

ちろん我々議会もそういった部分では非常に重要

な役割を果たしていると思います。 

 ただ、やはり最後は市長の決断の部分でやって

いきたいと思います。ぜひこれからも知事のほう、

それから国のほうもそうですし、どんどんありと

あらゆるパイプを使って、ちょっとでも光があれ

ば、そこを切り開いていくような動きをこれから

我々もしていきますし、ぜひ市長も一緒にやって

いっていただければと思いますので、よろしくお

願いします。 

 以上です。 

○池田福子委員長 

 ほかに質疑はありますか。 

○村上委員 

 ただいま田中委員のほうからありましたので、

ここから入っていこうかなというふうに思います。 

 まず、先ほど言われました県と市の割合が２対

１という部分につきましては、私、連立の委員も

やってるものですから、そっちなのかなというふ

うに思いましたが、今、そういった話の中で、や

はり２対１をどういうふうに今後進めていくかと

いう部分について、先ほど平成24年に市長、正副

議長、私も行ったと思いますが、そのときに知事

のほうに要望したということでございます。確か

に、そのときには国の動向を見てということなん

ですが、そのときにちょうど国と地方の負担割合

が55対45ということで、その後に全体を含めて23

億円の削減がされたというふうに記憶しておりま

す。 

 それで、先ほどの答弁の中にも、国・県の直轄

事業の見直しがあったときにということなんです

が、この辺のところってね、実際にそれを待って

おるということじゃなくて、やはりどういうふう

に国のほうに対してお願いに行っておるのか、こ

のめどというのはほんとにあるのかないのかと。

これ、どちらかというと、大阪元知事の橋下さん

のときじゃなかったかどうかなというふうに思い

ますが、そのときに国の直轄事業については地方

に求めないと。ここから大きな動きが出たと思う

んですが、この辺のところについて直轄事業、例

えば国が直轄事業は地方に求めない。県の直轄事

業は市に求めないと、こういうことになるのかな

というふうに思うんですが、この辺のめどという

のはどういう感じで捉えておるのか、ちょっと述

べていただきたいなというふうに。 

○都市開発課長 

 直轄事業の見直しについてでございますけども、

申しわけございません。まだ私ども、そこまでの

認識はございません。まだちょっとどういった動

向にあるかというものを捉えてはおりません。 

○村上委員 

 ということだと思います。この直轄事業の見直

しということで、やはり２対１ということをずっ
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と知立市として今後言っていくということであれ

ば、それがかなわないと。直轄事業を国のほうに

対してどういった働きかけを担当部長並びに市の

長として、知事のほうにどういうふうに申し上げ

ていったのかなというところについては、今まで

の現在の状況というのはどんな感じなんですかね。 

○林市長 

 これは先ほどの話へ戻りますと、事務的には進

めておりません。政治的にも私としても直轄事業

をターゲットにして見直しをお願いする、してほ

しいと、そういった提言もしていないということ

は反省しておるわけでありまして、そうした視点

からもこれからボールを投げていく、そんなこと

も大事だなと今、確認をさせていただいておりま

す。 

○村上委員 

 ということなんですよ。先ほどから聞いておっ

てね、直轄事業ということで、やってもいないこ

とをそれを待っとるということは、いささか歯が

ゆいなというふうに思います。 

 やはりこういうことについては、できるできな

いは別として、東京のほうへ出向くとか、地元の

国会議員にしっかり言っていくとか、そういう活

動をしてから直轄事業ということを言うならいい

んですが、何もやってないのに直轄事業待ってま

すよと。待っとったって何も来ないというふうに

思います。ここのところについては、強く申し上

げておきたいなと。 

 これと一緒に、透明性も一緒なんですね。逆に

透明性の確保ということで事業の全体のというこ

とで透明性の確保をきちっとすることによって事

業を引き下げたいというふうには言っておるんで

すが、私、これ自体は透明性を確保してから引き

下げになるとは思いません。どっちに転ぶかわか

りませんけどね。これも今の状況ってどういう感

じで動かれておるのかなというふうに思います。 

○林市長 

 これも本会議で申し上げましたけれども、愛知

県のそうした団体、今私、長でさせていただいて

おります。その文書の中で、透明化お願いをした

い、そうした一言を入れさせていただいておると

いうことでございまして、今、御指摘いただいた

ように、もうちょっと強い要望をしていくという

ことが大事なことかなと改めて感じております。 

○村上委員 

 ということで、やはりこの辺のところも、かけ

声だけで待ちの体制だなというふうに思います。

やはりこの辺のところについては、先ほども政治

の力でということであれば、市長のほうから議員

のほうに持ちかけていただいて、あるいは期成同

盟会も一緒になってこういったところについては

いきましょうよという声かけはきちっとしていた

だきたいなというふうに思います。 

 それから、もう一点、この辺の関係で、先ほど

平成24年に知事、副知事、市長、正副といった話

がございました。先ほど市長の答弁の中で、市道

を県道に移管していただいたというふうに言って

おられましたけど、この辺のところについては、

市道で単独事業を県のほうの県道に格上げをして

いただいたと。この辺のところで費用のある程度

のバランスで逆に全体費用の引き下げになってく

るのかなというふうに思いますが、この辺のとこ

ろについて、どのような影響があったのかどうな

のかということをお答えできる範囲で結構でござ

います。一度お答え願いたいなというふうに思い

ます。 

○林市長 

 私が先ほど市道が県道になったりとか、市道を

県道にしていただくことによって知立市の維持管

理費等が助かる等々、これは私は駅周辺整備につ

いて申し上げたんではなくて、いろんな知立市の

事業においてそういう効果も出てくる、こういう

ことも事務担当は考えながらお仕事をしてるとい

うことを踏まえて例として出させていただいたと

いうことでございまして、駅周辺においては、私

は今具体的には存じておりませんが、これについ

ては今から担当が申し上げますので、よろしくお

願いいたします。 

○都市開発課長 

 市道を県道へということでございますけども、
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現在、知立南北線、これを今、県道に読みかえる

ということで県と同意をいただいておりまして進

めております。 

 この知立南北線、現在は県道の知立東浦線、こ

れが155号を通って元国道に入って慈眼寺のほう

へ抜けていくと、そういった路線になっておりま

す。それを知立南北線に乗せかえるということで、

155号から秋田病院の前のところを南陽通りに入

りまして、知立南北線を通って元国道に出て、ま

た慈眼寺のほうに向かうと、そういった形で県道

を読みかえていただくということになっておりま

す。 

 これに伴いまして、区画整理のほうで施工する

南北線の費用に関しまして、愛知県のほうから４

分の１負担金という形で負担金をいただいて実施

しているものでございます。 

○池田福子委員長 

 ここで午後１時まで休憩といたします。 

休憩 午前11時58分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後０時59分 

○池田福子委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○村上委員 

 先ほど御答弁で、市道南北線ですかね、４分の

１ということで県に繰り上げることによって補助

金がつくと。このことについては、一番最初に議

会としても、最初、西村副知事だったかな、その

次に片桐さんでしたかね、副知事がいたと。この

お二人のときに、２回議会として申し入れをして

というか要望書を出していったというこのときに、

東海市と春日五市、これ何遍も言うんですが、今

の負担割合で見ると市民１人当たりの負担が幾ら

になるんだという単純計算、今、部長が課長のと

きかな、そのお話をしたと思うんですが、何で知

立市の市民だけが１人当たり18万円で春日五市、

東海市が１万8,000円だと。この差というのは非

常に大きいねという話をしたときに、県としても

連続立体交差事業の中では、なかなか２対１とい

うのもすぐ出ないねと。だけど、そういうことを

考えると、そういう観点が全くなかったと。パー

セントで割合できたということで、そのときに副

知事からは、一度総務のほうと相談してみてくだ

さいよと、財政担当のほうと相談してみてくださ

いねということで、こういった案が出てきたと思

うんですね。 

 やはりこういうことについては、出向いていっ

て、そこでその市の置かれた状況をしっかり話す

ことによって、本体そのものは変わらなくても、

ほかのほうで手当をしてもらえるということもあ

るもんですから、この辺のところをしっかり肝に

銘じて今後も取り組んでいっていただきたいなと

いうふうに思います。 

 それと、先ほど田中委員が、駅周辺のほうの話

についてもいろいろおっしゃっていただきました。

それを深く追及するということではありませんが、

例えば、これ86ページなんですが、知立駅の北地

区の再開発事業ということで、これも新聞発表で

63メートルの高さの高層ビルができますよという

ことなんですが、１つだけ教えてほしいのは、例

えばこの63メートルという、これってある程度規

定があるわけですかね。 

○まちづくり課長 

 この地区、商業地域でございまして、日陰規制

等が発生はしません。ですので、高さの制限とい

うことは特には考えの中にはありません。 

 以上です。 

○村上委員 

 高さの制限はないけど、この商業地区の中で容

積率という部分で、この辺ではどうなんですか。 

○まちづくり課長 

 今、この地区、都市計画として容積率の上限が

400％に決めてありまして、それに基づいての設

計を進めております。 

 以上です。 

○村上委員 

 今、容積率400％ということなんですが、これ

って隣接する道路幅の関係というのはあるんです

かね。全く関係ない。 

 これ、ちょっと私もしっかり調べたわけじゃな
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いんですが、そこに隣接する道路の幅によって容

積率が変わるよというのを聞いたことあるんです

が、その辺のところってどうなんですかね。 

○まちづくり課長 

 実は、道路幅員も全面道路という表現をされる

んですが、12メートル以下ですと容積率下がる可

能性があります。 

 ただし、今回については、全面道路30メートル

と考えれば、そういった規制は当たりませんので、

もしか10メートル道路以下ですと、そちらのほう

の両方比較して低いほうを採用するということに

なりますので、今回については、都市計画での容

積率400％になっております。 

○村上委員 

 この辺のところについては、やはり駅前のラン

ドマークタワーということで63メートルなんです

が、道路の幅員によってそれがもっと高層化でき

るということであれば、当然知立市の市域の狭い

ところであって、そういった容積率で稼げれば容

積率がふえることによって、そこに住まわれる方、

店舗、そういったところもまだまだ拡大ができる

なというふうに思いますので、やはりそういうこ

とも今後、検討・研究をしていただいて、容積率

をいかに４キロ四方、16平方キロメートルの中を

広げるかということも方策の１つじゃないのかな

というふうに思います。 

 今後は、ほかのところについてもそういう部分

では開発をいろいろしていくかと思いますが、そ

ういった取り組みについて、市長、どんな感じか、

その辺のところを述べていただければありがたい

なというふうに思いますが。 

○林市長 

 知立市は４キロ四方でコンパクトなまちで、先

ほどの田中委員のとき申し上げたんですけれども、

私は思うんですけども、全ての地域が資産価値の

高いと申しますか、いいところでありまして、そ

ういうところを私どもはしっかりと有効活用をさ

せていただくということが知立市のためでもあり

ますし、この日本のためでもあるというふうに私

は認識をいたしております。そうした意味でも、

村上委員がおっしゃったように、有効活用をして

いくという視点は決して忘れないようにこれから

もやってまいりたいと思っております。 

○村上委員 

 それで、この辺の連続立体交差事業、駅周辺整

備事業に関して最後の質問にするんですが、この

辺のところで今、ハード的なものはどんどん進ん

でおります。この駅前開発と今の駅舎を使ってソ

フト面の取り組みという部分について、例えばど

んなことをやっていくのかねと。高架下だとか、

まちづくりのプランニングだとか、それから、先

ほど言った30メートル道路、さっき田中委員が難

しいことを言ったね、マルシェ、市場だね。マル

シェだとかカフェテラス。僕だったら喫茶店と市

場と言うかもわかりませんけど、この辺のところ

を30メートルの幅員を活用して公園とその辺を一

体としてどういうふうに使っていくんだとか、駅

西の公園それも含めて、どういったプランニング

を今後考えていかれるのかということで、できれ

ばここは決意を示して、都市整備部長のほうに、

どんなプランニングを市民に提案していくんだと

いうのを教えていただければありがいたいなと。 

○都市整備部長 

 まだまだ実際の計画というのはできておりませ

んが、やはり人が集まったときに、ほんとに楽し

める空間、また、生活している人の利便性が出て

くる空間、そういったものを目指してやっていき

たいと思ってます。 

 高架下も含めてですが、知立市にとってどんな

施設が必要かということは、今後、公共施設のあ

り方等もございますので、そういったことも連動

しながら、さらに西新地、駅南地区も含めてトー

タル的な計画もつくっていきたいというふうに考

えております。 

○村上委員 

 その件については、ぜひともよろしくお願いし

たいし、また、早目にしかけていただいて、市民

の皆さん方、この知立駅周辺を使う方の意見をし

っかりと取り入れていただきたいなというふうに

思います。 



- 25 - 

 次に、予算説明書の185ページ、これは建水に

入るのかな、農業費の中の農地費というところな

んですが、005番なんですが、昨年は環境保全向

上対策事業ということで農地・水保全管理委託と

いうことで取り組まれて、今回は尐し余ったねと

いうところがあるんですが、ことしについては多

面的機能に対して委託料として25万6,000円、そ

して、支援金として420万円ということで、多面

的というと物のあり方がいろんな方面にわたって

いますよということで、農地としての多面的にい

ろんなことをやっていくよというふうに理解でき

るんですね。そのための試案に対して多面的に検

討していきますよと。これは具体的にどんな内容

をやっていかれるのかということで、教えていた

だきたいなというふうに思います。 

○土木課長 

 村上委員の御質問のありました多面的機能の関

係ですけれど、こちらにつきましては、昨年度ま

で農地・水保全管理支払交付金という事業があり

ました。それが平成27年度より法制化されまして、

名称を多面的機能支払交付金という事業名、直接

支払いという名称に変わってきました。 

 活動内容については、基本的には農地・水保全

管理支払交付金と全く同等な活動をやっていただ

くということになっております。 

 以上です。 

○村上委員 

 それで、今回については420万円ということが

予算がついておるんですが、具体的に、その水保

全環境ということで多面的にやっていかれるとい

うことなんですが、具体的な場所というのはどの

辺になるんですかね。 

○土木課長 

 場所については、農地・水保全管理支払交付金

で活動されていた箇所と全く同等でありまして、

西中地区における自然を守る会、西中町ですね、

あと、八ツ田町美化向上隊ということで八ツ田町

で２カ所を活動をしていただいておる状況でござ

います。 

○村上委員 

 この辺のところは私自身、余り勉強してないも

のですから、この題材に対してどんなことかなと

いうふうに思いましたが、具体的に今、西中とも

う一点あると思うんですが、八ツ田ね、具体的に

どういうことをやるんですか。 

○土木課長 

 具体的には、農業施設等の維持管理を行ってい

ただく。要は、草刈りとか用水路の補修とか、あ

とは地域住民とのコミュニケーションというか、

農業に対しての住民参加の意識づけということで、

子供会とかＰＴＡを巻き込んで、その活動をする

ことによって農業に親しんでいただく。後継者を

育成するという意味でもそういった活動をして、

農業のあり方をわかっていただく活動をしていた

だくという活動でございます。 

○村上委員 

 ちょっとよくわかりませんけど、必要だなとい

うことで理解させていただきます。 

 やはりこういったことも議員ですらなかなか見

えてこないなという活動で、確かに今後も農業と

いうのは必要かと思いますが、そうはいうものの、

今の御答弁の中で、ほんとに生産活動に対してど

うなのかなという感じをします。これがいいとか

悪いとかじゃなくて、きょうはとりあえずこの項

目に対して何をやるかということで、もう尐し私

のほうも勉強する必要があったのかなというふう

に思います。 

 最後の質問に入りますが、この概要のほうの

146ページ、新規事業ということでやられるわけ

なんですが、これが今、プロムナード事業という

ことで野外の彫刻ということなんですが、この場

所についてはここに書いてあるんですけど、とり

あえず教えていただきたいなと。 

○都市計画課長 

 まず、こちらの野外彫刻プロムナード展でござ

いますが、これは平成12年から文化会館のエント

ランスロード、そちらの前に台座を６基設置して

おりまして、そちらに毎年彫刻のほうを設置して

いるという事業でございます。 

○村上委員 
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 それで、ことし平成27年度ということは15周年

事業ということですよね。ここに松並木に彫刻６

体ということでやられると思うんですが、これ15

周年の記念事業だよと。松並木のところにやって

いくということなんですが、どういう彫刻という

のかね、どんなものをイメージして、松並木です

よね。強調させていただきたいんですけど、知立

市の歴史だとかそういうものがある松並木に対し

て、パティオのエントランスにあるようなものを

あそこへ置いていくのか、それとも知立市の伝統

文化ということにちなんだものを置いていくのか、

その辺のところは非常に危惧されるんですね。そ

の辺、どんなようなものを今考えておられるのか

ということをお示し願えればありがたい。 

○都市計画課長 

 今、15周年記念事業ということで、今おっしゃ

られたように、東海道松並木、こちらのほうに彫

刻の設置を今、考えております。 

 そちらのほうに松並木ということでございます

ので、知立市の歴史だとか、民話だとか、そうい

った歴史にちょっとかかわるような題材を作者の

先生に御依頼して、この３月の末にイラストがあ

がってきまして、それを松並木保存会というのが

ございます。そちらのほうにも諮って、それで決

定させていただいた上で設置していきたいという

ふうに考えております。 

○村上委員 

 ほかのところね、近代的なところにこういった

ものを設置するということであれば、それは芸術

的なことで物でも前から見て、横から見て、こう

やって見て、何だかわけがわからんなというよう

なのでもこれは芸術なんですよね。だけど、ここ

の松並木ということで、今の歴史だとかそういう

ことを考えたときに、ほんとにそれが感じられる

のかというところが非常に難しくなるのかなと。 

 今回思ったのが、こういう部分については、芸

術家がそういうものをかたどって、これはこうい

うふうに見るんだよという、岡本太郎じゃないけ

どね、あれも何だかわからんですね、僕らみたい

な凡人が見ると。でもそれをずっと眺めていって

題材を見ると、子供の笑顔とか何か言うと、その

子供の笑顔が浮かんでくる。やっぱりここにそう

いうものがあったときにどうなのかなという感じ

はするんですね。ここがやっぱり15周年事業とい

うことで、このことについては、しっかり知立市

のいろんな歴史を知っておる方だとか、松並木だ

けじゃなくて、いろんな方にそういう作品のデザ

インを見せてもらって、ここにふさわしい６体を

ということで、これは今お答えが多分出せないと

思うんですね。 

 その考え方について、やはりここはトップダウ

ンということでトップがそういう決断もせないか

んだろうし、それはそこに非常に松並木というと

ころについては重いと。日ごろからこの松並木の

ところについては、市長のほうは松並木の思い入

れが深いなと。過去にあそこに馬でパカパカと走

るような観光名所をつくりたいなというような、

そんな思い入れも市長から聞いたことがあるんで

すが、ここは最後の質問にしますけど、市長の思

いだけ今のところ聞いておきたいなというふうに

思います。よろしくお願いします。 

○林市長 

 今、村上委員おっしゃった危惧というのは、私

もやはり感じるわけでございます。パティオエン

トランスロード、プロムナードロードに置いてあ

るような抽象的なものというのは、なかなか松並

木にはちょっと私もそぐわんのかなと。ほんとに

子供が見ても、どなたが見ても、こういうものか

と。それで安らぐ、和むというか、そうしたもの

が私はいいのかなと。あわせて、やはり知立市の

ゆかりのあるもの、物語ができるもの、語れるも

の、そんなものをやはり考えていかなければいけ

ないと思っております。 

 今、デザインができて、そして、松並木保存会

の方々に見ていただく、そんなことも今、手続的

にやっていくわけでありますけれども、わかりや

すい、どなたでも納得ができるようなものを据え

ておきたいなと考えております。 

○村上委員 

 最後になりますが、ここの松並木の彫刻、これ
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を見ることによって知立市の歴史が感じられるよ

うなものを、ぜひとも選んでいただきますようお

願い申し上げまして、私、質問を閉じさせていた

だきます。 

○池田福子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○風間委員 

 まず、今いろいろ議論されました鉄道高架事業

に関してです。概要の92、93ページですね。当然、

市当局もいろいろな大きな課題がある中で、俗に

言う３点セットで進められてきていると思うんで

す。すなわち、負担割合を含む事業費の軽減、単

年度予算の事業費確保、そして、透明性の確保で

すね。議会も当然そういう形で同一歩調で情報を

共有しながら進んできておりまして、議会で決議

書、意見書等も県とか名鉄に出させていただいた

と、こういう経緯もあるわけですね。ですから、

一丸となって取り組んできたという流れの中で、

知事交渉とか、あるいは我々議会としても先ほど

市長が政治の側がリードしていかなければならな

い、そういう状況も加味して時の正副、私、当時

副議長でしたが、平成24年ですか、県議会議長交

渉、これは市長、副市長も同席していただいて駅

周辺の正副特別委員長にも同席して、初めてのそ

ういう交渉、議会側の交渉も行って、そういう集

約の中で23億円が軽減できたと、こういうことが

言えると思うんですね。だから、さらに積極的に

政治の側の政治課題を実現するためにしっかりと

取り組んでいかなければならないというふうに思

っておるんです。 

 それで、なかなかそのときの所管として、いま

だに覚えているのは、地元の県会議員とか担当の

委員長、総務委員長とか建設委員長ですね、県議

会における。なかなか厳しい意向があったのは事

実なんですよ。知立市さん、最初からそんなんわ

かっておって、今になって苦しいと言っても、な

かなかそれは通らんねとリアルに言われた思い出

もいまだにあります。 

 ただ、そういうところでもそれはそれとして、

今、現実論としてなかなか大変厳しい状況ではあ

りますから、ひとつよろしくというお願いをして

回った、そういう印象を持っておるんですが、当

局も一緒だと思うんですよね。当局だって同じこ

とを言われてると思うんですよ、県の側に。知立

市さん、今ごろそんなことを言われたって、最初

から知立市がたっての思いでこの鉄道高架事業を

提案してきて、それで県も決断して、今ごろにな

って事業費軽減と、こういうことなんですよ。だ

から、そこに余り重きを置いちゃうとね、腰がひ

けるんですよ。それはそれとして過去のプロセス、

経緯はあるとしても、今現状はこう。そして将来

に向けての状況はこうなんだから、とにかくお願

いしたいと、こういうことでまずいかなければ、

なかなか強い交渉というのはできないと思うんで

すが、そういうところに交渉がなかなかうまくい

かない、腰がひけてるという議会側、市民の側の

印象を強く持たれるというのは、そういうところ

に問題があるのかどうなのかというのを改めてち

ょっとお伺いをしておきたいと思うんですが。 

○林市長 

 これは政治課題ですから、私が答弁をさせてい

ただくことにさせていただきます。 

 そういう風間委員がおっしゃられた前提条件は

あるんですけれども、それだから腰がひけてると

いうことは決してございません。それはそれとし

て、今の現状をしっかりと訴えていく、お願いを

していく、それに尽きるわけでありまして、決し

て腰がひけてないということだけは御理解いただ

きたいと思います。 

○風間委員 

 そのような決意で今後も臨んでほしいと思いま

すよ。そういうふうになかなか見えてこないとい

うことで、もういろいろな議員が本会議も含めて、

毎議会こういう話が出るというのがね、その辺の

不退転の決意がいまいち感じられないと、こうい

うところからこういう声が上がるというのは、よ

くよく肝に銘じて認識し直していただいて、そし

て、また我々議会側も、先ほど市長が我々に振っ

てきましたがね、我々もまた次の策を考えており

ますよ。だから、しっかりとそういうときは一緒
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に行こうやという話でいきますから、とにかく一

丸となってこれは進んでいくということでござい

ます。 

 それで、先ほど村上委員も言われましたが、負

担割合、まずはここをトライせんといかんと思う

んですよね。そもそも23億円は、県が実質負担軽

減していただいたのは結節点の８億円と中３階の

３億円と事務費の１億円をまけてくれたもんで12

億円なんですよ。そこからスタートせんとかんで

すね。45対55になったのは、これは国の制度です

から、それを合わせて23億円と言われて、そこの

土台でこんだけ軽減したからいいじゃないの、知

立市さんと言われる県の姿勢というのは、私は非

常にこれはそもそもの議論の出発点が違っとるや

ないかと。県も国のほうの渡りに船のような部分

を前面に出しちゃってね、知立市に、これでよし

なにという、そういう姿勢というのが尐々いただ

けんなという思いがあるんですが、12億円でしょ

う、間違いないでしょう、これ。 

○都市開発課長 

 12億円で結構です。 

○風間委員 

 そういうことなんですよ。だから、そこからね、

今これで負担割合が図れますとね、まだ二十四、

亓億円ですか、減っていくんですが、これはいつ

も議会でも言われるように、年々事業は進んでい

っているものですから、だんだん目減りしていく

んですよ、この負担率が。だから早くこれはやら

ないといかんということで、そういう部分では、

その先ほどの制度論の話ですね、これは直轄負担

金、要は、おつき合いですよ、実際にもメリット

があるから国の事業だったら県に２分の１とかね、

県の事業だったら２分の１負担せいということな

んですね。 

 だから、国会でも議論がありましたよね、三、

四年前に。たしか、大西議員がやられたと思いま

すよね。それで担当の事務官は、大臣でしたかね、

あの当時は。それを見直しの時期も国としては検

討していかなきゃならないと、こういう答弁も出

て報道もされてるんですよ、中経新聞あたりに。

ただそれから後の前進が見られてないと。やっぱ

り国は重いなという印象を持ってますね。一国会

議員の話で答弁は前向きな答弁が出たんですけど、

具体化はされてないというのが現状ですよ。 

 だから、そこをどう揺り動かすか、そういう引

き出した答弁に対して、さらなる前進に向けた、

地元の国会議員にとにかくお願いして、国会の場

でさらなる意見提言をしていただく、まずこうい

う環境をつくらんといかんと思うんですが、いか

がでしょうかね。 

○林市長 

 まさしくそういうふうな感覚というか、考えを

持っております。 

○風間委員 

 我々も各政党のパイプを使って、それでそうい

うのを揺り動かすために、国会議員というのはこ

ういう時しかないんですよ。ほとんど仕事なんて

ね、ほとんどが市会議員にね。県会議員なんか何

やっとるかわからへんというようなね、そういう

やゆもされてる状況もあるし、私自身もそういう

部分は持っておるんですね。 

 だから我々がしっかりとお願いをするという、

こういう政治的な見地に立って、強くそういう環

境づくりに向けてやっていきましょうということ

ですね。事務レベルでは事務レベルでしっかりと

精査できる部分は精査してやっていただく、こう

いう二本立てでやっていくというのが今からの知

立市の残された９年間、完成までの。 

 とにかく平成35年に延伸になりますと、再開発

ビルでもそうなんですけど、当初の予定から比べ

ると資材の高騰で、えらい苦慮されておるという

情報が入ってきているじゃないですか、資材の高

騰でね。それから今年度予算追加補正にも反映さ

れておる、人件費の値上げね。ですから、平成35

年超えたら、さらなる再々見直しとかそういう懸

念、状況にも心配の状況もあるわけでして、そう

ならないように死守するという形で、まずはこの

事業費の負担軽減、そういうのを目指していく必

要があると思うんですが、そこでちょっと１点聞

きたいのは、平成25年に駅周辺整備計画の見直し
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ありましたよね。これはそういうものを含めて１

年かけてやられたと私も記憶してるんですが、素

案がまとまったと、平成25年ね。都市計画変更が

いつでしたかね、今年度、来年度やられるのかな。

その中で、それは負担軽減には結果的には結びつ

かなかったですよね。 

○都市計画課長 

 この見直しで、もちろん市道が県に変わった。 

○都市整備部長 

 確かに見直し検討をしてまいりまして、都市計

画決定に向けて今、手続を進めているところです、

関係機関の協議も含めて。 

 事業費の削減ということですけれども、やはり

大きな幅員が多尐狭まっても影響する範囲はそれ

ほど変わりないことから、物件の数からするとそ

れほど変化もありません。 

 ただ、廃止する路線もございますので、そのあ

たりでは若干の軽減が見られるのかなというふう

には感じております。 

○風間委員 

 この見直しは、事業費も負担軽減できれば理想

でしたけど、なかなかそうはいかないという部分

で、ただ、認識度が深まって地域に対する、駅周

辺に対するその計画の内容が充実したというのは、

私、認めてるんですよ、これはね。やっぱりこう

いうことも常に検証して、長いスパンの計画です

からね、やってよろしかったじゃないかという形

で、非常に私も評価してるんですね。だから、そ

ういうこともやってきた。 

 それから、駅移設ですね、三河知立駅の移設、

これも存外、実質は１億5,000万円程度下がるん

ですけど、こっちの北部の整備が要るということ

で差し引き勘定2,000万円で終わってしまったと。

しかし、これも大きな効果ですよ、ある意味。あ

わせてまちづくり効果も出ますし、こういうもの

はうまく機能アップさせていかなければならない

わけでして、そういう部分では、今後この駅移設

の新駅周辺に関する地区の充実、こういうものも

しっかりとやっていっていただければというふう

に思うんですが、ですから、そういう部分で事業

費の削減というのかね、先ほどの県道に移管した

形での負担軽減とか、事務的にやれることはまた

再度検証し直していただいて、それでしっかりと

事業費軽減に向けてやっていただくということで、

我々そんな細部的な部分は政治の部分ではわから

ないですからね、それは当局の皆さんの一丸とな

った努力に期待するしかありませんので、エール

を送っておきますので、ひとつよろしくお願いを

しておきたいと思います。 

 それで、それに関連して、当然もう一つの重要

事項であります国・県の事業費の確保ですよ。前

も都市整備部長の議論の中で、今、国の予算の配

分がなかなか公共事業から防災とか安心・安全の

そういうほうにシフトしてるという大変心配な情

報を私も聞いておるんですね。それは大分前に聞

いた話で、今もやっぱりそういうほうが顕著化し

てるのかどうなのか、まずちょっと確認をさせて

いただければと思うんですが。 

○都市整備部長 

 まさに今年度は配分が尐なくて、駅周辺区画整

理事業では、まさに工事がおくれ、用地買収がお

くれた箇所がございます。この傾向は多分まだ続

くんでしょうけれども、交付金の計画自体は平成

27年度で一旦区切りはつくものの、継続して計画

をしてまいりますので、後の計画の中で何とかス

ケジュールを間に合わせるようなそういった対応

もとっていきたいというふうに考えております。 

○風間委員 

 だから、まずは予算の確保で、いつも当初予算

ベースで、ここ三、四年ですか、もう半分にも満

たないというね、そういうほんとに厳しい状況が

ありまして、やっぱりその辺の単年度予算の事業

費確保をしっかりと確保していくと、こういうと

ころで力を注いでいく必要があるなという部分が

ありますので、そういう国・県の方針の情報等も

しっかりとキャッチして、それで的確に事業推進

できるような体制で進んでいっていただければと

いうふうに思っております。 

 それから、最後は３点目、透明性の確保ですね、

これはなかなか難しい話があります。ただ、やは
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り透明性の確保をして公共事業費が住民の前に明

らかにして、それで入札効果なりいろいろな競争

性を高めていくということになれば、当然事業費

は必然的に軽減する可能性というのが出ますから、

やっぱりこういう部分ではしっかりと声を上げて

いく必要があるんだろうというふうに思いますが、

今後この透明性の確保に向けた対応策として、今

現状考えている部分をちょっとお示しください。 

○林市長 

 透明性の確保については、今申し上げましたよ

うに、年に１回、愛知県の中で鉄道高架に関係事

業をやる関連団体と一緒になって国のほうに要望

書を出していく、これは毎年やっていくわけであ

ります。そこには私どもの要望で、透明化の要望

を入れさせていただいております。 

 これは出していくわけでありますけど、あわせ

て先ほど村上委員の御質問いただいたように、し

っかりとさらに踏み込んで、それこそ地元の国会

議員にこれとは別の機会にも議員の皆様方と一緒

になって申し上げていく、そんなこともこれから

やってまいりたいと考えておりますので、またよ

ろしくお願いいたします。 

○風間委員 

 透明性やなんかも県議会議長交渉やったときに、

あわせてお願いをしていったんですがね、なかな

かやっぱり大きい自治体になると小回りがきかん

なという、我々そういう印象を持ったんですね。

動かないんですよ。 

 最大会派過半数持ってる自民党会派も対応はま

ちまちで、非常に積極的に知立市の実情をわかっ

ていただいて事業費削減とか、こういう透明性も

しっかりと議会内で位置づけていくと言ってくれ

る方もおれば、それはなかなか難しいなというよ

うなね、そういう厳しい御意見もいただいたのも

事実あったんですね。しかし、総体的には御理解

いただいておるという流れの中でありますから、

たまたま県議会交渉をやりましたけど、もう一つ、

前よりもこういう３点セットの推進に向けて重要

なことは、やっぱり広域的な各近隣市町と一緒に

連携した形でのこの鉄道高架の重要性を県や国に

しっかりとお願いをしていくと、こういうことが

重要だと思うんですね。 

 そういう部分で今追い風になっておるのがリニ

アですよ。平成39年完成予定のリニア。もう完全

に報道して、豊田市もこの前、西三河の市議会議

長会ありまして、副議長がたまたま隣の席であり

ましたので、いろいろ情報交換させてもらったん

ですが、豊田市は本気で名鉄、県、もう複線化、

そして、名古屋駅から豊田駅までリニアが40分で

すから40分以内構想で特急もすると。今はその前

段として若林地区の複線高架化、ここまで視野に

入っとるという話でございました。 

 ただ、具体的に表明はまだされてない、まだ新

聞報道の段階でありますが、内々ではそういう方

向で進んでいると。そうすると、本腰入れて、い

ざ完全な表明がした場合は、もう一気に豊田市は

進みますからね、それだけのパワーと財力持って

おりますので、そのときに、うちがいつものこの

件に関してもちょっと弱腰と感じる印象を持って

るんですが、何もしないでは知立市の部分だけど

ないするのということで、大変厳しい状況に追い

やられてしまうなという思いがあるんですね。 

 たまたま鉄道高架事業で竜北中学のそこの新駅

までは複線化できますので、そこまでは安泰です

けど、そこから今の三河知立駅の、あそこはもう

複線の高架対応になってますからね、そこまでの

間の複線化をどうするかというのは今からやっぱ

りちょっと考慮してね、答弁としては、先に声を

上げると負担金云々という話をされますけど、ど

のみちそれは大きな流れの中でそれが動き出せば、

当然今の制度の中では、おつき合い負担金は強い

られるのは当たり前の話ですから、それはもう覚

悟してやるべきところはやっていくと。どう捻出

していくかを今から考えていくというこういう方

向性に立たないと、やっぱり取り残されてしまう。

大きな政策の中から取り残されてしまうんではな

いかという私は懸念を持っているんですが、その

辺はいかがでしょうかね。 

○林市長 

 この透明化ではなくて複線化の話だと思うんで
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すけれども、リニアの平成39年開通という点では、

先ほどの事業費確保、これは非常に追い風ですね、

知事表明してますように、平成35年と言って必ず

私は知事はやり切る、これは決まってる、もう名

鉄も絶対おくらせるわけにはいかないわけですか

ら、平成35年間違いなく私はもっと早まってくる

ようなぐらいの勢いでやられるんじゃないかなと

いうふうに考えて、事業費確保はそういう視点か

なと、私は、想像なんですけども思います。 

 もう一点でありますけれども、豊田・知立の特

急化ですね、特急化は、これも今、名鉄のほうは

ハード的にはこれでも私は予想なんですけれども、

名鉄複線化は可能になってるんじゃないかなと。

可能じゃない部分については、豊田市、県がお金

を払ってくれる。私どもは一切お金を払わない、

そんな構えでいなければいけないというふうに考

えております。 

○風間委員 

 ほんとにこれでいいの。今の流れから見るとね、

それじゃあ、３者協議とかそれが成り立つのかな

という思いしますよ。確かにこれは名鉄の喫緊の

事業化で、自治体とは切り離して考える、側面に

立てばそういう市長の今、答弁も正解でしょうが、

そうはならんでしょう、公共交通の重要性とかい

ろいろ考えた場合ね。豊田市だって幾らかの対等

負担をやる気合を持ってこれは進んでくるはずで

すからね、そのときに知立市はなしで県、名鉄、

豊田市がやってくださるからと。じゃあ、うちの

そこの1.5キロメートルの新駅からのそこをやっ

てくれるの、それじゃあ。やってくれるんですか、

事務的に見て。やってくれるんだったらいいよ、

一銭も出さなくて。 

○清水副市長 

 今、林市長がそういうお話をさせていただいた

というのは、知立市はあくまでも知立連続立体交

差事業に対しての負担金、これは現在１対１で県

の事業に対して負担をして、その事業を進めさせ

ていただいている中身でございますので、これは

きっちりやり切るということだと思います。 

 それから、その今のくだんの豊田・名古屋間の

直通運転にかかわるその複線化という話について

は、これは知立市が直接そこにどういうふうにか

かわってくるかということは全然未知数です。私

が想像するには、これは鉄道事業者が複線化をす

るということであれば、これは県内のいろんな道

路事情、そういったものを幅広く勘案する中で応

分の負担というのがあるのかもしれませんが、そ

のことで直接知立市に対して負担を求められるの

かどうかというところは、全く未知数な話ですし、

私の感覚で言えば、これは鉄道事業者のそういう

事業の進め方に愛知県がどのように対応されるか

ということ、今後の行方を見ないと何とも言えな

いことだろうというふうに理解をしております。 

○風間委員 

 そういうことなんですよ。鉄道高架とはちょっ

と切り離した話をちょっと先の心配を私はしてる

んですからね、お間違いのないようにしてくださ

いね。鉄道高架はさっきの話でいいんです。その

後の話、大きな政策の流れの中で、そういう話が

現実のものとなっていく前に、どうなるかわから

んのは事実ですよ、名鉄の直近の事業ですからね。 

 しかし、やはりそういう環境も考慮して、ある

程度の準備は整えていく必要があるではないかと、

そういうことを申し上げているんですね。それは

やっぱり必要なことじゃないですか、準備をして

いくというのはね。大きな知立市にとっても地域

性とか利便性、交流のまちとして発展していく、

今後もそういうのをメーンに１つ発展していくと

いうまちにとって公共交通の充実、基幹鉄道の充

実というものは、やっぱり避けては通れない道だ

と思いますし、それは当然公共交通の充実の部分

では、一私鉄だけで責任をそしらぬ姿勢でね、

我々がしとっていいのかというところを心配して

るんですよ。やっぱりある程度の地元自治体とし

ての責任を果たしていかなければならないんでは

ないのかという部分なんですね。それが直近にな

ってからそれががたがた協議し出しても遅いから、

今からこういう大きな流れの中で、そういう将来

方向性も模索するというのが重要な大切なことじ

ゃないのかということを申し上げておるんですね。 



- 32 - 

 だから、それはいいですわ。今、たらればの話

も多いものですからね、それは今後の検討課題と

いうことで十分に研究して、県とか名鉄とか豊田

市の動向も協議して情報をしっかりとキャッチし

ていっていただければと思いますが、豊田市とな

んかそういう話しておりますか。 

○都市開発課長 

 まだ正式なお話はきておりません。ちょっとし

た事務的な話の中で、そういった会話はございま

したけども、まだ正式なものとしては何もきてお

りません。 

○林市長 

 先ほどのまずは一切というそういう言い方が、

ちょっと誤解を招く。ちょっと訂正をさせていた

だきまして、連立の鉄道高架事業を着実に私ども

は進めていくという、今はそういう視点でござい

ますので、ちょっと申しわけございませんでした。 

 もう一つでありますけれども、豊田市長からこ

の複線化に関してでありますけれども、話はござ

いません。 

○風間委員 

 そうですね。一切というのはね、私はそこにひ

っかかりがあったもので、ちょっと強く反発して

おったんですけども、いいですわ、それはね。当

然の話ですよ。改めるというのは。 

 あわせて、県、名鉄、この辺で正式な話という

のはありますかね、参考までに。 

○都市開発課長 

 申しわけございません。そちらの情報に関して

も確認しておりません。 

○風間委員 

 確かにこれは名鉄の主導なのかどうかわかりま

せんが、マスコミが主導してこういう世論を形成

しているという状況はあると思うんですね。 

 しかし、間違いなく進むのは明らかであると容

易に想定できますので、そういう形でしっかりと

今後も知立市もその辺の情報のキャッチをして検

討材料にしていっていただければというふうに思

います。 

 以上で鉄道高架は終わりまして、再開発でほと

んど先ほど、あるいは本会議の議論でほぼ出てお

りますのでいいんですが、知立市としては当分の

間、支援をしていかんといかんですよね、完成ま

でに。当然補助金も約３分の１も補助していくわ

けですけどね、国・県との折半分もあるんですが。 

 それで、組合側の意向として、市の再開発事業

でありますから補助もたくさん、約３分の１もす

る中で、そういう公共施設に見合うようなハード

づくりの適切な指導も必要だと思うんですけど、

そういう組合との市との関係ですね、そういう部

分は今どんな状況になっているのか、ちょっと教

えていただければ。組合だけでやれるものではな

いですよ、これはね。 

○まちづくり課長 

 もちろん施主としては組合になりますが、半公

共的な施設、あるいは知立市のランドマーク的な

ものになりますので、今、行政側はまちづくり課

としても、例えば理事会、あるいは総会、あるい

は設計協議の中、積極的に参加をさせていただい

ておりますので、もちろん行政側の意見を無理や

り押しつけるというわけではないんですが、公共

的な、あるいは盛んに出ております、まちのにぎ

わいに寄与するような、そういった施設もぜひお

願いしたい、そういったかかわり方をしておりま

す。 

 以上です。 

○風間委員 

 それで今、心配なのは、商業後退の話なんです

ね。これは何としても今の活性化ある駅前、これ

を維持するというのは到底難しい話になってきま

すけど仕方ないですよね、これはね。そういう再

開発手法を選んで、今推進を図っているさなかの

その今年度中にあの一帯を更地化すると。新たな

ビルができ、そこに見合うたな子の選定をしてい

くということですが、今の飲食店系はほとんど資

格に見合わんという、平たく言えば入れないと、

戻ってこれないと。だから、それはそれでそのと

きは新たな再構築をしていただければ結構なんで

すが、その間の対策ですね、こういう部分はしっ

かりと市の直接的な業務ではないとは思いますけ
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ど、やっぱり商業振興とか駅周辺の活性化の部分

から見て考えますと、全く無策では尐々まずいん

ではないかという思いしておりますので、そうい

う部分では経済界ともしっかりと情報を交換しな

がら、何がしかの活性化に向けた対策を打ってい

ってほしいと思うんですが、改めてその辺の状況

をお聞かせいただければと思うんですが。 

○都市開発課長 

 駅周辺のまちづくり、まちのにぎわいに関して

でございますけども、再開発事業でテナントを移

転するという形でございますけども、実際、区画

整理事業でたな子を今出ていっていただくという

形の方法になっております。これは、一応区画整

備事業によってテナントに対して大家が建物補償

をする関係上、どうしても出ていっていただくと

いう形の内容でございます。 

 そういった中で、私どものほうで移転補償、移

転に際して移転交渉をやる中で、そのたな子の御

意見をお聞きしながら、なるべく駅周辺で残りた

いという方に関しては、やはりそういったあき店

舗、あるいは区画整理事業で新たに換地を受けて

商業ビルを建てられる方もございます。そういっ

た方へのテナントとしての御紹介、そういった口

きき等もさせていただいておりまして、なるべく

ならそういった形で今のにぎわいが何とか維持が

できる、そのまま維持できるというのは非常に難

しい部分がございますけれども、やれる範囲のこ

とは対応させていただきたいと思っております。 

○風間委員 

 ひとつ、直接的な市の仕事ではないですが、や

れる範囲でしっかりとやっていっていただければ

というように思います。これは以上で、また今後、

変遷があったら情報提供等いただければ結構でご

ざいます。 

 それから、もう一つ、鉄道高架が的確に進捗す

るために、道路事業との関係で、知立環状線です

ね、78ページ、79ページ、ここの進捗も無視でき

ない重要な要素になりますよね、これ。それで、

平成22年度から平成30年度、総事業費10億7,700

万円、この事業費を使って事業が開始されてるわ

けなんですが、今年度が１億9,500万円余りです

ね。それで平成27年度の予算概要が8,000万円の

用地取得費と物件移転補償費が１億1,200万円、

委託費が365万2,000円と、こういう計上がされて

おるんですが、これ順調にいけますか、平成30年

までに。今後の計画は、どういうふうになってお

るのか、ちょっとその辺を教えてください。 

○都市計画課長 

 知立環状線においては、平成30年までに完了さ

せるということで動いております。 

 用地買収のほうでございますが、平成25年から

入りまして平成26年、平成27年、今平成26年度に

おいても４件の実際移転も終了しまして順調にい

っておりまして、平成27年度も５件を予定させて

いただいておりまして、当然、物件調査のほうを

しておりまして、それで事前に地権者の方に御説

明申し上げながら進んでおる状況でございますの

で、順調であるというふうに考えています。 

○風間委員 

 見通しとしては難航が予想される部分とかね、

私もここに関して相談を一、二受けておるのも実

情ですが、見通して難航が予想されるような状況

はありますか。 

○都市計画課長 

 今のところ交渉に入っておる中では、大体の計

画はお伝えしておりまして、いつごろという御希

望、そちらの御要望も聞きながらやっておりまし

て、特に今のところそういったのはございません。 

○風間委員 

 あわせて県道八ツ田線のほうのつけかえですね、

そっちのほうは、今どういう状況なんですか。 

○都市計画課長 

 こちら本郷知立線ですね。県道の本郷知立線に

なります。こちらのほうも用地交渉のほうをさせ

ていただいておるわけですけど、こちらは20名中、

今のところ５件が買収が終わっておるという状況

でございます。 

○風間委員 

 後の予定はどうなりますか、これは。 

○都市計画課長 



- 34 - 

 こちらも物件調査をことし５件発注しておると

いうことを聞いてまして、おおむねそういった予

定で進んでおります。 

○風間委員 

 道路整備関連事業でありますし、やはりここが

支障を来しますと鉄道高架自体にも影響がくると、

当然のことでありますので、ここも的確な推進を。

それから、やっぱり私見にかかわることでござい

ますので、丁寧に親切に、そういう十分には御理

解いただくように御対応をひとつお願いしたいな

という部分であります。 

 次に、道路関係で、ついでに花園八橋線、80ペ

ージ、81ページですね、あわせて道路整備のほう

を。花園八橋線事業、これは北部の幹線道路の待

望の都市計画道路の１つであります。以前、私も

東部のまちづくりの道路整備ということで、過去

より駒場牛田線、八橋里線、花園八橋線、大きく

は東海環状から名古屋市、岡崎市から全て連携す

る北東部の大変重要な幹線道路網、こういう部分

の充実整備をということで、ようやくこの花園八

橋線が平成25年から具体化されてきて、私も地元

の説明会何度もさせていただいておりますので、

概要等は把握させていただいておるわけでして、

順調にこれも事業の進展を見るように努力をして

いっていただければというふうに思います。 

 おおむね地元としては待望論のほうが多くて、

それは一部には通過交通がふえるから、いい迷惑

だというようなお声も頂戴しておりますが、やは

り大きな大局な道路網の流れからしますと、大変

当然の整備しなければならない推移だと思います

ので、これは的確な推進をお願いしたいと思うん

です。 

 それで、平成29年に逢妻男川に橋梁の予定で今

進められていますよね。これ、2,700万円、45％

と言ってますが、当初半々だと言ってましたが、

その辺、ちょっと御解説をお願いします。 

○都市計画課長 

 こちらは通常ですと、これは豊田市と知立市に

またがる逢妻男川にまたがる橋梁ですので、折半

というのが通常でございますが、担当のほうが、

道路の幅員が豊田市のほうが18メートル、知立市

が16メートル。橋が台形な形になりまして、それ

でその割合で知立市が尐ないほうの47％というこ

とで交渉をしてまいりました。 

○池田福子委員長 

 ここで10分間休憩といたします。 

休憩 午後１時59分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後２時08分 

○池田福子委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○風間委員 

 わかりましたが、台形の橋なんて余り聞いたこ

とがないんですけど、これは可能なんですかね、

構造基準上とかね、かえって高くつく、そんな規

定外のような気が。私、素人なもんでね、率直に

素人印象としては、通常のものをつくって道幅は

ちょっと狭めると、こういう取りつけ、内に入っ

た、そっちのほうが安上がりのような気がせんで

もないんですけど、その辺はちょっとお聞かせく

ださい。 

○都市計画課長 

 豊田市のちょうどこの橋がありまして、豊田市

のほうが18メートル、知立市のほうが16メートル

ということで、構造的には特に通常のものと変わ

らないわけです。 

 ただ、ここで言っておるのは、負担割合がそう

いうことで決着したということで、構造的な問題

は特にありません。 

○風間委員 

 構造的はそれはいいんでしょうけど、いびつな

形になるわけでしょう。台形だから向こうは太く

て細くなるわけでしょう。通常は長方形じゃない

ですか、橋というものは。そこの疑問だけの話な

んです。それ大丈夫なの。交通安全上どうなのか

という、それから歩道はどうなっているんですか。

歩道の設置というのもあるのか、ちょっとその辺、

教えてください。 

○都市計画課長 

 歩道は当然まずつきます。ちょっとこの知立市
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から豊田市にかけてアールが若干入っておりまし

て、そういった関係でそういうことになる。 

○風間委員 

 大体イメージしておきます。わかりました。 

 とにかくね、我々も住民の人から、よう問い合

わせがあるので説明せんといかんもんでね、説明

責任があるんですよ。だから、それわかんないん

じゃあやっぱりね。おまえ、何期もやっておって

何やっとるだと言われちゃうからね、だからちょ

っと聞かさせてもらいました。非常に地元では注

目を集めてますから、この路線はね。 

 それから、もう一つが、市民農園ありますよね、

あそこを分断しちゃいますけど、市民農園はどう

いう方向になるの。ちょっとよその課の話ですけ

ど、協議はされておると思いますけど。 

○都市計画課長 

 当然、経済課のほうとも協議はさせてもらって

まして、ただ、まだ工事の時期にはそちらの今の

市民農園のところが、どちらかといいますと第１

期工事は川に近いほうからの調整池から入ります

ので、市民農園は真ん中辺にありまして、いつご

ろ工事やるという情報は密にとっておりまして、

そちらでそういうことで、急にやめるとかそうい

うことじゃなくて事前に準備を、やめるならやめ

る、やるならやるということで調整はさせていた

だいております。 

○風間委員 

 将来的には三、四年後には、いざ工事がかかる

段になると。３年後ぐらいですね。取りやめとい

うことですか、市民農園は。方針としてはですよ、

今現状の。 

○都市計画課長 

 完全になくなるというわけじゃなくて、若干ち

ょっと用地かかるところだとか、それから、もう

ちょっとそれをまたどうしていくかという話も含

めて、市としては考えておるわけでございます。 

○風間委員 

 両サイドを残すということもあるということで

すね。そのときはまた教えてください、方針が固

まったらですね。 

 それから、当然八橋里線とのもう一つ大きな東

西に縦断するこことの連携になるわけですよ。こ

こは当初の予定を都市計画変更しまして、この前

も議論ありましたが、横断を２カ所ではなくて１

カ所に集約したということなんですね。これ、私

も以前からくどいように申し上げていますけど、

もともと八橋は地元の要望はそうだったんですよ。

それがおたくらの考えで、決めたことを無理に通

していったわけですよね。結果的にはもとに戻っ

たわけですよ、住民要望のためね。だから、もう

ちょっと弾力的にならんとね、これは行政のそう

いうところが、やっぱり親方日の丸という、わし

らは一遍決めたことはずっと貫き通すと。結果的

には今回はいい形に戻ったんですけど、住民の意

向どおりにね。それは１つ言っておきますけど、

この変遷に対しては何か所見ありますか。 

○都市計画課長 

 こちらについては、安城市とも協議させてもら

ってる中で、やっぱり明治用水緑道の絡みも含め

まして、私はいい形になったかなというふうに思

います。 

○風間委員 

 都市計画課長が課長になられる前の古い話をし

て申しわけないですけど、過去の経緯はそういう

攻防があったと、地元の要望等々のね。しかし、

いいものに変遷していけば、私ももうほんとにこ

れはＰＲのしがいがありますので、そういう形で

的確に事業推進をしていっていただければと思い

ます。 

 それで最後に、地下道の話ですよ。佐藤議員が

振ったあの話、遊歩道を地下道タッチ、歩道橋で

すか、地下道ですよね、当初は。それを佐藤議員

は交通量が尐ないとかね、そういう部分で、あれ

は幾らかかるでしたかね、地下道設置概算。 

○都市計画課長 

 幾らということでございますが、私、試算はわ

からないんですけども、4,000万円とかそこら辺

がかかるような格好になりますが、実は、これは

今、警察と協議を進めておりまして、まだこれは

警察がどういう所見で、この図面を見せてどうい
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うふうにしなさいという、まだちょっと行く前の

段階でございますが、それによってできれば市と

しては平面でいきたいなと思うわけですけども、

ちょっとそこら辺は警察との話だとか、いろんな

処理、課題がありますので、今何とも言えません

けども、そういうふうに考えております。 

○風間委員 

 私もそこの都市計画道路のタッチのところは、

ちょっと誤解をしていたんですが、この前の本会

議の佐藤議員の議論ですとね、もともと地下道で

すか、そういうことで当初は進んでおったという

ことを恥ずかしながら初めて知ったもんですから

ね、再確認させてもらってるんですよ。 

 それで問題は、確かに在のことなもんでね、そ

れは人数も尐ないし、空間も多いし、農地も多い

と。だからどうしても予算が今厳しい知立市の段

階では、そういう方針をそんな無理してそういう

ところにお金かけんで、ほかに回せよという話に

なっていくんですよ。 

 しかし、私は郊外に住んでおる以上は、やはり

全体的に見てほしいんですよ、そういうのは。強

く反論するつもりは毛頭ありません。やっぱりそ

の交通量調査とか、ほんとにどれだけの方が利便

性よろしく使って、それで投資効果が発揮できる

か、そういうのを総合的に検証して最終的には方

針決めていただければ結構だと思いますけど、た

だ、地元の意向として一言だけ申し上げたいのは、

やっぱり明治用水の上部遊歩道は、全体を連携性

をよろしく、知立市区間を皆さんが憩いのために

遊歩道的に整備するという方針があったじゃない

ですか。だから当然１号線と名鉄のところは歩道

橋、それから、牛田の料金所のところも歩道橋と

かね、重原のほうも歩道橋設置してるんですね、

連携性よろしくと。今、課題は、あそこの例のハ

ヤシスポーツとこの旧23号線ですか、あそこの部

分ですよ。あそこに信号設置の要望が過去よりい

ろんな議員が言っても、やはり南側からの急カー

ブのところの問題があって設置がなかなか難しい

と、こういうことできてるんですね。 

 だから、八橋で言えば八橋駒場線のあの道路で

すよ、あそこがなかなか渡れない、通行量が多い

ものですからね。あそこの代替機能として、バイ

パス機能として花園八橋線ができてくるんですよ、

今後はね。そうすると交通量も必然的にふえてく

なという想定はできるんですね。ただ、市内ほど

交通量があるかどうかは、今後交通量調査もやっ

ていただいて十二分にそれは検証を図っていただ

くのが前提でしょうが、そういう全体的な部分か

ら最後はやっぱりこうなりましたと。そうしない

と地元に説明できないですよね。暗にただ予算的

な部分だけ、在だからそれはと、そういう趣旨で

佐藤議員はおっしゃっとるんではないんですね。

やっぱり知立市の全体的は話を検証してやられて

おるとは思います。だから私もそういう部分はし

っかりとね、やっぱり地域間格差のないように、

そういうふうにとられないような根拠と説明責任

を果たしながらやっていっていただければなとい

うふうに思いますが、よろしいでしょうかね。 

○都市計画課長 

 今おっしゃられたように、そういったことも全

部全て考慮して、警察協議だけじゃなくて、そこ

ら辺の地域の関係だとか前後の明治用水緑道の絡

みだとか、そこら辺、考慮して検討したいと思い

ます。 

○風間委員 

 とにかく東部の開発というのは、おくれにおく

れてきてね、駒場牛田線が都計決定したのが、ほ

んとに地元としては喜ばしい状況があったんです

ね。それから立て続けに都市計画道路決まってき

て、今回ようやくこの連携機能の図れそうな都市

計画道路が段階的に整備されるということであり

ますから、期待感大きいわけですもんで、そうい

う細かなところにもちょっと気を使って、それで

地域の皆さんにほんとに喜ばれる、そういう道路

整備に向けて尽力していっていただければという

ふうに思います。 

 もう一つ、ちょっと細かいのが、先ほどもあり

ましたプロムナードです。146ページですね、概

要書の。これも平成12年から早いもので、15回を

迎えているという部分ですね。私、これ正直言っ
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て、この事業があること自体、余り認識してなか

ったんですね、途中までは。それで、私がここを

これとかかわりを持ったのが、ここの予算書の概

要説明にありますように、彫刻のある風景づくり

推進計画、この計画策定委員、商店街連合会の代

表として出させてもらって、そこからかかわりが

あるんですね。２年間かけて立派とは言えないま

でも一定の計画策定ができたと自負しとるんです

ね。 

 それで、まず最初に申し上げておきたいのは、

ＰＲが尐ないじゃないかなと。特に議会の皆さん

で、こういうのを確かに毎年チラシは入れていた

だいておりますよ。それでもせっかく事業予算化

してね、市民の方も一丸となって、特に経済界の

方が多いですね。推進のために継続的に取り組ん

でこられておると。それから、包括協定を結ばれ

て、今、愛教大との機能が発揮してる事業の唯一

無二の１つの事業ではないですかね、これね。だ

から、そういう部分はひとつ大切にしていただい

て、それでこの計画を引き続き充実したものに進

めていっていただければと思うんですが、よろし

ゅうございますか。 

○都市計画課長 

 今、風間委員おっしゃられるように、15周年と

いうことで進めております。今回、先ほども申し

ましたように、松並木のほうに彫刻６点、彫刻の

ある風景づくりに基づきまして設置するわけでご

ざいまして、それが皆さん市民の方の気持ちに心

に彩りを与えられるようなことでずっと継続して

いきたいなというふうには考えております。 

○風間委員 

 確かに、これは余裕と言えば余裕の事業でして

ね、さりとて文化の振興とか潤いと安らぎのそう

いう優しいまちづくりには不可欠な事業だと思う

んですよ。 

 それで、今年度は15周年ということで146万

3,000円予算いただいて、新たなエリアも松並木

というところに彫刻６体設置して実施をしていた

だくと、こういうことで私も大いに賛同はするわ

けですが、市が予算化したのは最初60万円ぐらい

から始まってますよね、三、四年前に。違いまし

かね。それで今年度15周年だから164万3,000円と。 

 それで、私が申し上げておきたいのは、今年度

終わって来年度、再来年度、平成28年度、平成29

年度ですね、また10万円台に落ちちゃいますか、

予算は。そこを聞いておきたいんですわ。もとも

と60万円つけたときも、私は、せっかくつけるな

ら、そんなちまちました金額ではなく、一気に、

愛教大の皆さんとか宇納先生の御尽力から見れば、

一気にその評価した予算編成が重要ではないかと

いうことを申し上げ続けてきとるわけでして、そ

ういう部分では、今後の展開というのは非常に気

にかかるところであります。 

 それで、実施計画見ますと130万円と、こうい

う方向性が出ておりますので、安心はしておるん

ですが、この際、一度正確な御答弁をお願いしま

す。 

○都市計画課長 

 この15周年記念ということで、彫刻作品の設置

負担金ということで、平成27年度については120

万円を計上しております。 

 先ほど風間委員がおっしゃられましたように、

実施計画のほうで彫刻の設置費ということで、来

年平成28年度、平成29年度についても見込んでお

りまして、今回とは若干落ちる格好でありますけ

ども、そういった格好で実計のほうでは認めてい

ただいておるような状況でございます。 

○風間委員 

 これを死守していっていただければ結構です。

よろしくお願いします。 

 それからあと、ＰＲです。ＰＲも充実をもう

尐々していただければありがたいと思うんですが、

いかがでしょうか。 

○都市計画課長 

 今、ＰＲといいますと、広報とチラシ、そちら

しかやっておりませんもんですから、もうちょっ

と商工だとかそちらの関係、経済界のほうも広げ

ていきたいなというふうには考えております。 

○風間委員 

 よろしくお願いします。 
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 最後に、先ほども議論ありました上重原北部土

地利用計画調査事業、概要の112ページ、113ペー

ジですね。いろいろ議論ありましたので、そんな

にはありません。 

 それで、なかなか私権が絡む状況もありまして、

難しい部分ありますよね。それで、先ほどの関連

ですが、県のほうが大村知事が国際展示場、ここ

をぶち上げましたね。知立市も経済界を中心にそ

ういう方向で一遍積極的にアタックかけよという

ことで、この前、知事のほうにも私も副議長の立

場で伺ってまいりました。 

 それで、まだ県の段階は調査費を計上しただけ

で全く白紙と、こういう回答で、当然ですよ、そ

れはね。刈谷市も依佐美の鉄塔の付近に具体的に

提言をされておりますし、今後はそういうところ

がふえてくると思うんですね。 

 それで、名古屋市は名古屋市で、あおなみ線の

ところに独自でやる新聞報道もつい最近されてま

したよね。あれは名古屋市のエリアですから、名

古屋市がどういう方向でやっていただいても結構

だと思うんです。要は、西三河地区にそういうも

のがあればね、それは地域のまちづくりの起爆剤

にはなろうかと思いますね。そういう部分で、こ

の前、知事のところにお願いを出向いたそういう

状況をお聞きされて、担当部局としてはどのよう

な見解を持たれておるのかというのを、さわりの

部分でどのような所見を持たれているかというの

をお聞かせいただければと。 

○まちづくり課長 

 今お尋ねの件ですが、今いうコンベンションセ

ンターだけを誘致する、それだけで上重原北部地

区の産業誘致というか、市のためというそういっ

たものだけでいくと、それがだめになったときの

危険性は非常に大きいと思います。 

 ですので、もう尐しハイブリッドな計画、例え

ば産業と地域利便施設、あるいは製造業とミック

スしたようなもの、そういったいろいろな方向の

中の１つとしてコンベンションセンターについて

は位置づけをしていくべきではないか、そんなふ

うに考えております。 

 以上です。 

○風間委員 

 当然ですよね。住民の皆さんは、いけいけどん

どんで思い立ったそういうテーマを表明すれば、

あとは成功しろ失敗しろ、成功すれば理想ですけ

ど、失敗したって別に責任はないので、それは住

民世論というものですよ。 

 ただ、執行側の皆さんは執行権という中に責任

あるまちづくりしていかなきゃならない、また

我々は、その提案を議決していかなければならな

いという法的責任のこの世界では、そんな軽々と

パフォーマンスばかりに偏ったね、そういう意見

提言というのは慎重にならざるを得ないなという

のは同感なんですよ、当然。 

 ただ、そういう世論をやっぱり尊重してね、と

りあえずはアタックして、そのアタックする過程

において新たなまちづくりの光明が生まれるかも

しれないし、そういう部分ではやっぱりまずは行

動して、それで結果的にだめならまた次の策とか

ね、そういうことでいいと思うんですよ。それで、

その交渉の中の知事の発言の中で、確かに厳しい

御意見もありましたよね。そんな80何％の同意率

しかないでしょうと、よう知っておられましたよ。

それじゃあ、到底ちょっと厳しい面があるじゃな

いかと。 

 それから、コンベンションホールのことはさて

おいても、県のほうは企業団地がもう完売されて、

新たな候補を募っておるという状況もあるようで、

そういう部分にもひとつ情報をしっかりとね、県

との連携を密にして、どういう形でそういうもの

は成就するか、そういうバックボーンがおると、

ああいう地区もそういう県のお墨つきがあれば地

権者の方の理解と合意というものも若干変わって

くるんではないのかなと。今は全くの精神論だけ、

それからアンケートで土地利用の件だけ、こうい

う形で並行してやられていくというような流れの

中で、なかなかそれが、そうですね、いいなとい

うふうには言いにくいと。それから、税の軽減策

とかもまだファジーな段階であるでしょう。だか

らなかなか合意が高まらないという、そういう問
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題もあるわけですから、まずは地権者のためにい

ろいろな策を講じて理解と合意を得る努力をしつ

つ、そのバックボーンたる政策はどういう方向が

いいのかというのを検証していくと、あわせてね、

いろいろなパターンをキャッチしながらですね、

そういうふうにやっていかないとなかなかこうい

うものは難しいなという部分はあるんですが、利

用率でも厳しいでしょう、どうですかね、改めて、

アンケートの結果の同意率。 

○まちづくり課長 

 まず、最後に言われた皆さん同意率というか、

アンケート結果から申し上げます。やはりどちら

かというと、反対という方３分の１程度、反対じ

ゃないんだけど今どうなのという、尐しファジー

な迷った方が３分の１ぐらい、今でしょうという

か、今やりたいなという方が３分の１ぐらい、そ

ういった中の状況。もちろんこれは今、風間委員

が言われた税制的な優遇だとか、あるいは事業と

してのバックボーンとしての確実性、企業の進出

の状況とのそういったものをお示しせずに決めず

での状況ですので、今後そういったお話を先週さ

せていただきましたので、税等について、ですの

で、今後全体の中でお話しすると両極端なお話も

出てしまいますので、尐し個別なお話を伺いなが

ら個別でのヒアリング、お話伺って、その中庸な

部分というか、市が示すべき方向性というのを出

したいと思っています。 

 それとあと、企業庁というか、企業団地なんで

すが、あの場所で企業団地というのが、なかなか

皆さんが考えられる売却単価、あるいは賃貸価格

という貸し出すお金とのバランスが非常に厳しい

というか、皆さんの感覚との差異、そごが大きい

ものですから、単なる企業団地というのは難しい

かなというのが私の感想です。 

 以上です。 

○風間委員 

 ちなみに、企業団地誘致する場合は、用途地区

で工業地区に指定しないと誘致はできないという

原則論ありますか。 

○まちづくり課長 

 多分、開発手法等を使ってもできますので、そ

の市街化編入が必須事項ではないと、あと、利点

としては、尐し先ほどもお話ししたハードルの１

つとなる農振除外が企業庁の場合は不要という、

そういったことを伺ってますので、いい面もある

し悪い面がある、そんなふうに考えております。 

 以上です。 

○風間委員 

 いずれにしても、その辺を明確化しますとね、

まずその土地利用で反対が出てしまいますから、

今は法的根拠のない産業ゾーンという形で都市計

画決定して総合計画にも位置づけられているとい

う。だから、どうにでもいけるような体制、これ

は正解のやり方だと思うんですよ。それしかない

でしょう。 

 そういう中で、しかし、そういう環境であり続

ければ続けるほど、なかなかここの将来性という

のが見えてこないのではないのかと、私はそうい

うふうに思っておりますので、あるタイミングと

地権者の理解度、そういうのが高まったときには

一気に取りまとめといいますかね、推進に向けた

思い切った提言がくる時期があると思うんですけ

ど、まだまだ時間かかりそうですので、最後にそ

の辺の状況を確認させていただいて、私の質問は

終わります。 

○まちづくり課長 

 ちょっと肌感というか、感覚一言で言いにくい

んですが、以前、平成21年のときに市街化編入を

断念、中断した時期があります。そのときのアウ

ェイ感というか、それよりは尐しよくなったかな

という感想は持っておりますが、これも個別の意

見の相違というのは大きさは余り変わってないか

と思いますので、その辺のすり合わせと、あと、

市が主導することがいいと言われる方、あるいは

もっと寄り添って我々の話を聞いてくれよという、

そういった方の違いも大きいものですから一概に

は言えませんが、時間は余りないと思っておりま

すので、その中で強引にならずに御理解、説得、

あるいは納得をいただく、そういった形で進めた

いと思っています。時期がずれたら尐し言いにく
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いと思ってますので、控えさせていただきます。 

○池田福子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○水野委員 

 先ほど村上委員、そして、風間委員から質問出

ました予算概要の146ページですね、野外彫刻プ

ロムナード事業ですね、これについてお聞きした

いなと思います。 

 私、この予算書と言うんですかね、予算概要配

られたときに、たまたま都市整備部の方と市教委

の方が一緒だったので、この事業は、どちらかと

いうと市教委のほうがいいんじゃないかという話

をさせてもらったんですね。やはり違和感に感じ

るところが多々ありまして、平成12年からこのよ

うなことをやってると。私、昼休みのときも市役

所から自宅に帰るときにちょうど通ってきました

ので、しょっちゅう見るんですね。村上委員や風

間委員からいろいろ質問出たので、ある程度理解

はできましたけど、この記念事業につきまして、

この作品ですね、マッチする、愛教大の学生、あ

るいは卒業生、卒業生もいるんですよね。作品が

出るということなんですけど、向こう側からこっ

ちへ持ってくるんですか、作品を。それとも市の

ほうからこういうのをくださいと言うんですかね、

その点はどうなんですか。 

○都市計画課長 

 宇納先生がおられますので、そこにまず相談さ

せていただいて、そういった今年希望される生徒

の作品ありますかということで、まずはお聞きし

ます。そこで６体を設置するという、そういう形

でございます。 

○水野委員 

 先ほど村上委員のほうから話があったように、

松並木とマッチしなければ、これは意味がないと

いうようなことも言われてたと思うんですね。 

 いつもどおりの形でやられるということになれ

ば、宇納先生の意向でという、一番危険なパター

ンだと思うんですね。宇納先生が言われて、合い

ませんって言えないんじゃないんですか。言えま

す、どうですか。 

○都市計画課長 

 今、松並木のほうの15周年のそちらの関係でご

ざいますが、そちらについては彫刻のある風景づ

くり、そちらのほうの重点地区ということで東海

道松並木を選定させていただきまして15周年やる

わけですけど、そちらについては生徒のこれは作

品ということではございません。文化協会会長で

あられます宇納先生のほうの紹介によります芸術

家の先生の作品をこちらは設置いたします。 

○水野委員 

 それがやっぱり問題なんですね。私、宇納先生

をどうのこうのと言うつもりはないんですけど、

宇納先生の感覚と市民の皆さんの感覚が合えばい

いですよ。なかなか芸術家って難しいんですよ、

感覚がね。先ほど村上委員が言われたとおり、と

んちんかんなものを持ってこられてね、これは芸

術かってなっちゃう可能性もあるかもわからない

んですね。だから、市当局含めて、やっぱりこう

いうのがいいということは言ってもいいんじゃな

いですか。それすら言えないないんですか、これ。 

○都市計画課長 

 ちょっと説明不足でございまして、今回の15周

年のほうは、ある程度、先ほどの風景づくりのと

ころで、うちのほうで知立市の昔ながらの物語だ

とか、そういった題材のほうは設定させていただ

いております、松並木にそぐうようなですね。そ

れにおいて芸術家の先生と、うちのほうのコンセ

プトをお話ししまして、先ほどちょっと言いまし

たけども、今、そちらの案のデザインを一度見せ

ていただいた上で、松並木の協会のほうにも諮り

ながら決めていくという手順でございます。 

○水野委員 

 ということは、確認ですけど、こちら側が選べ

るというふうに考えていいわけですね。 

 作品を１個持ってこられて、これですと言われ

て、いくら私たちが説明してもね、やっぱり芸術

家というのは、それ持ってますよ。プロですから

ね、すごく。私たちにはわからないような感覚あ

ります。私も身内に絵を描く人がいたり、私の友

達でも絵を描いている人がいるんですけど、全く
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私、理解できないですね、その絵が。私がすごく

心が貧しいと思うんですけど、なかなかそこまで

達することができないんですよ。 

 だから、私このプロムナード見てるんですけど、

きょうもね。これがすばらしいというのは、私に

は余りよくわからないですね。心を打つかどうか

という。あの寒空の中にあってね、これ必要なの

かなと思っちゃうんです。大体ね、この松並木に

合うのかどうかということもすごく疑問に思うん

ですよ。例えば境港の水木しげるさんの故郷、そ

こなんかは妖怪のあれでずっとあって、全国各地

から来ていると。あるいは、サザエさんなんかも

ね、すごく彫刻でにぎわっているなんていうこと

も聞きます。 

 もう一度確認ですけど、そういった意向をお伝

えするのはいいんですけど、それ１点だけ持って

こられて設置という形になると、何かまずいなと

いう感じがするんですね。だから、いろいろ見せ

ていただいてね、決定権はこっちにあるかどうか

ということをお聞きしたいんです。 

○都市計画課長 

 先ほど言いましたように、題材にこちらの要望

する題材を言いまして、絵を先生方に描いていた

だきまして、こういうのをやりますということと、

それのコンセプト、題とそういったものを提出し

ていただきまして、それで決定させていただくと

いうことで。 

○水野委員 

 都市整備部長が答えていただけますかね。要は、

こっちが選べるのかどうかですよ。話だけしてね、

こういうものと言ったら向こうがそれで考えてつ

くってこられてね、これでお願いしますと。大先

生の宇納先生に、これがいいですよって言われて、

宇納先生、これはうちに合いませんからなんて、

なかなか断れないじゃないですか、もうつくった

のも持ってこられたら。 

 だから、事前にこちらのほうに、こういった３

つか４つかある中で、どうですかということを選

べるかどうかということを、決定権は市のほうに

あるのかということをお聞きしたいんです。 

○都市整備部長 

 おっしゃるとおりだと思います。もうこれで

100％お任せしたというわけではございません。

出していただいた絵を我々が拝見をして、その辺

で評価をさせていただきたいと思っています。 

○水野委員 

 わかりました。今の都市整備部長の答弁で、こ

ちらが選べるということで、その点ではね、そん

なに飛んだような、私たちが理解できないような

作品がつくということは、並べられるとか設置さ

れるということはないということだと思うんです

ね。 

 この事業ですけど、このあと平成25年から平成

38年まであるわけですね。毎年６体、そして15年

ということですから90体という形で、この事業を

ですね、これはすごく芸術的に知立市にとって、

先ほど風間委員のほうからも話がありましたけど、

私としては、この芸術や文化を大切にする、私は

この芸術というのは知立市には文楽とかね、そう

いったものもあって、そういうほうの感覚なのか

なと思って、これはプロムナードというのは知立

市にマッチしたものなのかどうかというところで

すよね、そこがちょっと疑問に思うんですね、こ

れ、私だけじゃないと思うんですね、そう思われ

るのは。 

 これ、ただではないので、お金がかかっている

わけですから、例えば学生や卒業生の人たちの育

てるという意味ではいいかもわかりませんけど、

むしろこちらがお金をいただいてやるぐらいのほ

うがいいと思うんですよ。ほんとの話ね、なかな

かこの人たちが個展を開くといっても個展なんか

開けないと思うんですね。人も来ないと思うし。

だから知立市がお願いしていた教育大との関係も

あると思うんですけど、このままずっとこれで15

年間続けるということなんですかね。ちょっと確

認したいんで。 

○都市計画課長 

 今現在、さっき彫刻のほうですけども、実際展

示しておりますけども、これを今後はもうちょっ

と広げてといいますか、知立駅のほうにも、さっ
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き言いました駅前だとかね、そちらにも広げてい

きたいなということもありまして、続けていきた

いなというふうには考えております。 

○水野委員 

 中央公民館１階にも永五さんがつくられたもの

がありますよね。あれを見ても、私は大変心が貧

しいかなと思うんですけど、わからないんですね、

ほんとに。だから、彫刻のやつをやるという上に

おいて、やっぱりテーマを決めてやっていったほ

うがいいんじゃないかなと。記念事業だけにかか

わらず、こういうテーマでお願いしたいと。市主

導でね、市がお金出すわけですから、市主導でこ

ういったことで、こういった感じでお願いします

ということは言ってるんですかね。ちょっと確認

です。 

○都市計画課長 

 ちょっと繰り返しになりますけども、先ほど彫

刻のある風景づくりですね、こちらのほうに基づ

いてそういったものを出していただくということ

でお願いしてますし、それを市で判断させてもら

った上でやってますので。 

○水野委員 

 都市整備部長ね、毎年やっぱりテーマを決めて

ね、知立市に合った、こういう作品をお願いしま

すということを言うことぐらいは、宇納先生初め

作品者に対して失礼じゃないと思うんですよね。

こういうことをお願いしたいということぐらいは

私は申し上げてもいいんじゃないかなと思うんで

すけど、どうでしょうか。 

○都市整備部長 

 そういった進め方もあるかもしれません。ただ、

今まで続けてきたのは、お金を市が出してるとい

うことなんですけれども、それはもう材料代だけ

でございまして、製作費等は全くかかってません。

もし市がお願いした場合には、そういった要求も

あることが考えられます。 

 そこまでしてやるかどうかということなんです

が、現在進めているのは、いい悪いは私もよくわ

かりません。街角にそういったものがあって、そ

こを通る人がどういうふうに見るのかということ

で、多分誰かはすばらしいものだという、そうい

ったものを感じるだろうということを期待してお

るわけです。 

 ということで、やはり市民の感性を何がしかで

訴えたいと、そんなことを思いながら続けている

というところでございます。 

○水野委員 

 大変苦しいですね、おっしゃるのは。花とかそ

うした木々というものであれば、かきつばた含め、

しょうぶ、こういったものは毎年咲きが悪かった、

よかったということで心和むところもあるんです

けど、なかなかこの彫刻で和むというのは、私は

難しいような気がします。 

 先ほども言ったとおり、材料費等々もかかるん

ですけど、ここは学生や卒業生たちの発表の場で

もあるということで、そういったことを踏まえて

申し上げても私はいいと思うんですね。彼らは、

なかなか発表する場所、そんなにないと思います。

絵とかそういうのはまだありますけど、彫刻とい

うのはそんなにはね、聞いたことがないですよ、

個展とか発表する場所。人も集まらないと思うん

ですね。あんな重いものを持ち運びなんて、そう

簡単にできるものじゃありませんし、だから私は、

そのぐらいのことを言ってみてもいいかなという

気もします。 

 そして、これは副市長にお願いしたいんですけ

ど、都市計画課だけじゃなくて市教委のほうの芸

術や文化ということもありますのでね、意見を聞

いても僕はいいんじゃないかなと思うんですけど、

この点はどうでしょうか。 

○清水副市長 

 教育委員会も確かに文化振興、文化祭のそうい

ったことでの所管は教育委員会でしょうけども、

文化そのものは教育委員会の専売特許ではござい

ませんので、これは行政全体が文化について考え

る必要があるものだというふうに思ってます。 

 そういったことでは、先ほども出ておりました

けども、この前の定住自立圏の講師の先生が、ま

ちのデザインというようなことをおっしゃってお

りましたけども、そういった視点もこれからのま
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ちづくりというのは非常に大事だと私は思ってお

ります。そういった意味では、その街角に芸術を

どういうふうに理解していただくかどうかという

のは、それは見た方の感性の問題ですから、それ

はその方の一人一人にお任せをするということだ

というふうに思います。 

 もちろん、これ以前にありましたけども、プロ

ムナードの文化会館の前のところに学生が作品を

つくっていただいたんですけども、これがちょっ

と一般的に尐しひわいというか、そういう感覚の

部分が実はあったんですね。でもそれは指導され

ていたその当時の先生にお話をして、この通りに

こういった作品は、もちろん製作者の意図は私た

ち十分理解はできませんけども、素人が見ても、

尐しこれはこういった場所にはふさわしくないん

じゃないでしょうかというようなことをお話をし

て、作品を入れかえていただいたというような経

緯もございます。そういったことで、作者の方が

持ち込まれたものがこれが全てだというふうに私

たちも考えておりませんし、その場所をわきまえ

たそういったものが必要だというふうにも理解を

しておるところでございます。 

 いずれにいたしましても、御質問者おっしゃい

ますように、今の若い人から高齢な方まで全ての

方に御理解をいただく、直感的に理解をしていた

だくというようなものが全てというのは、これは

なかなか芸術の世界では難しいのかなというふう

に私、素人ですからわかりませんけども、そうい

うふうにも思いますので、やはりそれは作者の方

のいろんな思いを私たちがお聞きをするなりして、

そういう作品を理解するという、そういった姿勢

も芸術を鑑賞する上で必要なのかなということも

思うわけです。 

○水野委員 

 これで最後にさせていただきますけど、今、副

市長からお言葉をいただいて、入れかえもあった

と。私もその話は聞いたことあります。 

 くれぐれも作品をつくられた方、あるいは大学

の宇納先生初め、その意見に一方的に屈すること

なく、いけないものはいけない、マッチしてない

ものはマッチしてないということは、やっぱりぜ

ひ言ってください。そうじゃないと何のためのプ

ロムナード事業かわかりませんので、これだけは、

特に15周年のときには、先ほども出たように、と

んちんかんなものになってしまっては意味ありま

せんので、私たちとちょっと考え方が違う部分は

つくられた方はあると思うんですね。超えた先の

先を見据えられた。だけど私たちは、それは理解

できない部分もあるもんで、やっぱりこちら側か

ら必ずそうやってマッチしないものについては意

見を言っていただくということをお願いしておき

ます。 

○池田福子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 ここで10分間の休憩といたします。 

休憩 午後２時55分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時03分 

○池田福子委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第25号 平成27年度知立市公共下水道事業

特別会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終
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わります。 

 次に、議案第29号 平成27年度知立市水道事業

会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、議案第31号 平成26年度知立市公共下水

道事業特別会計補正予算（第５号）の件を議題と

します。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次、議案第32号 平成27年度知立市一般会計補

正予算（第１号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、議案第33号 平成27年度知立市公共下水

道事業特別会計補正予算（第１号）の件を議題と

します。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 以上で、本分科会の所管とされた案件の審査は

終了しました。 

 なお、予算・決算委員会における分科会委員長

報告の文案につきましては、正副委員長に御一任

願いたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で、予算・決算委員会建設水道分科会を閉

会します。 

午後３時06分閉会 

――――――――――――――――――――――― 
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――――――――――――――――――――――― 

午後１時06分開会 

○川合委員長 

 ただいまから予算・決算委員会企画文教分科会

を開会いたします。 

 本分科会の所管とされました審査案件は５件、

すなわち議案第18号、議案第23号、議案第26号、

議案第30号、議案第32号です。これらの案件を逐

次議題といたします。 

 議案第18号 平成26年度知立市一般会計補正予

算（第６号）の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 一般会計の補正予算ということで聞かせていた

だきます。 

 今度の一般会計でありますけども、財調が７億

999万6,000円取り崩す予定を全部戻すということ、

そして、新たに２億5,888万8,000円を積むという

ことという財調としては、こういう補正となって

おります。使うものは一切使わずに新たに積んだ

と、こういうことであります。 

 改めて現在高と、これはまだ出納閉鎖ではあり

ませんけれども、最後までの見通しというのを持

ってみえるのか、その辺を伺います。 

○企画政策課長 

 財政調整基金の平成26年度末の残高予定としま

しましては、23億5,653万9,000円ほど予定してお

ります。 

 今年度につきましては、今、中島委員の言われ

ましたように、当初予算では財調を繰り入れると

いう形で予定をしておったんですけども、最終的

には積み立てができると、こういった状況になっ

ております。 

 以上です。 

○中島委員 

 今、平成26年度予定ということで言われて、今

回の補正予算の数字そのものの結果が今の23億円

云々かんぬんという数字でいいですね。 

 出納閉鎖までのまた尐し余裕がプラスになる可

能性はありますけれども、一応それは端数的なも

のになるのかなとは思いますけどね、一応そうい

うことですね。 

 財政計画全体を今までもこの財調がどんどん減

っていくという流れを心配したようなものになっ

ているわけですけども、改めてこの財政計画、大

型事業の駅西とか駅南とかというものも含めた形

での財政計画というのは、今後どのような検討を

して、どのように発表していただけるのかという

ことについて伺っておきます。 

○企画政策課長 

 財政調整基金につきましては、現実、今年度に

つきまして積み立てができるという状況になって

おりますけども、現実、当初予算案を見ていただ

きますように、予算編成上に財政調整基金がなけ

れば、今現状としては予算組みはできないと、こ

ういった状況になっております。 

 それから、今後の財政計画につきましては、当

市におきましては大型事業を抱えているというこ

とで、先日の本会議の中でも公債比率、負担比率

につきまして御質問がありましたように、今後、

こういった市債等も大型事業を抱えていくという

ことで、平成38年にその比率もピークを迎えると

いう状況になっております。よりまして、ここし

ばらくはやはり財政的には厳しい状況が続くとい

うふうに見込んでおります。 

○中島委員 

 だから、それ本会議でも言ってみえて、そうい

ったものを最終的な財政計画の見通しのものにつ

いてはつくって発表していただけますかというこ

となんですね。 

 まだ駅南も駅西の関係も入ってない、関係して

いないような財政計画になっておりますので、現

在のが、そういったものについてはどうですかと

いうことを聞いてるんですけども、その上で、ピ

ークという問題も多尐また変わってくるというよ

うなこともね、ピークそのものを変わるというよ

りも金額が変わってきたりしますので、それは。

ですから、その財政計画の見直しということはや

られませんかということを聞いてるんです。 

○企画政策課長 
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 この財政計画というのは、毎年今後の見通しと

いうことでやっていくんですけども、その実績ご

とに先々の予定が変わりますので、毎回変わって

おります。以前まで公債費負担比率についても平

成40年がピークということで13.9％ということで

御報告させていただいておるんですけども、今回

平成38年がピークというのも平成26年の見込みと、

あと、平成27年度につきまして当初予算ベースで

入れかえをさせていただいた中身で平成38年がピ

ークということでお知らせをさせていただいた次

第なんですけども、計画については毎年変わって

いくという状況になっております。 

 議員の皆様には11月に毎年財政計画ということ

で、その時点での計画のほうはお示しをさせてい

ただいているかというふうに思っております。 

○中島委員 

 今回、当初予算で出てくるものですから大きな

ものがね、だから、そういうものを見込んだもの

はセットでほんとは見えないと、11月の段階では

それが入っていないということで、新しいものと

しての議論ができないなということで、その当初

予算に見合ったような見通しをつけた計画が本当

ならなければならないんじゃないかということを

私は今、思ってるんですけど、新しい事業も特に

なく、ただ継続的にやってるだけのときは毎年11

月ねということでいいと思うんですけども、今回

当初予算でこれからの方向性が出されてくると、

ほんとに大丈夫ということの検討もその財政計画

の中で見ていかないと心配ですよね。 

 そういった意味では、タイムリーなものがない

とだめということを私は思っているんです。その

点で、いつそういう新しいタイムリーなものを作

成されるのか、一番早い段階でつくったものはや

っぱりお示しいただきたいということをお願いを

しておきます。今の段階ではないよということで

11月のままということですのでね、中身も変わっ

ていっちゃうということから、その辺も予算の審

議に活かせるような資料じゃないとだめじゃない

かなと、こんなふうに思うんですけどね。言って

ることは理解していただけますか。 

○企画政策課長 

 中島委員の言われるとおりだと思っております。

今言われますように、11月の時点と現時点では変

わってるということになりますので、また一度内

部のほうで今後のことについては検討をしていき

たいと思います。 

○中島委員 

 そういうふうにしていかないと、これは来年度

の計画、その後の計画ということでね、今補正予

算でどうこうということじゃないかもしれません

けども、やはりそういう財調こうなるよとか、今

後どうなるよとか継続的な話なんて聞かせていた

だきましたけども、それはまたほんとタイムリー

に出していただきたいということをこれはお願い

をしておきます。 

 それから、今回減額多いねという話ではあるん

ですけども、中学校の仮設校舎借上料、これは南

中学校ですよね、2,132万4,000円の減額というふ

うになっております。これについて、ちょっと御

説明いただけますか。 

○教育庶務課長 

 仮設校舎の借上料2,132万4,000円の減額の件で

ございます。 

 こちら、当初の予算には１年間のリースとして

計上のほうをさせていただきました。12カ月分と

いうことで計上いたしたんですけども、実際の使

用が９月からということで、それが７カ月の使用

になりました。それを建築行為からそういったリ

ースが発生するものというふうな当初の考えから、

そういった使用期間を考えたんですけども、実際

の使用が７カ月で済んだということでございます。

それと入札差益も含まれまして、今回その2,132

万4,000円という額になりましたので、よろしく

お願いします。 

○中島委員 

 ９月から使うということで１年じゃないよとい

うことなんですが、９月の段階でそれはもうわか

ってた、そしてまた、入札もその前にやっている

ということですよね。 

 そうすると、この減額補正というのが今の段階
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でなければできないものだったのかということが

疑問がありますよね。大きいだけに、もう尐し早

い段階では、これ見通せないかということです。 

○教育庶務課長 

 確かに中島委員のおっしゃるとおりの点もござ

います。また、借り上げ後に何か必要なものも生

じるというようなことも考えられたのでございま

すけども、できるだけ早い時期に補正をやるとい

う御意見には、そのような感じを受けます。 

○中島委員 

 12月議会でもよかったんではないかというふう

にも思いますね。これだけ大きいのでね。 

 今回いろんな差益ですよとか、ちょっと不用額

ですよとかって本会議でも三角補正のことを全般

について一括して述べられておりましたけども、

これはそういう意味で言うと、差益ではあるんで

すけども、金額も大きいということからすると、

もっと早く出すべきだというふうに私は思いまし

た。 

 それから、これは大きくないんですが、夜間パ

トロール、41ページですが、これは235万1,000円、

もともと大きい事業ではないんですが、この減額

というのはどういうことでしょうか。 

○安心安全課長 

 平成26年度当初、防犯対策費830万円をいただ

きまして、４月１日に入札をした結果、企業努力

というか、入札の結果で594万8,100円で受けてい

ただきまして、その残額となっております。 

○中島委員 

 そうすると、これももっと早く出せるというこ

とですね。 

○安心安全課長 

 おっしゃることも一理ありますけれども、その

段階で、また新たなパトロールの増があった場合

も考えまして、この時期になったと思います。 

○中島委員 

 そうすると、契約をもう一回し直すということ

になりますよね。また違う契約になりますよね、

それはね。 

 それはそれでやればいいんじゃないかと思うん

ですよ。こういうさっきの校舎、パトロール、こ

ういったものも、やはりもう尐しシビアに減額補

正を早くやるべきだなというふうに思います。 

 それから、これは家具転倒防止は100万円のと

ころを使ったのが30万円弱と。70万7,000円の減

額ということ、これは最後までもっともっとＰＲ

したくて、その思いで最後まで残しておったとい

うようなことだし、多分これ全部切ってはいない、

残してあるのかなというふうに思いますけども、

その辺どうなんでしょうか。 

○安心安全課長 

 御指摘のとおり、なかなか広報したり、いろん

な場所で御提案をさせていただいても、ちょっと

余りそれを希望されないこともありまして、防災

訓練とかいろんなところでお示しをしたんですが、

結果的にこれだけ残ってしまったということで、

今回切らさせていただきました。 

○中島委員 

 この補正が今回になっているということは絶対

だめというふうには思わないんですけど、でも現

物はもう買ってあるんですか。皆さんには無料で

お渡ししてますよね。だから、この使った分につ

いては現物はもう買ってあって、キープしてある

のを残ってればこれからもＰＲだけど、今は在庫

はどうなってるんですか。 

 この30万円未満ですけども、使ったのが。何個

買ったのかということですね。慌てなくてもいい

んですが、そういうことを、お金の出し入れの、

これは先に多分買っておいて現物をお渡しする形

だろうというふうに思うので、その辺が減額の理

由ですね。 

○安心安全課長 

 転倒防止金具ですけども、御指摘のとおり在庫

はパッケージで売ってますので、１ケース幾らと

いう形で買っております。 

 しかしながら、今年度、家具転倒防止を希望さ

れた方が７世帯となっておりまして、宣伝をして

もなかなかしていただけないので、これ以上在庫

を抱えてもということで、それ以上の追加は買っ

てない状況です。 
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○中島委員 

 そうすると、まとめて買ってるわけでないです

か。ある程度まとめてるけども、第１段階はこの

ぐらい買った。注文があってから買うんですか。

どのように買ってるんですか。この29万3,000円

ですけども、使ったのが。これは一度に買ったお

金なんですか。 

○安心安全課長 

 購入につきまして、ちょっと今、手元に資料が

ないので、すぐ調べてお知らせします。 

 ただ、必要に応じて申し込みをされて、Ｌ型金

具みたいなものは安価ですし、ケース売りでない

と売っていただけないこともありますが、突っ張

り棒とかベルトについては高価なこともありまし

て、大体の数を確保してから買ってますので、な

るべく効率的なお金の使い方をしようというふう

で、今のところ１回しか購入してないと考えてま

す。 

○中島委員 

 じゃあ、まとめ買いをするんじゃなくて、申し

込みがあってから買うようなイメージですね。ち

ょっと早目に見通しながらということなので、そ

うかなと思うんですけど、何にしろこれは尐ない

ということですね。 

 市長が一生懸命持って歩いてポケットから出て

きた。今はちりゅっぴが出てきますけど、金具が。

一生懸命やって宣伝していただいてやっているん

ですけど、皆さん知ってはいるけども、もうとい

う話になってるかもしれません。 

 それと、やっぱり設置しにくいというのも１つ

にはあるのかなと。一定のものはやっぱり設置し

にくい。設置補助を受けていらっしゃる方もいま

すよね、高齢のひとり暮らしの方とか障がい者世

帯の方とか、そういう方はあれですけども、設置

しにくいという課題もあって、いよいよ愛知県が

林市長みたいに、大村知事が家具転倒防止の金具

と言い始めて新年度予算が県のほうで出てきたん

ですよ。知立市に補助がくるのかなって思ったん

ですけど、家具固定推進に関する検討会議をまず

もったと。それから、家具転倒防止対策推進フェ

アを開催すると。そして、転倒防止対策の啓発の

中で、また家具の固定推進員を派遣すると。これ、

ありがたいなと思うんですね。県がそういうこと

で、市で申し込めばその推進員が来てやってくれ

るのかなという、取りつけの支援を行いますとい

うふうに書いてあるんですね。民間業者等とのタ

イアップした転倒防止対策をやっていくというよ

うなことで書いてあって、全体で1,048万2,000円

という、そんな大きな金額ではもちろんない。ど

うやって支援してもらえるのかなということです

が、絵の中ではこうやってＬ字型金具を男性がは

めてるような絵がついております、木ねじを持っ

てね。 

 ですから、そういう家具固定推進員を派遣する

と、こういうのが新しい予算のほうで県のほうが

出しているということなので、この事業も県の事

業を活用できればタイアップしてやっていただい

たらいいんじゃないかなと。せっかく県がつくっ

た予算ですのでね。そういうのは御存じですか。

ぜひその辺、前向きに。 

○安心安全課長 

 残念ながら、ちょっと今そこまでは知っていま

せんでした。 

 ただ、今お聞きして、いい話なら、ぜひどんど

ん紹介して、県の事業だで市で紹介しないという

ことはありませんので、その担当の部署にお伺い

して、もうちょっと細かく多分聞かなきゃいけな

いので、それを聞いて広報活動できればと考えて

おります。 

○中島委員 

 多分、県は１軒１軒のお宅に直接しないもので

すから、市を通してということになると思うんで

すね。自治体を通して支援するというようなこと

でもあるかなと思いますので、これについては、

防災局防災危機管理課啓発グループというところ

が担当でこの予算をつくったそうですので、これ

はやっていくべきではないかなというふうに思い

ます。なかなか進まないけれども、市長の思いは、

多分やっぱりこれは命を救う第一の鍵になるんじ

ゃないかという思いは持ってみえると思うんです。
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ですから、それは市長どうですかね。 

 来年度の予算、今じゃないんですけど、大分減

るという、予算化は100万円という、ことしの予

算よりはがくんと減った予算をと。とても使って

もらえないから、最初からもう下げちゃったとい

うのが新年度予算の家具の固定の金具の予算です

けどね、この辺は市長の思いは強いんだけども、

なかなかというのは、市長いかがでしょう。 

○林市長 

 南海トラフの地震が発生いたしますと、阪神・

淡路大震災のように家具、また家が倒れる、圧死

が死亡原因の大きなものを占めるんじゃないかな

ということで、これからも推進してまいりたいと

考えております。 

 そして、当初予算減らしたんですけれども、当

然ながら、ふえれば補正予算でさせていただくわ

けであります。県のそうした予算もしっかりと情

報をつかみながらやってまいりたいと考えており

ます。 

 また、今、自主防災会の中では、非常に前向き

にそれぞれ全町挙げて取り組んでくださっている

ところもございます。また、何でつけれないかな

ということでフォロー隊を出してフォローをして

やってくださってるところもございまして、そう

した動きも自主防災会連絡協議会ございますので、

どんどんと情報を出して、ほんとに地域でこの家

具の転倒防止をしっかりとやっていただくように

平成27年度も進めてまいりたいと考えております。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、議案第23号 平成27年度知立市一般会計

予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中野委員 

 当初予算でございます。まず初めに、この予算

の概要の件から、概要の２ページの中段あたりに

当初予算編成基本姿勢という中で、今年度の予算

編成の方針としましては、モッタイナイ大作戦の

継続やメリットシステム、庁内シェアリングの実

施を図るとありまして、このメリットシステムと

いうこういった言葉でできておるんですが、この

内容を御説明ください。 

○企画政策課長 

 今年度新たにメリットシステムということで、

予算編成におきましてこういった制度を設けまし

た。具体的にこのシステムどういったものかとい

うことになりますと、スクラップ・アンド・ビル

ドの考え方をということで、実施計画の中で、や

はり厳しい予算の中で、各課においては、やりた

い事業はたくさんありますと。そういった中で、

やはり限られた予算の中で実施計画のほうも査定

をしていくというような中身がありまして、今回

このメリットシステムでは、既存の事業の見直し

をしていただくことによって削減額、見直しやら

廃止やら、そういったことを検討していただいて、

削減をしていただいたものに対して、逆にその課

の中で、どうしてもやりたい事業、こういったも

のを取り入れていくという方法でございます。 

 今回の例でいきますと、例えば都市計画課にお

きましては、花園八橋線整備事業におきまして、

豊田市との負担割合の関係なんですけども、本来、

橋の負担50％、50％というものが示されておりま

した。都市計画課としては、これを面積でやると

どうなるんだと、こういったもので豊田市と協議 

をしまして、50％、50％を47対53という形で３％

を知立市の負担を軽くしたという実際のメリット

システムを使ったもので、効果額として690万円

ほどこの３％で生まれたということになります。 

 それに対しまして、メリットシステムで都市計

画課のほうは進めていきたい事業ということで、

屋外彫刻プロムナードの事業、こちらにつきまし



- 51 - 

て、例年１体分ぐらいの予算がついてるんですけ

ども、15周年に当たるということで、どうしても

その上乗せがほしいということで、平成26年度は

１基で85万円だったものを、２基相当額ぐらいが

ほしいなということで、プラス61万3,000円のこ

のメリットシステムを使って要求があったという

内容が１つでございます。 

 あわせて、もう一つ御紹介しますと、協働推進

課におきましては、防犯灯設置等事業補助金とい

うことで、先日も今議会の中にもありましたＬＥ

Ｄ化、こういったものによりまして事業費が721

万9,000円浮くということで、協働推進課におき

ましては多文化共生センターの拡張工事及び男女

共同参画社会づくり推進事業ということで、この

浮いた分でこの事業をやりたいということで実際

に実施計画のほうではメリットシステムを採用し

て認めておるという状況でございます。 

○中野委員 

 いわゆる行財政改革のインセンティブというか、

努力したところはつけるよということで、ある意

味予算が大きい部署というのは非常に有利な制度

ということで、一概に手放しでいいかというと、

なかなか難しいところもありますけども、こうい

う１つの取り組みとして、こういった行財政改革

のひとつどんどん推進していっていただきたいな、

そのように考えております。 

 続きまして、予算の概要３ページにございます

一番下の段に、知立市マスコットキャラクターち

りゅっぴの活用を活かしたシティプロモーション

事業ということでございます。 

 このシティプロモーションということなんです

けども、さきの定例会においてでも総合計画の中

でシティプロモーション事業という新しい考えを

取り入れて、知立市さまざまな事業を推進してい

くという企画部長の答弁あったかと思います。今

年度において、こういった考え、どのような事業

に活かされておるのか、御答弁お願いいたします。 

○企画政策課長 

 今、この３ページの下段の部分のマスコットキ

ャラクターちりゅっぴを活用してのシティプロモ

ーションということの御質問だと思いますけども、

ちりゅっぴを１つの起爆剤としてシティプロモー

ションを行っていきたいということで、現在、人

口減尐が騒がれている中、やはり市としては人口

を減らさないような形で市を売り込まないかんと

いう中での１つの方法としてこのちりゅっぴを活

用していきたいということで、こういった文面に

させていただいております。 

○中野委員 

 そもそもシティプロモーションという定義とい

うか、これについてどうお考えでしょうか。 

○企画政策課長 

 シティプロモーション、知立市を売り込むとい

う形ですねというふうに考えております。 

○中野委員 

 具体的なというより、ちりゅっぴを活かすよと

いうことを言っておるということですね。わかり

ました。 

 続きまして、予算の概要の主要事業が掲載され

ておるということでございます。主要事業一覧と

いうことで、32ページからこちらのほう、さまざ

まな事業が掲載されております。ちょっと用紙さ

ま変わり昨年度より変わりまして、実施計画事業

ですかね、実計の一覧表と連動しておるという形

がとられておって、非常にわかりやすいというこ

とで、一方、この課が所属ごとが別々になっちゃ

ったので、一方でちょっと見にくくなったところ

もあるんですけども、実計と連動しておるという

ところで評価できるものだと思います。 

 ただ、この主要事業が一覧表になっておるんで

すが、こちらの掲載基準というか、どういった基

準、どういった事業を選定しておるのか、この辺

のお考えをお聞かせください。 

○企画政策課長 

 こちらの概要につきましては、来年度新規事業

及び主要事業について各課のほうからこういった

概要ということでまとめていただいております。 

○中野委員 

 その主要の定義というか、どういったことを主

要として捉えておるのか、よろしくお願いします。 
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○企画政策課長 

 別に金額が多いものという捉え方ではなくて、

今、事業課として主に取り組んでいる内容を特に

また市民の方に知っていただきたい、こういった

内容を計上していただくような形でお願いをさせ

ていただいております。 

○中野委員 

 市民の方に知っていただきたい事業を、この主

要事業一覧ということで掲載しておるということ

でございました。 

 こちら、例えば補助金とか市民が交付を受ける

というそういった事業でございますが、結構、駐

車場防犯カメラとか、物品購入費補助金とかそう

いった結構載ってない事業あるんですよね。補助

金に関して、ちょっと所管違いますが太陽光とか

も載ってないとか、そういったことございます。 

 この補助金というのは、市の政策、こういった

推奨するものに対して補助金を出していくという

ことで、市は常にアピールしていかなければいけ

ない、そういった事業だと思うんですよね、補助

金交付事業というのは。そういったものは、金額

とかにかかわらず載せていくべきだと思うんです

けども、そこら辺が載せてないというのは何かお

考えあるんでしょうか。 

○企画政策課長 

 基本的に先ほど今御披瀝のあった補助金等につ

いては、継続事業ということになりますと、新規

事業のときには恐らくこの概要のほうでＰＲと言

うんですかね、お知らせをさせていただいたと思

うんですけども、総事業全部挙げますと概要、相

当な数になりまして、基本的に新規事業を目的に、

あと、先ほど言いました市民にＰＲしたい主な事

業ということで各課のほうがまとめておるという

ことで、新規事業については一度は恐らくこの概

要の中でその内容の制度のお知らせはさせていた

だいているものというふうに思っております。 

○中野委員 

 もう市民の方に対してアピールするということ

であれば、この補助金なんかはこの予算の概要で

一覧すべきじゃないかと私、思うんですよね。 

 例えば、駐車場防犯カメラの設置費補助金とか

防犯対策物品購入費等補助金とか、太陽光とかも、

どんどん補助の交付者数と言うんでしょうかね、

減っているという状況の中で、こういう補助金で

も市がやるべきだとそういう訴えておる政策であ

ると思いますので、ぜひこういう一覧になったも

のというのが今、多分ないと思うんですよね。そ

ういったものを一括的に概要を見れば補助金一覧

だよとか、そういったアピールの機会として掲載

していくべきだと私は考えるんですけども、その

点どのようにお考えになられるでしょうか。企画

部長お願いします。 

○企画部長 

 中野委員のおっしゃることはよくわかります。

市民の方が、市にはこんな補助金があるんだと知

らないで終わってしまうというようなことがあっ

ては、ほんとに片や知っておる方、片や全然知ら

なかった人と差がついてもいけませんので、いろ

んな形でＰＲをせないかんと思います。 

 今回この当初予算においての中身としては、こ

ういった予算の概要の中に全てをうたっておりま

せんが、担当部署がさまざまな補助金を用意した

際、今後広報等、ホームページ、そういったもの

で各部署がそれぞれＰＲのほうはしておるかと思

います。市民全体にかかわるような補助金を一括

しての一覧表ということを、今非常にいい御意見

いただいたものですから、一遍市役所内でそのあ

たりがどういった補助金交付金対象になるかとい

うことを一遍よく検討させてもらって、そういっ

た一覧表が出せれば、市民の方にとってもわかり

やすいと思いますので、一度よく研究させてもら

います。 

○中野委員 

 前向きな御回答いただきました。この行政の

方々の皆さんも、例えばこの国の補助金交付金と

か、ある団体の助成一覧とか非常に活用しておる

と思うんですよね。市民も同じことだと思います。

やはり補助金ですね、行政のほうは政策推進した

いと。市民のほうも何かあれば活用したいと考え

ておるので、ぜひ一覧表というのは作成していた
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だきたい、そのように強くお願いいたします。 

 続きまして、衣浦東部広域連合ですね、こちら

の予算説明書の225ページ、９款１項の常備消防

費003事業の衣浦東部広域連合消防分担金繰出事

業ということで、単独経費についてですけれども、

こちら3,497万7,000円とありますが、昨年と比べ

てこちらのほう、金額どのようになっておるでし

ょうか。 

○安心安全課長 

 今まで人数とかいろんな係数を掛けまして払っ

ております、いわゆる私どもが衣東にお払いする

額としては3,397万7,000円を予定しております。 

 それから、前回御協議いただいて認めていただ

きました機能別団員の報酬、これを一応100万円

を計上しております。 

○中野委員 

 この増額分は、ほぼ機能別分団員に対する報酬、

または費用弁償ということでございました。こち

らもこの予算の概要載ってないんですけども、機

能別分団、非常に目玉だと思うんですよね。普通

団員と機能別ということで、そういった載ってな

い中で、またいよいよこの４月からこの制度が施

行というか、実施されるという中で、現在加入予

定者状況とかこういったもの、現在の状況をお聞

かせください。 

○安心安全課長 

 現在のところの私どもが機能別分団について地

域に説明をしておる状況をお知らせいたします。 

 まず、３個班に分けるということでお話してお

りましたので、市の職員を対象とした１個班につ

きましては、２月16日から５回ほど説明会をしま

して、18人ほど話を聞きに来ていただきました。 

 それから、消防団ＯＢにつきましては、団長会、

消友会等、消防団の各分団のＯＢにもお願いにま

いりまして、都合26人の代表の方に５日に分けて

説明をさせていただきました。それから消防団の

ＯＢ会にもまた各分団ごとに４日かけてＯＢの会

長に説明しまして、何とか希望的観測ではありま

すが、30名の確保をできればと考えております。 

○中野委員 

 こちらの私も消防団員ＯＢということで、いろ

いろ相談というか、話を聞くんですけども、動き

出しが非常に遅い。先月やっと団長会とかそうい

ったＯＢ、話があったと言って、今さら入退団式

の１カ月ぐらい前ですよね。こんなときに言われ

ても、ちょっと頼みにくいぞというですね、そう

いったことで伺っております。 

 また、団員においても加入する気持ちがあって

も、やっぱり災害時等は出動していく、また、相

互応援協定結んでおるまちに、例えば、鯖江市と

か何かあったら真っ先に駆けつけなければいけな

い。仕事持っておる中で、仕事を犠牲にして駆け

つけていかなければいけないという、非常に重責

を判断するあれなんですよね。もうやるかやらな

いか。とりあえずやろうじゃなくて加入した以上、

覚悟を決めて自分を犠牲にしてボランティア精神

ということで、取り組んではいけないという状況

なわけでございます、こういう加入するって。そ

れを１カ月前というのは、もうほんとに遅いとい

うか、先が思いやられるというところがあるんで

すよね。 

 やっぱりこれもちょっと私のうがった見方かも

しれませんが、まずこの助成金いただいて、車両

を購入するということがあって、その購入して満

足しちゃったのかなという、そんなふうにも見え

るわけなんですよね。今さら終わってしまったこ

とを言っても仕方がないんですけども、この４月

から始まるそんな中で、しっかり運用していく、

機能させていただきたい、そのように強く申し上

げます。 

 今まで事務管理なんですけども、総務部長、今

までどういった進行で２月になってしまった何か

理由でもございますでしょうか。 

○総務部長 

 御指摘の件、ほんとによくわかるわけで、言い

わけじみた形になる部分については、余りしゃべ

っても、それは単なる言いわけになりますので、

その辺に関しましては置かさせていただいて、率

直におわびする次第です。 

 本来であれば、もっといろんな事務がある中で、
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尐なくとも総合防災訓練、それが１つの区切りで

すね。防災訓練、あと年末の警戒、その辺が１つ

の区切りで、それが区切りがついたらそこからス

タートダッシュで全て関係する方に御説明をしな

がら御協力を仰ぐというのが趣旨であります。そ

れがこのような時期になったということは、率直

におわびする次第でございます。 

○中野委員 

 もうこれ先時間ないので、これからしっかりと

取り組んでいただく、そういったことをお願いし

たいと思います。 

 また、今尐し申し上げましたけど、やはり消防

団員、普通団員も機能別団員も尐なくなりました

けど自営業の方とかサラリーマンの方とか、そう

いった学生の方いろいろおるかと思います。 

 そんな中、やっぱり派遣されるといった場合に、

今この費用弁償ということございますけども、今、

2,000円ですよね。こちらの来年度のほう、費用

弁償の額というのは何らかお考えあるでしょうか。 

○安心安全課長 

 前回の議論の中で出まして、費用については消

防団の強化法が示されまして、私どものほうも、

鋭意予算等に要求をしておるところです。 

 しかしながら、まだ12月の末に消防団強化法が

できまして、示される指標がいま尐ししっかりし

ないということで、要望としては私どもが出して

おりますけれども、ほかにも機能の強化とかいろ

いろありますので、そこら辺を見きわめて実施の

要求をしていくつもりであります。 

○中野委員 

 今、ちょっと尐しわからなかったんですけども、

12月に充実強化法ができて、何か改正されたんで

しょうかね。平成25年の12月、平成26年の12月ど

ちら。平成26年。その充実強化法、平成26年度施

行の分、尐し御紹介ください。 

○安心安全課長 

 失礼しました。平成25年の12月です。 

 その議員立法でできましたその消防団強化法の

指針とか、どの程度が果たして強化になるかとい

うところが具体的な数値、県の補助事業の対応も

まだ旧態になっておりまして、それに対応できる

ような形にいま尐し時間が要るかなと、そこを見

きわめて、まず装備についてはあげていきたいと。 

 それから、おっしゃった費用弁償の件ですけれ

ども、前回7,000円というお話、数字がじかに出

ましたので、私どもはそれに近づくような要求を

努力していきたいと思っております。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午後１時50分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時58分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○安心安全課長 

 先ほど中島委員からお尋ねされました家具転倒

防止の金具の在庫をお知らせいたします。 

 Ｌ型金具につきましては、５種類で634個残っ

ております。それから、ベルト式につきましては

９個、チェーン式の転倒防止については７個、伸

縮ポールは４種類ありますが、それが合わせて６

本残っております。 

 以上です。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○中野委員 

 先ほど、充実強化法、平成25年12月ということ

でよろしかったですよね。この１年以上いろいろ

検討される機会があったということで、いろいろ

内部で検討されておるかと思います。 

 県からのという言葉がありましたけども、消防

団というのは地域防災力の中核ということで、県

もいろんな助成金、県支出金あれば活用すればい

いと思いますが、まずは本市どうしていくか、そ

ういう地域の政策、大事だと思っております。 

 この充実強化法の第８条に、消防団というのは

地域防災力の中核として欠くことのできない代替

性のない存在ということ、しっかりうたわれてお

ります。これに対して、知立市はどのように考え

ておられるか、市長、よろしくお願いいたします。 
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○林市長 

 知立市にとっても、その法律の言ってること、

私そのとおりだなというふうに考えております。 

○中野委員 

 代替性のない存在ということ、災害時は自分た

ちの身は自分で守るというそういった趣旨から機

能別分団というのもできたか、そういった１つの

理由でもあるかと思います。 

 やはりその中で、団員の募集尐なくなってきて、

やっていただける方が尐なくなってきたその１つ

の原因として、やはり費用弁償の問題あるかと思

います。これまた近隣市では上げるというところ

ちらほら耳に入っておるところでございますよね。 

 また、国が言っておるのは、地方交付税措置を、

団員１人当たり7,000円としているということで

ございます。7,000円だからといって一気に7,000

円という、これは10万人のとかいろいろあるので

何とも言えないですが、この中核として捉えて、

代替性のない貴重な存在でございます。そんな中

で、団員が集まらない、そんな現状があったら、

やはりこれは費用弁償とかそういったところで処

遇を尐しでも完全していく必要がある、そんなよ

うに思うのですが、総務部長、どのようにお考え

ですか。 

○総務部長 

 国は、やたら交付税の算定基準が１人当たり

7,000円ということを強調しますけども、ただ、

その7,000円がそのまま市に交付税として入って

きておるわけじゃない。あくまでも算定の基礎額

ということですので、それはそのまま入ってきて

おるわけじゃないというのが１つ。 

 ただ、そういう事実があるということは重く受

けとめる必要があるのと、それと消防団について

は、例えば例を挙げますと、名古屋市の場合は今

までほんとのボランティア精神でやってきたと。

だから名古屋市も費用弁償は出すようになりまし

たけども、その中でも随分議論があったと。いわ

ゆるもらうべきではないと。あくまでも消防団は

崇高なボランティア精神でやってるんだから、金

目的ではないと。そこでたとえ１円でもらうこと

になると我々の精神がというそういう議論があっ

て、それをせめぎ合いの中で、しかし、時代の趨

勢の中で交付税の算定もあるし、尐しは受けてい

こうということで、わずかながら受けて行くとい

う形に名古屋市もなったということで、ただ、県

内でもまだ受けてないところもあるというふうに

聞いておりますし、ただ、私どもとして、中野委

員おっしゃられるように、確かに2,000円という

金額が果たして適当なのか、妥当なのかどうかと

いうのは議論が分かれるところですので、地域に

根差していくことを考えますと、通常の消防、常

備消防については衣浦の５市でやっております。

各その５市の中の消防団はそれぞれの市町という

ことになってますので、その消防の全体を考えま

すと、やっぱり衣浦東部の５市の間のバランスと

いうことも考えます。５市の中で、今御紹介があ

ったように、尐しのまちでは若干新年度に向かっ

て処遇改善をしていこうということで具体的な動

きもあるやには聞いております。 

 しかし、だからその辺の周辺の５市の中のまち

の動きも見ながら我々も改善はしていきたいと。

日常業務、お仕事がある中で、いざというときに

はせ参じていただけるかという方々のお気持ちに

応えるためには、処遇改善はこれは喫緊の課題で

あると思っております。ですから、平成27年度の

中で、この処遇改善については中心的な課題であ

るということで取り組みたいというふうに思って

おります。 

○中野委員 

 今、名古屋市の例を挙げていただきました。た

だ、この消防団というのは、各地域地域、独特の

歴史というかそういった経緯ございます。やはり

知立市は、ほんと若い世代ですよね。ほかのまち

とかいきますと名誉職的な退職された方とか高齢

の方とかいろいろあるそんな中で、知立市の状況

どうなんだと。今現実、上の団員の方見ても、50

代の方って、そういないと思います、今まででも

ね。主力で分団長クラスが35歳ぐらいというそう

いった非常に若い世代がボランティア活動を行っ

ておるという中で、かつサラリーマンがふえてき
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たと、そういう中で、30代というと子育て世代と

か家も大変だし、仕事もちょうど脂が乗ってきて

忙しい時期だと、そんなときに処遇も知立市の今

までの状況鑑みて、かつ市として、あなたたち、

代替性のない貴重な存在なんだよというアピール、

そういったことも必要だと思うんですよね。金額

が7,000円とか5,000円とかそういう問題じゃあり

ません。今の2,000円が適正なのか、そこをまず

しっかり検証していただいて、その次に近隣との

差もありますので、知立市だけ１万円とかそうい

うわけには多分いかないでしょうから、しっかり

今後考えていきたいと思っております。市長、そ

のあたりどのようにお考えでしょうか。 

○林市長 

 2,000円というのは、ほんとに20年というか、

非常に前から2,000円であります。消費税が上が

ろうと何しようと、ずっと2,000円ということで

ありまして、私もいろんな分団長経験の方、団員

の方お話をさせていただく中で、必ずしも費用弁

償の額を上げたからといって、すぐに団員がくる

と、そういうことは１つの手段ではあろうかとい

うふうに思いますけれど、それにしてもちょっと

目を向けていかないかんというのは、これは私ど

も共通認識でおります。 

 総務部長申し上げましたように、平成27年度中

にしっかりと議論して、平成28年度からは遅くと

も改善をしてスタートしたい。早ければ平成27年

度中にもやりたいなと思います。 

 それで、考え方として今あるのは、今、費用弁

償、例えば訓練のときもそうですし、災害時にお

いて夜間のときも１回2,000円とか、もう一律な

んですね。ですけども、ほかの自治体とか見てる

と、そうじゃなくて、もう夜間のときには例えば

亓、六千円とか、普通の訓練のときには2,000円

とか差をつけているところもあるわけでございま

す。また、個人に幾ら、団に幾らというそれを分

けているところもあるわけでありまして、どの形

が一番今の知立市消防団にとってなじむのかとい

うのは、やはりこれは現役の消防団員、また、Ｏ

Ｂの方々と交えて、いざ決めるときはしっかりと

コンセンサスを得て一定の方向性を決めて額も決

定していきたいと今考えております。 

○中野委員 

 この2,000円が20年続いてきたという事実でご

ざいます。やはりここで一旦、知立市の消防団の

あり方というのをしっかり考えていただいて、そ

の上でこの費用弁償と、またその装備ですね、ど

んなものが必要なのかとしっかり考えて、真剣に

考えていただきたい、そのことをお願いして、平

成27年度の課題としてひとつお願いしたい、その

ようにお願いいたします。 

 もう一つ、機能別分団員いよいよこれスタート

するわけでございます。さきの委員会でも私、言

いましたけれども、例えば災害があったと。相互

応援協定を結んでおるまちに向かうときに、ベス

トと運動靴とアポロキャップ、何しに来たんです

かと言われかねないような格好じゃいけないんじ

ゃないかと。せめて装備としてヘルメット、安全

靴、そういったものが必要じゃないか、そのよう

に提案したわけでございますが、来年度の予算の

中にそういったもの、必要最低限の装備、そうい

ったこと、取りそろえるようなこと御検討されて

おるんでしょうか、お願いします。 

○安心安全課長 

 委員会の御指摘も受けまして、ヘルメットは全

員、ベストについては普通のビブスのようなペラ

ペラじゃなくて、もうちょっといいやつを予定を

しております。それから、靴につきましては、現

地に赴きますので、長靴というか安全靴で中に踏

み抜き防止の入ったものを車両に装備というふう

で一応計上させていただいています。 

○中野委員 

 やはり必要最低限の装備というのは、派遣を命

じられる者としても丸裸じゃいけないということ

でございますので、しっかりそこら辺を対応して

いただきまして、どうもありがとうございました。

また今後も上手にやっていただきたいなと思って

おります。 

 また、機能別分団ですけれども、非常時の指揮

体制というか体系と言うんでしょうかね、通常は
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団長の下にあるかと思うんですけれども、そうい

った非常時の場合の指揮体制というのはどのよう

になっていくんでしょうか。 

○安心安全課長 

 前回も議論させていただきました、災害対策本

部付きになりますので、市長が命令の権者になり

まして、班長を１人予定をしております。それは

市の第１班に予定しまして、各班へ指示をしまし

て、それぞれの所属の地域に後詰めとして守って

いただくというふうな考え方をしております。 

○中野委員 

 ということは、非常時というのは団長から市長

に権限を移譲するというか、そういったことでよ

ろしかったでしょうか。 

○安心安全課長 

 基本的には消火ではなくて、地域の自主防災会

の偵察とか情報集め、それから、各避難所へ物資

の配給とか、至っていないところのものをくみ上

げていくるという今機能がどこの部署も持ってま

せんので、それを担っていただければと思ってお

ります。 

○中野委員 

 ちょっとずれちゃいましたけど、それは市長が

そういうふうに命ずるということでよろしいでし

ょうか。 

○安心安全課長 

 そのとおりです。 

○中野委員 

 災害時には市の災害対策本部ということで、市

長の命を受けて行動、活動を行うということでご

ざいますね。 

 今までこの消防団のさまざまな質問させていた

だきましたが、やはり充実強化法の第８条ござい

ますように、中核の存在、地域防災力のであって、

また代替性のないということで、そこら辺しっか

り鑑みていただいて、また今後とも機能別分団、

今ちょっとおくれてますけれども、４月からしっ

かり機能できるような、そんな分団にしていただ

きたいと強く申し上げまして質問を終わらせてい

ただきます。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○池田滋彦委員 

 今、機能別消防団の話がありましたが、１つだ

け確認させてください。 

 ４月からその組織が体制が整うという話ですが、

ほんとにこの話、全部まとまったんでしょうか。 

 というのは、お声をかけていただいた方から私

が聞いたんですが、１人２人は聞いてるんですけ

ど全体のその話が全く他へ伝わってないんじゃな

いかということを聞きました。なぜそんなに遅く

なったのかということが１つと、その体制をつく

るのにどこへ話を持っていったのかというのが大

変疑問でありまして、知ってる人のところへ話を

持っていっただけで説明したと言いましたけど、

説明を受けてないという人もいましたので、そこ

ら辺はいかがですか。 

 ちょっとこれ、責めるわけじゃなくて、どうし

てこんなに切羽詰まってからこんなことになった

のか、それが知りたかったんですね。 

○安心安全課長 

 先ほど時間的に細部がタイトになったのは、先

ほど総務部長が申し上げたことも事実でございま

す。その辺は踏まえまして、私ども、市議会に説

明を９月の時点でさせていただきました。事前説

明を３つのカテゴリーで消防団、市議会、市とい

うふうに分けてありまして、それぞれを時系列は

ちょっと前後しますけれども、例えば、市でいい

ますと庁議、例規審査会、実施計画で認めらなけ

ればならないとか、市議会につきましては議長初

めそういう根回し的な説明もありました。 

 それから、消防団、今お尋ねの件につきまして

は、まずは団長会、消友会、消防団の分団長会議

で説明をさせていただきました。そのリアクショ

ンを踏まえまして、衣東の本部、知立消防署とい

うところまでいって９月の議会まで至りました。

それからほんとは団員募集をかけようかと思った

んですけれども、先ほど中野委員も言われました

けど、なかなか若い子が集まらないということで

分団長会議でまた諮りました。その中で、12月い
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っぱいはそういう若い子がそっちに入るなら消防

団へという意見も出ましたので、ちょっと自粛し

て１月というところが２月になっちゃったのは、

もう先ほど御指摘のとおりで、１カ月どうしても

中休みになっちゃいましたが、それから今に至っ

たということで、基本的には筋目を御説明してい

くのに時間がかかってしまったということで御理

解いただければ。 

 聞いていないというのがちょっとよくわからな

いんですけど、分団長には何度か説明会を開いて

やっておりますので、そこら辺は御理解をいただ

ければと思います。 

○池田滋彦委員 

 しっかりまた説明はしていただきたいのと、体

制を整えるときには中に入る人全てが同じ状況で

共有しなければ隊にはならないと思うんですね。

それをしっかりやっていただきたいと思います。 

 これ以上、追及はしませんが、ただ、もう一つ

聞きたいのが、今度の消防団の入退団式がありま

すよね。そこでお披露目はされるんですか。 

○安心安全課長 

 団自体は条例等も変えましたので４月１日以降

になりますので、それで初めてお披露目となりま

す。 

 車両につきましては、前回御説明して、税金等

所掌の費用もありますので、この３月26日になる

かと思いますけれども、そこで公開ができればと

いう段取りをしております。 

○池田滋彦委員 

 私は、入退団式でやられるんですかということ

を聞きたかったんです。 

○安心安全課長 

 そこの中で、改めてお披露目をさせていただけ

ればと思っております。 

○池田滋彦委員 

 では、質問を変えます。ページが予算の説明の

中の271ページの野外センターの施設修繕事業に

ついてお伺いしたいと思いますが、今回200万

4,000円予算がついておりまして、保守事業とし

てその中の127万円ついていますが、この修繕事

業をちょっと教えてください。 

○生涯学習スポーツ課長 

 127万5,000円の内訳でございますが、ウッドデ

ッキ修繕、これは管理棟の正面入り口入って突き

当たった窓の外でございますが、これが35万

1,000円、テントの架台すのこ修繕、テントを乗

せる架台の板の修繕になりますになりますが、こ

れが43万2,000円、あとは枞予算として何にでも

使えるような形で48万7,764円いただいておりま

す。 

 以上です。 

○池田滋彦委員 

 野外センターについては、前にも議論されたと

思います。これ、できてからもう大分なりますが、

センターそのもののおおむねの建物は大変丈夫で

いいかなと思いますが、それ以外の建物、例えば、

ケビンとテントの架台、これかなり古くなってき

てる部分がありまして、今後またこれをどのぐら

いの架台、直すのかわかりませんが、大変順次、

毎年毎年手を入れなければならないような感じに

なってきてると思います。 

 金の管理におよそ1,500万円年間使ってますし、

今回も200万円修繕費載せてあります。おおよそ

1,700万円、そういったもろもろと大体1,900万円

ぐらいかかってるんじゃないかと私は踏んでるん

ですが、これだけの金をかけて今後維持していく

というのは、市としてはずっとそのままでいくと

いう方針でしょうか。それもちょっとお聞きした

いと思いますが。 

○生涯学習スポーツ課長 

 現在、知立市全体で施設の統廃合の検討という

ものがされております。そういった中で、テーブ

ルに上がっておりますので、そういった中で検討

させていただいておるところでございます。 

○池田滋彦委員 

 ちょっとお伺いしますが、年間の利用者と収入

はどのぐらいあるんですか。それを教えてくださ

い。 

○生涯学習スポーツ課長 

 平成26年度につきましては、利用者数が大きな
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団体の御利用をお断りした関係で1,200名、昨年

度は2,306名ということで、人数につきましては

半減をいたしております。 

 使用料収入につきましては96万9,000円が平成

26年度の実績でございます。維持費に占める利用

割合としましては6.28％ということでございます。 

○池田滋彦委員 

 お聞きしたとおり、利用者が大分減ってるのと、

収入はほとんどこれは管理費のほんと１割にも満

たないという形だと、ほとんど遊んでおる状態に

なりますよね。今後これを維持していくというこ

とになると、お金をつぎ込むばかりになっていく

という計算になりますが、これは前も議論ありま

したけど、やはり大きく改善するか手放すか、で

ないと市税をつぎ込むばかりになってしまいます

けども、そういう検討というのはなされないんで

すか。 

○教育部長 

 こちらのほうの野外センターの設置のほうが

小・中学生の方の山の学習にも使っていただくと

いうことから設置されたかと思います。現在それ

にも利用していただいておりますので、営利目的

とかそういうことではございません。 

 ただし、やっぱり維持管理にかなり1,500万円

程度はかかっておりますし、施設も古くなってい

ることは現実のことでございます。 

 現在、来年度以降、公共施設のあり方の検討会

もございますので、そちらの中で一度検討してい

っていただけるといいなということで、ちょっと

期待をしております。 

○池田滋彦委員 

 子供たちのためにつくったという、それはわか

りますが、今まで児童からのその利用した後の感

想とか意見とかというのは聞いたことございます

か。私は、多尐聞いてますけども、教育関係のほ

うでは、どういうふうに捉えているんでしょうか。

大変喜ばしいということで喜んでもらっているの

か、それとも、もう尐し何とかならないのかとか、

そういう方針は子供たちの間でも話があると思う

んですけれども、そこら辺はいかがですか。 

○学校教育課長 

 いい御意見、悪い御意見あります。ああいう施

設が知立市にできたということで喜んでいるとい

う、そっちのほうが多尐はいいかな、負担が実は

ないものですから、なければ学校はどこか探して

民間のところ、あるいは公営のところもあるかも

しれませんけど、お金を払って宿泊しなければな

らないということで。 

 それから、いろいろな要望を伝えやすいという

か、市の生涯学習のほうが管理しておるものです

から、そういうことです。 

 子供たちにとっては、場所的にもすごく環境が

よくて、場所としてはすごく喜ばれていますが、

ただ、今度デメリットの面ですけど、中学校も小

学校も同じところへ行くというそういうことで、

中学生もほかにもいろいろなところでスポーツ会

等でクラブ等でもちょっと活用されたりして、僕

３回目だよとか、家族で行ったり、４回目だよと

いうようなところもあるので、新鮮味みたいなと

ころも、２回同じ、小学校の５年と中学校の２年

で行くということで、そういった面で、新しいほ

うがいいなとかいう意見もあります。負担面で非

常に助かっているけれど、そういった新鮮味とか

いうところ。 

 あと、川がないものですから、もうちょっと川

があるところがいいな。もちろん、大田切川とい

う大きな川があって、そこまでバスで行かなけれ

ばならないというようなところで、でも、どこの

学校もそういった活動はしています。 

 以上です。 

○池田滋彦委員 

 お話がありました、子供たちにも賛否両論分か

れます。それと、もう一つ、私どもが南スポーツ

クラブで行ったときには、親が、こんな場所で野

外学習をやったんだという感想をいただきました。

ただ、そのときにも話がありましたけど、あの斜

面でテントを張ってテントを使う、あれの危険か

どうかというよりも、土台が余りにも危ないんじ

ゃないかという意見をたくさんいただきました。

学校として存続するなら、私は、大なたを振るっ
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たほうがいいと思うんですよね。大改造をして野

外でテントをやると言うんなら、もっと造成しな

いと、あれは大変危険だと思います。 

 それと、もう一つは、今言われたように、川が

ありません。グランドがありません。子供たち遊

ぼうと思っても、あの斜面とちょこっとした広場

しかないんですね。でしたら、やっぱりグランド

みたいな広場が遠くへ行けばありますけど、あの

建物のそばにはないはずなんですよね。そういう

のを考えて維持費が大変かかるんじゃないかとい

う私は発想なんですけども、これはなくしてしま

うとまた父兄に負担がかかるという話なら、それ

だったらもう一度あの建物を再検討して、きちっ

とした学習できるような形で手を入れたほうがい

いんじゃないかと思います。それでなかったら、

お金払ってでも補助金出してでも別のところへ行

ってもらって、あれは管理に1,500万円毎年毎年

払うということは、10年たったら１億5,000万円

あるんですから建てかえはできる話です。そうい

うふうに考えられないのかなと私は思うんですが、

いかがですか、私の発想は違ってるんならあれで

すが、だったら、その1,500万円の中から生徒に

補助金出して、ほかの施設を使ってもらっても、

よそを使ってもらっても構わないという発想にも

なりかねないんですね。 

 だから、せっかくつくった施設だからというの

はわかります。それをどういうふうに活用するか

というのは、やっぱり子供たちが喜ぶような施設

にしてもらわないと意味がないと思うんですけど

も、いかがですか。 

○教育部長 

 やはり施設も古くなってまいっておりますので、

検討の時期になってきてるとは考えております。

今の使い方、コスト面、両面からあわせて検討を

してまいりたいと思います。 

○池田滋彦委員 

 副市長は、今の件、いかがですか。ちょっと意

見をお願いします。 

○清水副市長 

 野外センターについては、できるだけ子供たち

が山の学習で小学校、中学校、これは毎年使って

おってくれるわけですけども、市民の皆さんにも

もっと大いに使っていただきたいということで使

用料の見直しも２年ぐらい前ですかね、させてい

ただいて、市民の皆さんには尐し安く気軽に使っ

ていただきたいというようなことで、いろんな施

策をやってきてるわけですが、なかなか思うよう

には市民の皆さんの御利用もないなと、伸びてい

かないなという現実もあるわけでございます。 

 ですけども、やはり子供たちの山の学習の場と

しては非常に重要な施設だろうというふうに思い

ますけども、今、池田滋彦委員おっしゃるような

そういう議論も確かにございます。いろんな方の

いろんなお立場での御意見がありますので、先ほ

ど教育部長が申しましたように、いろんな角度か

ら今後の施設のあり方、ほかの施設も含めてとい

うこともありますけども、山の野外センターの今

後のあり方ですね、これもやはり一度整理をする

必要があるかなと。 

 特に、今後それを存続するということになれば、

相当な経費をかけないと一定の水準が保てないと

いうこともございますので、それは一度そういう

いろんな方の御意見を聞きながら、また、実際に

主な活用であります学校関係にもいろいろ今後の

ことも含めていろいろ意見を聴いて、市としての

考え方を整理する必要があるだろうなというふう

には思います。 

○池田滋彦委員 

 ぜひとも検討していただきたい。無駄な金を使

って存続するというのも大変無駄なような気がし

ますし、どうせやるんだったら、もっとしっかり

したものをというよりも危険のないような、子供

たちが喜ばれるような発想も尐しもう一度検討し

て考えていただきたいと思いますので、ぜひとも

よろしくお願いしたいと思います。 

 最後に、もう一つお伺いしたいと思います。 

 予算の概要の49ページですが、自主防犯活動奨

励金についてお伺いしたいと思いますが、ここに

奨励金の内訳が書いてあります。ボランティアと

して101回以上活動したら４万円という補助金が
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出ておりますが、この４万円の補助金もらう団体

ってどのぐらいあるんでしょうか。 

○総務部長 

 自主防犯活動をやっておる登録団体45団体ござ

いますけども、実際に補助金を受けている団体は

38団体でございます。 

○池田滋彦委員 

 大変細かいことで申しわけないんですが、青色

回転灯の車を持ってやってるところは市内では市

と１カ所しか町内ありません。これは皆さん御存

じのとおりだと思いますが、これも将来的には何

台かふやしてという話もありましたが、現実的に

はふえることはなくて、徒歩とか自転車でやって

みえるところがほとんどだと思います。 

 この１カ所やっておるところが私どもの防犯パ

トロールですが、８年経過しました。実績８年で

年間約200回以上はやっております。これってい

うのは、ほとんど毎日やっておるような感じです

けど、土日だけ休みという形ですが、この活動に

ついてどのように評価していただけるのか、ちょ

っとお聞かせください。 

○安心安全課長 

 まず先に、４万円を受けておる団体は、平成25

年度の実績しか持っておりませんが、ゼロでござ

います。２万円をいただいておるところは９団体

ございます。先ほど総務部長が言いました38団体

のうちでございます。 

 今、御質問の評価につきまして、まことに口は

ばったいんですが、先ほどの消防団と同じで、ボ

ランティアと報奨というところが境目がしっかり

してなくて、回数を上げてお金を上げていいかど

うかという議論がちょっとまだできておりません

ので、なかなか御返事ができないところでありま

す。 

○池田滋彦委員 

 ということは、101回以上で４万円というのは、

うちはもらってないということですか。 

 というのは、２万円しかもらってないという話

になると、うちはそれクリアしていてももらえな

いという話という考えですか。ちょっとそれはこ

の報奨とは違うような気がしますけど。 

○総務部長 

 今、安心安全課長が申し上げた数字ですけど、

訂正をさせていただきます。 

 いわゆる200回以上活動実績があるところは、

かなりございます。でも報奨金の支給しておると

ころは４万円を支給しておる団体は１団体ござい

ます。そのほか、活動の内容もございますので、

あと２万円を受け取っておる団体、ちょっと数が

多いものですから何団体かございまして、10近く

ございますけれども、そんな内容で、いわゆる活

動をしていただいておるのは日夜活動していただ

いておる、これは大変頭が下がる内容でございま

す。 

 ですから、私どもとしましては、市が委託で出

しておるパトロールはありますけれども、それだ

けでは、到底市内全域をカバーすることはなかな

か無理なので、各地域でこうやって活動していた

だいているのは大変頭が下がりますし、今後ぜひ

御協力をいただきたい、お願いを申し上げたいと

いうことと、先ほど言った額ですけれども、これ

はいろいろ議論があるんです。私がこの職につい

て一番最初に課の人にお話したのが、まさにこの

問題でありまして、余りにも回数と額との乖離が

大き過ぎると。だから最低何回で幾ら、あと、何

回増すごとに、例えば５回ごとに加算額で幾らと

すれば、もうちょっと活動していただいている

方々のお気持ちが、意識が高まるではないかとい

うお話もしたんですけど、やっぱり安心安全課長

が申し上げたように、お金じゃないと、志でやっ

てるから、そのお金で釣るようなことはしてほし

くないというそういった御意見があるということ

でこういう形になっているので、これはまた今後、

活動しておる皆さん方の御意見が変わってくれば、

それに応じて市のほうでも対応ができる部分で対

応していきたいということですので、当面はこう

いう形でお願いできればなというふうに思ってお

ります。 

○池田滋彦委員 

 説明いただきましたので、それはわかりました。
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始まりはボランティアですから、お金を要求する

というのは筋違いかもわかりませんが、ただ、こ

ういう考え方もありまして、せっかく車をつくっ

てやってるんですから、その年月が１年や２年な

ら何も言いませんが、８年もやって、ぼちぼち役

目を終えたんじゃないかという意見も出ておりま

す、正直申し上げて。 

 それは違うよという話をしてるんですが、なら

ば、はっきり申し上げますけど、車は持ってるん

ですけど町内で管理してますけど、せめて自動車

の税金だけ免除してくださいよと。それぐらいや

ってくれてもいいんじゃないかっていう。やって

る行為は確かにボランティアです。ですけど、そ

ういう物を持って活動しておるのは、うちしかな

いので、それに対しても目を開けていただく部分

というのはあるんじゃないかという話も出ており

ました。私、自分がやってないので言いたくはな

かったんですけど、これはやはり歴史を重ねてま

だ一緒にやっていくんなら、そういうことも検討

してもらってもいいんじゃないかという発想で申

し上げるんですが、いかがですか。 

○安心安全課長 

 その前に、先ほど字が小さくて、４万円は谷田

のほうが１件、見過ごしました。あと、２万円が

９団体です。 

 今のお話なんですけども、労力については先ほ

ど消防団の事例も出しましたけど、消防団の車両

については私どもが面倒見ておることもあって、

ちょっと内部で今議論が、総務部長も言いました

とおり、始めるきっかけにもなりますので、一度

内部でそういうのもしていただければと思います

ので、そこら辺でよろしくお願いします。 

○池田滋彦委員 

 市長、いかがですか。私の言っていることは筋

違いでしょうか。というよりも、隊員のほうから

そういう話が出たので申し上げるんですが、御意

見いただきたいと思います。 

○林市長 

 まずは、８年続けていただいております。あり

がとうございます。 

 ほんとに谷田町の見守り隊は歴史もあって、し

っかりとやっていただいている。私も管理簿と申

しますか、見させていただいておりまして、ほん

とにしっかりやってくださっているなと感じてお

ります。 

 車両の維持費という考え方でありますけれども、

理想は自助、共助、公助息づくまちって繰り返し

て申し上げるんですけれども、ほんとに車両もそ

うですし、全てのものを住民の皆様方のパワー、

志でやっていただくというのがやはり理想かなと

いうふうに思っております。それはほんとに目指

して、今まちづくりやっているわけでありまして、

今、安心安全課長が申し上げました検討というの

は、やはりその過程の中でいろいろ意見交換をさ

せていただきながら着地点を見つけていくという

そういうことかなというふうに考えております。 

○池田滋彦委員 

 これは今回だけにしますが、ぜひともパトロー

ルの幅を広げていただきたい。我々だけが一生懸

命やっていても、ほかの地域が全くという形にな

いようにしていただきたいと思いますが、ボラン

ティアの団体が大変パトロールはふえてきておる

と思います。 

 やってることもそれぞれ違うと思いますので、

そこら辺は行政側もしっかりと見て応援していた

だけるのが一番じゃないかと思います。安城知立

防犯協会というのもあります。毎年それについて

の表彰を受けておるところもありますし、それに

ついても市はどこが表彰を受けておるかというの

はわかってると思いますので、やはり連絡協議会

があるんですから、その中でまた議論していただ

ければいいかと思いますし、もっともっと車もふ

やしていただけるような方法でやっていただける

とありがたいと思いますが、最後に、総務部長、

お願いします。 

○総務部長 

 今後も、とうとい活動をぜひとも継続していた

だくことをお願いするとともに、それにどのよう

に私どもがお答えできるのか、どのようなことが

御支援としてできるのかということは、今後もい
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ろんな議論の中で考えていきたいというふうに思

います。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○明石委員 

 それでは、予算概要の37ページ、自主防災活動

化事業についてお聞きいたします。 

 事業概要のリーダーの研修とありますが、具体

的にどのような研修をされるんでしょうか、内容

を説明お願いします。 

○安心安全課長 

 リーダーというのは、防災上いざとなったとき

に皆さんを指導して窮地を逃れる、もしくは避難

所での秩序を保っていただけるような者をリーダ

ーというふうに考えております。 

 自主防災会連絡協議会もできまして、昨年暮れ

なんですけれども、県のほうにお願いしまして、

自主防災会のリーダー研修を２日間行いました。

その内容で御説明させていただくと、名大のほう

の防災の先生の後援会、そのあとワークショップ

といいましてＮＰＯで課題を出しまして、グルー

プで討議をして、よりよい方法は何だということ

を考えてもらったり、ハグゲームといいまして、

実際にシミュレーションをしたらどうなるという

カートがどんどん出てきまして、それを各自で解

決方法を見出していくというようなことでグルー

プワーキングをさせていただきますので、そうい

うものをリーダーの研修と考えております。 

○明石委員 

 もちろんリーダーに対してというよりは、リー

ダーを養成するというふうに考えてよろしいです

か。 

○安心安全課長 

 はい。それで結構でございます。 

○明石委員 

 予算のほうで173万4,000円ですね、人数的には

何名のリーダーを養成されてるのか、また、それ

に伴って先ほど言った研修の費用ですね、もちろ

んハグゲームもあります。いろんなそういう予算

的なもの、金額的なものはどのぐらい占めてるん

でしょうか。 

○安心安全課長 

 これは私どもがもくろんでおるところの内容で

は、まずは基礎講習といいまして、やっぱりヒア

リングから始めて、それからそういう講師になる

ような方からお話を聞いて、そのあと私どもが進

めていく被害想定に合わせまして各まちにマップ

がたしかあったと思いますので、あれを参考のテ

キストにして、まち歩きをしていただきたいなと。

市が避難路を指定するということでなくて、何か

あったら自分で地域を知るということを目的とし

たいと思っています。それをできましたところで

各連絡協議会等で発表していくというのが一応考

えております。 

 その中身の具体的な定量的なものでいいますと、

31団体あるんですが、例年温度差があるというこ

とは御説明してありますので、できましたら、我

こそはという去年からヒアリングしておりますの

で、というところを幾つか見つけまして、それを

事例にして、うちもやってというところが共助の

下からボトムアップできることだと思っておりま

すので、そういうふうなものでやっていきたいと

思っています。 

 それとあと、マップづくりもありますので、そ

れができましたら印刷をして各町内で地域で考え

た避難路ということで、そのマップを今あるもの

をもっと充実させていければと、その２点で今、

考えています。 

○明石委員 

 そのときの養成するリーダーの数はどのぐらい

を今計画しているのかということと、研修費用は

どれぐらいの予算をあてがうのか、お願いします。 

○安心安全課長 

 その養成講座につきまして、まず人数ですけど、

31団体ございます。自主防災会の会長以下で31人

はまずお話をさせていただいて、そこの中で、先

ほど言ったように、我こそはというところが５団

体でも６団体でもあれば、まずはそこをやってい

きたいと。額につきましては、経費を入れますと

65万円から70万円ぐらいを今、考えております。 
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○明石委員 

 大体一人頭２万円ぐらいですかね、個人にいき

ますと。わかりました。 

 どうですかね、こういう人たち、研修を受けた

後、私はリーダー研修を受けたというような何か

誇れるものと言ってはおかしいですけど、何かあ

りますか。 

○安心安全課長 

 終わった後に、いろいろアンケートも毎回私ど

もはイベントがあるごとにとるようにしていまし

て、この前のときには、今現実の認識、自分たち

で自分たちを守らないかんというところはかなり

わかったと。その辺、いろんなイベント、もしく

は訓練でやっても、まず皆さんが自分だけは助か

るとか、自分は何とかというところを地域性を考

えていただけるように尐しはなったかなというふ

うに受けとめています。 

○明石委員 

 もちろん自分が助からなきゃいけませんし、自

分の家族をまず助けないけないんですけども、防

災士という研修センターがあるんですが、１人大

体６万1,000円、テストも含めましてトータルが

６万1,000円ぐらいかかりますけども、もちろん

これを受けるためには、まずはＡＥＤの操作から

救急の人工呼吸、いろいろこれは無料で衣東のほ

うでやっていただけるんですけども、それを受け

た上でこの防災士の研修を受けるわけですが、こ

ういったことに補助金を出しながらこれをやると

いうそういうことは検討はされないんでしょうか。 

○安心安全課長 

 防災士の試験、おっしゃったとおりで、足代を

含めて名古屋市で開かれると六万亓、六千円はか

かるんですが、例えばアンケートとかそういう地

域の協議会の会合の中で、そういう防災士を取っ

て基礎的な防災を学ぶというのは大変効果がある

というのはわかっておりますので、そういう話が

出てくれば、当然その補助というか、その協議会

の中でどういうふうに対応して、年間何人出せる

かあるので、やっぱり熱意のあるところからやっ

ていければと考えています。 

○明石委員 

 ぜひ防災士のほうも検討、よろしくお願いいた

します。 

 続きまして、予算書の231ページをお願いしま

す。 

 10款１項１目の教育委員会委員報酬４人分とい

うことなんですが、これが196万8,000円、この４

人分、来年度の教育委員会の委員数だと思います

が、当分の間これは変動はないと私は思うんです

けども、このほどの地方教育行政の改革によりま

して、委員の数を５名以上とすることも積極的に

考慮されるべきことというふうに書いておるんで

すが、この辺はどのように考えてますでしょうか、

見解をお聞きいたします。 

○川合教育長 

 今回の改正で、これまで教育長も含めて５名の

委員が４名になり、別に教育長を置くような形に

なりました。合わせて４名ということなんですけ

ども、それ以上を置くことも可能なわけでありま

す。知立市のこのまちの規模、面積、地域の差が

山があり、海ありということじゃなくて、大体同

じような環境の中にいるこの知立市において、教

育委員をさらにふやしていく必要があるかという

ことについては、今のところ検討しておりません。 

○明石委員 

 先ほどの私、教育長に一般質問の中で、強いて

言えばという課題を述べていただきました。その

中で、教育委員会の中に地域の中の意見を聞くあ

れが尐なかったというようなこともありまして、

ぜひともこういう地域の例えば区長だとか、ＰＴ

Ａの会長だとか、そういう地域の方の声を代表す

るような方も私はいてもいいんではないかなと思

うんですが、その辺はどのようにお考えですか。 

○川合教育長 

 どういう方に委員をお願いするかということに

ついては、とにかくやっぱりいろいろな立場の御

意見がいただけるようなことを考えていかなくち

ゃいけないと思います。 

 今現在は、それなりにそれぞれこれまでの経歴

も今の立場も違う方にお願いしているので、それ
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はいいかなと思いますけれども、それ以外のもっ

と違った視点でということも確かに意味のあるこ

とかなということも思います。それが教育委員と

して一緒に加わって意見交換ができるというそう

いうこともいいんですけれども、それ以外にいろ

んな場でＰＴＡの方の御意見を聞く、あるいは区

長、地元の方の御意見を聞くということをこれま

で以上にやっていきたいと思いますけども、そう

いう方を必ずしも委員に入れなければ御意見が聞

けないかというと、そうでもないのかなというこ

とですので、そういったこれからの活動、もっと

市民の声が聞けるようなことをこれまで以上にや

っていきたいと、そんなふうに考えています。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午後２時50分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後２時58分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○明石委員 

 次に、教育委員会行政評価委託料21万6,000円

についてと外部評価委託料についてお聞きします。 

 この教育委員会行政評価委託料なんですが、３

人でやられているという、これは先日いただいた

評価資料によりますと３人でやられているんです

ね。プラン・ドゥ・チェック・アクションでＰＤ

ＣＡが載っておるんですが、その中で、特に１次

評価と２次評価のＡ評価、Ｄ評価、非常にギャッ

プがあるということで２つほどあるということで、

全部やってると大変ですのでお聞きしてますけど、

図書館まつり事業ということでＡからＤになって

るんですけど、これは今現在、これに対してアク

ションか何か考えていますでしょうか。 

○文化課長 

 教育委員会評価でございますが、まず、そのギ

ャップについてなんですが、１次評価にあっては

担当者が自分のやってる仕事をどういう位置にあ

るか、どのようなレベルなのかというものをまず

評価します。それを我々上司がそれに対して、課

長の目から見てどんな進捗か、どんな計画かとい

うのを判断するという結果でそういう差が出てき

ます。 

 その評価の差が出たものをフィードバックとし

て面接をしまして、あなたはこういう評価ですけ

ど、私はこう思ってますというようなことを伝え

て、それに対して平成27年度どうしていくかとい

うようなことを出していくと。その方向性の具体

的な案については、これからまた面接等を行って

話し合っていきたいと。 

 一番辛口な評価だったんですけど、そうした原

因というのは、やはり今まで予算がなかなかつき

づらいというような中で、マンネリ化といいまし

ょうか、前年と同じような予算の中で、同じよう

な時期、同じような事業、同じ先生というような

そんなようなことが見受けられましたので、そこ

は尐しほかの館の様子だとか、そういったものを

調べた上で、より図書館に訪れるお客さんがふえ

るように、来た方が満足できるようにと、そんな

ような目標で取り組んでいくと、そういう予定を

しております。 

○明石委員 

 内容はわかりました。この予算が21万6,000円、

これを委託というところは、市の職員じゃないで

すよね。１次評価、２次評価をされるのは市の職

員であって、委託するという仕事は、例えばこの

報告書の中でいくと、どの部分が委託をした結果

の評価になるんでしょうか。 

○教育庶務課長 

 まず、外部評価の方については、その３万円掛

ける３人の方にお支払いします。その委託のほう

になりますと、評価全体ですね、この報告書を作

成するに当たっての指導等受けるような委託をお

願いする形でございます。 

○明石委員 

 というとは、外部評価委員が最後にここに総評

があるんですけども、それを終わったときの時点

での全ての１次、２次の評価をチェックをすると

いうような格好、見るというそういうことですね。

要は、目を通すということですよね。 
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 そのときの来年度からのという話がアクション

のほうありましたけども、例えば、このＤ評価に

なっている図書館運営事業の中で、図書購入先の

再考などの経費節減がやらなければいけないとい

うような評価がＤ評価があります。それと、この

外部評価委員の中からは、図書館まつり事業につ

いて、これ全部読んでいると、講師の招聘等を検

討する余地があるとかありますけど、その辺はど

のようなふうに今、進んでいるんでしょうか。進

んでいるというか、見解をお持ちでしょうか。 

○文化課長 

 具体的にどなたをというような協議は、まだ行

っておりません。今回これで予算をお認めいただ

いた上で、４月以降、早速係長、担当者を交えて

曜日とか開く時期も含めて、よりよいものを考え

ていきたいというふうに思ってます。 

○明石委員 

 続きまして、267ページの10款５項６目、荒新

切遺跡保存用地整備委員会委員報奨金16万8,000

円等々ありますが、これは昨年もことしもなんで

すが、一般質問でも同僚議員がいろいろと荒新切

遺跡の用地についていろいろ質問されております。 

 私も先日、この荒新切遺跡整備委員会の傍聴を

させていただきまして、実は驚いたんですが、も

う既に、これは案なんですけども、青写真がもう

できておるわけですね。この青写真の案という今

段階なんですけども、これは私ども議員のほうに

は、まとめて公表というのはされないんでしょう

か。 

○文化課長 

 今年度は整備委員会４回行いまして、９月の補

正でもって基本計画の策定委託事業をお認めいた

だいたということで民間のコンサルも入れて協議

をしてまいりました。 

 基本的にこの要旨というのが、保存を主たる目

的として平成５年に都市開発公社が取得したとい

うことでございますので、その基本的な観点に立

ちまして、どのように利活用していくかと、上部

利用をしていくかということを検討してきました。 

 明石委員おっしゃるように、先日の第３回目の

３月にあった委員会では、今年度として最終的な

案を協議させてもらいまして、その基本は今言っ

たような保存を基本とした緑と申しましょうか、

芝生広場とか弥生時代、古墳時代の遺跡がござい

ますのでその両時代の城宮跡の復元をしようとい

うような大ざっぱな青写真はできております。 

 ただ、まだ今の城宮跡の復元におきましても、

どの程度のどのレベルのものをするかとか、細か

い部分がまだ煮詰まっておりません。これは今後、

基本設計、実施設計をしていく中で決まっていく

わけでございます。 

 この平成27年度でございますが、そういった委

託事業等は予算として計上させていただいており

ませんので、主に啓蒙といいましょうか、啓発と

いいましょうか、この３月にできた基本計画の青

写真をもとに、地元西中町でありますだとか、そ

ういったところに案をおろして御意見をお伺いし

ていくと。徐々に具体的なものに尐しでも進めて

いくというのがこの事業の中身です。 

 したがいまして、当然、議会におかれましても、

どこかのタイミングで皆さんにお示しをして、そ

れについての御意見をお伺いする機会は設けると

いうような予定はしております。 

○明石委員 

 今、平成27年度の予算を計上していないという

ことなんですが、例えば、株式会社オオバだと思

いますが、144万円プラス８％消費税ということ

で、これ、平成27年は株式会社オオバのところは

予算がないということは、どのようになるんです

か。144万円というのは平成26年度の入札のとき

の金額です。 

○文化課長 

 平成26年度にあっては、今御指摘のとおり、株

式会社オオバが落札をされまして、今年度２回目

の検討委員会から参加していただきまして、都合

３回出てもらって、最初に御指摘のありました基

本計画の図面作成まではやっていただきました。 

○明石委員 

 その後の、例えば先日の宿題がありましたね。

駐車場をどうするだとか、道をどこまでつけるだ
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とか、そういう修正が入ると思うんですけども、

当然それは平成27年度にならないですか。 

○文化課長 

 平成27年度は、我々が希望した状況としまして

は、現地測量、境界画定を初めとしました基本設

計を予算計上をさせていただきました。 

 しかしながら、財政の状況の中でお認めをいた

だけませんでしたので、その部分については民間

コンサルに委託して進めていくということは、今

の状況では不可能になりました。 

 ただ、かといって足踏みするわけにはいきませ

んので、先ほど申しました、お金のかからない啓

発事業を尐しでも具体的な計画をつくっていくた

めの仕事をやっていきたいと、平成27年度はそん

な予定です。 

○明石委員 

 もう一点、用地管理委託料が33万3,000円です

か、平成27年度より新たに計上されておるんです

けども、これはどういった内容でしょうか。 

○文化課長 

 昨年まで現地の維持管理は草刈りをお願いして

おったわけなんですが、いよいよ上を整備してい

くという中で、保存用地の南東のほうになるんで

すかね、松の木が自生をしている部分がございま

して、こちら側の落ち葉が、松の葉が落ちまして、

周囲の住宅の雤どいとか敷地の中にずっと入り込

んだということがございまして、この方から強く

どうしたこうしたということはなかったわけなん

ですが、現場を見ると、そういったことが御迷惑

をかけたということは事実でございましたので。 

 ただ、この松を残す、残さないという問題もあ

りましたので、差し当たり一番民家に影響のあり

そうな部分だけ、今回伐採とか剪定を考えました。

その委託の費用でございます。 

○明石委員 

 草刈りも含めて樹木の管理ということらしいん

ですけども、その上の段の草刈りなんですが、平

成26年度60万7,000円、今回70万円でちょっとふ

えておるんですが、これは特に面積も変更ないわ

けですので、これはどういうわけでふえておるん

でしょうか。 

○文化課長 

 平成26年度が60万円ですね、平成27年度が約70

万円でございます。これにあっては、ずっとシル

バーに委託をしておったんですが、その労務単価

と申しましょうか、賃金のほうが上がったという

ことでの値上げでございます。 

○明石委員 

 続きまして、最後ですが、277ページ、10款６

項の３目、体育館の管理運営事業についてお聞き

します。 

 この体育館の中には、例えば、トレーニングジ

ムの機材ですね、これが壊れたときに、壊れたと

いうか、ちょっとした部品の交換が必要になった

ときに、中には一月、二月かかるような、部品が

入ってくるまでというので、非常にその間、機材

が使えなくて不便を感じているという声が市民の

方からありました。これに対して、何か対策とい

うのはないでしょうか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 修繕で大変御迷惑をかけるものがございます。

それは、既製のものを取り寄せれるものはすぐ取

り寄せて設置というか、交換ができるんですが、

発注になるものがございます。特殊なものは、壊

れたという時点で業者に発注してそこから部品を

つくる、そういった場合に１カ月程度かかるもの

もございます。 

 大変御不便をかけますが、既製品がないという

ことで発注時間がかかるということでこういう形

になるので、何とぞ御理解いただきたいと思いま

す。 

○明石委員 

 これは、いつもこの部品はよく壊れるから、前

もって在庫として持っておきたいとか、そういう

ようなことは考えられませんか。いつも壊れると

ころはもう全然一定じゃなくて、あちこち多岐に

わたるという、そういうふうでしょうか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 常にこれが壊れると限っておるものでなく、あ

ちこちいろんなものが当然壊れるので、これをス
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トックしておくという考えは私どもはなく、壊れ

た時点で発注ということをさせていただいており

ます。 

○明石委員 

 この機材も長寿命化でありますけども、これは

修理しながらまだ使っていく。ランニングコスト

から考えても、まだまだ新規なものに変えてとか

いうようなことは検討はされてないですか。 

○生涯学習スポーツ課長 

 今、ランニングマシン３台ございますが、その

１台については実施計画で来年度お願いをしてお

るところでございますが、真ん中にあるユニット

のものですね、これは大変高価な機器になってお

りますので、現状はちょっと全部を取りかえとい

うことは考えておりません。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○久田委員 

 予算の関係で、一、二点だけ質問してまいりた

いと思います。 

 この予算書を見ますと、アベノミクスのせいで

大胆な金融政策だとか、あるいは機動的な財政指

数をと、そういうようなことが功を奏しまして市

税も着実に伸びておるし、地方財政計画の中で、

臨時財政対策債を圧縮するということで臨財債の

ほうも２億円圧縮されておると、そういうことと、

大きな伸びとして地方消費税剰余金ですか、これ

が私の記憶によりますと５％のときは１％が地方

のほうに回して８％になったということで、今ま

で知立市には0.5％いただいておったのが0.75％

をもらったということで、この剰余金のほうが３

億6,500万円伸びておると、こういう面で、そこ

ら辺からして、平成26年度には中央子育て支援セ

ンターが３億3,100万円でしたかね、これを歳入

しておって、にもかかわらず地方消費税のほうが

３億6,500万円ふえておると。民生費のほうを見

ますと３億3,100万円減になっておるんですけど、

ここら辺を消費税が増税になった分がどのように

民生費のほうに反映されておるのか、どんなこと

を思いながら予算を組んだのか、そこら辺をお聞

きしたいと思うんですが。 

○企画政策課長 

 久田委員の言われるように、地方消費税交付金

のほうは消費税が５％から８％になったことによ

りまして、その８％のうち国に6.3％が回りまし

て、残りの1.7％につきましては県と市がそれぞ

れ半分ずつということになりますので、過去の

５％のときには0.5％のものが0.85％というふう

になりまして、そういった影響で地方消費税交付

金のほうも上がってきております。 

 地方消費税交付金の内訳の中で、この増税分の

３％上がった部分につきましては、引き上げ分に

つきましては社会保障部分に充てるということで、

当市におきましては、平成27年度予算におきまし

ては総額11億1,500万円のうち、社会保障分にあ

てがうものの部分としまして４億5,911万8,000円

ほどになります。この部分については３事業、福

祉、保健、衛生、こちらのほうにあてがうべきも

のの財源ということで、平成27年度の予算の中で

も福祉、保健、衛生事業にあてがいをさせていた

だいている次第でございます。 

○久田委員 

 そうすると、消費税を上げるときに税と社会保

障の一体改革ということで５％から８％になって、

その増税分はきっちりとこの予算の中で歳出され

ておるというふうで確認しました。 

 それと、もう一点ですけど、確かに平成26年度

の予算では市債が24億9,000万円ぐらいで圧縮し

てきて、恐らくこの予算書でいきますと20億円ち

ょっと、４億9,000万円ぐらいが圧縮されておっ

て、非常にいいふうにプライマリーバランスのほ

うもいくと思うんですが、逆に、交付税の見直し

ということで900億円が交付税の特別会計の中で

ふえておるんですけど、当市の場合は、交付税が

横並びになっておるんですけど、確かに財政計画

では臨財債は圧縮しなさいということで２億円圧

縮されておると。交付税においてはスライドしと

るんですけど、ここら辺の見方はちょっと甘いん

じゃないかなというふうでお聞きしたいと思うん

ですが。 
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○企画政策課長 

 交付税につきましては、当市の市税のほうも収

入が上がったということで、基準財政収入額と需

要額、この関係で交付税が決まってくるんですけ

ども、市税の伸びがあったということで、平成27

年度においては平成26年度の同等の１億5,000万

円という形で組まさせていただいております。 

○久田委員 

 それと、時間があったら知立市補正予算及び予

算説明の３月補正のほうで聞けばいいことなんで

すけど、ここのほうで、これで質問するんじゃな

くて、こっちいったときに関連で聞こうかなとは

思っておるんですが、例えば、地方創生やった場

合に、言っていいことか言っちゃいかんことかわ

からんけども、平成27年度から５カ年かけて地方

版の総合戦略立てていくわけですよね。その中で、

例えば、策定の委託料というのかな、策定調査委

託料とかね、そういうものに関しては、恐らく交

付税措置がされてくると思うんですよ。策定料に

ついては、国からの4,200億円の中からのものは

使っちゃいかんと思うんだけど、そういうことが

基準財政需要額にカウントされるようなそういう

交付税に優位になるような科目が私、ふえとるん

じゃないかなと思うんだけど、基準財政需要額に

カウントしてもいいようなものが、この平成27年

度でふえてくるんじゃないかなというふうに思う

んですけど、そこら辺、何かありますでしょうか

ね。 

○企画政策課長 

 今回、地方創生の先行型で当市におきましては

地方版の総合戦略の策定に当たりましては、基本

的に委託をしておりません。こちらの交付金につ

きましても、独自で基本的につくりなさいという

ことで、交付金の対象には委託を出した場合にも

ならないということになっておりますので、当市

においては独自でつくっていくという方向性で今、

進めております。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○神谷委員 

 それでは、質問させていただきます。 

 予算の概要の154ページなんですけれども、公

共施設のあり方検討事業ということで、これ、一

般質問でも尐し触れさせていただきました。今年

度、平成26年度は公共施設の白書の作成というこ

とで、平成27年度、来年度、公共施設のあり方計

画の作成ということで320万円予算がついており

ます。コンサルか何かに委託するのかなというふ

うに思ってみて予算書を見ました。予算書の83ペ

ージなんですけども、そこの真ん中ぐらいの009、

ここに詳細が載っておったんですけれども、公共

施設のあり方共同調査研究負担金ということで

320万円ついております。具体的に、これ、共同

研究ということなんですけども、どのような研究

なのか御説明をいただきたいと思います。 

○企画政策課長 

 今年度の公共施設白書作成につきましても、地

方自治機構と共同研究ということで、こちらにつ

きましては募集がありまして、私ども昨年度もこ

ういった公共施設の白書をつくりたいということ

で要望しましたところ、たまたまそれが認められ

てということで、今年度、白書につきましても機

構と一緒に共同研究を進めております。 

 来年度につきましても、同じように引き続きや

り方をしていきたいということで、なかなか２年

続けて機構が採択をしていただくということはな

いような形なんですけども、来年度につきまして

も採択をされたということで、こちらの機構とつ

くっていくと何がいいかということになりますと、

大変経験豊富な方もおるということと、費用的な

面でいきますと、総額の６割は機構の負担で４割

が市の負担と、こういった形で費用的にも大変メ

リットがあるということで来年度も一緒に進めて

いく予定をしております。 

 正式名は一般財団法人地方自治研究機構という

ところになります。こちらと共同研究ということ

で進めていきたいというふうに思っております。 

 以上です。 

○神谷委員 

 ４割負担でやっていけるというとかなりお得な
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ので、３年続けてというと難しいのかもしれない

ですけど、またぜひこういうお得なのがあれば使

って、公共施設のあり方を研究して財政を余りお

金をかけないでやっていくということなので、こ

ういう予算もなるべくお金をかけないでやってい

ただくとありがたいなというふうに思います。 

 続きまして、予算の概要の40ページなんですけ

れども、南海トラフ巨大地震対策事業ということ

で新規事業でございます。40ページに当初予算

2,500万4,000円ということなんですけれども、平

成27年度は事業概要として41ページに被害予測調

査ということで1,305万8,000円ということでつい

ております。 

 先日３月12日に中日新聞の朝刉でございますけ

れども、岡崎市が建物全壊時などを推計、地震被

害想定を見直すということで新聞記事が載ってお

りました。 

 ちょっと読ませていただきますと、岡崎市の地

域防災計画の中の地震被害想定を見直した。県が

昨年５月に出した南海トラフ地震の被害想定を踏

まえて新たにまた被害想定を見直すということで

あります。ことしの知立市の被害予定調査という

ことでありますけれども、昨年５月に県から出さ

れた被害想定を踏まえてやられるのかどうなのか、

その辺を教えていただきたいと思います。 

○安心安全課長 

 お尋ねの自治体によってそれぞれ被災する内容

が多尐違う、例えば海洋というか、海辺のところ

では津波ということがあるんですが、私どものほ

うにつきましては想定をされる大きな被害は震度

による建物倒壊、液状化が主なものとなっており

ます。 

 ただ、県の最悪の条件でいきますと、4,300棟

が倒壊、200名がお亡くなりになるというシミュ

レーションがされております。県の被害想定が発

表されたのが昨年だったと思うんですけれども、

それを踏まえまして各自治体におきましても地域

防災計画を充実させるために被害想定をというふ

うで言われて、今回、多尐早いところでありまし

たら近隣では碧南市とか刈谷市がやってはおりま

すが、やっぱり県の被害想定が出るまで私どもと

しては待っておりました。 

 岡崎市の件も存じておりますが、住宅の集合地

域が焼けるかどうかというところでは、知立市で

もそういう密集地というところがございます。今

の県のやつでいきますと、昭和56年以前に築造さ

れた木造建築で4,000棟以上が課税台帳で見ると

ありますので、そのままただ上げてあるだけです

ので、その後の経過を踏まえて、どの辺が崩壊、

もしくは火災についてはまだその先ですので、崩

壊するか、それから、液状化については近隣の安

城市、刈谷市、知立市が当然地質調査等されてお

りますので、その近辺の４キロメートル四方です

と、やっぱり整合性がないといけないということ

で、それも踏まえまして計画を立てたいと思って

おります。 

○神谷委員 

 ちょっと岡崎市の資料だけで申しわけないんで

すけれども、岡崎市では1707年の宝永地震、マグ

ニチュード8.8以降の100年から150年周期で県内

を襲った地震を参考に試算をしてるということな

んですけれども、知立市はこういうような試算を

されるのかどうなのか、県からきたやつでそのま

まにしておくのか、その辺、どうお考えなのかお

聞きしたいと思います。 

○安心安全課長 

 同じ西三河でございまして、９市１町防災協定

で仲よくふだんからさせていただいておるんです

が、その中で、同じ比較できるようなものについ

ては、なるべくそれに近づける考え方をしたいと。 

 ただ、先ほど申しましたように、海辺と内陸型

とは被害が違いますので、岡崎市に至りましては

大河川がございまして、ちょっとその辺が知立市

とは違うところかなと思っておりますので、その

辺もちろん踏まえさせていただきたいと思います。 

○神谷委員 

 大地震の想定ですので、近隣のものも、ぜひ参

考にしていただきたいというふうに思います。 

 次に移りたいと思います。 

 予算の概要の122ページなんですけれども、グ



- 71 - 

ランド整備事業、来年度2,376万円かけて猿渡小

学校のグランドを準天候型舗装のグランドにして

いただくということで、ありがとうございます。

これ、工事時期なんかはいつごろを想定しておら

れるんでしょうか。 

 事業目的の中に、児童や地域住民の方に快適な

環境をと書いてあるんですけども、毎年弘法町で

は、このグランドを使わせていただいて盆踊りな

んかをやらせていただくんですけれども、大体こ

ういう工事というと学校のお休みの時期のときに

工事をされるということが多いと思うんですけど

も、夏休みにかかるといろいろ支障が出るもので

すから、その辺の工事時期をお聞きをしたいと思

います。 

○教育庶務課長 

 まだ正確にいつだということでのお話はまだ進

めてないんですけども、予定といたしますという

か考え方といたしましては、夏の行事、運動会

等々ございます。それが終わって11月、12月より

も前の11月か12月前後から２月、３月にかけて、

大体２カ月半から３カ月かかるものですから、そ

の時期を予定したいんですけど、まだ正確な時期

としてはお知らせはしてございません。 

○神谷委員 

 ちゃんと考えていただいておるようなので、よ

ろしくお願いをしたいと思います。 

 次に、予算の概要の152ページでございます。

市史編さん事業でございますけれども、知立市史

を編さんしていただいて、これは文化財を今この

時点にしっかり記録をしていただいて資料編を出

していただくということ、非常にありがたいとい

うふうに思います。非常にいい事業だと思います

けれども、先日の広報ちりゅうの３月16日号、先

ほども、どなたかが市教委だよりということで、

コラムのほうのお話をされておりましたけれども、

この中に、市史編さんについてということで載っ

ておりました。 

 第２回配本となる資料編、原始・古代・中世を

いよいよ刉行しますというふうに書いてありまし

た。それで、この市史編さん事業の153ページの

平成27年度の事業の中の真ん中よりちょっと下ぐ

らいに、平成26年度には資料編、原始・古代・中

世が刉行されたというふうに書いておるんですけ

れども、相反するような感じにみえるんですけれ

ども、この辺どうなのか、教えていただきたいと

思います。 

○文化課長 

 平成26年度の市史のことでございます。確かに

広報ちりゅうには刉行しますとありまして、153

ページではされたというふうに書いてあります。

刉行が定義がなんですけど、いずれにしても、統

一されてないというのが、こちらの表現がまずか

ったかなというふうに反省をするところでござい

ますが、現状説明させてもらいますと、今全て原

稿は投了、入っておりまして、校正を重ねて、も

う間もなく３月20日までには納品がある予定でご

ざいます。 

 したがいまして、それをもって刉行というふう

に判断すれば、この広報ちりゅうのほうが正しく

て予算の概要のほうが尐しフライングしたという

ことでございます。申しわけございませんでした。 

○神谷委員 

 もう一点なんですけども、いよいよ刉行します

というふうに広報ちりゅうに書いてあると言いま

したけど、３月20日に納品があるということだっ

たら、いつごろから販売をされるのか。考古学フ

ァンとか歴史ファンの方、ずっと心待ちにしてい

た事業だと思うので、その辺、発売をされるんだ

ったら待ってみえる方がおられると思うんですけ

れども、何日ぐらいから販売されるのか、その辺、

教えてください。 

○文化課長 

 先月パンフレットをつくりまして、市史ができ

ます。それには５月から販売いたしますと。現在

は予約を受けておるという状況でございます。 

 今申し上げましたように、予定どおり納品があ

ると思われますので、予定どおり５月から販売と

いうことを考えております。 

○神谷委員 

 続きまして、予算書の267ページ、文化財費の
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中の001埋蔵文化財発掘事業ということで251万

7,000円なんですけれども、これ、どこの発掘な

のかということなんですけども、その辺、ちょっ

と教えていただきたいと思います。 

○文化課長 

 埋蔵文化財発掘事業の251万7,000円の場所でご

ざいます。これは特に決まりが、どこと決まって

おるわけじゃなくて、よく民間開発等で、ここを

開発するけどいいですかというような問いかけが

あって、ちょっと慎重にやってくれというような

場所、要は、包蔵地とかそういうところで仮に物

が出てきますと、そこを早速試掘調査をしなきゃ

いけないというような、それに対しての予算でご

ざいます。 

○神谷委員 

 緊急な場合の予備費みたいな感じであげていた

だいておるということで承知をいたしました。 

 その文化財費のちょっと下のほうですね、002

の中に松並木保存委託料ということで505万5,000

円、割と大きな金額でございますけれども、具体

的にどのような方法で、山町の多分松並木のこと

だと思うんですけれども、保存を考えておられる

のか、この辺、御説明をお願いしたいと思います。 

○文化課長 

 松並木の保存の委託でございます。主には、年

末から始まるこも巻きとかああいったものが目立

ったことで、年間に数回、清掃をしていただくと

か、薬剤の注入とか、山町の御林から牛田にかけ

ての松並木の保存を委託するという事業でござい

ます。 

○神谷委員 

 通常の保存ということで、ありがとうございま

した。 

 今のもののちょっと下に、004番、文化財保存

支援事業ということなんですけれども79万6,000

円、これももしかして予備費なのかもしれません

けれども、どのような内容で何件ぐらい、どんな

文化財を保存するのか、わかったら教えていただ

きたいと思います。 

○文化課長 

 文化財保存事業の補助金でございますね。これ

は、市内にある文化財の絵馬と花絵馬、阿弥陀如

来像を所有している方から、非常にこれらの文化

財の老朽化が激しくて、このまま放置しておくと

破損とか文化財的な価値がなくなってしまうとい

う申し出がございました。 

 要綱によりますと、３分の１補助金が出る決ま

りがございますので、その残については文化財の

所有者の方に負担をしてもらわなきゃいけないん

ですが、それが了解がとれましたので、今回予算

化をさせていただいて修理に向けて補助金を出し

ていくという事業でございます。 

○神谷委員 

 文化財というのは非常に大切なものでございま

す。ほんとに一度失ってしまうと二度と取り戻せ

ないものでございますので、しっかりとやってい

ただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○中島委員 

 マイナンバーカードの関係から聞いていきたい

なというふうに思います。参考資料は161ページ

ということで載っております。 

 本会議でも相当議論というか、質問がありまし

て、それをまとめた形でもう一度確認をしたいな

というふうに思うわけですけども、このマイカー

ドを今後どのように、社会保障・税番号制度対応

事業ということで事業の名前はこういうふうにな

っておりますが、法律的に言いますと、行政手続

における特定の個人を識別するための番号の利用

などに関する法律というのが国会で平成25年の５

月に通って、これを今から具体的に進めていこう

というような国のほうの方針に沿ったというふう

に思っております。 

 この具体的にどのように進めていくのかという

ことについて、もう一度整理して、どんなカード

で、いつ番号をつけてとありますけども、まとめ

て報告をお願いいたします。 

○企画政策課長 
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 それでは、今後のスケジュールというか、どの

ように取り組んでいくかということで、若干お話

をさせていただきます。 

 本年度の10月にこの番号通知ということで、

個々の方に12桁のダブらない重複しない番号の通

知を行います。そのときに、この番号の通知とと

もに個人番号カードの交付の申請書も同封をいた

します。10月に送りまして、そちらの申請を受け

付けるんですけども、カードの交付自体は平成28

年の１月からになります。 

 実際にこちらの番号法に基づく情報の連携につ

きましては、国の機関が平成29年の１月、続きま

して地方につきましては、そのあと半年後の平成

29年７月からの開始という形になります。という

ことは、最終的には本稼働になるのは平成29年７

月ということで、来年度におきましては、市にお

きましては番号法に基づく条例で必要なものにつ

いては条例整備も９月議会までには準備をしてい

きたいというふうに思っております。 

 それから、カードの使用でございますけども、

個人番号カードの件の中の載っておる情報でござ

いますけども、氏名、住所、生年月日、性別、個

人番号等が記載されておりまして、カードには本

人の顔写真が載ると。それから、機能としてＩＣ

チップがついているという形のカードになります。 

 以上です。 

○中島委員 

 ことしの10月には全員の方の付番がされると。

生まれた赤ちゃんのものから付番ということにな

るわけですけれども、その意味では、赤ちゃんは

出生届がされたところから即やられると、こうい

うことになるんでしょうか。付番をする段階で生

まれた赤ちゃんですかね、ちょっときわどい話で

すけども、そういう赤ちゃんも含めてということ

になるんですが、ちょっと確認をさせてください。 

○企画政策課長 

 全ての国民という形になりますので、カード自

体は通知カードを10月に送りまして、カードの交

付につきましては申請のあった方だけという形の

形態になります。 

○中島委員 

 おぎゃあと生まれて、その段階で市が、市がと

いうか、国なんですかね、これは。12桁をダブら

ないようにつけなければならないので、赤ちゃん

が生まれたらそれを国のほうが一括して整理をし

てということなんでしょうか。その辺ももう尐し

わかればいいかなと思うんですが、番号のつけ方

ですね、どこがこれを管理してつけるのかと。赤

ちゃんが生まれたら、それも出生届と同時にその

ラインに乗っていくということ、一般的にはそう

いうことなんですが、どこで番号をつけていくん

ですか。 

○企画政策課長 

 ちょっと番号のどういう、12桁の番号でという

ことなんですけども、ダブらない番号ということ

ですので、どこかで統一してあれなんですけど、

ちょっと勉強不足で、どこでどのようにというこ

とは現在わかりません。 

○中島委員 

 わからないことがいろいろあってですが、そう

いう番号を全部郵便で各家庭に送ってくると。申

請書が中に入っている。そして私、ほしいですか

ら交付をお願いいたしますという申請書を書いて

返送すると、その方は交付される対象になってい

くということになるわけです。 

 赤ちゃんのこと何かわかったんですか。新たに

わかったことありましたら、今のうちにお話くだ

さい。 

○企画政策課長 

 今回この通知番号の準備、カードにつきまして

は、名前が今あれなんですけども、国の機関に委

託で出す形になっておりますので、そちらのほう

で費用も国が負担金を今回予算にも計上させてい

ただきましたんですけども、国の交付金で歳出と

して負担金としてその機関に出しまして、そこは

取りまとめてやっていただけるということになり

ますので、地方公共団体情報システム機構、こち

らのほうが通知カード、個人番号カード関連の事

務を行うということになります。 

○中島委員 
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 情報システムの機構ということで、そこがカー

ドも全国同一のものをつくるということになるで

しょうから、そこでつくり、そして、番号もそち

らでどういうふうにしてつくるかわかりませんが

12桁をつけてくると、勝手につけてくるわけです

ね。 

 生まれたよという連携があれば即ということに

なっていくのでしょう。お願いしますというと、

カードは４情報、氏名、住所、性別、生年月日が

券の面に書いてあって、これは他の人と間違えて

はいけないので写真をつけることが義務づけられ

ると、こういうことのカードがつくられるわけで

すね。それが平成28年１月、これは申し込んだ人

について交付してくると、こういうことになりま

す。 

 ここは連携、連携というふうにその後なるわけ

ですが、国の機関が連携開始が平成29年の１月と、

そして平成29年の７月は国の機関も地方自治体、

全ての自治体が連携するそういうシステムがスタ

ート、こういう手順になっていくと、こういうこ

とですね。そして、それが平成29年の７月でシス

テムが全部乗っかるので、そこから本格稼働は平

成29年の７月からということになるわけですね、

今の御説明で。 

 これがみんな連携、連携ということになるんで

すが、こういう便利なメリットはこうだよと本会

議での説明はあったんですけども、一般の市民に

話すと、何か寒けがするねって。私の情報をそん

なに全国のばらまくのという感じが受けられるわ

けですね、市民の方。このカードに名前、写真は

今言った情報全部まずは券面には出るわけですけ

れども、そこに含まれるチップですね、ここのチ

ップの中に何が入るのかということが一番関心の

あるところなんですよね。今の４情報であれば、

住基カードとまるきり同じ。情報の中身からする

と写真をつけるつけないはありますけれども、チ

ップがあるというところが違う。そのカードにチ

ップが入ってて全国でその情報が共有できるとい

うふうになっているわけで、そのチップの中に入

る情報というのが一番の関心ですよね。何が私の

情報が入るのということになるので、そのあたり

についてはちょっと御説明をいただきたいという

ふうに思います。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午後３時52分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後４時00分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○文化課長 

 １つ訂正をお願いします。 

 先ほど荒新切遺跡の草刈り料の委託料の説明の

中で、シルバー人材センターというふうに申し上

げましたが、実際民間企業でやっていただいてお

りまして、ただ、値上がった原因は労務単価とい

うことは同じでございますので、その点だけ訂正

させていただきます。申しわけありませんでした。 

○企画政策課長 

 先ほどのＩＣチップの部分にどんな情報が入っ

てるかということでございますけども、氏名の情

報と住所、生年月日、性別、個人番号、電子証明

書ということで認証の関係ですね、そちらの情報

です。 

 それから、ＩＣチップのところに空きの領域が

ありまして、こちらにつきましては、市町村が条

例で定めた事項などを入れるという空きの部分が

あるということになります。 

○中島委員 

 そうすると、券の表に書いてある情報をもう一

回チップの中に入れるということになるわけです

ね。同じ情報をチップの中に入れると。写真は入

らないでしょうけど、４情報が入ると。それプラ

ス市が条例で決めて情報をそこの中に入れるとい

うこと。どういうことになるんですか、それは。

市の決めた情報というのは。 

○企画政策課長 

 個人カードを利用できるものについては資料を

お配りさせていただいたとおり、いろいろたくさ

んあるんですけども、ここに今掲載してあります



- 75 - 

もの以外については、例えば個人カードを使いま

して市の図書館のカードに使いたいだとか、そう

いったものについて条例で定めて使っていくとい

うことになりますと、そういったもので例えばＩ

Ｃ的なものを使いたいということになりますと、

そういった情報を載せるという領域が設けてある

ということになります。 

○中島委員 

 それは条例で決めるんですけど、図書カードと

いうのは借りて返してというそういう履歴が載る

というようなカードということ。どういうことで

しょうか。 

○企画政策課長 

 このＩＣカードには、例えば地方税の関係のも

のだとか年金給付だとか、こういったデータが載

せれるものではありません。例えば図書カードで

このカードを使っていこうとすると、今の現在使

っている図書館での何らかの番号があるとします

ね。それをこのチップに入れるとか、そういった

使い方になるかと思います。 

 ですから、個人的な何を借りただとかそういっ

た情報は、このチップのほうには載せるような形

ではないということです。 

○中島委員 

 雑多な情報はここのチップの中には入れないと。

チップというと相当たくさんの情報が入る容量を

持ちますよね。銀行だったら、それこそ自分が入

れたり出したりするそういうものも結局それで周

りでチェックするのか、中に入ったらちょっとわ

からないところありますけども、銀行口座のとき

には使っていくと。それは情報じゃないのかな、

ちょっとわからないところあるんですね。そうい

うカードをつくると。 

 そのカードは、どういう活用がされるかという

ことが次の問題ですよね。どういう活用がされる

のかということで、ここのいただいた中にたくさ

んの項目、さっき言いました番号法、法律の第９

条に同法律別表第１において特定個人情報、個人

番号を含む個人情報を行政事務において利用する

ことができる機関と事務が細かく定められており

ますということがあって、細かく定められている

よということで行政機関がその番号を入れた個人

を特定したらこういうような情報をつながってい

くことができるということがあります。 

 これにたくさん書いてあるんですけども、まだ

まだどういう内容かがちょっと不明ですよね、読

んでも。いろんな分野ということだけはわかりま

す。保険があったり、介護があったり、福祉関係

があったりというのは漠然たる、災害法があった

りとかね、ずっとありますけど、細かく書いてあ

るほう、右の欄を見ますと、これこれの事務であ

ってと、一番上で言うと健康保険に関する事務で

あっての次が主務省令で定めるものと書いてあり

ます。全ての項目であって主務省令で定めるもの

とここでははっきり表記されてないわけです。ま

だ後日決めるのか、主務省令がどこで定められる

のかわかりませんが、その先がわからないという

ふうに思うんですが、その辺はいかがでしょう。 

○企画政策課長 

 こちらの今法律のそのまま別表のほうを焼かさ

せていただいておるんですけども、主務省令で定

めるものということでございますので、省令で定

めてあるものと思います。 

○中島委員 

 この項目でさらにこの主務省令で定めるものは

たくさんの項目があると想像されますよね。健康

保険に関係すること、災害救助、児童福祉、予防

接種、身体障害者福祉法、精神、保健及び云々か

んぬん、地方税法、社会福祉法、公営住宅、厚生

年金、特別支援学校への就学奨励、学校保健安全

法、ほんとにたくさんの法律、全ての法律がその

方が全部かかわるわけではないわけですが、そう

いった法律全てを網羅して、その人にヒットする

ものは、全部カードを利用すれば機関と機関の間

では、国の、そして地方自治体の間では、このカ

ードがあれば一目瞭然にぱっとその辺の利用情報

がわかると、こういうふうになるということです

ね。イメージいいでしょうか。 

○企画政策課長 

 今、次の第19条のほうに情報紹介者と情報提供
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者ということで、第９条のほうではどういった機

関のどういう業務というのが定められておりまし

て、実際のその情報のやりとりができるものとい

うことで定められているのは、この第19条の部分

になります。 

 情報紹介者と情報提供者ということで、ここに

も書いてありますが、どういったものが提供でき

るかということになっておるんですけども、これ

以外のものは一切このカードを使って情報のやり

とりというのはできないんですけども、かといっ

て誰もかれもが自分の事務に必要ないものをとる

ということはできないです。 

 １つ今これ機関が市と国だとかという機関がこ

れに書いてあるんですけども、大きく捉えると、

例えば知立市民の方で障がいの一部分の手続をす

るときに、所得等ずっと知立市におればこういっ

た照会することもないんですね、市役所の中で全

部、税務課のほうでそういった確認がとれるんで

すけど、結局今回こういった個人カードによって、

今それが市役所の中でも情報の税情報というのは、

例えば福祉課の手当を受けるときにやりとりをし

たりしておりますけども、これは１つ広がった形

のものになるという考え方になります。今までは

市民の方が直接その前におったところでそういっ

た所得証明なりを取りにいかないかんところが、

市の中でもやりとりしておったこの情報が、市外

も含んで全国は１個の市みたいなような状態にな

るというイメージになるかと思います。 

○中島委員 

 そうやって情報は全て共有するということがで

きるというシステムですよね。カードがあります

よね、本人がもし交付すれば。この情報の利用方

法というのは本人がカードを持っていって、私は

こういう制度を利用したいと言ってカードを提供

したときに、速やかにそれが情報が全部見えてく

るわけで、それが早くできますよというのはメリ

ットだと。それは本人が何かを申請するという行

為にあったときに、それが生じてくるメリットと

いうことですよね。これは本人が使わなければ、

一切こういう情報が勝手にいくことも全くないと。

何かのサービスを使おうとしたときに、例えば生

活保護の場合でもそうですが、いろんな情報を過

去のその方の経歴までは入りませんから、そう簡

単ではないですね。生い立ちから生活保護でずっ

と書いてきますからね、生い立ち、兄弟、扶養家

族、全部やっていく。それはだめですわ、全然。 

 だけど一般的に言うと、自分がサービスを受け

ようというときの申請にこのカードを持っている

と楽と。だけど、これが市内であれば共有、ちょ

っとカードよりは時間かかるかもわからないけど

も、知立市民が市役所の中でやろうと思えば、そ

れは今までと同じですよね。税を開くとかそうい

うこともね、結局開かなきゃわからないわけだか

ら、パソコンで今開いて見ますからね。だから市

民が今までどおりにサービスを受けようといった

ときには、カードはさして利便性が向上するとい

うふうには思えないんですけども、いかがですか。 

○企画政策課長 

 このカードを利用することによって、先ほどの

いろんな情報が氏名、住所だとか生年月日等々入

ると。このカードの使い方によっては、窓口で氏

名、住所を毎回書かなくてもいいだとか、そうい

った面では、この番号カードの使い方を考えれば

利便性が出てくるかというふうに思います。 

○中島委員 

 その程度のことで、名前ぐらい自分で書かない

とぼけちゃいますよ。それもわからなくなったら、

えらいことだ。 

 市外へ行った場合には、それを持っていくと市

外で何かかかわるようなものがあるんだろうか。

市外でサービス受けるなんてないですよね、ほと

んど。年金ですかね。何が一番大きなメリットか、

ちょっと見えてこないんですけど。その程度のこ

とですか。全国版で共有する意味というのは、引

っ越しをしたときですか。引っ越しをして、また

向こうでサービスを受けようとしたときにそれが

生きると、こういうことですか。全国で共有でき

るというもののメリットがどこにあるかというこ

とを聞いているんですよ。 

○企画部長 
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 やはりこのカードを使うのは御本人が使うもの

であって、行政が使うものではないと。それは間

違いないことでございます。御本人が例えば今、

市外に行った場合に、転出先で前の市町村、住ん

でみえたところの所得証明とか納税証明だとかそ

ういったものが必要でなると、また前の市役所へ

出かけたりだとか、郵送でもって申請したりだと

かしなくちゃいけませんが、この個人の番号でも

って前の居住地もわかり、そこでの証明が簡易に

なるというふうに考えておりますので、今、市民

の方が子ども課等で手続をする際、引っ越した方

やなんかにとっては、また前のところへ行って取

ってくるのということがよくあるかと思いますが、

そいつは一切なくなるかなというふうに思います。 

○中島委員 

 その程度かな。よくわかりません。もっと大き

なメリットがあるのかどうなのか、カードを持っ

ていることによってどうなのかということ。 

 住基カードがありますね、今でも。この発行枚

数わかりますか。平成12年から始まったわけです

よ。この発行枚数、平成25年の段階で2,700枚何

ぼ、きのうちょっと確認をしておいて知ってみえ

るんですけどね、係長が市民課のほうの方が聞い

て教えていただいたのでいいですけども、約

3,000枚ですよ。平成26年の最終いってませんけ

ど、約3,000枚ちょっとです。住基カードのシス

テムをつくる構築代が幾らだったかということな

んですね。ぱっと出てきます、おおよそ。 

○企画政策課長 

 平成12年度から導入調査費から始まりまして、

現在平成25年度までの合計しか資料持っておりま

せんですけども、１億4,800万円ほどでございま

す。 

○中島委員 

 もう一つ、平成25年度までの数字がもう既にあ

って、１億5,600万円とかという数字が出ており

ます。それを3,000件で割りますと、１件あたり

がすごい額ですよ。１枚発行した経費が亓十何万

円ということであります。 

 あれの場合には、他市で住民票を取るときに便

利というようなことで言われました。それを他市

でそういう住民票等の取得に使った事例はどれだ

けあるのかということも前に聞きましたよね。ど

の程度か大体わかりますか。言いますと、390件

です。だから3,000枚ぐらい持ってみえる方が、

ほんとの意味のカードの利用をしたのは390件と

いうことです。多くの方は何に使われたと思いま

すか。 

○企画部長 

 よく高齢者の方で運転免許証を返納して身分証

がわりというような形、そいつを一番よく耳にし

ております。 

 以上です。 

○中島委員 

 そのとおりです。だから写真つきのものが皆さ

ん希望される。自分の写真がないと身分証明にな

らないので、それをほとんどの方が求めていらっ

しゃるということです。 

 林市長も議員のころに、たしか、私つくって、

市外の図書館の利用、これは便利ですよって発言

していらっしゃったことを思い出しますけども、

その後どうですか、住基カードというのは便利で

すか。 

○林市長 

 その後は使ってないですね。 

○中島委員 

 当初、大いにこれをＰＲしようという先陣を切

ってカードを取得されて、どこへ置いたかわから

なくなっちゃってるんじゃないですか。知立市の

こういう人間だということがわかって向こうで使

える、広域行政ですからねということで、図書館

の利用が便利になったような話をされた。ちょっ

とよくわからないんですけども、そういうことで

も余り使われないということなんですよ。 

 今回は、このマイナンバーカードも今までのシ

ステムを活用したような形でやるんですか。これ

独自にシステム開発した金額というのはわかりま

すか。前のシステムを活用するものなのか、その

辺はどうでしょうか。 

○企画政策課長 
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 御質問の内容は、市のシステムのことですか。

市のシステムについては、今新しいこの番号制度

のシステム改修ということで新たに取り組んでお

ります。 

○中島委員 

 ここに書いてある１億6,018万1,000円と、また

ここでもかかるわけですよね、このお金が。住基

カードはこれで最終発行が間もなくで、平成27年

度中に発行を求められれば出しますよと、最終発

行はいたしますと。発行したら10年間はそれは使

えますと。だから身分証明で持ってるということ

はできるわけ。そのあとはマイカードにしか身分

証明の仕事してもらうカードはなくなるので、こ

こを変えなきゃならなくなってくるということで

あります。 

 そういうことで、今から証明書ということであ

ればマイカードを申請されるかもしれませんね。

だけどまたマイカードにしても１億6,000万円で

利用せよという人たちがどのぐらいになるかによ

って、また１枚30万円とか40万円とかという経費

で割り算するとそうなったなんていう事業だった

ら大変なことですね。これは国の支援があるけれ

ども、でも国税も市税もみんな皆さんが出した税

金ですからね、そんな大きなお金を使って何をや

るのという、そこが一番疑問ですよね。どう思わ

れますか、それは。 

○企画部長 

 やはり住基カードにおいては、発行枚数も尐な

い、そういった形で利用者も尐なかったという反

省もあり、きっと今回のマイナンバー制度におい

ては、全ての市民、国民の方がカードを保有する

かどうかわかりませんが、番号付与によってその

方個人の番号がカードあるなしにかかわらず決ま

ってきます。カードがないにしても、その番号さ

えわかれば市民課、税務課等の申請にその番号で

御本人が話を聞くと、番号だけ持っていてもいか

んようです。やっぱり身分証明書で本人確認の免

許証か何かを一緒に持っていって、御本人の確認

ができれば申請手続等が楽になりますので、そう

いったことを今後、行政のほうも多くの市民の方

に周知し、国のほうはやっていくと思うんですが、

そういった利便性をとにかく利便性ばかりという

ふうに言われるかもしれませんが、そういったこ

とを行政のほうは市民の方にお伝えし、このマイ

ナンバー制度というのを市民にとって、住民にと

っていい利点をどんどん紹介していきたいと。 

 空き領域の中でもって各市の条例で決めたもの

を利用できます。さっき企画政策課長が図書館カ

ードと言いましたけど、今、住基カードもできま

すが、それ以外にどんな使い方があるかというこ

とは、実はまだちょっと前も御紹介したいんです

が、この９市の西三河の担当部長会議の中でも具

体的な利用方法がまとまってない市ばかりです。

今後その全国でまた各市での先行した情報や何か

を得て、こういった形で利用できれば市民の方に

当然そういったいい還元ができるなとか、そうい

ったことはどんどんこれから私たちの使命だと思

いますので、研究してまいりたいというふうに思

っています。 

○中島委員 

 そういう意味では、後づけで何に使おうかとい

うことを検討するという、そういうものなんです

よ、後づけですよね。初めに大きな目標が市の中

にあったわけでもないし、市民にもそういうもの

をつくってほしいといった大きなものがあったわ

けではないと。後づけで、どうやって利用しよう

かと、せっかくあるから何か使おうかというよう

な感じがするんですよね。 

 ちょっと便利になるというのはあると思います

よ。だけど、ちょっとその便利のところをもう一

回確認したいんですが、何を私は申請したことが

あるのかな。余りないな。自分自身が市に何か申

請するということがほとんどなかったので、住民

票取ったりするだけですよね。住民票取るのは住

基カードでも同じだし、住基カードでなくて何の

目的で。例えば、私が直接関係ありませんけども、

児童扶養手当を母子家庭なので申請したいと、こ

ういうふうに来た場合、さて、このカードでどう

いうふうにできるんですか。ちょっと事例で言っ

てください。 
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○企画部長 

 私も手続をしたことないもので詳しくわからな

いんですが、当然子ども課のほうへ出かけていっ

て、多分その場合に御本人の所得証明が必要にな

るかと思います。通常ですと市民課もしくは税務

課で所得証明を取り、それを手に取り窓口へ行き

申請をするかと思うんですが、今後については、

あえてこの税務課、市民課等で書類を受け取らず

に子ども課の窓口へ行けば、その方の御本人の確

認ができれば、情報の提供さえ共有が可能という

ような形の条例改正等で、法律であるのかもしれ

ませんが、そういったことによって、そこの窓口

に来る前に市民課、税務課等での手続はその方に

とってはなくなるというところでは、１つそこで

メリットがあるのかなというふうに思います。 

○中島委員 

 ちょっと専門のところじゃないので、違うかな

という感じがします。今は子ども課のほうへいっ

ても保育料でもそうですが、向こうで所得は調べ

ちゃいますからね。保育料でもランクを所得によ

ってランクづけありますよね、保育料のランク。

あれも向こうが全部やってくれるわけですよ。 

○企画部長 

 私もやったことなくて。であれば、逆にその窓

口へみえた方が市外からみえたということになれ

ば、その方の所得を市役所側のほうとしては、前

おった住所地のところへ申請用紙を書いてお願い

し、郵送で送ってもらうという手続を今やってお

ります。たしかこれはやっておると思います。こ

いつがなくなるというふうに思います。 

○中島委員 

 だから引っ越してきたり、異動した人に対して

は利便性があるかなというぐらいしか今、思い浮

かばないんですが、利便性、あとあるんでしょう

か。ここの関係ですと、就学援助もありますかね、

所得はそんなに大きな問題ないし、何かあります

かね、そういうものがないと手続ができませんよ

という、これは企画部長の範囲ではないですよね。

ないんですよ。福祉とかあっちが多いんですよね、

所得証明を出しなさいと。高齢者のひとり暮らし

の方の医療費の非課税であれば無料だよと。あれ

は向こうでやってもらえるんですよ。 

 だから、現在住んでいる方からすると、名前を

書いて住所書いてという、この行為だけで、あと

はほとんど皆さんが今でもサービスの向上という

ことでやっていただいているんですね。だから、

何がそんなに大きな１億6,000万円もかけてやら

なきゃいけないかということは疑問がやっぱりこ

の部分だけで言うと、すごく大きいなというふう

に思います。 

 この間10日に政府が閣議決定をしたと。このマ

イナンバー制度の法律と個人情報保護法と、この

２つを改正するということを閣議決定をしたわけ

です。これ、何のためにやったんですか。おわか

り。 

○企画部長 

 ちょっと勉強不足で申しわけございません。新

聞記事は読んでコピーも持っておったんですけど、

中島委員の興味のあるところの個人の口座だとか

そういったことまでそこに今後関連づけていくと

いうような、そこまでの新聞記事の内容しかちょ

っと覚えがないです。 

○川合委員長 

 審査の途中ですが、ここで予算・決算委員会運

営要綱第６条第２項及び第３項の規定に基づき、

会議時間の延長または予備日での開催についてお

諮りします。皆さんの意見をお願いいたします。 

 ここでしばらく休憩いたします。 

休憩 午後４時30分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後４時30分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 本分科会は時間は延長せず、予備日において開

催することでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 異議がなければ、議事が午後５時までに終了し

ないときは時間を延長せず、予備日において開催

するということでお願いいたします。 
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 それでは、質疑に戻ります。 

○中島委員 

 私も新聞の記事という範囲で、これも中日、毎

日、朝日、みんなこれを一斉に取り上げましたね。

預金口座にマイナンバーということで、結局なし

崩し的にこのカードを活用した企業のほうのいろ

んな連携が許可されていってしまうということで

す。 

 これは口座の場合ですと、例えば生活保護の人

がどういう今、預金状況かということも調べよう

と思うとマイナンバーでそういう意味では情報が

入れられると。銀行口座の状況も把握できてしま

うと、こういうことに道を開くわけです。でも、

これをやると、またさらに違う方向へいく可能性

も高いということで、ほんとに大きな批判が出て、

そんなばかなという話が出てるんですけども、こ

のマイナンバーの制度で金融機関の預貯金口座に

国民番号をつけるということを定めるのは2016年

開始予定ということになっております。 

 そして、これは義務化ということではなくて任

意です。そして、2021年をめどに義務化というこ

との考えがこの中でやられてるということなんで

すね。もう資力調査とか税務調査とか、さまざま

なところに即活用するよという、あるんです。行

政マンからしたら、とても便利というのは当然な

んですよ。しかし、納税も主権者は国民でありま

して、納税の主権者というのがあるわけですよね。

だけどもそんなことは無視して、上から目線でつ

かまえてしまうようなものにこれを使おうとして

いる、使えるように整備をするということが閣議

決定をされてしまったんですよ。 

 個人情報の保護ということはやらなきゃいかん

と、いくらなんでもいかんわねということで、そ

の個人情報の保護の改正も行って罰則規定がちょ

っと強くなるというセットですが、それをやろう

としてるんですよ。銀行口座だけでなくて、さら

に名前を付さないで、個人の名前が特定できない

ようにしてあるならば、さまざまな情報を提供し

てもよいと、企業にということまでここでなって

おるわけです。前にベネッセコーポレーションが、

塾が商売に要りますよね、いろんな情報が、そう

いったもののデータの売買をしちゃうような、こ

っそりやっちゃうようなことで捕まったわけです

けども、そういうことも狙われるということだけ

は確かなんですね、情報がね。 

 だから、裏に隠れているいろんな情報がどこで

どうなってくるのかさっぱりわからん。４情報だ

けだから大丈夫ということでとどまるのかどうな

のかね。今のことでいえば銀行口座はずっといく

わけだし、税務の関係もいくわけだしということ

で、どういう情報がどのように守られて流れてい

く可能性があるのか、これがほんとにわからない

んですよ。それが一番不安なんですよ。そこのと

ころをどういうふうに思われるのかなということ

を担当としてはどうですか。一番勉強していらっ

しゃる方、どうですか。 

○企画部長 

 ほんとにまだ前回の新聞読んだ中では、今、義

務という話も出たんですが、行政の立場で言わせ

ていただくと、個人の口座、例えば預金残高だと

か取り引きだとか、そういったことは行政には全

く関係ない内容でありまして、そこまでを行政が

求めておるものではございません。今回、国がそ

こまで考えておるのは、今回のカードを利用し、

国民がさらにそこでもまた利便性という言葉使っ

ちゃうんですが、そのカード１つでＭＴのカード、

将来的にはクレジットカードだとか、そういった

ものにも波及していくんですかね。 

 ただ、言えるのは、これはあくまでも行政がこ

れを望んでおるものではございませんので、今、

私たちのほうに意見を求められますと、決して行

政がそんな利用はしませんと。税情報に関しても、

決まっておる内容のものしか利用しない。例えば

滞納状況だとかいうところが各市のほうでそうい

った情報が流れた場合といいますか、そういった

流用も共有も可能というふうに全国各市町が同じ

ような形でいけば、滞納整理も行政側としては楽

になる可能性もあります。ただ、そこまでやって

いいかどうかということを、まだ私たちもわかり

ませんので、一遍今後よく研究というか、勉強さ
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せてもらいたいと思います。 

○中島委員 

 行政今やっていらっしゃる方はそういうふうな

思いだと思うんですよ。だけど、これがこの法律

がどのようにひとり歩きしていくのかというのは、

皆さんの権限の及ぶところではないんですね。国

のほうが、どんどんこういうマイナンバー、国民

総背番号制ということを昔よく問題になってまし

たよね、名前もそういう形でね、そんなふうにし

て番号で国民を管理しちゃうのかと、一番大きい

問題は、そういうことではないかなというふうに

思うんですが、そういう情報も今入ってくると、

やっぱりこれは目的が一体何なんだろうというこ

とが不思議に思います。疑問というか、おかしい

です。 

 国のほうは利用する情報は、何番の方がどんな

情報だって見ようと思えば見えるわけですよね、

番号は振ったほうは向こうなんだから。そういう

情報がみんな手に入るということになると、その

情報はどこまでもという大変漏えいが怖い、悪用

されたら怖い、そういうふうに思うんですね。悪

用をしっかりととどめるということが、もちろん

セキュリティーのプリントもらいましたけど、こ

の範囲のセキュリティーでほんとに今言った大き

な企業にまで出ていってしまうことを許していく

というね、今の情勢からいうと、この範囲がセキ

ュリティーで可能かなということをちょっと思い

ますが、このセキュリティーについてのみ見ても

よくわからないと思うんですね。皆さんわかりま

すかね。ちょっとわからないので、いただいた資

料ですが、これの説明をしていただいていいです

か。 

○企画政策課長 

 こちらの図のほうにつきましては、今、右側の

上段にＣさんの情報ということで、このＣさんと

いう方は個人番号12桁を持っております。Ａ市の

ほうに一定の手続で行きまして、そこでＡ市にな

い情報、例えば市外から転入してきまして、そこ

で何らかの手続するときに、もとにおったところ

の所得証明が必要ですと。先ほどの番号法の第19

条に乗っかってる申請の中で申請する場合に、Ａ

市はＣさんがまずカードによって本人かどうかと

いう確認をした中で、Ｂ市のほうにそういった申

請を直接するんではなくて、ここの時点で個人番

号自体を使いません。ここの中でＣさんの照会す

るときに与えられた個人番号と違う照会用の新た

な番号を使います。 

 ここはなぜこういった番号を使うかということ

になりますと、この情報のやりとりのときに、Ｃ

さんの個人番号は漏えいしてはいけないというこ

とで、ここの時点で個人番号とは違う付番を使い

ます。申請するときにＡ市は直接Ｂ市にいくんだ

けど、情報提供ネットワークというそういったネ

ットワークセンターのほうを経由してきますので、

Ａ市から出たときには、ここにありますように個

人符号ＡＢＣ12番という形でこの番号のＣさんと

いうことで照会をかけます。ネットワークセンタ

ーのほうでは、今度Ｂ市のほうにＡ市からＣさん

のこういった情報がほしいという内容をＢ市に送

るときに、またここで付番を変えます。Ｃさんの

下にありますように、個人符号ＤＥＦ35という形

で、ですから、ここのＡ市から情報ネットワーク

センター経由してＢ市に請求する間に番号が２つ

今ここにありますけども、一切Ｃさんの個人番号

が出ていかないという、どこかの時点で例えばこ

の番号が漏れたとしても、これはＣさんの個人番

号ではないものですから、そこら辺でのセキュリ

ティーが守られるという仕組みになっております。 

○中島委員 

 そうすると、情報提供ネットワークセンター、

ここはその方のＣさんのいろんな情報があるんだ

と思うんですよ。ここにあるんですよね。これは

市町村が提供している情報がここにいってるとい

うことではないでしょうか、一括して、情報ネッ

トワークセンターがあるということは。違う。 

 例えば、ここに何か情報がなければＢ市に送る

情報がないわけだから、税金の情報がほしいよと

いった場合に、ネットワークセンターがＣさんの

税金はこれだけだよということで回答をしなけれ

ばならないということになるわけでしょう、さっ
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きの例で言えば。税の情報がここになきゃいけな

いじゃないですか。 

 だけど、それを取ろうとするときに、Ｃさんの

照会番号を変えてしまって言ったら、それは番号

が違えば情報がなぜ取れるんですかと、その人の

情報が。さっぱりわからないです。 

○企画政策課長 

 今回のこの制度の中では一元管理というそうい

ったところは一切なくて、情報自体はもともとの

分散管理ということで、個々の市町村でデータ自

体を持っておって、ここにありますネットワーク

センターで経由をして、ここに情報が持っている

わけじゃなくて、ここから経由した中でＢ市のほ

うにＡ市からの請求のあったものをネットワーク

センターを経由してＢ市のほうにその情報がいく

ということになります。 

 ですから、ネットワークセンター自体に一元管

理で情報を全て持っておるというわけではありま

せん。あくまで全部今までどおりデータに関して

は個々のところで管理しているということになり

ます。 

○中島委員 

 そうすると、そこのネットワークセンターは何

のために通過するのかなということがわからない

んですけど、番号を変じて、Ｃさんだけども番号

をクルクルと変えてＢ市で税調査が行われて、税

の情報をＡ市にＣさんの情報を回答するというこ

とですよね。何のために回るんですか。大変わか

りにくいんですね。余りわかりにくいことばかり

聞いていても、わからないみたいだからいいんで

すけど、ちょっとわからないですね。何がセキュ

リティーか、もう尐しわかりやすく言っていただ

くことはできるんですか。 

○企画政策課長 

 こちらのネットワークセンターのほうには基本

情報があって、あと、こちらの番号制度を使いま

すとマイポータルで自分の情報がどのように流れ

ていったかというのがマイポータルで確認できる

んですけども、Ａ市がＢ市に直接やりますと、そ

ういった情報がつくれないというのもあります。 

○中島委員 

 半分しかわからないですけども、ここのネット

ワークセンターを通過しなければマイポータルで

確認しようとしたときにはできないわけですね。

ここでＡ市が要求したこんなことがＢ市にいきま

したよと。でも、これはどういう情報がいったか

ということではないですね、そうすると。情報じ

ゃなかったもんね、さっき。ただ番号を経由する

だけと言ったでしょう。情報をここから出すわけ

ではないと言った。そしたら保健センターがどう

のこうのと、ここの図がありましたけど、保健所

に手続を行う人の事例というのはちょっとあって、

それを確認しようとしたときにはマイポータルだ

よというふうになってますけども、このネットワ

ークセンターにアクセスをすると、保健センター

の手続をした場合、今で言うと税情報を向こうに

もらうよということでやったということが何でわ

かるんですか。税だったのか、ナンバーだけとい

うふうになってしまうと、何の情報をやりとりし

たのかという確認がなぜできるんですか。 

○企画政策課長 

 あくまで情報ネットワークシステム経由してい

くということで、情報自体は各種団体と言うんで

すか市町村が持ってる中間サーバーというところ

に持ってるんですけど、このネットワークシステ

ムに情報自体はあくまで経由して各情報の持ち主

のところの中間サーバーにいくということであり

ます。 

○中島委員 

 わからないということがわかりました。ほんと

に難しいですよ。セキュリティーが何なのか、情

報がどこにもないのに、これで言うとネットワー

クセンターに何の情報もない、空っぽだと言うん

だったら全然意味がないんですよ。 

○企画部長 

 あくまでも情報提供ネットワークセンターとい

うのは、ここにも書いてありますように、付番を

変更するだけのところで、例えばＡ市の方がＡ市

からＢ市のほうへ１２３４５という個人番号の方

を直接照会しちゃいますと、Ｂ市にとって個人の
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特定がされちゃうわけですね、１２３４５という

番号の方が。だけど、そういったところでＡ市の

方がＢ市のほうへその方の照会を直接すると、そ

の方個人が特定できちゃいますので、このセンタ

ーを通して面倒くさい方法かもしれませんが、こ

のＣさんの個人番号を特定せんがために、この情

報ネットワークセンターへここを通して行きも帰

りもＡ市から情報ネットワークへいくときに、こ

のＣさんの番号を別の番号に変え、ネットワーク

センターからまたＢ市へいって、またその番号も

個人の特定番号をわからないように変え、Ｂ市に

いくと、今度Ｂ市のほうにとって初めてこの変わ

った番号でもってＣさんの情報というのがわかる

ということになるのかな。 

○中島委員 

 世界に１つだけの番号をもらうわけだけど、そ

んなに変えちゃって、Ｂ市はその方がＣさんだっ

てことが何で認識できるのかということがわから

なくなっちゃいますね、そうなると。そんなに番

号を変えてていったら、Ｂ市の方は、一体Ｃさん

の何の情報を出して、Ｃさんって誰とことになっ

ちゃうような気がします。これ以上、いいですわ。 

 それでね、一番最初に言われた、国がまずは連

携を始めると言われましたよね、平成29年１月。

地方が連携を始める平成29年７月。連携という意

味はそういう意味では何なんだと。ただ番号をや

りとりするということを始めるだけであって、情

報などの提供ということも、あなた言われたんだ

よ、本会議で。それは一体どういうことなんです

か。 

 情報がどこまでどういうふうに収集されて管理

されるのかって、これが見えてこないんですね。

こんなにいっぱいあるものですから、これらのも

のについては情報が収集されてなければ、国だっ

て一々市に問い合わせてこなきゃならないという

ことになりますでしょう、番号変えてということ

で、何を情報を連携するのかということがわから

ないということが今の段階です。情報の連携とい

う言葉でいいますから、あくまでも市にある情報

はそこに隠しておいて、求められたときにぴっと

出すと、こういうことの連携ということでいいん

ですか。それも名前を情報センターに変えてやる

と。大変早いような、面倒くさいような気がしま

すけども。 

○企画部長 

 １月の国の機関同士の情報連携ということです

ね。当然今回この参考資料で出させてもらった各

省庁等のつながりが一個人に対して各種の法律に

よって個人の方の各種申請に基づく情報というの

がどんな情報が必要になるかということが各省庁

の連携が始まるわけですね、１月に。 

 例えば個人の方が、その方の申請に当たってこ

の健康保険法の一番上ですと第５条に云々とあっ

て、そこで主務省令で定めるものというのは、こ

の個人の方が、どういった手続にこの健康保険証

の中の情報が必要になってくるかということ、そ

ういった厚労省ではそういうふうですよ、ほかの

省ではこういった方が個人がどんな申請にはどん

な情報が必要になりますということが全て網羅さ

れた個人の情報ができますよね。これは国官同士

のほうで、うちもその情報だったら使えるから、

うちも使いたいとかいうような連携を国のほうが

やっていくというふうに解釈してもらえばいいか

なと思うんですけど、ちょっとわかりにくいんで

すね。 

○中島委員 

 時間がきちゃいますけども、個人の情報がどこ

までいくのかということが一番問題なんですよね。

今言ったのは制度上のやりとりというだけの話な

ら一般論でいいわけですけど、個人の情報、マイ

ナンバーつけるわけだから、この個人の情報を、

今この人はこういう手当を受けていますよ、介護

保険使ってますよ、年金はこのぐらいありますよ、

情報があるわけですよ、それぞれの行政機関には。

ナンバーで集めようとしたら、名寄せできるわけ

ですよ。そういうものが国としては、いざという

ときにはそれがわかるようになっているんだとい

うことではないかと私は思うんですよ。頻繁に使

うかどうかともかく、情報連携ということは。そ

して、市町村同士も全部そういったことが、その
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情報がすぐにわかるようにするということじゃな

いかと私は思うんだけどね、それはちょっと番号

が間もなく発送される段階で、ここまでわからな

いというのはほんとに不安なんですけど、だって

資料がないですもんね、これ以上の資料が、わか

らないんですよ。 

 ひとり歩きして１億6,000万円と、こういうこ

とは国からの管理統制というか、そういう制度だ

なということをつくづく感じるわけですけどね、

そこまで便利にしていただかなくても私は結構な

んですよ、自分のことから言いますと。死亡した

ら死亡届は家族に出してもらえばいいし、カード

でやらなくたって死亡届出せばいいわけだし、何

でそんなに大きなメリットがあるのかがやっぱり

わからない。でも、これはやらなければならない

と。私たちだけ抜けたということできるんですか。

知立市抜けたって。できない。じゃあ、中島牧子

の情報抜けたってことできるんですか。どうです

か、それは。 

○企画部長 

 当然、全国民に番号がつきますので、中島委員

だけ番号がないというわけにはいけなくなります

ので、そういうわけにはいけないことになります

ので。 

○中島委員 

 だから、番号の問題じゃなくて情報管理の対象

になるということが問題、嫌なんですよ。カード

を要らないといった場合、自分は不便かもしれな

いけども、だけど行政は別に困らないよね。何か

があったときはあれかもわからない。そんなにこ

れはなくちゃ困るということはあるんですか。市

民の皆さんがどこまで宣伝、多分全国でばんばん

やるんでしょうね、テレビコマーシャルしてね、

マイナンバーとやるんだと思います。だけど、自

分の情報が勝手に流れるかもしれないということ

を思うと、こんなに恐ろしい気がするものはない

なというふうに私は感じております。もっともっ

とこの中身がわからないままにいっちゃいけない

ので、その辺では、もう尐し議会への説明責任と

いう点では研究をしといてもらいたい。国の突然

の動きもこうやって出てくるので、10日だもんね、

閣議決定が。しっかり準備させといてから、銀行

口座にマイナンバーですなんて言われたら、とん

でもないことだというふうに思うんですが、ほと

んどの自治体が手をつけてしっかりやってる中で

出てくると。ほんとにひどいというふうに私は思

いますよ。 

 これは市長、どんなふうな御感想をお持ちでし

ょうか。 

○林市長 

 ちょっと午後５時を延びちゃうかもしれないで

すけど、私のマイナンバーに対する見解というか、

意見を申し上げたいと思います。 

 マイナンバー制度でありますけれども、中島委

員の御心配というのは、例えばプライバシーがど

うのこうのとか、機械が故障したらどうなる、そ

の辺については、知立市役所も電算化をして長く

なっております。先ほど企画政策課長が申し上げ

ましたように、マイナンバーというのは１人に１

つ番号がつくということでありまして、今でも御

案内のように、中島委員には番号がついておりま

す。知立市内だけの中島委員の番号でありまして、

それが中島委員は知立市の中の番号がついている

し、なおかつ、国のほうで例えば管理している所

得税とか社会保険の関係のデータについては、ま

た違う番号ついてるんですね。その番号を一緒に

するということなんですよ。 

 だから、とにかくＡさんなら１つしか番号ない

んですね。今までは幾つでもあったんです。県の

持ってるＡさん、国の持っておるＡさんとか、国

の中でも総務省が持っておるＡさん、厚労省が持

っておるＡさん、それそれ番号がばらばらだった

んですね。それを１つにする。だから企画政策課

長申し上げましたように、知立市でマイナンバー

やってたやつを全国でやるというだけの話であっ

て、全然私は、全然というよりも知立市が電算化

したときもこういう議論あったと思うんですよね、

当然ながらプライバシーどうのこうのとか、昭和

60年前後に電算化したときにあったんですね。や

はり心配なんです。データがどこに使われちゃう
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かとか、それが全国に広がっただけ、だけと言っ

てはいかんのですけども、当然ながら、そこのリ

スク管理はしっかりとやらなければいけないんで

すね。市と市の間、また、市と県、市と国の間、

それはやはりしっかりとしたリスク管理をしてい

かないかんということで、だからマイナンバーと

言っても私はそんな大げさなものじゃなくて、市

でやってたやつを全国が知立市になるという話だ

けだなという私は気がする。 

 それで、メリットなんですけれども、先ほど企

画部長が申し上げたのはメリットなんですけど、

大きなメリットは、やはり効率性とか正確性とか

便利性なんですね。先ほど究極的には、私、その

金融情報とか資産情報は義務化されてということ

が究極のメリットが出てくる。これは例えば生活

保護においても正確性がしっかりと担保されるん

ですね。ほんとに給付しなければいけないところ

は、しっかりと給付しなければいけないんですね。

その歳入をやはり捻出するということですよ。し

っかりとした資産管理をすることによって、しっ

かりとした生活保護制度ができるということであ

ります。より一層そういうことが獲得するという

ことであります。今はほんとに人海戦術で、時間

かけて資産を状況を把握するんですけど、これで

一元管理すれば今まで以上に迅速に資産の管理が

でき、資産状況を把握できて、しっかりとした生

活保護の事務ができるというふうに私は思ってお

ります。 

 またあわせて、失われた年金問題があって、あ

の問題についても、やはりマイナンバーやれば、

ああしたこと絶対ないんですよね。そういった意

味でも、私は非常に今回大きなお金をかかるんで

すけれども、長期的には財源的にも返ってくると

いうふうで私、思っております。だから、これが

成功してないとだめなんですね。さっきの住基カ

ードもそうなんですけども、中途半端に終わらせ

るんじゃなくて、しっかりとしたことをこれから

義務化するときもかなり国民的な議論があると思

うんですよね、資産情報の義務化というのが。あ

れをしっかりやり切らないと、これはだめだと思

うんです。途中でへし折っちゃうと無駄な投資し

ただけで終わっちゃうと思いますから、やり切ら

ないとこれはだめだと思うんですね。そういう私

の今のところのそういう状況です。よろしくお願

いします。 

○川合委員長 

 質疑の途中ですが、会議の終了時間を過ぎまし

たので、本分科会は３月17日火曜日、午後１時か

ら本日に引き続き行います。第１委員会室に御参

集ください。 

 本日は、これで散会いたします。 

午後５時02分散会 

――――――――――――――――――――――― 
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――――――――――――――――――――――― 

午後２時27分開会 

○稲垣委員長 

 ただいまから予算・決算委員会市民福祉分科会

を開会します。 

 本分科会の所管とされました審査案件は９件、

すなわち議案第18号、議案第19号、議案第21号、

議案第23号、議案第24号、議案第27号、議案第28

号、議案第30号、議案第32号です。これらの案件

を逐次議題とします。 

 議案第18号 平成26年度知立市一般会計補正予

算（第６号）の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 補正予算書の53ページ、４款１項２目の予防費

の中で、予防接種事業2,389万4,000円が減額とな

っております。その内容をお聞かせください。 

○健康増進課長 

 今回、予防接種事業のうちの予防接種委託料の

総額２億776万8,000円のうちの2,389万4,000円に

ついて減額補正をお願いするものです。 

 その原因ですが、保険健康部長が質疑でも申し

上げましたが、６月議会で補正予算として議決い

ただきました水痘ワクチンの接種数が予算を大幅

に下回ったことによります。 

 もう尐し詳しく述べさせていただきますと、６

月補正予算では１、２歳児については２回の接種

というのを予定しておりましたが、議会終了後日

ですが、県より通知がまいりまして、接種期間を

６カ月あけるようにとのこととなりました。そう

いたしますと、10月の開始からでは２回を受ける

人がいなくなりますので、単純に２回打つはずだ

った人が１回になったということが、まず第１の

影響です。 

 ２番目の影響といたしまして、３歳児と４歳児

につきましては、今年度につきまして今年度限り

ですが、特例として１回接種できるということに

なっておりました。そこでもう既に自分で自費で

打ってしまった人、また、既にかかってしまった

人を55％ほどを予定しておりましたが、実際には

それが70％ほどあったということが２つ目の影響

です。 

 ３つ目の影響といたしまして、定期になりまし

て高い95％程度の接種率を予定しておりましたが、

まだ５割に達していない。多分寒いとか、病院に

行くといろんなものをもらうということで、今の

時期の予防接種を控えているというようなことが

あるのかなというふうに考えております。 

 ということで、水痘ワクチン予算4,265万4,000

円を計上いたしましたが、実績見込みといたしま

して2,410万2,000円、不用額1,855万2,000円が発

生する予定となっております。 

 そのほかに、あと子宮頸がんとかもろもろあり

まして、今回の減額補正とさせていただいており

ます。 

 以上です。 

○高木委員 

 大きくは補正予算で出されたこの水ぼうそうの

ワクチンということで、今お聞きしました。 

 当初のときに平成26年度予防接種委託料の一覧

の中に４種混合というのがありまして、それでち

ょっとここでお聞きしたいんですが、そのときに

３種混合というのは委託料の中には入っておりま

せんでした。これ、平成26年の３月６日付の資料

を私いただきましての話なんですけれども、今回

３種ワクチンで期限切れでということで起こった

わけなんですけど、その平成26年度の予防接種委

託を見ますと４種混合の人数としては3,019件と

いうふうで挙がっておりました。今回、この３種

の方は、一体何人が対象であったんでしょうか。 

○健康増進課長 

 ちょっとその辺、長くなりますが、説明をさせ

ていただきますと、平成24年11月より３種混合ワ

クチンというのがありまして、こちらのほうはジ

フテリア、百日ぜき、破傷風の３種混合なんです

が、それにポリオのほうを入れた４種混合という

便利なワクチンができたものですから、だんだん

と皆さん、３種混合から新しく生まれてくる赤ち

ゃんたち、３カ月たつと４種混合のほうに切りか

わっていったという事情があります。 
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 ですから、ほとんどその３種混合というのは需

要がないんですが、最初に３種混合で始めてしま

った人は、その４回接種をずっと３種で終わらな

ければいけないルールがありますので、もう既に

始めてしまった方用に３種混合というワクチンが

あります。ということで、平成26年度予算につき

ましても、7,117円委託料掛ける112件の79万

7,104円を予算化しておりました。 

 平成26年の決算見込みといたしましては、212

人の方が打たれて、150万8,804円の委託料が発生

しております。 

 以上です。 

○高木委員 

 去年というか、この平成26年度にいただいた接

種委託料の中の４種混合の中に、きっとこの３種

の方が含まれていたのかなというふうに今そう思

って数字を委託料のほうを見せていただいている

んですけれども、これはちょっと補正予算のほう

で聞かなければと思って聞いているんですけども、

事故を起こされた場合の抗体検査はされるんでし

ょうか、今回のこの期限切れの方に関して。たし

か期限切れになってしまったのを打ったら、それ

は抗体がつくのかつかないのかということの検査

はされるのかされないのか、その辺の確認お願い

します。 

○健康増進課長 

 ワクチンの期限が２年間あります。今回30日ほ

ど最大で経過された方がいるということで、通達

等を調べてみましたが、期限切れになったからと

言って即座にその効果がなくなるものではないと

いうことで、特にその追加接種とか抗体検査をや

る必要はないというようなことが記載してありま

したので、それに沿っていきたいというふうに考

えております。 

○高木委員 

 予防接種の委託料の中に、例えばそういう抗体

検査とかがあると、やっぱりその予防接種に関す

るものが含まれてくるということになりますと、

この委託料の中から出すのか、ほかのところから

そういう抗体検査の費用が出るのか。もしものこ

とですけどね、今回はやらないにしても、もしこ

ういう機会があって、抗体検査をしてくださいと

いうふうに出たら、これは予防接種委託料のほう

から出るのか、ほかにまだ特別措置の予算がある

のか、その辺のところをお聞かせください。 

○健康増進課長 

 その辺につきましては、予算の組み方というこ

とですかね、委託契約をして、委託の中で組むこ

とも十分可能だと思いますし、助成金というのも

おかしいですけど、そのほかの方法でやることも

予算の立て方によっては可能なのかなというふう

には考えます。 

○高木委員 

 今回の新聞報道の件で、ラジオでもやっており

ました。知立市がといって、そうかと思って、ラ

ジオでも取り上げたんだなというふうに思ってお

りましたけれども、この経緯なんですけれども、

保健センターでチェックをされてわかったという

ことなんですけれども、ホームページを見ますと、

その接種をした医院とか病院から、こういうこと

がありましたということで接種を受けた方に報告

があったということもあるんですよ。今回は、そ

の医療機関のほうは、全然気がついていなかった

んでしょうか。 

○健康増進課長 

 委員の皆様には記者発表に先立ちまして、13日

の金曜日にファクスのほうを入れさせていただき

ました。当然起こしてはいけない事故だというこ

とで、委員の皆様、市民の皆様に御心配をおかけ

したことに対して、おわび申し上げます。 

 今回の事件につきましては、まずは習志野市の

ほうがあったということで、碧南市のほうが調べ

たらそういうのが出てきたということで、保健セ

ンターの職員が、もしかしてということで自主的

に調べたら、その中にまざっておったというのが

実情で、発見したのは保健センターということで

す。 

○高木委員 

 そうだとしましても、それを接種した医療機関

というのは気がつかなかったんですかということ
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を聞きたかったんですけど。 

○健康増進課長 

 気づいていなかったというふうに理解しており

ます。 

○高木委員 

 ここに書いてありますように、事故が起こらな

いように予診票へ有効期限を転記しますというこ

とに、これからこういうふうにしていきますよと

書いてあるんですが、ワクチンはロット番号か何

かで期限がわかるというふうになっているとその

明確に期限というのは書かれているのか、それは

ちょっと私はですけど、今までこんなことは当た

り前のような気がしてたんですけれども、やはり

こういうことが起こって保健センターが調べられ

てというふうなんですけれども、今後起こった場

合、我々市のほうは委託料というふうにして払っ

てるんですね。何かペナルティーというか、あな

たのところはこんなミスをしたんですよ。大事に

ならなかったけど、例えばその子が亡くなってた

りなんかしてたらということが考えられますよね。

そういう場合は、何かこれからそういうことも検

討にされていくのか、その辺はどんなふうになっ

てるんでしょうかね。 

○健康増進課長 

 ワクチンの有効期限でありますが、ロット番号

の下にものすごく小さい字で、ほとんど見えない

ような字で入っておりますので、ちょっと目の悪

い方には見えないかなというふうには思います。 

 ペナルティーにつきましては、どういうふうに

考えるかですが、今のところペナルティーを科す

とかそういうことは考えておりませんが、他市に

どのような形で処理をされたのか参考にしつつ、

今後検討していきたいと考えております。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○永田委員 

 先ほど高木委員の同じ項目から１つ質問させて

いただきますけども、予防費の中の予防接種事業、

質疑の中でも尐し触れられておったんですが、子

宮頸がんワクチンの以前私、一般質問でもやらさ

せていただいたわけなんですけども、ワクチンの

副反応のおそれありというのが２人見つかったと

いうことで御報告を受けました。 

 その二方の今の症状、重篤なのかどれぐらいの

症状なのかということを、まずお知らせいただき

たいというふうに思っております。 

○健康増進課長 

 このケースについては、かなり細かく把握をし

ておりますが、個人のプライバシーの問題もあり

ますので、ざくっとしたところで御容赦いただき

たいかなと思っております。 

 今、１人の方はかなり重篤で、いろいろな症状

が出ており、入院等もされております。もう一名

の方はそこまで重篤ではなく、何とか学校へ通う

ぐらいはできるぐらいですが、やはりいろんな痛

みがあり、早退したりとか遅刻をしたりとか、そ

ういうことがあるというふうには伺っております。 

○永田委員 

 ２人とも知立市の子だということで、どういっ

た経緯で発覚したのか、ちょっとその辺を詳しく

お知らせいただきたいというふうに思います。 

○健康増進課長 

 まず、一番重篤な子の最初は、市内の診療所か

らお電話をいただきまして、そういう方が出てお

るよということで連絡をいただきました。 

 ただし、医師としては、これは別に私が副反応

ではないというふうに考えてるということでいた

だいております。 

 その後、保護者の方から保健センターに電話が

あり、何とかならないかというような話もあり、

保健センターに保護者の方が直接おみえになった

りもしております。その後、家庭訪問のほうをさ

せていただいて、症状のほうもこちらのほうも確

認はさせていただいております。 

 以上です。 

○永田委員 

 私が一般質問でやらさせていただいたのが平成

25年度の12月定例会の一般質問でやらさせていた

だいたんですね。そのときはそういった報告は受

けてないということで、ほっと安堵だったんです
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けれども、やはりこの時期にきて２人もそういっ

た重い症状の副反応が出たということで、非常に

残念だなというふうに思っているわけでございま

すけども、この状況を今、平成26年、年明けて３

月、昨年の３月ですね、厚生労働省の子宮頸がん

ワクチンの副反応検討部会、そのときには心因性、

いわゆる心の病だというようなことを言われてた

んですね。これから今１年たって、平成25年４月

から定期接種、６月に積極的勧奨の控えというこ

とで、そういった流れになってるんですけど、今、

厚生労働省の検討部会はどのように報告されてい

るのか、御承知であればお答えいただきたいとい

うふうに思っております。 

○健康増進課長 

 厚生労働省の動きについてですが、平成26年10

月29日に第11回の厚生科学審議会予防接種ワクチ

ン分科会副反応検討部会というのが開催されてお

ります。その中で、平成26年３月末現在で2,475

例が副反応として厚生労働省に報告されたという

ことになっておりまして、その後、状況について、

今追跡調査を強化しているということで確認をし

たというところまでがこちらの情報としては持っ

ております。 

○永田委員 

 これ、こういった事例が副反応の子宮頸がんワ

クチンの接種でこういった重篤になったというよ

うな結論はまだ出てないということですか、厚生

労働省で。 

○健康増進課長 

 結論は出しておりません。 

○永田委員 

 副反応もさまざまなもんですから、その点、ど

ういった確かなる証拠がまだ見つからないという

ことで今、模索している状況で、追跡調査を強化

しているという話も耳にしました。事例が2,457

例もあったということで、僕、以前から一度追跡

調査をお願いしたいということで要望させていた

だいたこともあるんですけども、御承知のとおり、

名古屋市、碧南市等調査も、名古屋市なんかまた

やるということで決まりましたよね。碧南市は大

分前にやったと。新聞にも載ってましたけども、

治療費を給付するための救済制度を設けるという

ようなこともやるということで、これに関しては

私もびっくりしたんですけども、知立市は今後ど

のように考えてるのか、碧南市の事例を見てどう

いうふうに考えているのか、その辺お答えいただ

きたいというふうに思います。 

○健康増進課長 

 調査につきましては、今回のような事態を勘案

しますと、必要があるのではないかなというふう

に考えるようにはなってまいりました。今後、前

向きに検討していきたいというふうに考えており

ます。 

 医療費の補償につきましては、実は、今月近隣

の10市ぐらいが集まって検討会を開くということ

になっておりまして、どちらにしてもこういうこ

とは近隣でそろってやれたらいいなという思いは

自分の中にはあります。特に最低でも刈谷医師会

の仲間である刈谷市と高浜市とそろえてやれたら

いいなと思いがありますが、近隣の考え方とかそ

ういうのを勉強させていただいて、今後また検討

のほうをさせていただきたいと思っております。 

○永田委員 

 近隣の動きも見てやるのもいいんですけども、

ちょっと参考に、近隣市では碧南市とありますけ

ども、刈谷市、高浜市、安城市でのこういった副

反応の事例という報告というのは実際ありますか

ね。 

○健康増進課長 

 刈谷市、高浜市、安城市については、そういう

ものはないというふうに聞いた記憶があります。 

○永田委員 

 一度前向きに考えていただきたいなというふう

に思っております。 

 実際、１年前もそうだったんですけど、昨年、

平成25年の12月定例会でも言ったとおりに、まだ

事例がない状況で、ここに１年たって実際出てき

たということで、まだまだどういった重い副反応

が出てくるのかわからないですし、原因もわから

ず病院にたらい回しになってる方もおるかもわか
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りませんので、その点をぜひともお願いしたいな

というふうに思います。 

 実際その２名というのは、まだ年齢で言うと、

多分高校生ぐらいだなというふうに思うわけでご

ざいますけども、その症状が出る前はほんとに健

康で活発で動いて、将来希望のある子だったとい

うふうに思います。でもそういった症状になって

しまった以上、何とか治ってほしいなというふう

には思ってるわけでございますけども、これが治

るのか治らないのかというものもはっきりわから

ないでしょうし、その辺をきちっと市も状況を踏

まえながら今後とも見守っていただきたいなとい

うふうにお願い申し上げまして、私からの質問を

閉じさせていただきます。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 57ページの分別地区の集積所整備事業というふ

うにありますけども、こうした形での減額ですけ

ど、ちょっとこれ御説明ください。 

○環境課長 

 151万2,000円の減額ですが、こちらにつきまし

ては、市の普通財産である新林町の茶野地区の分

別の集積所、こちらのほうにつきまして地元のほ

うでよく検討をされたんですけど、結果的には調

整がつかず中止となったということで、取りやめ

ということで減額させていただきました。 

○佐藤委員 

 そうすると、これはたしか419号線沿いのとこ

ろでしたね。これは地元でも集積所が足りないと

いうような中で、ほかのところに周知をするとい

うようなことから、ここの要望が出されてたけど

も、結果として調整がつかないと、近隣との調整

というのでしょうかねということでありますけど、

新林町は集積所は何カ所あるんですか。 

○環境課長 

 ２カ所でございます。 

○佐藤委員 

 地区によって集積所の面積やつくりがさまざま

だというふうに思いますけど、一般的に集積所と

いうのはどういうものを備えておられるのか、そ

れはどうでしょうか。 

○環境課長 

 ちょっと要綱がないので、詳しいところまでは

あれなんですが、まず、立ち番の方が雨がしのげ

るような屋根、それと壁体、そして、ないところ

もありますが、基本形として今、私どもで考えて

いるのは、囲いのフェンス、ないところもござい

ますが、それとあと照明、これも電柱で街灯、い

わゆる防犯灯を兼用しているところもございます

が、一応そういうものと、あと、水道が引ける場

所であれば水道ということを一応基本形としてお

ります。 

○佐藤委員 

 囲いフェンス、雨がしのげる、例えばプレハブ

の設置だとか、そういうこともあるんですか。 

○環境課長 

 市で設置したというもののプレハブの建物はご

ざいません。 

○佐藤委員 

 設置をしているところはありますか。地元でと

いうことでありますけれども、それはどうでしょ

うか。 

○環境課長 

 中には囲われて子供の勉強部屋みたいな小さな

建築場所の事務所みたいな、そんなところの建物

みたいなものは市内にはあります。 

○佐藤委員 

 このごみ分別は、雨の日も風の日も、よほどひ

どくない限りは地元の皆さんが、その地域によっ

てさまざまでありますけども、立ち番をしたりし

て地域の方々のごみ集積に報償金は出るとはいう

ものの、市のごみ行政に協力をされてるのかなと

いうふうに思います。 

 それで、華美なものはともかくとして、例えば

雨風をしのぐというようなことから、そういうも

のが必要であるならば市のほうがしっかりと支援

をしていく。フェンスや水道、照明ということだ

けじゃなくて、場所によっては吹きさらしのとこ

ろもあるだろうし、そうしたものが必要ならば市
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のほうが設置をしていくというようなことも必要

かなというふうに思いますけども、市は建てたも

のがないというわけですけれども、結果として地

域の方が必要だということで、そういうものを規

模にかからわらず設置をされているような状況も

ありますよね。そうした対応はできないものかな

というふうに思いますけども、どうでしょうか。 

○環境課長 

 今、要綱手元にないんですが、基本形というも

のを一応つくってあります。というのは、修繕に

ついてどこまで市がやるのか、要は、不公平にな

ってもいけないわけですよね。建築物の修繕とい

うものと単なる工作物というものの修繕ではやは

り差がありますので、事例といたしまして、たし

か５丁目だと思いますが、町内会としては屋根を

もっと大きくしたいと。でも市のほうとしては、

こんだけしかできませんということでお答えした

ところ、差額は地元で賄うからというそういった

ことでやられた事例もございます。 

○佐藤委員 

 私は、この市のごみ行政いろんな議論がありま

したけれども、集積所方式というような形で推進

をしてきたわけです。そして、町内によってはい

ろんな議論がありながら、立ち番というような形

で交代でやる方、専任の方さまざまあるけれども、

そうした中で、場合によっては雨風をしのいだり

できるようなプレハブだとかそういうものを設置

しているところもあるわけですよ。公平、不公平

の議論ではなくて、その必要性ということをね、

ごみ行政に協力しているというこのスタンスから

見たときに、それがどうしても必要であるという

ことの認定があるならば、市としてもそうしたも

のをきちっと設置をしていくことも必要でないか

なというふうに思います。すぐに結論が出るかで

ないかわかりませんけれども、その辺どうですか。

一度検討してもらえませんか。 

○環境課長 

 いろんな問題が集積所にはございまして、さき

の議会で三宅議員のほうから指摘のあった、市の

ほうにというお話もございます。昭和の中には、

高齢で立ち番ができないというそういう相談もご

ざいます。集積所自体が長い間、町内会にお任せ

してきたような、言い方は悪いんですが、非常に

カスタマイズされた集積所もございます。そうい

ったことがあって、簡単にはこれはやっぱり統一

的な対処がなかなか難しいだろうなと。なので、

当時三宅議員の質問に対して市民部長が答えたよ

うに、個々の町内会の事情をよくお話を聞きなが

ら、今後検討していきたいというふうに考えてお

ります。 

○佐藤委員 

 個々であってもそうしたことが必要性から設置

をされてるという現状を見るならば、当然のこと

ながら、そこはよく検討していただいて支援をし

ていくということが必要であろうというふうに思

いますけど、市民部長、ここにはさまざまな問題

が含まれてるんですよ、あえて言いませんけれど

も。そうしたことから、市が責任を持って、どう

しても必要だというところが認定できるならば、

市がちゃんと支援をしていくということが必要で

はないでしょうか。 

○市民部長 

 ごみ集積所につきまして、佐藤委員言われるよ

うに、町内会の役員を初め、いろんな方に役割を

担っていただいておることは認識をしております。 

 それと、先ほど環境課長も申しましたように、

それぞれ個々の町内会によって集積所の取り扱い

といいましょうか、運営の仕方が違うということ

もありますけれども、現状、我々としましては、

そのごみの集積所に最低限必要なものは備えさせ

ていただいておりますので、今後、ごみ集積所の

あり方を含めて総合的に考えていきたいというふ

うに思っております。 

○稲垣委員長 

  ここで10分間休憩します。 

休憩 午後２時59分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時09分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 他に質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 議案第19号 平成26年度知立市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 議案第21号 平成26年度知立市介護保険特別会

計補正予算（第３号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 議案第23号 平成27年度知立市一般会計予算の

件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 予算の概要56ページの健康マイレージのこのこ

とについてお伺いします。 

 一体これはどのような事業なのか、もう尐し詳

しく御説明ください。 

○健康増進課長 

 健康マイレージ事業について御説明させていた

だきます。 

 健康マイレージ事業ですが、まず、市民の方が

あらかじめ定められた健康づくりにつながる取り

組みですね、運動するでもいいですし、食事に気

をつけるとか禁煙とか何でもいいんですが、そう

いうことを実践していただきましてポイントをた

めていっていただきます。一定以上のポイントを

獲得いたしますと、県内の協力店でさまざまなサ

ービスを受けられる優待カード、愛知県、まいか

と呼んでおりますが、交付されまして、１年間県

内の協力店のサービスが受けられるという事業に

なっております。 

 この事業は、県の内容だけではちょっと魅力に

欠けますので、各市が達成したところに独自に達

成賞を出すとか、そんなような形の実行を県のほ

うから呼びかけられておりまして、知立市として

もそのような方向でいきたいと考えております。 

○高木委員 

 ちょっと見えないんですけれども、ポイントが

いただけるということなんですけれども、このポ

イントというのは具体的に何か通すとここに１点、

２点とかわかるのか、どういうものなんでしょう

か。 

○健康増進課長 

 ポイントの付与の仕方ですが、実はまだ決まっ

ておらず、実施時期が10月１日を予定しておりま

すので、いろんな市を見て、その中で知立市に最

も見合うものをやっていこうと思ってます。 

 パターンとしては、例えば決められた施設へ行

く、判こをもらう、体育館へ行って体育館の判こ

をもらう、健診へ行って健診の判こをもらう、保

健センターの教育事業に行って判こをもらう、そ

ういう形で点数を点数をためていくという方式も

ありますし、今もうちょっと一般的なのは、自分

で目標を立てて自分でそれをやったと思ったら、

それはもう丸ということで、この日は１点という
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ような形で日々得点をためていくと。そういう毎

日ためる得点のほかにボーナスポイントというの

があって、そのボーナスポイントは、例えば地域

のボランティアに日々参加している人はボーナス

ポイント10点、禁煙を達成しましたというとボー

ナスポイント10点、特定健診を受けましたという

とボーナスポイント10点というような形で、合計

が何点になったらカードをもらえるという方法も

ありますし、両方の要件を満たして初めてカード

がもらえるというようなやり方をしているところ

もありますので、その辺は今後、一番知立市に合

ったやり方を検討していきたいというふうに考え

ています。 

○高木委員 

 今のお話ですと、何か図書券のようなものを持

ってるみたいで診察券ですかね、あのようなもの

を持って、そこに１つずつポイントが、それを押

してもらってポイントがたまるということで、10

月という今お話でしたけども、来年度の１月から

はマイナンバー制度で皆さんにカードがというこ

とで、そういうものをうまく利用して、それの入

力をすると、この方はどれだけポイントがたまっ

たよとか、そういうふうに活用すると間違いがな

くて、とても市民の方にも利用しやすい健康づく

りとなるので、その辺のところは考えてはおられ

ませんでしょうか。 

○健康増進課長 

 カードの利用方法ですとかデザインについて、

例えば、かっきーとちりゅっぴを入れるとか、い

ろいろ考えたいところではあるんですが、これは

県が発行しておりまして、そこの制約があるので、

ちりゅっぴが入ってしまうと何のカードがわから

なくなってしまうというのがあって、利用が県内

どこでも使えるということになっておりますので、

その辺ちょっとどういうふうにしたらいいのかな

というふうに、一度隅っこのほうに入れてもいい

ですかと県に相談することは可能かなと思います

ので、今後そういうことも考えていきたいと思っ

ています。 

 また、今考えているのは、シンプルにパソコン

からダウンロードしてもらって使ってもらうとい

うような形を考えてますけれども、先進市なんか

では、スマホを使ってやっておるところもありま

す。今のところ、できるだけシンプルに始めたい

というふうに考えてまして、うまくいくようにな

って軌道に乗ったところで、またいろんなステッ

プは考えていきたいなというふうに考えておりま

す。 

○高木委員 

 パソコンとかスマホとかになりますと、これっ

てここの当該事業を必要とする背景や経緯のとこ

ろを見ますと、平成32年度には４人に１人が65歳

以上となりますよということなんですけど、この

マイレージ事業の対象者は何歳からというふうに、

何歳から何歳までというのは、この前の健康知立

ともだち21を見ますと、後期高齢者の方たちは、

どうも該当してないぐらいの、75歳以上の人に対

しては余りなかったようなんですけど、一体これ

は対象年齢は何歳からなんでしょうか。 

○健康増進課長 

 対象年齢についても、これから詰めていきたい

と考えておりますが、今のところ内々でというの

は18歳以上がいいかなというような話はしており

ますので、その線をもとに考えていきたいという

ふうに考えています。 

○高木委員 

 第２次健康知立ともだち21計画の目玉なのかな

というふうに私はそんなに捉えておりましたけど、

まだ現実としては非常に取り組みに対して田原市

でしたかね、既にやってみえるところがあるもん

ですから、どんなふうにされているのかは私自身

ももっと勉強しなきゃいけないんだろうなとは思

うんですけれども、知立市として10月ぐらいから

始めようということで具体化されるわけですけれ

ども、その前に市民の方に周知されると思うんで

すけれども、どのような形で何月ぐらいにこうい

うことをコマーシャルされるのかお知らせくださ

い。 

○健康増進課長 

 マイレージ事業ですが、これはやり方によって
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は健康知立ともだち21の推進エンジンとして十分

機能するものだなというふうに考えております。 

 この案内の仕方なんですが、通常の広報とかホ

ームページはもちろんやりますが、この事業の趣

旨が社会で支える健康づくりということであるの

で、商工会とかライオンズとかいろんな団体へも、

エメラルドとかお願いに行こうかなというふうに

は考えておりますし、あとはうちに来ていただい

ているボランティア団体であるとか、あとは職員

が口コミでこれやってよとか、いろんな方策を使

ってこの事業を広めていけたらなというふうに考

えています。 

○高木委員 

 私も早速というか、もしもありましたら、どん

なものなのかポイントを集めてみたいなというふ

うに思ってますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、概要の106ページ、農業振興地域整備計

画見直し業務事業ということですけれども、予算

書ですと、そこで309万9,000円というふうになっ

ております。この事業の内容なんですけれども、

ここに経緯が書いてありまして、平成26年度農振

法第12条のということで書かれておりまして、５

年ごとにこれを改正すると、見直すんだよという

ようなことが書かれておりますけれども、知立市

なんですけども、知立市の農地振興地域というふ

うにここに書かれているんですけれども、限られ

た地域ということなんですけど、どこら辺のあた

りのことを察してこの農地振興地域というふうに

なっているのかお知らせください。 

○経済課長 

 昨年、基礎調査ということで、平成26年９月８

日から９月30日までの間、農振の見直しの計画の

基礎調査を行いました。アンケートをとらさせて

いただきまして、知立地区と上重原地区、来迎寺

地区の３地区に分けまして調査をさせていただき

ました。 

 知立地区につきましては、主に長篠町から山町、

弘法町、谷田町、八ツ田町というところの広い地

域でございます。上重原地区につきましては、鳥

居、上重原町、上重原、東上重原、西中町という

ことでその地区、また、来迎寺地区としては牛田、

牛田町、八橋町、来迎寺町というような形で分け

させていただいております。そちらのほうの農振

地域があるところにつきましてアンケートをさせ

ていただいております。 

 以上でございます。 

○高木委員 

 それで、この中の内容を読みますと、今のお話

ですと農地があるところなのかなというふうに思

うんですけど、八ツ田にもまだ畑は残っているし、

谷田のほうにも畑はあるのかなというふうに思っ

て聞いておりましたけども、あえてこの今３つの

３カ所というのは、ことしに限りというか、今年

度に限りというのか、５年前にもこの地域であっ

たのか、その辺はどんなふうなんでしょうか。 

○経済課長 

 ５年前もやはり調整区域を主にアンケートさせ

ていただいておりますので、このような地区の形

でアンケートさせていただいておると思います。 

○高木委員 

 調整区域でないところということで、今、整合

するそこで土地利用の地図を製作というふうにな

っておりますけども、土地利用の地図をつくられ

るとあるんですけど、それはどんなように活用さ

れているのか、５年ごとに改正して、どんなよう

にこれを活用していくのかお聞かせください。 

○経済課長 

 今回の見直しにつきましては、昨年行いました

基礎調査の結果と愛知県の農業振興地域整備基本

方針に基づきまして、今後農業の振興地域の整備

計画書及び土地利用計画図等を作成してまいりた

いと思っております。 

○高木委員 

 そのような形でやられるということなんですけ

ど、これは審議をされるのは農業委員ですか、ど

この方、農業委員会で審議されていくのか、ただ

これが見てこんなふうにしていこうというもので

はないんですか。どのように協議、会議されるん

でしょうか。 

○経済課長 
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 この農業振興地域整備計画につきましては、先

ほども申しましたように、農業振興地域の整備に

関する法律第12条の２で市が整備計画を立てるこ

とになっております。 

 その中で、先ほどの農業振興地域整備に関する

法律の施行令、また施行規則で策定に当たりまし

ては、農業協同組合、土地改良区、農業委員会の

意見を聞くこととなっておりますので、そちらと

調整しながらこちらの計画を策定してまいりたい

と思っております。 

○高木委員 

 この業務は委託だけではなく、それを利用して

活用して協議会で諮っていって知立市の将来を見

据えていくということで、わかりました。 

 次に、概要の108ページの新商店街推進計画事

業の140万円について、これは本議会でも質疑が

ありましたけれども、この内容なんですけども、

もう一度申しわけありません、具体的にこの６つ

の商店街というふうに書かれておりましたけども、

これって議会中でもありましたけども、もう一度

ゆっくりお話というか、教えてください。 

○経済課長 

 こちらの新商店街推進計画策定費補助金につき

ましてですが、駅北の６つの商店街ですね、ＵＦ

Ｊ銀座通り発展会、知立駅前発展会、新駅通り発

展会、本町発展会、知立銀座商店街協同組合、知

立中央通り商店街協同組合、これにもう一つ、新

地通り発展会を加えるかどうかが、まだこれから

決まっておりませんので、一応この新地通り発展

会を除いた６つという形で書いておりますが、こ

の内容によりましては、また商工会との打ち合わ

せの中で新地通り発展会も加えるか、７つになる

かもしれません。そういったところの統廃合の再

編を行うことによります駅北地区の商店街の体質

強化を図りまして、駅北地区の商店街の今後のあ

り方をまとめたビジョンを、計画書を作成する予

定でございます。 

 以上でございます。 

○高木委員 

 ほんとに今お話聞きますと、本町まで出てきて、

そうだなと思うんですけども、商店がだんだん減

ってきて統合という今お話で、発展していってい

ただきたいなと思います。 

 これ、具体的にいつ発足するということで、も

うそれはわかってみえるのでしょうか。 

○経済課長 

 こちらのほうにつきましては、まだ商工会と細

かな打ち合わせをまだこれからということになり

ますので、内容につきましては研修、また講師派

遣の費用、また会議費用等、調査費用、計画書の

取りまとめのコンサルタント業務の委託費など含

めておりますが、スケジュールについては、まだ

これから商工会と詰めさせていただくと思ってお

ります。 

○高木委員 

 この事業概要の中に知立市商業団体等事業費補

助金交付要綱に沿ってというふうに書かれており

ます。これ見させていただきまして、今もお話が

ありましたけども、一旦はこの商店街の推進計画

だけれども、商工会のほうへ一旦はおろすという

ことで今そのようなことをお聞きしたんですけど

も、それでよろしいでしょうか。 

○経済課長 

 こちらにつきましては、事業報告書をいただい

た後、商工会のほうに補助金として給付をさせて

いただく予定でございます。 

○高木委員 

 それで、この内容の中を見ますと、この補助対

象の中にですけれども、会議運営費の中の報酬と

いうことが書かれておりますけれども、報酬とい

うのは具体的にメンバーに報酬を払うのか、そう

じゃなくて、先ほどおっしゃったように講師のお

金で報酬というふうにあえて言っているのか、そ

の辺のところは。 

○経済課長 

 先ほども述べたとおり、講師の派遣に対しての

報酬というか報奨になるかと思います。 

○高木委員 

 もう一つお聞きしたいんですけども、計画はど

れを見ましても長いことかかるんですね。単年度
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で終わるのか、単年度で一旦区切って、そして知

立市のほうに報告等請求対象となる経費をいただ

くものなのか、２年間とか３年間にわたって１つ

の計画でいいのか、その辺のほうはどんなふうに

なっているんでしょうか。 

○経済課長 

 補助金として支給いたしますので、私ども市と

しては、単年度、平成27年度中に取りまとめをお

願いしたいと思っております。 

○高木委員 

 単年度ということで、この要綱を見ますと昭和

56年に施行ということで書かれておりますけども、

これまでにこの交付金をいただかれた事業は何件

かありましたでしょうか。もしもわかりましたら、

これぐらい使われたんですよということで。特に

内容としては、電灯料とかそういうのじゃなくて、

今回この出された企画ですね、そういうものには

あったのかなかったのかでまた教えてください。 

○経済課長 

 知立市商業団体等事業費補助金につきましては、

今現在、商工会のほうに補助金として毎年出させ

ていただいております。そのほかの支給につきま

しては、若手後継者の育成事業ということで補助

金を出したことございますが、今回のように商店

街の統廃合の対しての補助金というのは今までな

かったかと思いますが。 

○高木委員 

 東北のほうで60歳以上の人は口を出さないとい

うことで、まちがすごく早く復興するというか、

いい企画が出るということですので、若い人たち

が大いに意見を述べていただける、そんなまちが

できたらいいなというふうに思います。よろしく

お願いいたします。 

 続きまして、118ページ、保育園保全事業に関

してですけれども、これは第６次の総合計画にも

実施計画がありまして、8,241万5,000円というこ

とで内容も出ておりました。 

 上重原保育園が7,627万5,000円と高額になって

おりますけれども、中の予算書151ページ、３款

２項の３目042のところに載っておりますね。こ

れですけども、私が先年度あったのかなと思うん

ですけど、設計委託料というのは、これはどうな

っておりますでしょうか。 

○子ども課長 

 こちらの上重原保育園の設計委託については、

12月補正で予算をいただきまして、現在３月末で

ございますが、やっておる最中でございます。 

○高木委員 

 大きな修繕ができるということで、新しくなる

んですけども、平成28年度には知立保育園、そし

て平成29年度には八橋保育園というふうで実施計

画に載っておりました。 

 以前ですけれども、保育施設整備計画というも

のがありまして、平成26年から30年は高根保育園

の建てかえとなっておりましたけれども、高根保

育園はそんな予定はないんですか。どんなふうに

なっていくんですか。 

○子ども課長 

 高根保育園の建てかえということでございます

けども、今現在、知立市の公共施設に関しては公

共施設保全計画、こちらのほうは企画政策課のほ

うで中心になって進めておるものでございます。 

 こちらのほうで鉄骨造のものについては60年、

鉄筋コンクリート造のものについては80年の耐用

年数をもたせるような形で維持していくという考

え方でこの計画が策定されております。その中で、

必要な改修というものをしていくという考え方で

ございますので、差し当たって、今、高根保育園

の建てかえというものには今現在なってないよう

な状況でございます。 

○高木委員 

 高根保育園は保育所整備計画のときは平成26年

から平成30年には建てかえたけれども、知立市全

体の施設保全計画を見たら、まだ尐し猶予があり

ますよというふうなことでよろしいでしょうか。

そういう考え方でいいんですか。 

○子ども課長 

 おっしゃるとおり、今60年というもので考えて

いきますと、今、知立市の高根保育園に限らず大

体40年前後ぐらいのものが非常に多くなっており
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ます。そうした中で、そこまでもたせていくとい

うような形のつくり方がされておるということで

ございます。 

○高木委員 

 今、高根保育園で尐しだけお聞きしたいんです

けれども、この予算の中にも反映していると思う

んですけども、小・中学校では外国語の指導とか

日本語指導の先生たちがおみえになるんですけれ

ども、今、高根保育園に関しましては、２月現在

では74人の園児ということでお聞きしていますけ

れども、外国人の方は何人ぐらいおみえになりま

すでしょうか。 

○子ども課長 

 今、具体的な人数というのは手元に資料持って

ございませんので、ただ、半数を超える子供が外

国籍のお子さんであるということです。 

○高木委員 

 小学校におきましても、先回の新聞に載ってお

りまして171人が外国で、127人が日本人というよ

うな感じで東小学校はなっていたと思うんですけ

れども、またその辺のところも建物の健全化もあ

わせ、子供たちの育成にも予算を立てていただき

たいなというふうに思います。 

 次に、予算書の134ページの一番下ですね、３

款１項10目の臨時福祉給付金についてお伺いしま

す。 

 総事業費が7,305万円というふうに出ておりま

すけれども、この内容をどのようにまた進めてい

かれるのかお知らせください。 

○福祉課長 

 今回の臨時福祉給付金ですが、前回は食費の負

担増に対する額を支給しております。今回も同じ

ように支給するんですが、支給期間が平成26年度

は１年半の支給をして１万円という金額でござい

ました。平成27年は平成27年10月から平成28年９

月の１年分で6,000円という形で期間が短くなっ

ております。それをもとに今回、前回平成26年度

にやったシステム等を使って予算等の積算をさせ

ていただいております。 

 以上です。 

○高木委員 

 先年度は１万円それは１年半分で、今年度は

6,000円だよということで、対象者はふえるんで

しょうかね。申請された方、知立市が把握してみ

える方と申請者はどれぐらいでしたでしょうか、

平成26年度の。 

○福祉課長 

 申請者は約8,000件だと思います。それで今手

元に資料ないんですけども、後ほどまたお答えさ

せていただきますが、前回は平成26年１月１日の

住民税の課税状況を用いていますが、今回は平成

27年度の住民税の課税状況を用いるということに

なってまして、それで１年分という支給をします。 

 以上です。 

○高木委員 

 知立市ですけれども、この申請の時期ですけれ

ども、確認なんですけども、申請時期は今年度は

いつからいつですか。 

○福祉課長 

 平成26年は７月から９月でございます。平成27

年度は９月ぐらいからを予定しております。それ

は課税が明確になるのが大体６月ぐらいというこ

とですので、それを受けて余裕を持って９月とい

うふうに考えております。 

○高木委員 

 ９月から6,000円なんですけども、９月から、

９月、10月、11月、12月、１月ぐらいまで申し込

みができるようにしていただきたいと思うんです

けど、それは無理でしょうか。 

○福祉課長 

 その点については、また碧海５市プラス西尾市

６市で臨時福祉給付金の課長会議を進めてまいり

ました。今後もそれで進めていく予定なんですが、

できれば６市で足並みをそろえるような形で検討

にまた入っていきますので、その結果によって判

断させていただきたいというふうに思ってます。 

○高木委員 

 平成26年度の給付金についての申請に関しまし

ては、７月から１月中旪までぐらい実施していた、

そういう市もありました。今もお話で、地域の市
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町で合わせるということだったものですから、い

たし方がありませんけども、うっかりしてたわと

か忘れたわという人が意外にいるかもわかりませ

んので、気がつく人はあっという間に申請するん

でしょうけども、忘れてみえる方もいますので、

尐し猶予ができたらということでお願いしたいと

思います。 

 続きまして、175ページの４款２項１目の下の

ほうから６の自動車購入費90万1,000円ですけど

も、これはどういう車か御説明ください。 

○環境課長 

 廃棄物減量推進員の軽トラックです。 

○高木委員 

 廃棄物減量推進員のトラックということで、こ

れは常時は市に置いてあって、これに乗って集め

られるという、そういうものなんでしょうか。ど

ういうものなんでしょうか。 

○環境課長 

 廃棄物減量推進員は条例設置の推進員なんです

けど、各町内の集積所、こちらのほうの立ち番の

指導、アドバイス、そういったところをやってい

ただいております。 

○高木委員 

 これは台数は１台ふやされる。現状今、何台あ

って１台ふえるということなんでしょうか。 

○環境課長 

 ３人いまして、軽トラックも３台ございます。

１台は古いので今回交換ということです。 

○高木委員 

 私はこれを見させていただいて、何の軽トラッ

クなんだろうなということは想像しました。私た

ちが粗大ごみですか、大きなものをお借りするの

に運搬用の軽が借りられるものですからそれにな

るのかなということで、それも足されるというか、

それは今まで現状どおりの台数でいかれるんでし

ょうか。 

○環境課長 

 現状、貸し出しトラック２台ございます。現状

どおり２台で継続したいと思ってます。 

○高木委員 

 今のこの貸し出し用の車のことで、ちょっとだ

け、先回専決処分で市の職員の方が事故を起こさ

れたというのがありましたね、発進するときに後

方を見てなかったということで。こういう貸し出

しの車に対して事故というか、車がどこかへこん

だとか、そういうことはありますでしょうか。 

○環境課長 

 貸し出し中に人身はないんですが、こつんとい

うものはございました。 

○高木委員 

 その場合は対物ということで、それはもしもも

う尐し知立市が貸し出した車で事故があったと。

今のところはそんな大した事故ではないけれども、

これは私たちお願いするときに、ただ名前を書く、

住所を書くぐらいなんですけれども、保険という

のはどのようになっているんでしょうか。 

○環境課長 

 同じ廃棄物減量推進事業の中の役務費のほうで

自動車損害保険料ということで、一応全ての軽ト

ラック、貸し出し用も含めて入ってございます。 

○高木委員 

 今度、衣東のほうの委員になりまして、今年度

衣東のほうでは各車全てにドライブレコーダーを

つけるということで、金額的にはそんなに高額な

ものではありません。軽自動車といえども、ひょ

っとして貸し出す場合に、特に一般の方がどんな

自動車歴と言うんですかね、ドライブ歴がある方

かわかりませんので、私は、ぜひとも市民の方に

貸し出すものにはドライブレコーダーなんかをつ

けていただくと、借りる側も十分慎重になるんじ

ゃないかなということを思いますけども、その辺

もしもこうやってお願いしたらどんなふうになる

か、よろしくお答えください。 

○環境課長 

 今、現状申し込むときには免許証の番号を控え

させていただいております。 

 それで今、高木委員御提案の件なんですが、今

回の議会でも出ておる案件で、ぜひともそれは私

どもとしてはやっていきたいお話なので、財政当

局のほうと平成27年度にはお願いしていきたいと
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思っております。 

○高木委員 

 続きまして、178ページのし尿処理の委託料の

中の逢妻衛生処理組合の分担金ですけれども、平

成27年３月31日で解散ということなんですけど、

これは今回は補正のほうで大分減額もされている

んですけど、この金額というのは分担金がこうや

って発生するものなのか、お教えください。 

○環境課長 

 こちらにつきましては、減額補正が、たしか

3,000万円ぐらいあったと思うんですが、組合が

存在するのが３月31日をもって解散ということで、

継続して存在すれば出納閉鎖期間というのがござ

いますが、組合がなくなって、規約を変えて豊田

市が承継すると、４月１日からということになっ

ておりますけど、組合としては、もうそこで終わ

りということで、組合が払うことはできません。

なので、例えば施設の運転委託料等、光熱費だと

か人件費だとかそういったことも含めて、３月分

等の支払いがどうしても豊田市が払うことになり

ます。 

 それで、平成27年度のし尿処理の事務委託料と

は別に、ちょっとわかりやすい表現ということで

財政部局と分担金ということで今までどおりの名

前にしといたほうがわかりやすいんではないかと

いうことでですね。 

 ただ、ちょっと細かいことを言いますと、１点、

その部分のお金がほとんどなんですが、その分担

金と、分担金というのは３月分の支払いと組合プ

ロパーの退職手当の相当額、こちらのほうも豊田

市が精算後にできれば出納閉鎖期間内に豊田市か

ら請求を受けて支払いたいと思っているお金でご

ざいます。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 先ほど高木委員もお聞きしましたけども、概要

の107ページの農業振興地域整備計画見直し事業

ということについて教えてください。 

 先ほどの答弁では、５年に一遍という形で農振

地域をどうしていくのかということでアンケート

を実施をしましたと。そうした意向を聞きながら

今後この区域をどうするかと、ここの説明見ると、

農業振興地域からの編入や除外地の精査を行いと

いうようなことありますので、目的は５年に一遍

法で定められてるというものの、先ほど言ったア

ンケートの内容について回答状況についてお知ら

せください。 

○経済課長 

 先ほども述べましたように、アンケートにつき

ましては平成26年９月８日から９月30日までの間、

行いました。調整区域の中で10アール以上お持ち

の方の農家のほうへアンケートをさせていただい

ております。約753人の方にアンケート調査をさ

せていただきました。 

 回収につきましては169人の方から回収させて

いただきまして、回収率62.3％でございます。主

な調査項目につきましては、農家の他産業就業状

況、営農上の問題点や意見、後継者について、経

営の意向、人・農地プランについて、耕作放棄地

対策、重視してほしい施策について、貸し付け農

地についてということでアンケートをさせていた

だきました。 

 調査結果なんですが、何点か幾つか私ども事務

局として調査結果を把握させていただきました。

まず、農業従事者につきましては、他産業へ就業

されている方が多いということで、その中でも常

勤の方が多いと。常勤で他産業へ就業されている

方、また、就業地域につきまして市外の就業者が

多いということでございます。 

 また、世帯主の主な農業従事者につきましては、

やはり70歳以上の方が多いということで、70歳以

上の方が41％、60歳以上の方が32％ということで、

高齢化率が高いというふうでございます。 

 また、農業経営につきましては、所得につきま

してやはり低いという御意見が25％ということで

多くありました。 

 また、今後の後継者につきましてですが、後継

者がいるという方は比較的多くございましたが、

今後、機械などの農業経費が増大につきましては
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危惧されている方が多いということでございます。 

 また、農業経営につきましては、今後も維持し

たいという方が約56％おりまして、一方、農業を

やめたいという方も25％いらっしゃるということ

でございます。 

 あと、今後の将来的な農業でございます。そち

らにつきましては、やはり後継者がなく高齢化が

進んでいるということの御意見が47％ということ

で多ございました。 

 今後の知立市の農業につきましては、アンケー

トの中でやはり農地の利用集積を進めて経営の合

理化を図っていくという御意見が36％ということ

で多ございました。 

 また、農用区域につきましての考えでございま

すが、これも個人の生活や権利のことを考えて非

農業利用として考えるという回答が26％というこ

とで、そういう御意見でございました。 

 あとは、農家を拡大したいという方がいらっし

ゃいますが、先ほど言いましたように、機械化と

の高率化を考えているものに、やはり経費が高い

という御意見もございました。 

 あと、中間管理機構の関係で貸し出し希望の農

地につきまして、やはり貸し出しをしたいという

方が70％ということで、そういった部分でも農業

に対する不安があるのかなということでございま

した。 

 以上でございます。 

○佐藤委員 

 なかなか農業を取り巻く環境が厳しいという状

況も反映されているのかなと。平成26年度版の知

立市の統計でも今言われたような傾向が一部、全

部ではないですけども出てるのかなというふうに

思います。 

 それで、そうしたアンケートに基づいて基礎調

査をやられたと。先ほどアンケートがもう一度だ

けそこだけ教えてもらいたいんですけど、169人

から返ってきて総数が幾つですかね、ここだけち

ょっと。 

○経済課長 

 調査の対象は753人でございまして、そのうち

回収は469人ということでございます。回収率

62.3％です。 

○佐藤委員 

 それで、先ほどのお話の中に、この基礎調査と

あわせて県の整備計画というものがあるので、そ

の辺を鑑みて土地利用を考えたいということを言

われました。 

 さらにＪＡ、農業に関係するそうしたところと

意見を聞いてということですけれども、結果的に

これはどんなスケジュールでやられていくのか。

その前に県の整備計画というのはどのようなもの

になっているのか、その辺はどうでしょうか。 

○経済課長 

 愛知県の農業振興地域整備基本方針というのが

ございます。こちらのほうは平成22年10月に策定

されたものでございまして、県内における10年間

の確保すべき農用地等の面積の目標とか、農用地

等の確保に関する基本的な考え方や、また、農業

上の土地利用の基本的な方向、農業振興地域とし

ての指定することを相当する地域の位置及び規模

に関する事項、また、県全体の農業の健全な発展

のための基本的な方針を定めたものでございます。

こちらの中で、西三河地域につきましても書かれ

ておりますので、それに沿いまして私ども、この

計画の見直しをしていきたいと思っております。 

 今後のスケジュールでございますが、７月をめ

どに一度素案を作成しまして、こちらを公告させ

ていただきまして、こちらに対する異議申し立て

等を受け付けさせていただきます。また同時に、

愛知県のほうにも提出させていただきます。それ

を経た後、11月か２月ぐらいまでに策定をさせて

いただきたいと思っております。 

○稲垣委員長 

  ここで10分間休憩します。 

休憩 午後３時58分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後４時08分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○福祉課長 
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 先ほど高木委員からの質問でございます。臨時

福祉給付金の申請件数等でございます。 

 申請人数は7,489人、支給人数が6,863人でござ

います。 

○佐藤委員 

 愛知県の平成22年ですので、５年前のやつも包

含をされておったかなというふうに思いますけれ

ども、それで、７月に素案をつくりたいと。そし

て公告をし、そういう手続をとるということです

けども、ＪＡや土地改良区、農業委員会の意見を

聞くということも先ほど答弁があったので、これ

はどの過程の中で、素案をつくる過程の中で当然

のことながらそうしたことになるんだろうという

ふうに思うんだけど、どういう形をとられるんで

すか、これは。 

○経済課長 

 土地改良区とＪＡにつきましては、素案の作成

のときにまた御協議をさせていただいて、御意見

をいただくということになります。 

 農業委員会のほうでございますが、素案の際に

もお話をさせていただくとともに、また先ほど言

いましたように、素案の後、県との事前調整を経

た後、公告、縦覧、異議申し立て期間というのが

ございます。そういった経緯を踏まえながら、ま

た再度農業委員会のほうに諮らさせていただいて

決定という形になってまいります。 

○佐藤委員 

 そうした手続を経て11月から12月にこの整備計

画、見直し計画を策定をすると。結果はどういう

ふうになるかわかりませんけれども、策定の結果、

農振用地から市街化への農振地域には組み込まな

いということがあって、その後、市街化編入とい

う手続がなされるんだろうと。ついこの間、上重

原の地区について平成32年だか何年だか、そのと

きに上重原がそこへ含まれてるかどうかというこ

とはともかくとして、農振地域から外された除外

をされた地域については、その時期に市街化編入

を図っていくということなんでしょうか。それは

いつでしたかね。 

○経済課長 

 市街化編入につきましては、今回のときにもご

ざいます。例えば上重原北部地区につきましては、

私ども今回の見直しの段階ではまだ調整区域でご

ざいますし、また今後、私ども農業振興という部

分では大変優良な農地でございます。やはり農地

の保全という位置づけの中で、私どもとしてはこ

ちらの市街化編入は考えておりません。 

 ただ、今後そういったお話が出てきた場合につ

きましては、その都度また県と協議させていただ

きまして、市街化編入という形をとる可能性もご

ざいます。 

 ただ、今回の見直しの中では、将来の多用途の

土地利用の中で、この上重原北部地区について、

将来、企業進出の可能性と土地利用の調整につい

てというような検討という形でしているという形

で明記をさせていただきたいなと思っております。 

○佐藤委員 

 今回の調査は５年ごとで、農業従事者の方たち

のアンケートもやり、この県の方針とかみ合わせ

ながら、農業関係団体・機関との意見調整をしな

がらやっていくと。結果的に農振地域から除外を

されるという形の計画になることもあり得るわけ

ですよ。先ほどのアンケートを私は守ってほしい

なというふうに思いますけれども、結果的にそう

いうどのぐらいの規模になるのかわからんけれど

も、一部にしてもそうですけれども出てくるのか

なという感じもします。 

 そうすると、それは今ですと市街化編入の多用

途の活用ということになれば、当然市街化編入し

て多用途ということでならざるを得ないわけなの

で、それは次の時期はいつぐらいということなん

ですか。 

○経済課長 

 先ほども述べましたとおり、多用途の市街化編

入につきましては、また今回５年後ごとに見直し

をさせていただきますので、次の機会になるかと

思いますが、上重原北部つきましては、また県と

の調整等で途中で編入ということもあり得ますが、

今のところ私どもとしては、農業振興、農業地域

を守るということでありますので、立場的にはで
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きるだけ農用地を守っていきたいという立場で見

直しを考えております。 

○佐藤委員 

 上重原に限定した話ではなくて、結果としてそ

ういうふうにした場合に、いつぐらいの時期にそ

れは農振地域として引き続き土地利用するという

ことであればいいんだけれども、結果としてここ

に書いてあるのは、除外地だとか編入という言葉

がここにあるのでね、この計画の結果、除外され

た区域はどうなっていくのかなと、いつぐらいに

どうなっていくのかなということを私、聞いてる

んです。 

○経済課長 

 今回の見直しでは、やはり農家の方のアンケー

トの結果を重視して見直しを行っていきたいと思

っております。 

 ただ、個々の市街化というか土地利用につきま

しては、市街化編入ではなく、ほかの分家住宅を

建てるだとか、そういったことにつきましては、

個々に案件が出たときに農業委員会で諮らせてい

ただいて、それも可能かどうかという判断の上、

承認をさせていただくという状況でございます。

随時行っていくという形になりますが。 

○佐藤委員 

 もちろん調整地域は、そうした分家だとかそう

いうことに限定しながら住宅を建てることやそう

いうことは認められているけど、私が聞いている

のはそうじゃなくて、皆さんの計画がそういうよ

うに中身に書いてるからね、結果として農振地域

が縮小されたよと、除外地域が出たよというとき

にどうしていくのかということについて私はお尋

ねをしてるんですよ。 

○経済課長 

 前回が平成21年度、またその前が平成20年度、

その前が平成17年度と、おおむね５年といいなが

らも市街化編入の関係が出たときには農振計画の

見直しをさせていただいておりますので、そうい

った形で、今後もそういったお話があれば、その

都度、農業振興計画のほうの見直しを図っていき

たいと思っております。 

○佐藤委員 

 この統計を見ると、田んぼでやってるところ、

畑でやってるところ、いろいろ果樹もあったりも

するんですけど、いずれにしても農業従事者、兼

業農家はかなり多くてね、だけどもここの統計上

では専業農家はいっとき減ってますけれども、回

復して専業だけでも数字の50のところに平成22年

という最後のところですけど、そういった形で頑

張っておられる農家も実際におみえになるわけで

すよね。 

 そうしてくると、そうした農振地域を先ほど言

われたように、良好な農地という側面を見ると、

農業経営者や兼業農家を含めて、今さまざまＪＡ

を中心としながら産直みたいなことをＪＡでやっ

たりさまざまな取り組みをしながらやってますけ

れども、私は農業従事者じゃないので、もっとそ

ういう方たちが、さまざま国の制度もありますけ

れども、意欲が湧き、なおかつ知立市の農地から

知立名物みたいなものがね、今あれをやってます

よね、マコモダケというようなものもチャレンジ

を果敢にやってる農家もおるわけですよ。それに

限らず、やっぱり知立市のまちをどうしていくか

ということのハードの面ばかりではなくて、そう

した分野を含めて、農業振興の中でまちづくりを

どう進めていくのかということも大事な観点では

ないかなというふうに思うんです。 

 言うはやすし、やるのはかなかなか土地を持っ

てる方々の御苦労あるわけだけど、引き続き農業

やりたいという意欲を持ってる方もみえられるわ

けですし、農地の保全、ダムとしての機能もそこ

で果たしているわけですので、そうした点で、も

っと農業者とともに農業振興をどうしていくかと

いうことについても、もっと共通の土俵のテーブ

ルで、国が示したメニューで補助していくとかそ

ればかりじゃないような取り組みが必要じゃない

かなというふうに思いますけど、今後そういうこ

とを含めて、どのようなお考え持ってるか、ぜひ

お聞きしたいなというふうに思いますけども、ど

うでしょうか。 

○経済課長 
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 知立市を含みます日本の農業というのは、ＴＰ

Ｐ問題だとか農地法の改正、中間管理機構の創設

など、また、米の政策の国の見直し等がございま

す。そういった中で、知立市においても、先ほど

のアンケートのとおり兼業農家が増加している、

また、農業者の高齢化、農業経営の効率化など、

問題があります。 

 一番問題なのは、やはり先ほど言いましたよう

に、高齢化に伴いまして今後の農業経営を担う担

い手の育成が必要かと思っております。そういっ

た部分につきまして、私どもとしても農業の皆さ

んと手を取り合って知立市の農業を守り、発展さ

せていきたいと思っております。 

○佐藤委員 

 私もいい提案は何もできないんですけれども、

しかしながら、良好な農地が知立市にはあるわけ

ですので、そうした点で、知立市のまちづくりの

大きな点として農業にどう取り組んでいくかとい

うことも１つの課題だろうと。確かに大型事業あ

ります。そのことだけでまちはよくなるわけでは

ないので、足元のそうしたところについてもっと

力を入れてほしいなと。 

 メニューを見ますと、国の施策の範囲の中の補

助メニューだったりそういうものしかないのが今、

実態なんですよね、予算の関係でみると。ですか

ら、そうした点も農業者の皆さんそれぞれの第１

種、第２種兼業の農家それぞれ思いが違うであり

ましょうし、そうした方を含めて、一度どうして

いくかということを、どんな支援が必要なのか、

どうした取り組みをしたいのか含めて、知立市も

一緒にテーブル並べて農業振興のために話し合う

協働のテーブルなんかを持つことも必要じゃない

かなと、私はそういうふうに思うんですけど、困

難が多いだけに農家のやる気だけに任せておく問

題ではないなというふうに思いますけど、市民部

長、どうでしょうかね、そうした問題、ぜひ私は

取り組んでほしいなと思いますけども。 

○市民部長 

 確かにこの農業政策、今、従来の国が行ってい

る経営所得安定対策事業という形で農家に対して

支援をしておるわけですけれども、先ほど佐藤委

員御披瀝の特産品、物産品、そういった知立市の

そういったものが市外に出て知立市のそういうも

のがまた有名になってくればということもありま

すので、我々の使命としましては、農地を守って

農家に支援をしていくという目的がございますの

で、地域の農業関係者の方とそういった中で話を

させていただいて、今後においてどういった農業

経営をしたらいいかということをまた御相談させ

ていただきたいと思っております。 

○稲垣委員長 

 ここで予算・決算運営要綱第６条第２項及び第

３項の規定に基づき、会議時間の延長または予備

日での開催についてお諮りします。皆さんの御意

見をお願いいたします。 

しばらく休憩します。 

休憩 午後４時24分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後４時24分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 時間延長はせず、予備日において開催するとい

うことでよろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 議事が午後５時までに終了しないときは時間延

長をせず、予備日において開催するということで

お願いいたします。 

 それでは、質疑に戻ります。 

○佐藤委員 

 ぜひそういった形で私は取り組んでほしいと思

いますけども、市長、なかなか農業の問題が、知

立市は市域が狭いところにそうした農振地域が存

在をすると。しかし、重要な自然環境を守り担っ

ているのも良好な農地という関係があります。今、

市民部長が答弁されましたけど、ぜひ私は、ほか

の分野の施策と同様に、こうした皆さんと力を合

わせながら高齢化や跡取り問題などを抱えた農業

者の皆さんと力を合わせて農業振興に努めてほし

いなと思いますけれども、市長の考えいかがでし
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ょうか。 

○林市長 

 １年に１回、農業経営士たちといろいろな勉強

会、懇親会もさせていただいております。非常に

農業に対する志の高い方ばかりでありまして、非

常に勉強になります。 

 その中で、例えば御案内のように、イチゴ農園

をやられている方、まさしくこの衣浦５市の中で

もイチゴ農園をやっていらっしゃる方、ほんとに

尐ないんですね。その中でやって、非常に力入っ

てくださってます。 

 また、せんだってこどもフェスティバルござい

ました。そのときにアグリさん、個人名を言って

あれなんですけど、お米のつかみ取りを子供たち

に、また大人の方もやったら非常に人気で、もう

すぐにつかみ取りが売り切れたと申しますか、ま

た、すごい大きなトラクターをクボタというとこ

ろから借りてきて試乗をさせたら子供たちは列を

並んで、そんな農業に対する子供たちの関心を高

めていただくという、そういう取り組みを農業従

事者たちの皆様方やってくださっております。ま

た、先ほどおっしゃられたマコモダケも非常に熱

意を持って取り組んでいただいておるなどなど、

ほんとに個人個人、しっかりと知恵を働かせて、

そしていろんな仲間を呼び寄せて行政がというよ

りも、ほんとに市民の皆様方がやっていらっしゃ

います。それに対して私どもは、どういった補助

ができるか、支援ができるかということを聞きな

がら、できる限りのことを私どももやらさせてい

ただいているという、そういう状況でございます。 

 １つ、知立市は交通の便がいい交流の拠点だと

いうことで、そういうことも活用しての農業発信、

そういうことを知立市の特性を活かしてこれはや

れることだなと。これもＪＡの方も言ってらっし

ゃいますし、農業の専門の方もおっしゃっておら

れますので、こういったこともこれからも経済課

長申し上げましたように、しっかりと心を寄せて

手を取り合って考えていかなければいけないと思

っております。 

○佐藤委員 

 やるのは従事されている皆さんが主体でありま

すので、その方たちと一緒に何ができるのかとい

うことも含めて取り組みをしていただきたいなと

いうふうに思います。 

 それで、概要の108ページで先ほどもありまし

たけども、新商店街推進計画策定事業という形で

ここに当該事業を必要とする背景や経緯というも

のが書かれて、中小企業振興条例に基づく振興会

議の中でこうした提案が出てきたということです

けども、その辺の経緯を含めてお知らせください。 

○経済課長 

 こちらの概要のほうに書かれているように、平

成26年の７月１日の中小企業振興会議の中で知立

駅の周辺のにぎわいを維持するための商店街の環

境を整備するということでお話がありました。 

 その中で、商工会と市と協力して駅北の６つの

商店街の発展をもう一度考え直したらどうだとい

うお話もございまして、今回この予算を計上させ

ていただいておるわけでございます。 

○佐藤委員 

 ただ、それぞれＵＦＪ銀行前だとか銀座、駅前、

新駅通り、本町、中央通りなどですかね、ほかに

もあったかな、そういう６つのところということ

ですけど、これはそもそもそうした商店街がある

わけですけれども、その商店街組合なりに構成し

ている商店であっても商工会に入っていないとこ

ろもあるかもしれません。私よくわかりませんけ

れども、そんなことを含めて、それぞれの商店街

なのか発展会なのかちょっとわかりませんけれど、

そうした方向で新しい商店街をどうやったら形成

していくことができるのかということがそれぞれ

合意をされて今回こういうふうに商工会を中心と

して取り組んでいこうということになったのか、

その辺はどうですか。 

○経済課長 

 まだ各商店街のほうにこれからお話をさせてい

ただくことになっております。これも商工会を通

させていただいてお話をさせていただくことにな

ってくるかと思います。 

○佐藤委員 
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 そうすると、事業の予算はつけたけれども、こ

れから商工会を通じてやっていくということであ

りますけれども、これは提言は、答申は出たとい

うことで予算化はされるけれども、実際に新商店

街を形成していこうとするそれぞれの商店街、発

展会にはこれからのお話だよということなんです

よね。 

 それで、新地通りの発展会ですか、これについ

ては除外しようか除外しまいかというさっきの答

弁がありましたけれども、これはいつぐらいにそ

うした話をしながらまとめていくんでしょうか。

現在大変あれですけれども、それぞれの商店街で

私、1969年に知立市に来ました。一里山の寮に住

んでまして、休みの日になると知立の駅にバスな

り歩いて来て、それなりににぎわいがあったり、

銀座という看板も今、石川委員の店舗ありますけ

ど、知立銀座という看板もあったり、山町の劇場

通りがあったりね、それなりにありましたけれど

も、しかし、今日、歯が抜けるように連たんをし、

集積したというような状況は一部あると思います

けれども、全体としてはそんな状況にないわけで

すよね。これをそれぞれ寄せ集めて規模を大きく

はするけれども、それぞれの個店をこっちに持っ

て来たりというそういうことではないというふう

に私はこれは思うんですけれども、どんなことな

のかなということはなかなかイメージが湧かない

んですけども。 

○経済課長 

 こちらの商店街、先ほどの新地通り発展会含め

まして７つの商店街なんですが、こちらのほうは

全て１つの商店街にするということではなく、皆

さんの各商店街の御意見を伺って、例えば２つ、

３つだとかこういう形でも分けることも可能でご

ざいます。 

 また、今後の鉄道高架だとか再開発、土地区画

整理等に基づくまちづくりは今後行われてくるか

と思います。そちらのほうも視野に入れながら、

どういった形での商店街の形成が一番いいのか、

こちらのほうも皆さんの６つ、または７つになる

かもしれませんが、その商店街の皆さんとのお話

し合いで決めていきたいというふうに思っており

ます。 

○佐藤委員 

 これはそうですけども、今現在、営業をしてる

皆さんが、引き続き頑張って営業していくと。ま

ちづくりの中でどこかに出て行かざるを得ないと

いうようなことになってはいけないわけで、今あ

る皆さんがまず元気になるということが必要で、

その上でどういう商店街をつくっていくのか。商

店街というのはこういう商店街にしたからこうな

るということなのかどうか、それはよくわかりま

せんけれども、いずれにしてもそれぞれの話はこ

れからだということですので、それぞれの皆さん

の状況やそういうことを把握した上で支援をして

いくということが一方では必要なのではないかな

と。予算がついてこの新商店街だよということで

丁寧な対応が必要なのではないかなと。これはボ

タンかけ違えると、ちょっと大変なことになるん

ですよね。その辺は慎重にやるべきではないかな

というふうに思いますけれども。 

 それで、今年度こういう形で実際にこれは商工

会が行う推進計画策定ということでありますけれ

ども、そういう意味でいけば慎重な対応が、市が

予算をつけるわけですので、それぞれの商店街の

ボタンのかけ違いが生じることのないような対応

が必要ではないかなと。これでもって補助対象だ

とかこういうものになってますけれども、これは

今年度そういった形でやって、今年度そうした計

画を形成していくという、つくっていくというこ

とでしょうか。 

○経済課長 

 こちらの策定事業については、計画を今年度策

定するということになります。ただ、その計画の

中身がどのような形になっていくのかというのは、

まだこれから皆さんと協議をしながらということ

になりますので、これは何年先までの計画を立て

るのか、また、そこら辺も先ほども言いましたよ

うに、鉄道高架事業とか再開発の問題もございま

すので、佐藤委員がおっしゃったとおり、ボタン

のかけ間違えがないように慎重に検討をしていき
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たいと思っております。 

○佐藤委員 

 そういうことだろうというふうに思いますけれ

どね。 

 それで、予算書の187ページですけれども、こ

こに商工振興費という形でずっと載ってるわけで

す。今言ったところも載ってるんですけれども、

一方で、皆さんも御承知のとおり、昨年度小規模

企業振興基本法が制定をされました。もう既に

2013年度補正予算がついたり、2014年度がついた

りと、結果としてそうした形で小規模は従業員が

５人以下の企業は元気にならないと、まちの創生

もままならないということを含めて、国がそうし

た法的な位置づけを明確にしながら中小企業振興

を図っていこうということですけど、これについ

てのどのような見解を持っているのか、直接的に

はここに予算が載っているわけではありません。 

 しかしながら、商工振興という意味でいけば、

知立市が直接タッチをしないからどうのこうのと

いうレベルの話ではなくて、文字どおりこれは商

工会を窓口としながらやっていく事業になってま

すので、どう対応していくのか、どういう状況を

把握しているのか、この辺はどうでしょうか。 

○経済課長 

 私ども経済課としまして、中小企業の振興策と

いたしまして、後ほど追加補正でも出てきますが、

地域における創業支援体制の整備、これについて

取り組んでまいりたいと思ってます。 

 平成26年１月20日に施行されました産業競争力

強化法では、地域での創業を促進させるために市

と民間が創業支援事業者となりまして、今後、知

立市内で創業していただける方の支援をする支援

事業計画を策定しまして、これによりまして市内

で創業しようとする創業者への有利な事業資金供

給等などスキームを作成します。これによりまし

て、今後、知立市への誘致を強化していきたいと

思っております。 

○佐藤委員 

 確かにそのとおりだと思うんですけれども、た

だ、私が言いたいのは、中小企業、小規模事業者

振興基本法が制定をされたわけですよ。その取り

扱いについては商工会、商工会議所が窓口になり、

従業員５人以下の企業を支えていくということが

１つの眼目になってるんですよね。 

 知立市が窓口となれば、当然のことながら知立

市がそこに関与するわけです。しかしながら、知

立市の商工振興においては、知立市が直接という

こともありますけれども、商工会の取り組みによ

るところが大きいわけですよね。だとするならば、

実際に知立市の皆さんがそうした小規模企業振興

基本法に基づいて、そうした国の制度を活かした

ような取り組みがどのような状況になっているの

か、そういうことも把握することも私は必要では

ないかなというふうに思ってるんですけどね。で

すから、あえてそのことを聞いてるんです。 

 平成26年の知立市の統計を見ると、ここに従業

員１人から４人と５人以下が平成24年で1,240事

業所が知立市ではありますよね。５人から９人と

なると448事業所があるんですよね。そういうと

ころの関係の支援が強化をされたので、ぜひ商工

会と情報交換をしながら、そうした支援を受けな

がら知立市の小規模事業者が元気になっていくと

いうことも中小企業振興基本条例の中で直接知立

市がどうのこうのではないけれども、国施策の法

律に、その施策に基づいて知立市ではどうなって

るかなということを把握しないと、知立市の的確

なそうした既存の事業者に対する支援はできない

のではないかと。だから私は、あえてここには載

ってませんけれども、そうしたことを言ってるん

ですよね。その辺は商工会が窓口でやってること

だから把握しないということではいけないじゃな

いですかということを言ってるんですけど、どう

でしょうか。 

○経済課長 

 今現在、小規模企業の経営改善利子補給補助金

というものが平成26年度につきましては中断して

おりまして、来年度、平成27年度には、もう一度

新たにこの補助金を予算化させていただいており

ます。 

 これの融資の状況を見ますと、やはり小規模の
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企業としましては運転資金で使う場合が多ござい

ます。80％近くが運転資金ということで聞いてお

ります。そういったところもございますので、こ

の利子補給、また、その創業支援の話になってし

まいますが、家賃補助、改修補助ということで、

そういった支援をさせていただきたいと思ってお

ります。 

○佐藤委員 

 確かにそのとおりだと思うんだけど、私が聞い

てるのは、そうした今までにない法律が、あえて

国が整備をして、そうした支援の体制を整えて知

立市の商工会でもやってみえると思うんですよ、

それぞれの地域の商工会の温度差はあれどですね。 

 しかし、そういうことについて、知立市が把握

もしないで商工振興というのは、ちょっとずれて

るんじゃないかと。ですから私は、商工会とのそ

うした先ほどの事業についてもやってるわけです

ので、知立市の実態として小規模企業に対するそ

うした国補助金を受けて経営改善なり、さまざま

なメニューがありますので、そういうことが実態

どうなっているのか把握することが必要じゃない

ですかということを私は言ってるんですよ。 

 市民部長、どうですかね。これは１月30日の中

日新聞の中に、こんな大きい記事で出たんですよ。

皆さん読まれたかと思いますけれども、ここに実

際に安城市の事業者がこれを活用している事例だ

とか、農産物でまちの活性化だとか、そういうこ

とを事例として出たやつの掲載してるんですよね。

ですから、私は、ここにあるメニューも大切なメ

ニューではありますけれども、今実際にそういう

ことを含めて、国を挙げ、県を挙げ、地域を挙げ

てそうした小規模事業者の振興をやっていこうと。

とりわけ知立市の中小企業振興基本条例の中にも

そのことがうたってあるわけですよ。 

 だとするならば、こうした取り組みが知立市で

はどうなっているのかということが把握すること

が必要じゃないですかという、ただそれだけの話

を私、言ってるんです。もうちょっとこの事業に

ついての注目度が高くてもいいじゃないかなとい

うふうに思いますけども、どうですか。 

○市民部長 

 確かに、この中小企業振興につきましては、今、

知立市としてできることをやらさせていただいて

おります。今、小規模企業基本法、これ法整備さ

れて、実際に商工会が小規模事業者の方と連携を

図って振興を推進していただいているところなん

ですけれども、確かにその件につきましては、直

接地元のそういった小規模事業者の方々の声が

我々のほうに私たちも出向いてない、それから、

小規模事業者の方々もということはありますので、

今後につきましては、やはり商工会のほうにどの

ような形でそういう相談だとか悩み事、協議され

ておるか、そんなことを一度確認をさせていただ

いて、できることからやっていきたいというふう

に考えております。 

○佐藤委員 

 ぜひやっぱりそうしたことも視野に入れて商工

振興ということに私は取り組んでもらいたいなと。

確かに知立市独自のメニューではないですけれど

も、これは大きな力になるだろうということで言

われてるものでありますので、ぜひそうした点で

力を入れてほしいなと。 

 副市長、確かにここのメニューではありません。

しかし、この法律の意義は先ほども言ったように、

今までは国のほうは技術革新、イノベーションと

か成長性のある企業への支援ということを中心に

やってきました。 

 しかしながら、今回はそうした小規模事業者の

事業の振興基本法をつくって従業員５人以下のこ

うした企業が全国で元気にならないと日本は元気

にならないんだということからそうした法律がつ

くられたので、そうしたことについても知立市の

商工会を中心とした取り組みがどのような状況に

なって知立市の小規模事業者がどのようにしてい

こうとするのか、そうした動向に関心を持つとい

うことはとても必要なことではないかなと私は思

って、あえてこれお聞きしたんですけども、しか

しながら、商工会がやってることだというだけで、

余り担当部局が関心がないのかなというようなニ

ュアンスの答弁があったものだから、あえて副市
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長、ぜひそうした点、力入れてほしいなというふ

うに思いますけど、どうでしょうか。 

○清水副市長 

 担当経済課、市民部も決してそういったことで

はない。先ほどの市民部長も答弁申し上げたとお

りであります。国の施策が知立市の中小企業の皆

さんにどのようにそれが反映されているのか、そ

ういった商工会がさまざまな相談、あるいは支援

事業をやる中で、そういった実態はお伺いをして

いきたいなと思います。 

 そういうことの中で、知立市の条例に基づきま

す振興会議というものがございます。ここでもそ

ういった知立市の商工会の関係の皆さんもこの会

議に参加をしていただいておりますので、そうい

った実態を踏まえての知立市でのまた新たな支援

策、そんな御提言もいただけるものだというふう

に思っておりますので、そういった国の施策との

はざまで知立市で独自に考えられるものがあるな

らば、そういった御提言をもとに、さらに検討し

ていきたいというふうに思います。 

○佐藤委員 

 ぜひお願いしたいなというふうに思います。 

 予算書の119ページをお願いしたいんですけど

も、ここの老人福祉費の中の001で緊急通報シス

テム整備事業というのがありますけれども、これ

は基本的には、ひとり暮らしの方、その運用拡大

で要介護状態のある65歳以上の方などに支給され

てる事業だというふうに思いますけれども、それ

でよろしいですか。 

○長寿介護課長 

 対象者は65歳以上のひとり暮らしの者、65歳以

上でその同居者が障がい者等であるなど緊急時の

対応が困難な者、身体障がい者のみの世帯に属す

る者、身体障がい者のみの世帯に準ずる世帯に所

属する身体障がい者、介護保険を受けている者で

日中または夜間に長時間にわたり独居となる者、

その他市長が認めた者というふうに要綱で定めて

ございます。 

○佐藤委員 

 昨日、知立市昭和で住宅火災全焼でお一人の方

が残念ながら亡くなられたわけです。大変残念な

結果ですけれども、そうでした。この方は、この

記事を読みますと、63歳の男性とその母親である

86歳の方が同居してたと。これは火事ということ

ですけれども、残念ながらそういう形になったん

ですね。 

 今、長寿介護課長が言われた要綱で設置の内容

について定めてるということでありますけれども、

たまたまこの方は外出してるとき火災ということ

で、出火原因もわかっていない。しかしながら、

高齢者の方などが息子や一緒に暮らしておっても、

日中、息子が夜勤でいないとか、もしくはそんな

状況も幅広くあって、日中独居だとか夜の仕事だ

とか含めて対象の拡大ということも提案してきた

ところですけれども、こうしたものを見ると火災

ということでちょっと違いますけれども、いずれ

にしましても、健康な御家族と一緒に住んでも状

況によっては１人で過ごさなければならないとい

うような方々もみえるので、そうした皆さんもぜ

ひ私は緊急通報装置の対象にしてほしいなという

ふうに思うんです。この点については、従来から

そうした提案をさせてもらいましたけれども、そ

のような検討はされたと思いますけども、それは

できないよという話が今まで多かったんですけど、

こうした痛ましい事故が起きると、そうした対応

も必要ではないかなと私は思うんですけども、ど

うですかね、保険健康部長。今まででもそんな提

案を何度も繰り返してきたわけですけども、一歩

踏み込んだ取り組みを私は、ぜひしていただきた

いなというふうに思いますけども、どうでしょう

か。 

○保険健康部長 

 昨日の火事は、大変残念な結果ということでご

ざいます。原因等は、私、承知しておりませんが、

高齢の方と60歳を超えた方の２人暮らしだったと

いうふうに確認をしています。 

 そういう方に対して、今までもある程度の方に

対しても拡大してきたわけでございますので、今

回その方がその対象であったかどうかというのは

まだ確認はしておりませんが、そういうようなこ
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とで申請があったとかそういうような確認はして

おりませんが、対象ではなかったというようなこ

とは確認をしております。 

 今後、高齢化の進んでいく世帯、老人だけの世

帯とかそういうようなことも含めて、今後研究で

すかね、そういうような形はしていく必要がある

のかなというふうには思っております。 

○佐藤委員 

 ぜひ研究していく必要ということで、私どもは

以前から仕事の関係で、要介護状態で65歳以上同

士ならば２人暮らしでも緊急通報装置は設置をし

ていただけてますよね。 

 しかしながら、そうじゃなくて働いてる方が対

象者の方は65歳だと。しかし、介護認定は受けて

ないよと、そういう方でも息子と暮らしていて夜

勤で夜はいないとか、何が起きるかわからないと

いうようなことがあるわけですので、私は、そう

した点では一歩踏み込んだ対応をぜひしていただ

きたいなということで、この間、何度もそうした

提案をさせてもらいましたけども、こうした事件

がこれとはちょっと性格は違いますけれども、極

めて類似したそうした方々にも病気や事故やこう

いうことが起きないとは限らないような状況もあ

りますので、ぜひ私は拡大してほしいなというふ

うに思います。 

 研究と検討はどこが違うかよくわかりませんけ

れども、研究というのは結論を出していただける

ということなんでしょうか。検討というのはよく

わかりませんけど、検討・研究という言葉はよく

使われるので、一歩前に踏み出していただけませ

んか。 

○保険健康部長 

 今回の事件を踏まえて、どういうことができる

のかというものは、一度研究したいと思います。

お願いします。 

○佐藤委員 

 ぜひ私は、一歩大いにね、緊急通報装置の事業

では知立市は他市に比べて、その運用を含めて拡

大してこられて大いに頑張ってるなというのが私

の気持ちですけれども、しかし、先ほど言ったよ

うな例は存在し、その方たちにも必要性はあるの

で、ぜひこの点では一歩前に進めてほしいなと思

います。 

 副市長、ぜひこれは一歩、今までは検討すると

いうようなことも保険健康部長言わなかったんで

すけど、今回は研究するということも含めて、ぜ

ひ一歩前に進めてほしいなというふうに思います

ので、一言答弁お願いします。 

○清水副市長 

 昨日の火事については、大変残念だと、お悔や

みを申し上げたいと存じます。 

 今の緊急通報システムの件でございますけども、

御質問者もたびたびおっしゃるように、実際に家

族があっても、その家族が昼間仕事で高齢者が１

人になってしまうとか、夜勤のお話もございまし

たけども、いろんな家族構成やいろんなことで実

態がいろいろさまざまだというふうに思います。 

 しかしながら、昼間か夜かは別にしても、一定

の時間独居というような状態になる方、そういっ

た状況はたくさんあろうかと思いますので、その

辺の一体どんなケースがあるのかも含めて、先ほ

ど保険健康部長が申しました、研究がいつ結論が

出るというような話なのかどうかわかりませんが、

必要性というものは十分認識をしておりますので、

一度その辺のどんなケースで考えられるのかも含

めて、一度検討させていただこうというふうに思

います。 

○稲垣委員長 

 質疑の途中ですが、会議終了時間となりました。 

 本分科会は３月17日火曜日、午後３時から本日

に引き続き行いますので、第１委員会室に御参集

ください。 

 本日は、これで散会します。 

午後４時59分散会 

――――――――――――――――――――――― 
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――――――――――――――――――――――― 

午後０時59分開会 

○川合委員長 

 ただいまから３月13日に引き続き、予算・決算

委員会企画文教分科会を開会します。 

 それでは、議案第23号 平成27年度知立市一般

会計予算の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○企画政策課長 

 本日は、追加資料のほうを配付させていただき

ましたので、その関係で御説明を先にさせていた

だきます。 

 先日の予算・決算分科会におきまして、個人番

号の情報連携のときの符号化についての御質問が

ありました。その質問につきましては、３月12日

提出させていただきました企画文教委員会の資料

により説明をさせていただきましたんですけども、

何分不明瞭な説明がございましたので、改めて本

日資料を追加させていただいて、わかる範囲でま

た御説明をさせていただきたいというふうに思っ

ております。 

 それでは、資料のほうを御参照ください。 

 初めに、各自治体は情報連携が開始されるまで

の間に住基ネットを通じまして住民票コードを地

方公共団体情報システム機構にそれを送付します。

それによって各個人の個人番号が付番をしていた

だけるということになっております。 

 その個人番号を付番していただいたときに同時

に、その情報システム機構において情報連携時、

今回のこの連携をするときに使います符号をそれ

ぞれの個人番号に対しても作成を行います。その

符号につきましては、自治体の中間サーバー、こ

の絵にあります、ちょっと黒くなっておりますこ

の中間サーバーへ送られます。また、その符号自

体も送られるんですけども、新たに導入当時は全

体を最初に個人番号設定しまして、それぞれの方

の符号もつくられるんですけども、活用していく

間に新たに転入があった場合、こういった場合に

も同様に住民票コードが機構のほうに送付され、

その自治体に符号が追加されるという仕組みにな

っております。ですから、この個人番号をつくる

ときにも各自治体宛ての符号がつくられると、こ

ういった仕組みになっております。 

 それでは、実際にほかの機関との特定個人情報

を情報連携する場合の例をこの図のほうで御説明

をさせていただきます。 

 今回この図にありますように、Ｂ市から転入し

たＣさんの児童手当手続の例で御説明をさせてい

ただきます。Ｃさんの個人番号は、ここにありま

すように１２３４５でございます。転入先Ａ市の

子ども課で児童手当の手続の申請を行いまして、

Ａ市子ども課の担当者は前住所地Ｂ市に対して税

の所得照会をする例でございます。 

 まず、連携する紹介元Ａ市では、個人番号は中

間サーバーで先ほど言いました改めて与えられて

います符号に置きかえられます。その符号で情報

照会がされるということになります。それが情報

提供ネットワークシステムにおいては、Ａ市から

のその申請が番号法の第19条第７項で定める、先

日の資料に別表２もついておるんですけども、こ

の別表２にある情報ネットワークを通じて特定個

人情報の情報照会提供できる機関と事務であれば、

それに該当してるということであれば情報提供の

照会先Ｂ市に使われる符号に付番をつけかえて照

会先Ｂ市の中間サーバーに送られるということに

なります。それが送られてきますとＢ市のほうか

らＡ市のほうに所得情報がいくと、こういった内

容になっております。 

 なお、各機関の中間サーバーには情報連携する

ための統一化されたフォーマットにて各機関にお

ける最新の連携情報が格納されているという状況

になっております。こういった中身から、情報提

供ネットワーク内には個人番号は一切流れないと

いう仕組みになっておりまして、個人番号をキー

としての任意のデータベースを構築することは不

可能な構造というふうになっております。 

 また、連携情報は各機関内の中間サーバー同士

で連携をされるため、国や情報提供ネットワーク

に接続されたほかの機関、これはＡ市とＢ市だけ

のやりとりですので、ほかの機関には流れないと
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いうことで名寄せにしてデータベースを構築する

こともできないというふうになっております。 

 裏面のほうにつきましては、今回予定されてい

る個人番号カードがどのような形式で予定されて

いるか図式したものを参考に載せさせていただき

ました。 

 説明は以上です。よろしくお願いいたします。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○中島委員 

 先回よりもわかりやすい図をつくっていただき

まして、中間サーバーというところへの役割とい

うものが出されたわけであります。 

 ここで言うＣさんの個人番号が１２３４５と書

いてありますが、これは12桁の番号を代替して今

１２３４５と言われたということでいいですね。

12桁ですね、ここがね、12桁のＣさんの番号をコ

ンピューターのほうで税務を調べようというふう

で入っていくと中間サーバーが付番に切りかえる

と、12桁から符号化にされるということで切りか

えたものが流れていって情報をくださいよと言っ

ていくと、地方公共団体情報システム機構に届く

と、そこで特定個人情報として使ってもいい情報

かどうかということがここでチェックされるとい

うことでＢ市の中間サーバーへ求めにいくと、そ

れが返ってくるというね。あくまでも12桁はここ

の中では出るほうのＡ市の中間サーバーの手前で

もう12桁は出ていかないよという説明をいただい

た。これについてはわかりました。 

 この地方公共団体情報システム機構というのは、

そもそもこれは外郭団体というそういうものかな

と思いますが、国との関係ということで言うと、

どういう機関になるんでしょうか。ここが大もと

でいろいろと動いていくというわけなんですが、

国のどういう組織にこれはなるんでしょうか。こ

こが一番キーマンになっていくようなところでも

あります。 

 これは全国版で動いていくわけですよね。例え

ば北海道のＡ市とかＢ市へ求めに入ってもいくわ

けですから、全国版でこれは動く、一番キーとな

るところですよね。ですから、これの安全性みた

いなところという意味でいうと、これはどういう

機関というふうになるんでしょうか。 

 ちょっとわかれば後から知らせていただければ

いいと思うんですね。この個人番号カード、マイ

カードということでこれが説明がありまして、個

人番号とか名前とか住所とかって一応顔も表面に

全部書かれます。そして、個人番号カードのＩＣ

チップというのが裏に四角いいろんなカードに全

部ついているような形のチップがここに入ってい

ると。このチップに入るものは何かということで

すね、もう一つは。このカードの使い方というこ

とにもなっていくわけですけれども、このチップ

の中の情報についてたくさんありますが、ちょっ

と説明していただきたい。 

 特に公的個人認証ＡＰと法例用ＡＰということ

があります。そのほかのところはどういうふうに

書いてあるのか、その辺、４情報は中に入るよと

いうことは、表面に書いてある４情報は裏にも入

っていますと。裏というかデータの中にＩＣチッ

プに入る、それ以外に入るものというところの説

明をもう一度お願いします。 

○企画政策課長 

 ＩＣチップの構造ということでございますけど

も、中島委員の言われるように４情報、氏名、住

所、生年月日、個人番号等々に加えまして、先ほ

どありました公的個人認証ということで、こちら

につきましては、例えば今後予定されてますマイ

ポータルですかね、そういったときにも暗証番号、

そういったものを使う部分、それから、ここにも

ありますように３番にありますけども、電子証明

書ということで民間が今後そういった活用をする

ときに暗証番号等そういったものを入れられる部

分の領域、それから、空き容量につきましては、

こちらの個人番号につきましては市のほうも独自

にいろいろ利用ができるということになりますの

で、そういったところで利用していく場合に使え

る領域というものが設けられているということに

なっております。 

 以上です。 
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○中島委員 

 先ほどの例のような場合については、行政的な

流れということで、こういうものがなくても４情

報がなければならないわけですね、12桁も入って

いるから、このカードをやっぱりカードリーダー

みたいなもので当局がやるんですかね。それで認

証して相手の市のほうへ情報を求めにいくという

ことですが、今言われた公的認証でその１つは暗

証番号等も入るということですね。自分の情報が

どう流れたかを確認するためのマイポータルに入

っていくためもこの暗証番号が要ると。この暗証

番号、市のほうにまずは先ほどの子ども手当をも

らおうとしたときに使うよといった場合の暗証番

号も本人のカードをカードリーダーに入れ、なお

かつ本人に暗証番号を入れていただくという、こ

ういう行為をもって情報を求めにいくというスタ

ートになるんでしょうか。 

○企画政策課長 

 先ほどの情報連携に関しては、このカードを直

接入れたりとかいうことじゃなくて、この個人番

号のほうを12桁の番号を利用しまして、本人確認

というのは、あくまで写真がついておりますので

申請時にそのカードを利用できるかどうかは写真

等で確認させていただいて、このカードを機械な

んかを入れてやるという意味合いではなくて番号

を使うという、こういった手続になるかと思いま

す。 

○中島委員 

 そうすると、その段階ではＩＣチップは活用す

る目的ではないということですね。番号だけあっ

て確認できればいいと。そうすると、このＩＣチ

ップをどういうときに使っていくのかということ

ですね、多目的な利用がその行政側はそれは要ら

ないということですよ。それはどういうふうな想

定でしょうか。 

○企画政策課長 

 先ほども説明の中では、例えば将来２年後です

かね、平成29年からですけどもマイポータルが予

定されておりまして、そのときには、そのカード

だけでマイポータルで情報を見れるという形にな

りますと、例えば誰でも使えてしまうということ

になりますので、そのときにそういった暗証番号

ですね、パスワードを利用するということでこう

いった機能をここに設けさせていただいているか

と思います。 

 あわせて、先ほどの空き領域につきましては、

市独自の条例でいろんなサービスを使うときにそ

ういった領域が設けられているということで、こ

の空き領域が資料によると５割ぐらいはこういっ

た空き領域を持っているということがちょっと資

料の中には書いてありました。 

○中島委員 

 マイポータルで見ようとしたときには、家のパ

ソコンでカードリーダーに入れて暗証番号を入れ

ると自分の情報がどこからどういうふうに流れた

ということがわかるというね、そのために使うと

いうことですが、もう一つ空き領域をつくったら

いろんな条例に基づいたいろんな使用目的がいろ

いろ入った場合にも、その個人認証としてカード

をカードリーダーで読み取って行うと。ただし、

例えば図書館へ行った場合に、そんなものはなく

ても貸してもらえますよね。だから、どういう場

合かなというのがちょっと公的に条例でやろうか

なと思ってるサービスで、この認証が必要なもの

というのはどうなんだろうということはちょっと

わかりかねます。余り想定ができないなと。市民

であればということが今ちょっと思いましたが。 

 あとは、例えば口座番号、銀行口座、金融機関

の口座番号、これが新聞などによると、もう2018

年からは連携するあなたの番号は何番ですかと金

融機関からも求められるぐらいのことが新聞報道

で書いてありましたよね。利用者は2018年という

のはスタートする段階ですが、金融機関からマイ

ナンバーを聞かれるようになる。口座と番号をつ

なぐというのは税務調査で資産もつかみやすくす

る狙いがあるためだがというようなことも書いて

ある。銀行などに教える法的義務は当面はないと

いうふうに書いてありますね。この空き容量のと

ころで空き容量のほうは条例のものなので関係あ

りませんが、先ほどの公的認証のほうで民間のと
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いうような説明をされましたよね。これも銀行と

の関係のことを言っているんですか、いま一つは、

先ほど言われた。銀行、その他、どんなものがほ

んとにいろいろなところでこれを狙われていると

いう感じなんですが、銀行口座との関係で言うと、

こちらですか。 

○企画政策課長 

 民間活用につきましては、私も新聞の程度しか

わからないということが現実なんですけども、こ

こに書いてありますように、電子証明書の欄にイ

メージということで金融機関におけるインターネ

ットバンキングだとかインターネットショッピン

グ、こういったところでも当然買い物だとかそう

いったことをするには暗証番号等登録番号を使う

ということで、そういった領域がこの公的認証欄

に設けられているという内容かとも思います。 

○中島委員 

 具体的になってくると、ほんとにちょっと心配

な面が出てくるわけですが、ＮＥＣなどでは、そ

れこそホームページで出てたんですけれども、こ

のマイナンバー制度を活用するための準備室がで

きたと、番号利用推進室というのを立ち上げたと

いうことです。銀行ではない普通の民間のところ

が、もう既に立ち上げていると、こういったもの

をどうやって使うのかという推進室が立ち上がっ

たと、こういうことなんですね。 

 ですから、行政として行政の効率化ということ

を非常に強調されているわけですけれども、それ

以上の大きな活用をもくろむものが今もう動き出

しているというようなことがあって、閣議決定で

民間の活用もできるというようなことを現にやっ

てるわけで、大変その点では、市長が言われた、

効率よくやれるんだからいいですよという範囲を

超えたものが大変あるということだけは確実では

ないかなと、こういうふうに思うんですね。 

 こういったものをやってる先進の国もあります

けれども、こういった総背番号制をかえって全国

の一律のこういうネットワークから切り離してや

ろうというふうに逆に戻ってくるという国もある

と。これもちょっとやめましょうということで、

尐し逆戻りして尐し小さい範囲にしましょうとい

うふうな国の動きもあるようなことがありまして、

大変便利だ、効率的だというふうにだけ受けとめ

ていては危機感がなさ過ぎるということを私は感

じますね。その点では、市長もそういった認識は

きちんと持っておみえになりますか。 

○林市長 

 私の勉強する限りですと、３つメリットが言わ

れております。先ほどから出ております行政の効

率化、２つ目が国民の利便性の向上、そして一番

大きなのが公平公正な社会の実現ということであ

ります。 

 この件書いたのをコピーしましたけれども、所

得や他の行政サービスの需給状況が把握しやすく

なるため負担を不当に免れること、例えば消えた

年金などや給付を不正に受けること、例えば生活

保護などを防止するとともに、ほんとに困ってい

る方にきめ細かな支援を行えるようになる、これ

が先ほど税務署の税情報等も言われたんですけど、

脱税防止とか、公平公正な社会の実現という面で

は非常に大きなメリットが出てくるんではないか

なと期待しております。 

 もう一つ、一方で、リスク管理でありますけれ

ども、先ほど企画政策課長が申し上げたのは、シ

ステム面の保護措置ということであります。個人

情報を一元管理するのではなく、従来どおり年金

の情報は年金事務所、税の情報は税務署といった

ように分散して管理しますと。また、行政機関間

で情報のやりとりをするときもマイナンバーを直

接使わないようにしたり、先ほど申し上げました

ように、システムにアクセスできる人を制限した

り、通信する場合は暗号化を行う、先ほどの例で

すね、暗号化をしているという。 

 もう一つのリスク管理として、制度面の保護措

置というのがあるわけであります。法律に規定が

あるものを除いてマイナンバーを含む個人情報を

収集したり保管したりすることを禁止している、

また、特定個人情報保護委員会という第三者機関

がマイナンバーが適切に管理されているか監視監

督を行う。さらに法律に反した場合に罰則も従来
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よりかなり重くなっているということでありまし

て、リスク管理はシステム面、制度面両方から保

護措置をやっていくということであります。 

 いずれにしましても、今までと全くこの情報の

中央集権化ということでありますので、そうした

視点では今までと違った形であるわけでありまし

て、前回申し上げたんですけども、中途半端にし

ちゃうとそのリスク管理も中途半端になっていく

わけでありまして、しっかりと公平公正な社会の

実現をしていくんだというそういう視点で心構え

でやっていくということが大事なことかなと考え

ております。 

 またあわせて、先ほど機械上のシステム上のリ

スク管理申し上げたんですけど、やはり人がやる

ことでありまして、人の道徳性、倫理性というの

もしっかりと言っていかなければいけない、訴え

ていかなければいけないなというふうに考えてお

ります。 

○中島委員 

 民間活用という点では全く触れられていません

ね、今、行政的なところでのメリットということ

で言われて、ただ、年金の把握がまずかったとい

うこれに対しては、確かに把握できるようになっ

て、消えた年金という問題が起きなくなるという

そういう面はあろうかなというふうに思います。

それも今までもできないわけじゃないけど、さぼ

ってたということのやっぱり人間的な問題だった

わけですよね。できないわけないのに勝手に消し

てしまったようなところがあったので、それは非

常に人為的な問題であって、機械的な問題ではな

かったというふうに私は思っております。 

 それにすりかえて、だから今度は大丈夫という

ふうな言い方はやっぱりちょっとまだ問題がある

なという感じはしますが、そして公平公正という

点で、よくネットでも不正受給がなくなる、生保

のことで特に出てくるというようなことですが、

所得を把握するということはこれでは確実にはで

きません。税金はどうだったかはわかります。そ

れから、銀行とつないでしまえば口座の残金が幾

らかはわかります。だけど、その方がアルバイト

して幾ら稼いだかとかそういう所得については、

これでは全くだめです。そういう意味で言うと、

今問題にしているような不正受給はどうだろうか

という問題は、これは解決できません。税払って

ないからね、ほとんど。ですから、何でこれが不

正受給を免れて、ただ、児童扶養手当の所得制限

を執行あるので、それを確認するということはで

きますけども、生活保護が何回も出てくるんです

ね、このネット。だけども、それはできないんで

すよという私は認識を持っていますが、市長、そ

の辺どうですか、ちょっと認識おかしくないです

か。 

○林市長 

 私も生活保護の事務を間違っていたら御無礼な

んですけれども、生活保護事務、この人が対象者

かどうかというときには金融資産等の資産の状況

を把握するわけでありまして、先ほど中島委員御

紹介されたように、金融番号と個人番号を統一、

くっつけるということによって、この個人番号に

よって金融資産の名寄せができるということが私

は想像するわけでありまして、そうした中では、

今まで人海戦術で。 

○中島委員 

 所得がわからない。 

○林市長 

 所得はあれなんです。金融資産がわかるんじゃ

ないかなというふうに思って、所得についてはど

うかというのは、私今のところわからないですけ

ども。 

○中島委員 

 わからないんですよ、所得はね。金融機関は現

在でも全部手間がかかるかもわからないけど、本

人に金融を全部調べさせていただきます、いいで

すかという同意書を取ります。ですから、その方

の金融は全部調べます。それは絶対にやってるん

ですよ。当然困ってくる方はないんですけども、

金融は空っぽなんですよ。あとどれだけ残ってる

ということはわかりますけれども、10万円が３万

円になるまでは当然待ってくださいというような

ことはしますけども、それは今でもちゃんとやっ
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てるんです。不正というのはどうなるかというと、

全く違う問題なので、これで解決できるというも

のではないということを私は言っておきます。何

回も私は立ち会ってきましたので、常に所得報告

をしなければ、収入報告を毎月やらなきゃいけな

いと、そこのところでごまかしがないかというこ

とは市は見抜けないという問題はあります。だけ

ど、このマイナンバー制では見えません、それは。

ですから、大きなメリットと言われている問題が

市の段階では余り見えてこない。ただ効率的にや

れるという面だけ。本人にとってどうか、本人が

どれだけ恩恵をこうむるかというメリット、そこ

のところが非常に尐ない。メリットが出るという

のは、どういうときだというふうに思いますか、

企画政策課長、本人ですよ。知立市に住んでる本

人がマイカードであるから何のメリットがあるの

かという点を銀行口座を持つとか、そういうのは

やめてくださいよ。ただ、行政的な問題としては

どうですか。 

○企画政策課長 

 個人番号カードにつきましては、市民の方の一

番メリットといいますと、転入転出、そういった

手続のときが一番最大限のメリット、要は、いろ

んな手続でほかのところからの情報が必要となる

ということになりますと、例えばずっと知立市に

住んでいる方でいきますと所得は当然知立市で把

握できます、住基情報も把握できますということ

になりますので、そういった移動等があったとき

にはメリットになるかと思います。 

 それから、番号を使いますと今まで市の事務と

いうのも、ある程度いろんな事務でいろんな番号

を使っていたものが、これからは個人番号で統一

できるということのメリットは、これは行政側に

なってしまいますけども、あります。 

 それから、先ほどの御質問の中で、地方公共団

体情報システム機構はどういった団体かというこ

との御質問、大変遅くなりまして申しわけありま

せん。 

 こちらの団体につきましては、総務省が所管し

ます団体でございまして、地方公共団体が主体と

なって業務運営を行う法人ということで、総務省

の所管の団体でございます。 

○中島委員 

 個人にとってのメリットは転出入の際の元情報

を取り寄せるのに、先ほど図にありましたような

元情報を他市から取り寄せるのにカードが使われ

ると便利と。これは本人も便利かもしれないけど

行政の皆さんもさっとそこで処理ができるという

両方のメリットという、これがあるわけですが、

転出入時のみと言っても過言ではないというとこ

ろがあります。この今の段階ではね。あれもこれ

もやろう、あれもこれもやればいいとか、どんど

ん条例でふやしていって、それが便利だというふ

うになる可能性もちろんありますけども、どんど

んふやせば、またプライバシーの問題もくっつい

てきますので、両面くっついてきますので、余り

それははっきり言ってメリットというふうには言

いがたいなという感じを私はしております。 

 サーバー情報というのは何年間ぐらい保存でき

るのかという点ではどんな、番号は一生なんです

ね。サーバーのいろんな情報が積み重ねられてい

きます。知立市にずっといたとしても年々変わっ

ていくわけですが、このサーバーの情報は何年で

更新するとか何かルールがあるんでしょうか。 

○企画政策課長 

 中間サーバーのことだと思うんですけども、ま

だ仕様がはっきりはしていないということです。

こちらのほうも今いろいろシステム改修等を委託

をしておりまして、そういったところで情報も聞

いておるんですけど、まだはっきりしてないとい

うことで、業務によって保管期間が変わるんでは

ないか。例えば税情報は何年、何々情報は何年と

いう形で変わるんじゃないかということの情報し

か今のところありません。 

○中島委員 

 それもまだはっきりしていないということであ

りますね。まだ施行されるのがこれからなんです

が、その前に法律の改正案が行われたというよう

に、非常に未熟な法律をつくって、もうスタート

前から改正をして、これは個人保護条例もやっと
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かないかんなということで、それも改正されてと

いうそういう代物だということですね、この制度

そのものがね。これからどうなるのかという、ま

だわからない部分がいっぱいあるという中でのス

タートということで、日弁連なんかでもこれは大

反対しております。この制度そのものが、そんな

ものじゃいけないということで、はっきり表明を

しているわけです。 

 ただ、そんな中で、費用対効果がほんとにそれ

でどうなんだということが問題になります。メリ

ットが非常に市民的に国民的には尐ない中で費用

対効果というものはどうなんだということが問題

になっております。それこそ日弁連の中でもこれ

は巨大なＩＴ箱物だというふうに言われておりま

す。 

 その点では、当市で言うと、この住基のほうの

お金の試算は紹介したりしてまいりましたけれど

も、今回の場合のシステムで総額はここに１億

6,000万円何ぼ出ておりますけど、維持経費等も

スタートした段階から始まってまいります。その

点ではどのようにお考えでしょうか。 

○企画政策課長 

 今後の維持経費という御質問ですけども、今回

このシステムに変わりましても、今までの住基サ

ーバーの関連の費用ですね、こちらのほうは個人

番号を取得するときにこのサーバーはずっと使い

続けていかないかんということになりますので、

ことしの住基サーバーの保守料と借上げ料でいき

ますと約750万円ほどあります。それに加えて、

今回スタートするに当たりまして、各市のいろん

な税システムやら住基システム、こういったもの

の改修費用がかかっております。こちら予算の概

要にも載せさせていただきましたんですけども、

平成26年から平成28年にそういったシステム改修

類が総額で約１億6,000万円余の予定をさせてい

ただいております。 

 ただ、こちらのシステム改修等につきましては、

国の補助金がつくということで、総務省と厚労省

の補助金対象ということになっております。 

 あと、今回この番号制度に伴いまして中間サー

バーというものが新たにできましたので、こちら

のものについてですけども、こちらの改修費につ

きましては平成26年度に負担金として98万1,000

円、平成27年度予算では653万6,000円を予定して

おります。こちらの中間サーバーの２つのお金に

つきましても国の補助金があてがわれるというこ

とになっております。 

 平成28年度につきましては、中間サーバーの改

修補修等につきましては129万2,600円を予定して

おりますけども、今のところの情報でいきますと、

平成28年度は交付税措置になるんではないかとい

うことの情報が入っております。 

 ただ、その後につきましては、この中間サーバ

ー、補助金がずっともらえるのか、交付税措置は

されるのかということは今の段階ではわかってな

いという状況でございます。 

 以上です。 

○中島委員 

 ＩＴの箱物だというふうに日弁連が言ってるよ

うに、これからも国庫補助がつくよということで

すが、平成27年度でも負担金が653万円というの

はこれは中間サーバーの負担金ですね。これは多

分各市がこれからもずっと払っていかなきゃなら

ないというように思います。 

 住基のほうも750万円ことし出るわけですが、

これも必要経費としてこれからもいくと。住基の

上にまた中間サーバーのお金が出るというような

ことで、大変お金がこれからもかかっていく。国

の補助があるというものの、はっきりしたもので

はないと。対象経費はかかったお金よりも低かっ

たりするので補助するよと言った率そのものがも

らえるわけではない。そしてまた、交付税換算に

切りかえていくとなったら、これもまた幾ら入っ

てくるのかがわからないと。交付税の国の地方財

政計画の中の枞の範囲と、こうなってくると、こ

れも減ってくるということが予想されます。そう

いう意味で言うと、ほんとに費用対効果というも

のが見られないというふうに思います。 

 住基カードはこの間ちょっとはっきりした数字

が示せなかったんですが、平成26年の段階で
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3,052枚、スタート段階からね。平成25年末で

2,799枚、平成26年は３月11日現在までで253枚と

いうことで3,052枚の発行が行われて、全体とし

ては大変尐ないと。徹底しなければ意味がないと

市長が何回もおっしゃっていますけれども、マイ

カードもそういった意味では費用対効果というも

のが大変大きな心配があるということだけは申し

上げなきゃならないし、国のお金だからいいんだ

というわけにはいかない。国民の税金ですからね、

国が持ってくれるからいいんだとばかりは言えな

い面もありますので、これについては大変大きな

問題があるということは何回も主張させていただ

いておりますが、言いたいなというふうに思いま

す。 

 この運用方法については、まだまだマイカード

の認知度というものも国民の中では総務省のほう

は58％ぐらいの方がマイカードということについ

て、ちらっと聞いたことがあるかなという認識だ

と、まだその程度だと。ほんとにみんながちゃん

と真剣に受けとめるかどうか、危機管理の問題で

もほんとにそれでよしとするのかどうかのか、こ

れは今後の大きな問題だというふうにも言われて

おりますので、そういう危機感をしっかりと当局

にも持ってもらいたいなというふうに言っておき

ます。 

 次の問題を聞かせてください。平和行政のこと

なんですが、今回は95ページと99ページに尐し予

算が載っております。平和の首長会のほうが95ペ

ージ、平和首長会議メンバーシップ負担金2,000

円、あともう一つ載っているのが99ページの総合

式典の上にある平和祈念式事業ということで12万

円、合わせて12万2,000円かと思いますが、それ

でよろしいですか。ほかにも予算を特別に取った

ものがありますか。 

○協働推進課長 

 平成27年度の予算につきましては、今、中島委

員がおっしゃられましたメンバーシップの負担金

と平和祈念式典の予算というふうになっておりま

す。 

○中島委員 

 このメンバーシップ負担金というのは、どうい

うものですか。 

○協働推進課長 

 知立市は平和首長会議のほうのメンバーになっ

ております。本年度までは加入しておっても負担

金は求められていなかったんですけれども、平成

27年度から負担金を拠出してほしいという事務局

からの話がありましたので、今回予算計上させて

いただきました。 

○中島委員 

 それはどうしてなのかなというのはわからない

ですけど、今お話がなかったんですが、全体でも

12万2,000円という大変ささやかな予算でありま

す。戦後70年という１つの大きな今節目というこ

とで、さまざまな企画も行われております。愛知

県も70年のための予算というものを取っておりま

すが、その辺は御存じでしょうか、平和の70周年

ということで。わからないですか。 

○協働推進課長 

 戦後70周年ということで、例年行っております

平和祈念式典、ことしは今現在まだ決定はしてお

りませんけれども、式典にプラスして何かしらの

イベント、戦争体験を聞く話だとかそういったも

のを考えております。 

 愛知県の記念事業については、ちょっと把握は

しておりません。申しわけないです。 

○中島委員 

 市の取り組みは何かしようとしているというこ

とをおっしゃったのか、またじっくり聞かせてく

ださい。 

 愛知県のほうは、県のほうの終戦70年の夏とい

うことで、７月から戦争に関する資料の常設展示

を始めます。県庁大津橋分室の１階、ここが常設

展示場になるそうです。1,179万1,000円という予

算を県は出しました。計上しております。 

 やはり70周年の節目、当時の方たちが亡くなっ

てしまうというようなことで、そういったことの

思いでこれをやって皆さんからいろんな資料も集

めるということも含めてやられるということなん

ですよ。私は、何か70周年に当たって取り組みが
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あってもいいではないかというふうに思っており

ますが、これは資料館のほうでやるということで

すか。先ほど何か言われ始めましたので、その取

り組み、知立市のことで何か言われ始めましたよ

ね、先ほど。お知らせください。 

○文化課長 

 ３月でしたかね、広報ちりゅうとかでも募集を

かけておりましたが、そういう戦争体験をお話し

ていただける方いらっしゃいませんかというよう

なことを募集をしております。 

 まだ具体的なものは私、今ちょっと把握してな

いんですが、70周年記念事業ということで協働推

進課とできるところがあれば手をつなぎながら、

資料館においては昨年もやりましたけど、昨年も

３人の方の戦争体験者の方に来ていただきまして、

図書館の視聴覚室でもって戦争体験を語る会とい

うのをやりました。今回もそういったことをお話

していただける方、それから、戦争にまつわる

品々というものを集めて資料館で70周年にちなん

だ催しをやるという予定はしております。 

○中島委員 

 資料館ではそういった企画を考えていこうとし

ているということですね。 

 教育委員会のほうは何かありますか、ほかに学

校の関係では。 

○学校教育課長 

 まだ通知のほうは来てないんですけど、多分そ

の70周年ということで市教委、県教委通していろ

いろな啓発を子供たちにしてほしいというような

ことが多分年度変わってからじゃないかなと思い

ますけど、今あえて特にやるという計画はないで

す。それにあわせて考えていきたいなと思ってま

す。 

○中島委員 

 県の常設展示ができるんだったら、一度子供た

ちをそこへ連れていって見せてあげるというのも

いいですよね。相当大規模に収集されるだろうと

思います、県でやるんですからね、大津橋ですけ

どね。そういったものも企画の中に取り入れて、

余り独自の目玉的なものは特に感じられないなと

いうふうに私は思います。平和なんて空気のよう

なものだという、ちょっと話がありましてね、前

に市長から。そうなんですけども、やはり意識し

なければ空気もなくなっていってしまうというこ

ともありますので、平和70周年ということを意識

して今からでもさまざまな部署で企画、そういう

視点を持った取り組みをしていただきたいなとい

うふうに思います。改めて予算を取らなくても、

ここの中でやろうとかということでやるというこ

とです。 

 それから、８月にいつも原爆の展示会をやりま

すけども、ああいうときにも市庁舎の中でも戦争

のいろんな資料が集まったところでは、それも展

示するとかね、資料館までどうぞお行きください

ということとあわせて市庁舎の中でもそういった

ものをやるということも私は、ぜひ取り組んでい

ただきたいなと、これがちょっともう尐し前に出

てもいいんではないかなというふうに思いました。 

 市長のこの議会の最初の施政方針の中では、そ

ういった70周年だということについての思いは１

つも触れられなかったということについては、ち

ょっと私は残念だなというふうに思っておりまし

たので申し上げておきます。 

 それから、多文化共生センターを今回615万

6,000円ということで改修、拡大というふうにし

ていただく予算が計上されました。ほんとにこれ

はうれしいなと思っております。これがどのよう

な工程で行われるのか。今使っているものが使え

なくなるかなということも含めて、その辺の工事

の進捗、どのように進めるのかということが気に

なりますのでお知らせください。 

○協働推進課長 

 多文化共生センターについては、今、商店街の

３号室を賃貸で借りて、そこで行っておるんです

けれども、今隣室の４号室が空き店舗ということ

で、こちらのほうを賃借し、内外装工事などを行

って、可能であれば中で行き来ができるようにし

ていきたいというふうに考えております。 

 今の予定ですけれども、今回これで予算をお認

めいただけましたらＵＲのほうに対して書面で賃



- 123 - 

貸について要請をしていくというふうになってお

ります。 

 ただ、現在その隣室４号室が賃借できるかどう

かは、ちょっとＵＲのほうでも今検討中というこ

とでありますので、何月からということはちょっ

と今この時期では答弁できないかなと思っており

ます。 

 以上です。 

○中島委員 

 すぐに始まるというような状況ではないという

ことですね。予算を計上されたということは見通

しがあって貸していただけるという話し合いにこ

ぎつけというふうに私は受けとめておりますけれ

ども、またどのようなスケジュールになるのかと

いうことについてはわかったところで教えていた

だきたいなというふうに思います。予定は予定と

いうことで、この予算が予定なんですけれども、

それで今回臨時職員賃金ですとか、講師報奨金と

か、通訳報奨金とか、わずかながらもついていま

すね。何をどのような事業をしようとしているの

か。 

○協働推進課長 

 今年度行っている事業に加えまして、来年度か

らは週に１回決まった曜日、決まった時間に臨時

職員、あるいは通訳を置いていくというふうに計

画をしております。 

 これは隣室４号室が借りれる借りれないにかか

わらず、今ある３号室で実施をしていく予定でお

ります。 

 以上です。 

○中島委員 

 週に１回通訳も配置して臨時の方と２人の体制

でということですね。週に１回相談事業をやるん

ですか、どんなことをやるんですか。 

○協働推進課長 

 具体的に相談事業として配置するのではなくて、

決まったときに臨時職員、これは通訳もできる方

という形で、具体的には今、市民課で通訳を行っ

ている方たちを交代でそこに配置をしようという

ふうに思ってますけれども、相談事業として置く

のではなくて、そこを管理を兼ねて置くという考

えでおります。 

○中島委員 

 通訳のできる方ということで、これは臨時職員、

講師、通訳とばらばらに予算があるんですね。こ

れは同じ方にいくということもあるということで

すか。 

○協働推進課長 

 同じ方というか、臨時職員として雇用するわけ

ですので、決まった方ということなんですけれど

も、１人だと対応が難しいのですので、交代にな

るかと思います。 

○中島委員 

 だけど、通訳は通訳で予算がついてますよね。

臨職は臨職でついてますよね。だったら通訳と臨

職とセットかなと思うじゃないですか。これは同

一人物で、片や賃金もらいながら通訳の報奨金は

プラスアルファしてもらうというも想定したもの

かなと、あなたの話からするとそういうことなの

かなという、誤解ですか、これは。どういうイメ

ージかちょっとわからないので、通訳と臨職の関

係は。 

○協働推進課長 

 今現在の考え方としてはそうなんですけれども、

当初は行政になれた、今市のほうで外国人相談や

ってみえる方という具体的なことまで詰めてなか

ったものですから、日本人の方の臨時職員とその

通訳というふうに考えてはおりました。 

 具体的に最近になって市のほうで今やってみえ

る方がやっていただけるという大体の話をいただ

いておりますので、それであれば、あえて日本人

の臨時職員は置かなくてもいいのかなというふう

に思ってます。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

休憩 午後１時50分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後１時59分 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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○協働推進課長 

 先ほどの多文化共生センターへの臨時職員の配

置なんですけれども、現在考えておりますのは、

毎週土曜日午前10時から午後３時、お昼の時間を

除く時間を今のところは考えております。 

 以上です。 

○中島委員 

 一歩前進ということで、常設的に市の職員がい

てほしいなというのがあって、それがうまく活用

できるかどうか、またいろいろボランティアとし

ても私ども協力をしたいなというふうに思ってお

りますので、よろしくお願いをいたします。 

 どんどん集まってくるようなことになればセン

ター祭りやってもいいし、多文化共生センター祭

りと、全市的な大きなのじゃなくてもセンターの

ちょっとしたイベントをやってもいいですし、発

展的にそんなふうに交流が盛んになることを私は

期待をしております。 

 それから、日本語指導教員ということで今回こ

の中には出てきません。県のほうの予算で教員が

つきます。多文化共生の並びでちょっと聞かせて

いただきますが、７人が加配されるという、こう

いう報告がかつてございました。小学校が４人、

中学校が３人加配されるというこういう内容だと

いうふうに思いますけれども、改めて確認をさせ

てください。 

○学校教育課長 

 小学校のほうが４人ですね、それから、中学校

のほうが３人です。今まで全体で10人、これが17

人になったということです。 

 内訳としては、東小学校に５名いましたが、こ

れを８名にしております。それから、知立西小学

校が１名だけだったんですけど、ことしから２名

にしました。知立南中学校は４名のところを７名

にしました。学校の人数で割り当てられます。本

来なら東小学校のほうが４名ついたわけなんです

けれど、市の考え方として、１校だけじゃなくて

新たな日本語教育のシステムの構築をしていく学

校を必要というふうに考えて、西小学校のほうに

そういうところを持っていきたいなという配慮が

あります。 

○中島委員 

 南中のほうについては４名のところ、今度３名

プラスして７名になるということになりましたね。

中学校の場合は、その基準よりオーバーした部分

を10人に対して１人、基準がということの説明を

前に受けました。基準よりも30名多かったという

ことですか。その範囲でしたかね。もう尐しほん

とは生徒の人数がいるんではないかと。ちょっと

人数の確認をさせてください。 

○学校教育課長 

 今、まず東小学校170を超える人数がおります。

県のほうの基準があるんですけれど、171人以上

で８人というような基準表があります。そこがも

う一番最高のところで、それ以上の基準がありま

せん。 

 小学校のほうをもう一回言います。今まで91人

以上在籍する学校に５名、これが限界だったんで

す。それに追加されて111人以上６人、131人以上

７人、151人以上８人、171人以上９人、ここまで

範囲を伸ばしたと。 

 それから、中学校のほうは、今まで41人以上４

人、ここからさらに追加項目で51人以上５人、61

人以上６人、71人以上７人、81人以上８人という

範囲をつくったということです。 

 東小学校のほうは170を超えてますので、こう

なったと思います。それから、南中学校のほう、

まだ流動的でわからないんですけど、80人ちょっ

といくか、80人ちょうどぐらいか79人ぐらいかと

いう試算で出してましたので、そうなりました。 

 以上です。 

○中島委員 

 配置をされている範囲で何とかぎりぎり、ちょ

っと足が出たかなどうかなというこんな感じで、

ぎりぎり配置はされたということになりますね。

ただし、東小学校の場合は１人は西小学校へ回し

ましょうということで尐し穴が開きますけども、

経験も長くなってきてる取り組みということであ

ります。 

 社会科のところにも手を伸ばして厚く教育がで
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きるというようなことも校長先生からも伺ってま

いりましたし、各学年に１人ずつ配置するという

ようなことも言っておみえになりました。大分大

きな前進を見ることができて、これについてはそ

の成果を期待をしたいなというふうに思っており

ます。 

 次に、自主防災活動の活性化事業というのがあ

りまして、これは防災リーダーの養成とかいろい

ろなことが書かれております。実は、この間、昭

和３丁目で火災がありまして、お亡くなりになっ

たということでありました。地震防災ということ

に非常に力を入れているさなかに火災で亡くなっ

てしまったというようなことで、防災という場合

には火災も１つ念頭にしっかり置かなきゃいけな

いなと、一般建物火災にも力を入れなきゃいけな

いなというのを私は強く感じたところなんです。 

 火災報知機というものが一応法律で全国に義務

づけられると、罰則はないと、強制力はないよと

いうことの範囲ではありますが、一応義務化され

たと、こういう状況にはあります。火災報知機が

作動したかどうか、これについても消防署の広域

連合にいろいろ話を聞きましたけど、まだそれが

わからないと、全く原因もわからないという今の

状況でありますけれども、それを火災もほんとに

予防していくという防災の１つの大きな内容にし

なきゃいかんなということを思いまして、そうい

った意味では、この火災についてどのように何か

お考えがあったら聞かせていただきたいなという

ふうに思いますが、予算ではこういうことでリー

ダーですけども、どういう活動を今後していくの

かというその幅についてどんなふうにお感じにな

ったか。 

○安心安全課長 

 ただいまのお尋ねで、総合的に防災として含め

たらどうだということで考え方を述べよと言われ

たと思いますけれども、火災は基本的には消防で

受け持ちではなっておるんですけども、その中で、

消防団の活動を私たちは今回も４分団、４個班み

んな出てくれまして消火活動もかなり深夜に及ん

だと思います。装備、その他の面も含めまして、

防災のいわゆる南トラとか何かで火事とかという

ことは別に、通常の業務においては142名が今か

かわってもらっておって、年末年始、警戒、各自

の地域での活動といろいろ一生懸命やっていって

いただきますので、今回消防団の強化も出ました

ので、あわせて消防団の強化ということで地域に

根づいたことをやっていただければと思ってます。 

○中島委員 

 ですから、例えば火災報知機がついてたかと。

皆さんつけましょうねというのを防災の消防団の

役割かどうか、それはわかりませんよ。私は、も

う尐し予防的なところでそういったものについて

もちょっと取り組まなければいけないなというこ

とを私は今思ってるんですよ。彼女は86歳、息子

さんが63歳でしたね。息子さんは毎日夜勤という

仕事をしていらっしゃって、夜は全く１人なんで

すね。その夜の火災ということになってしまって、

２人暮らしなので、旦那さん亡くなって息子さん

は一緒に住む２人暮らしなので、ひとり暮らしの

高齢者には無料で火災報知機をつけてあげるとい

う制度があるんですね、福祉のほうで。あとは自

分でやってくださいということになってるので、

法律的には。前、広域消防のほうからも、皆さん

つけてくださいというのがありましたけども、そ

ういった高齢者の方がいる家庭でつけているかど

うかなというのをチェック項目に入れてＰＲする

というような自主防災のいろんな活動の中の項目

として１つ追加しなければいけないなということ

を私は感じているというそういうことですので、

この気持ちわかりますでしょう。大震災、南海ト

ラフが起きたわけじゃないのに火災で死んじゃっ

たなんてことは何か予防できなかったかなという

ことを思うわけじゃないですか。 

 だから、そういったところにも尐し目を向けた

防災活動をやりましょうということを私は提案し

たいと思います。そういうことなんですよ。答弁

はいいですわ。私、もうすぐやめてしまうしとい

うふうに思われると困っちゃいますけども、総務

部長いかがですか。防災というと、どうしても地

震というふうに言っちゃうんですよ。地震、雷、
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火事、おやじと、こっちへ全部防災しなきゃいけ

ないなと思うんですよね、どうですか。 

○総務部長 

 一言で防災というと中島委員おっしゃることも

入ると思いますけれども、ただ、役割分担がそれ

ぞれございます。火災は第一義的には消防署のほ

うでということで、私どもがやっておる防災とい

うのは大規模な防災、水害だとかそういったもの

を中心にやってるので、今おっしゃるようなこと

はいざやるとなると、やはり消防署を中心に我々

も協力するというそんなようなイメージでやって

いくのかなというふうには思いますけど、決して

おざなりにしていいことではないというふうには

思っています。火災というのは常日ごろは大規模

災害、地震よりは風水害と火災というのが我々の

身近な災害であると、その点について異論はござ

いません。 

○中島委員 

 広域連合ということで、ちょっときめ細かなと

ころにまでそういう意味では住民の顔の見えると

ころでの活動というのは、ちょっと遠くなった気

がするんですよ。まだ一緒になっているころには、

そういうお宅には消防署のほうから出向いていっ

て、ひとり暮らしのお宅のところへ、安全対策と

いうことをやってくださったんですよ、知立消防

が。今それなくなっちゃったもんですからね、そ

ういったことが向こうでやってくださればいいで

すけども、でも私が今言ってるのは、防災リーダ

ーつくっていくけども地域の防災という面はもう

尐しそういうところもプラスアルファしてもいい

んじゃないかということを申し上げておくと、こ

ういうことです。絶対だめということじゃないと

思うんですよね、今の範囲でも。要援護者をいろ

いろとつかみましょうというときにありますから

ね、そういう問題も。ぜひそれは１つの教訓とし

て私はあったらいいかなというふうに思います。 

 それから、地域創生の地方版の戦略というもの

をつくっていくということが国から言われており

ますよね。１年ぐらいかけてつくるのかなという

ことが本会議の中だったか、どこかで言われまし

たかね。地方版総合戦略ですか、これはどういう

ふうに受けとめていらっしゃるのか、もう一度そ

の辺を御説明ください。 

○企画政策課長 

 国のほうが国の長期ビジョンをあわせて総合戦

略をつくりまして、地方、県及び市町村に対して

は策定の努力をしてくださいということで、来年

度平成27年度に当市におきましても総合戦略のほ

うを作成していきたいというふうに思っておりま

す。 

 国のほうが国の総合戦略を示しておりますので、

それを参酌して地方に見合ったような、その地域

地域に合ったような戦略を立てなさいということ

になっておりまして、国のほうの戦略の内容で知

立市に合ったような形を考えていきたいというふ

うに思っております。 

○中島委員 

 地方分権ですから、何か余り縛られた形もどう

かなと思うんですが、きのうも国会の質問を聞い

ていましてね、これに関係していたと思うんです

が、今、国が一番大きな問題は何だという質問を

蓮舫議員がしてみえたね。安倍首相が人口減尐だ

というふうに言って、こういう話をされるわけで

すね。 

 私も読むとね、やはり人口減尐を解決する、も

ちこたえていく、そのためにということが随所出

てくるわけで、ほんとにそこのところが担保でき

るのかなということを私はずっと思ってるんです

が、市長は、この戦略の受けとめ方、安倍首相は

人口をふやそうということが大きな狙いというふ

うに言ってますが、市長はどんなふうに受けとめ

ていらっしゃいますか。 

○林市長 

 まち・ひと・しごと創生法というのは、まさし

く人口減尐に向けてどういうふうな取り組みをや

っていくかということだと思いますけれども、今

申し上げましたように、まち・ひと・しごとです

ので、まちづくり、人づくり、仕事づくりという

ことかなというふうに考えております。 

 知立市として、昨日の市民福祉委員会でも話題
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になった１つとして、小規模企業振興基本法がで

きました。これは、まさしく今までの中小企業法

と名前は似てるけど全く違う概念でつくられてる

ということは認識しないかんのかなと。 

 １つは、今までは経産省の補助金というのは拡

大再生産をする企業に対して補助金を出していく、

そういう方向に向けていくものに対する補助だっ

たんですけれども、あの法律というのはレベルで

持続可能であればいいよというそういう形の補助

金ということで、私、勉強させていただいた限り

においては、非常に哲学を変えるという、今まで

と哲学違うんだよということを教えていただいた

んですけれども、ということで、何が言いたいか

と申しますと、小規模企業の方々というのは、ま

さしく消防団に入ってたり、ＰＴＡやられたり、

お祭りやってたりという地域のコミュニティーを

つくっていらっしゃる、そうした方々に対すると

ころに光を当てるというそういう側面があるとい

うことが１つと、あと、小規模企業者というのは

目に見えない財産を持っている。例えば、隣近所

の人たちはどういうものを欲しているか、どうい

うサービスをすればいいのか、かゆいところに手

が届くようなそういう無形のノウハウというか資

産を持っている、それをしっかりと継承していく、

相続をしていく、そこをやらないかんよというこ

とを言っているわけでありまして、まさしくこれ

からの創生というのは、やはりそこに視点を当て

ていくということは１つのポイントかな。そうす

ることで人が育ち、仕事が生まれ、いい形で日本

的な成長が生まれていく、そうするところに希望

が出てくるんじゃないかな。それは小規模企業振

興基本法、教えていただいた中で。 

 １つやり方として、知立市で言うと商工会の方

と一緒になって取り組んでいくということが大事

なことかなと、そういうふうな考えで思っており

ますけれども。 

○中島委員 

 ほんとに小規模な５人でやってるような小さな

企業も含めて大事にしていこうというね、それは

大事なところであります。 

 人口の問題をもう尐し聞きますね。知立市の出

生率はどれだけですか。市長は御存じでしょうか。

余り認識されてないなということですね。担当は

知ってみえますよね、前に調べていただいたね。

出てこないですか。 

 皆さん余り人口ふやそうと言っている割には、

知立市の出生率を知らない。頭に入ってない。い

けないじゃないね、そんなことでは。私は、まち

づくりとか人づくりとか仕事づくりとか、それや

らなきゃいけないんですけど、出発点である知立

市の人口はどれだけ、そして出生率はどれだけと

いうのを頭に入れといて、それはどこまで伸ばそ

うかというようなイメージをやっぱり持ってもら

わないと、一番大きな問題が人口減尐だと言って

安倍首相も言ってるんですけど、やってることは

人口を離れちゃうんですよ。大きな企業を応援し

てみたり、中小企業は知立市でもやろうと言って

ますけどね、出生率は1.79です。全国平均は1.43

ですからね、全国平均よりは高いということです。

市長そういうことですよ、1.79。これはこの地域

全体に高いのではありますけれども、一番高いと

ころは東海市が1.82、みよし市が1.81というのに

次いで大体この辺もという数字になっております。

2.07ぐらいだったら人口が維持できるよというこ

とでありますけれども、やはり出産というものに

ついての支援というものも大きな視野に入れて、

中小企業、まちづくりとか仕事興しとかという問

題ももちろん大事なので、それはそれでやってい

ただくことと、意識していただきたいのは、やは

り出産とか、ここの戦略の中にもしっかりありま

すよね、女性が結婚、出産、子育てをしっかり支

援していくというのは戦略が一本の柱で出てくる

わけですよ、若い世代の結婚、出産を支えると、

ここの部分が意外とまちづくりよりも尐し今、停

滞ぎみだなという感じがするんですよ。 

 私は、この戦略をつくる上では、知立市は出生

率をどのぐらいまで引き上げようというぐらいの

気持ちは持ってほしいというふうに思うんです。

2.07そう遠くないというね、知立市はということ

なんですよ。それ意識してやっていただきたい。
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そうしたらもう尐しいろんな施策も大事かなとい

うふうに見えてくるんじゃないかなと思うんです

が、市長、そういう実態なんですよ、いかがです

か。 

○林市長 

 今、中島委員おっしゃられましたように、出生

率をしっかりとつかんで、それを上げていくとい

うそうした考え方、やはり持っていかなければい

けない。反省をいたしております。 

 あわせて、今住んでいらっしゃる子育て世代の

方々が、もっともっと子育てがしやすい、そうし

たことが中・長期的には知立市で子供を産みたい

な、知立市でもう一人、もう二人産みたいなとい

う、そういう雰囲気というか空気ができてくるん

じゃないかなと確信をいたしておりますので、そ

こについても当然ながら今まで以上にさらに進め

てまいりたいと考えております。 

○中島委員 

 目標を持って進めていくというのもいいんじゃ

ないかなと思うんですね。この出生率の目標って

難しいと思うんですけどね、でも、もう一人産み

たいな、この地域ならもう一人産んでも大丈夫だ

なというような安心感、この間の市民福祉委員会

の撤回条例がありまして、第３子の無料のところ

についての表記が誤っていたために無料にならな

いというものになってたので撤回されて、再提出

をされるというような方向が代表者会の中で決ま

りました。ほんとに第３子は無料ですよと。第３

子については、例えば給食費も無料にしますよと

かね、そういった第３子ということにもう尐し力

点を置いてみるとか、そういった直接的な支援と

いうものももう尐し考えてもいいんじゃないかな

というふうに私は思います。 

 今回、給食費を値上げされますけれども、そう

いった視点で、第３子は無料にしましょうと。私

は一般質問でもほんとはもう尐し踏み込んでいき

たかったんですけども、時間の都合で中途半端に

終わってしまいましたけど、やはり若い人たちの

支援をしっかりすると。学校給食についても今回

消費税が上がったりいろんな栄養価が尐し見直さ

れて足りなくなったとか、いろんな説明はありま

したけれども、やはり第３子は無料にしていこう

かという、こういう流れも検討してもいいのでは

ないかなというふうに思うんですが、もう一度こ

の点、どんなふうなお考えなのか、お考え聞きた

いなというふうに思います。 

○教育部長 

 一般質問でもいただいたかと思いますけども、

現在のところ愛知県内を見ましても、まだまだ第

３子無料化行っているところもほんとにわずかで

すし、１つの施策ということだと思いますけども、

現在のところは担当としては考えておりません。 

○中島委員 

 そういう事務的なお答えをいただいたんですが、

総合戦略をつくっていくんだよというときのスタ

ンスをもう一つ押し出してほしいということなん

ですよ。総合戦略をつくるよ、人口をふやしてく

よということなんです。もうあと100年たったら

5,000万人になっちゃうようなことでは、ほんと

にさびれてしまうという日本ですね、それじゃあ

いけないということで取り組むことが今、国から

号令がかけられている。号令かけられなくてもや

らなきゃいけない尐子化対策ですけども、やはり

その辺は国の参酌ということをよく言われますけ

れども、知立市が独自に人口アップさせるために

ここに力点を置くというような特徴を私はつくっ

てもらいたい。その点だけちょっと伺っておきた

いと思うんですが、副市長いかがですかね、基本

目標なんかに若い世代の結婚、出産、子育て、１

つの大きな柱としてあるわけですから、その辺を

重視して、このまちは大きな企業があるまちでは

ない、子育てしやすい住宅環境のいいまちなんだ

という、こういうアピールがあっていいんじゃな

いかなと思うんですが、いかがですか。 

○清水副市長 

 今回の第６次の総合計画の１つの基本的な考え

方として知立市の定住人口をふやすということと、

もう一つは、知立市の魅力を高めて、知立市で、

ぜひ、ついの住みかにしていただく、そういった

方たちをふやしたい。市内、県外からの転入者を
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迎え入れて、その方たちは生涯を通じて知立市で

と、そういう方たちをふやしたいというのが１つ

の考え方でございますので、今、御質問者おっし

ゃるように、知立市で子育てをするためにいろん

な条件が整理されている、これも大事なことです

けども、そこにやはりそういった適齢の皆さんが

知立市に移り住んでいただく、いわゆる社会増を

もたらす、そういった施策も非常に大事なことだ

なというふうに思います。それがあいまえば知立

市も今後どんどん人口はこれから伸びるというこ

とはなかなか難しいわけですけども、今の水準を

維持するということと、できるだけ平均年齢の若

い都市とすると、そういうようなことも１つの目

標かなというふうに考えております。 

○中島委員 

 だから、総合戦略の中で知立市の独自のそうい

ったイメージをきちっと打ち出すような内容のも

のをつくってもらいたいなというふうに私は提案

したいと思います。 

 国の一律的な参酌でいきますと、どこの市もみ

んな同じようなものになってしまうということが

心配されますので、そういった点では、知立市は

ほんとに子育てがしやすい便利なまちだからたく

さん集まってくる。輸入した人口ばかりふやすの

が目的ではないですけども、それは出ていかない

ということにもつながりますので、その点では私

も同じ気持ちです。 

 ですから、そういったところをうんと押し出し

て、新しい仕事づくりももちろんそうなんですが、

そんなにここの知立市内で大きな仕事づくりの場

所はないわけですので、大きな大きな期待はでき

ないというところがありますので、やはり住みよ

いという住環境をということは一番のメーンがそ

うじゃないかなというふうに思います。市民の皆

さんも、この知立市はそういった面では住みよい

よねとことはよく言われます。ですから、よい特

徴をアピールできるような戦略をさらにつくって

もらいたいなというふうに思いますので、その人

口という点にもきちっと軸足を置いて意識してや

ってもらいたいということを申し述べておきます。 

 １つだけ、給食センターは今回は調理業務の委

託の切りかえの時期ですか。 

○教育庶務課長 

 今回、今の契約が平成27年７月31日まででござ

いますので、来年度契約の切りかえという時期に

はまいります。 

○中島委員 

 切りかえに関して、何かお考えがありますでし

ょうか。何か特別にこういった条件をつけて、こ

ういうことをもっと力入れたいとか、そういう何

か条件的なものを考えていらっしゃるかどうか。 

○教育庶務課長 

 特に重点的ということは、まだ今あれなんです

けども、安心・安全ということはもちろんのこと、

２回目から３回目の委託の時期にもなってまいり

ます。前回もこの時期と言うんですか、年度明け

ますと、すぐまた業務委託の研究委員会、こうい

ったものをまた立ち上げてまいりますので、その

中でしっかりと契約に関して基本方針ですとか、

そういった仕様等をまた検討させていただきなが

ら研究させていただきたいと思います。 

○中島委員 

 ぜひ研究はしていただかなきゃいけないなと思

いますが、よく社会的な問題になるとアレルギー

の問題で違った何かで重篤な事件になってしまっ

たとかね、ちょっと間違えて配ぜんしちゃったと

かいうことも含めてなんですが、事件になったこ

ともあります。 

 それから、配食が遅くなって冷たくなっちゃっ

たとかね、うちの場合は近いので、よほどそうい

うことないと思いますけども、そういった何か見

直しの問題とか留意点というかね、そういった点

での議論も今あれば聞かせていただきたいと思っ

たわけですが。 

○教育庶務課長 

 アレルギー問題、よく新聞でも出ております異

物の混入ですとか、そういったのというのがすご

く話題にはなってるかと思います。そういったこ

とを未然に防ぐ、これが一番大事だということは

常日ごろからセンターのほうでも考えております
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ので、今のところ大きな事件、事故に至るような

ことはないかと思っております。 

○中島委員 

 そういった安全対策をしっかり日常的にやって

いけるような人員体制といいますかね、そういう

ものもきちっと目を配っていただきたい。パート

ばかりじゃここでも問題があるなというようなこ

とやらね、正規の方がしっかりと推進できるよう

な職場環境をというこういうところも大事かなと

思います。その辺もしっかり精査してもらいたい

なと。 

 また、今どんなふうな正規とパートかというこ

とについても、また機会があれば資料をいただき

たいなというふうに思いますが。それから、市の

ところから向こうに移った方たちが残っているか

どうかわかりませんけれども、労務単価的なとこ

ろについてもしっかり見ていただいて、今回総務

部のほうで出していただいた資料がありました。

労務単価の実態出していただきました。今回も予

算でいっぱい労務単価の問題が出てきております

けども、そういったチェックもきちんとされてい

るかどうかですね、その辺はどうですか。 

○教育部長 

 給食センターの委託の更新の際にも入札に参加

していただく意思があるかどうかの確認の際に、

以前に知立市で働いてみえた方たちのそういう賃

金が確保できるかということを条件にしておりま

した。そういったことで確保できているのではな

いかと考えますが、雇用された後で市の方がそう

いったことを確認するということは労基法上でそ

れは問題があるということですので、この更新の

切りかえの際にもそういった以前行いました切り

かえのときの手法とかそういったものをもう一度

研究して進めてまいりたいというふうに考えてお

ります。 

○中島委員 

 公共工事の設計労務単価比較表というのをつく

っていただきまして、労務単価が１日当たり幾ら

というふうに決まりが数字が出てるんですけども、

それに対して低いところは42％、現場まで行った

ら42％しか賃金が払われてなかったというような

こと、これは総合評価方式の場合だけこれができ

るよということで、それを対象に調査してもらっ

たんですね。大変低いところもあるということが

実態としてはわかったわけですよ、現場へ行くと。 

 今言われたみたいに委託契約でやる場合には、

後追いは法律的にはできないというふうにおっし

ゃったわけですね。総合評価方式ならばできるけ

ど一般的な委託だとできないと、その辺、法的に

説明していただいていいですか。 

○総務課長 

 総合評価落札方式に係る調査の内面としまして、

契約後、労働環境チェックシートというものを提

出していただいております。その中で下請含めた

労務者の単価を確認しておるということでござい

ます。 

○中島委員 

 ああいうのはできないということですね。 

○総務課長 

 総合評価落札方式に係る契約についてというこ

とでやらさせていただいております。 

 以上です。 

○中島委員 

 研究テーマですけども、そのほかについてはチ

ェックできないよと、チェックシートというのは

対象になってないのでね。公契約条例という問題

をつくって、もう尐し幅広くこういうものが見え

るようにしたらどうだというのは何回もやってき

て第一歩としてチェックシートがあるわけですけ

ども、そういった意味では、公契約条例ももう尐

し幅広くそういった皆さんがどういった実態でや

ってみえるのかということを把握できるように検

討すべきではないかと。予算では労務単価引き上

がりましたというのは補正でも出ましたよね。出

ましたけども、末端いったら１つも上がってない

ということもあるわけですよ。もらってないよと、

そんなものはということも出てくるんですよ。 

 ですから、そういった大きなテーマというもの

も引き続き給食センターでも手が出ないとおっし

ゃる。更新の時期だけはこういう契約ですよとい
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うことをやりますので、その後どうなるかはチェ

ックできないと、こういうことなんですよね。大

きな仕事をやってもらうんですけども、そういっ

た点の解決方法を尐しはお願いしておきたいなと

思います。最後です。ちょっと方向性をお聞かせ

いただきたいと思います。 

○総務課長 

 今のお話につきましても今後の検討課題という

ことにはなろうかと思いますけれども、公契約条

例に関する各検討の状況というのは、愛知県にお

かれましてもさまざまな角度から検討がされてお

りまして、現状においては実現されてないという

こともございます。 

 そういった状況も踏まえまして、いろんな角度

から引き続き検討はしていきたいというふうに思

っております。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、議案第26号 平成27年度知立市土地取得

特別会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、議案第30号 平成26年度知立市一般会計

補正予算（第７号）の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中野委員 

 平成26年度の一般会計の追加補正でございます。

こちら予算書及び予算説明書の17ページ、２款１

項の３目広報費の003事業と言うんでしょうか、

広報広聴運営事業のホームページシステム開発委

託料について尐しお聞きします。 

 こちらのほう、実施計画によると２年後、平成

29年に行うというそういった計画でございました

が、今回国庫を活用するということで地域活性化

地域住民生活等緊急支援交付金地方創生先行型で

すね、こちらを活用するということで２年前倒し

してホームページシステム改修ということで実施

することになりました。 

 まず、この活用する交付金、地方創生先行型で

すね、こちらの目標、対象となる事業、また、そ

の目的、どういったものが対象となっておるのか、

そういったものを個々に説明していただければと

思います。 

○企画政策課長 

 今回の地域住民生活等緊急支援のための交付金

ということで、こちら二本立てになっておりまし

て、地方消費型生活支援型という交付金と今回該

当します地方創生先行型ということで二本立てに

なっております。 

 今回このホームページの改修につきましては、

地方創生先行型ということで、こちらの交付金の

目的としましては、地方公共団体による地方版総

合戦略の早期かつ有効な策定と、これに関する優

良施策等の実施に対して支援をするという交付金

の事業でございます。 

 今回ホームページの改修につきましては、その

事業の概要、目的としましては、子育てしやすい

まち、住みやすいまちであることを地域内外の若

者にＰＲするために市のホームページをリニュー

アルをしまして、ソーシャルネットワーキングサ

ービスとの連携やスマートフォンの対応環境を整

備するという形で、そういったＰＲページの作成、

周知等を実施するという中身でこの交付金事業に
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該当するということで申請をさせていただいてお

る内容でございます。 

○中野委員 

 今回この地方創生先行型の中で、このホームペ

ージシステムの申請した目的という子育て支援、

定住促進ですかね、そういったものを目的として

今回2,700万円の事業を行うというそういったこ

とでございました。 

 こちら、このホームページシステム開発に当た

って、何か現在検討しておられる概略みたいなも

の、披露できるものございますでしょうか。 

○協働推進課長 

 現在予定しておりますリニューアルの内容です

けれども、まずはウエブアクセシビリティーの対

応ということで、文字フォントや色、画像の配置

など年齢や身体的特徴などにかかわらず、いろん

な人がアクセスしやすいウエブサイトへデザイン

を変更していく。それから、フェイスブックやツ

イッターなどのソーシャルネットワークサービス

を通じた情報発信。それから最近復旧が進んでお

りますスマートフォンへの対応、こんなところを

現在のところ予定しております。 

○中野委員 

 いわゆる障がい者の方、誰でもユニバーサルな

形でホームページをつくる、スマートフォン対応、

そういったこと、あと、ソーシャルネットワーク

サービスの連携ということでございました。 

 今回、特にこの子育て、定住促進、流入人口増

加ということを考えたときに、誰が対象になるか。

当然子育てとかそういったことになりますと、20

代、40代、比較的若い世代が対象になるのかなと

考えるところでございます。 

 そういった方というのは、やはり特に主婦の方

とか、家でパソコンを開くということしないんで

すよね。スマートフォン今かなり高機能になって

おって、スマートフォンで用を済ませてしまう。

逆に言うと、スマートフォンで見れないと、いい

やと諦めてしまうというですね。ある調査により

ますと、例えば飲食店とかで自分のお店のホーム

ページをつくるときに、やっぱりスマートフォン

対応のページがないと見てくれないというか、来

てくれないと、そういったあからさまな結果が出

ておるというところでございます。ぜひともスマ

ートフォン、非常に大切に考えていただいて、そ

ういったものを進めていただきたい。そしてまた、

今までどおりパソコンで見られる方にとっても高

齢の方、字が小さいと見れないとか、障がいのあ

る方にもどうやったら見やすいホームページをつ

くれるか、そういうところをしっかり研究してい

ただきたい、そのように思います。 

 また今、ＳＮＳに取り組んでいくということで

したけども、主なもので言うとフェイスブック、

ツイッター等ございますが、どのような連携、そ

れぞれ特性が違うと思うんですよね、フェイスブ

ック、ツイッター。今何かお考えとかあるのでご

ざいましょうか。 

○協働推進課長 

 ＳＮＳとの連携については、まだ細かいところ

までは詰めてはおりませんけれども、現在の考え

ですと、ホームページに掲載した同じ内容のもの

をソーシャルネットワークサービスを通じて情報

発信していくと。現在のところ双方向通信までは

まだ予定はしておりません。 

 以上です。 

○中野委員 

 双方向となると、またなかなかいろいろ議論が

出てくると思います。このフェイスブック、ツイ

ッターというのは、ほんとに性格が違うというか、

やってみないとわからない面があると思うんです

けども、非常に特性が違う。だから普通のホーム

ページと同じようなことをやっておっても収拾つ

かなくなってしまうというか、何をやってるのか

自分たちがわけわからなくなってしまうというこ

とになりかねないと思うんですよね。ただフェイ

スブック連携してみましたでは費用対効果見えて

こない、そういったものもあると思うんです。や

はり今回開発取り組むに当たって、フェイスブッ

クやツイッター、しっかり特性も研究していただ

いて、どのような効果をどのように発信していく

のが一番効果的かということをしっかり研究して
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いただきたいと思います。 

 やってみたじゃだめなんですよね。やはり目的

は市民にとって非常に役立つものであるとか、知

立市のシティプロモーション、それを考えたとき

に、非常に効用のある、そういった使い方、ぜひ

研究してこの１年間取り組んでいただきたい、そ

のように強く申し上げて私の質問を終わらせてい

ただきます。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○久田委員 

 時間がないので短くやります。 

 この補正予算書の27ページ、今話が出ましたホ

ームページシステム開発委託料2,700万円、総合

戦略策定が28万1,000円、旅費ですね。それとプ

レミアム付き商品券発行事業費補助金5,100万円、

これは地域住民生活等緊急のための交付金という

ことでわかりました。 

 それで、本会議でも今後、まち・ひと・しごと

創生事業でこの交付金を真剣に取っていくんだと、

これを企画部長はそういう答弁でした。この交付

金を真剣に取っていこうというね、新しい財源を

確保していこうというような形の上で、真剣に取

り組んでいきたいというふうにおっしゃられまし

たが、平成27年度の予算書に、例えばまち・ひ

と・しごと創生事業に関する予算が全くありませ

ん。この補正予算書のほうには、今言った大きい

２つね、地域消費喚起生活型支援と地域創生先行

型、この２つの資金については大きな歳出があり

ます。小さい歳出は旅費が28万1,000円ですけど、

この28万1,000円が、まち・ひと・しごと創生事

業に28万1,000円だけで地方版の総合戦略がつく

っていけるのかと、ここら辺が非常に心配なんで

すけど、そこら辺はどうでしょう。 

○企画政策課長 

 地方版総合戦略につきましては、国のほうも委

託でつくってもらうのではなくて自分たちでいろ

んな調査をして、自分たちで自分たちの状況に合

った戦略をつくりなさいということになっており

まして、今回、久田委員の言われるとおり、補正

予算としては、それにかかる費用としましてはい

ろんな事務連絡等の旅費と消耗品ということで、

職員が総合戦略を全てやっていく予定で現在のと

ころおります。 

 以上です。 

○久田委員 

 先ほどから議論になっておるように、地方版の

総合戦略というのは、恐らく４つの基本目標があ

ると思うんですよ。先ほどから議論になっておる

ように、中島委員がおっしゃったり、中野委員が

おっしゃっとるのは、３つ目の基本計画の中の若

い世代の結婚だとか出産だとか子育てに対するた

めの自立を図っていきなさいよというそういう目

標の中でやっとると思うんですね。 

 こういう大事なことが、そんな28万1,000円で

私はできるのかなというところが、28万1,000円

の歳出でそんな立派な地方版総合戦略ができるの

かなというのが１つの疑問と、それと、この知立

市でそういう基本目標をつくったときに国のほう

で採択していただかないと交付金が出てこないと

いうことで、そこら辺の取り組みを間違えてしま

うと、せっかく大きな交付金が取れるのに、取れ

ないんじゃないかなという心配があるというふう

に私は思うんですけど、そこら辺はどうでしょう。 

○企画政策課長 

 地方版総合戦略につきましては、各自治体が自

分たちの客観的ないろんな分析に基づいて地域の

課題を整理して、その上でつくっていきなさいと

いう中身でして、今先ほどもお話させてもらいま

したように、職員のほうでそういった分析、課題

等を求めまして地方版の総合戦略を作成していく

現在予定でございます。 

○久田委員 

 時間がないのであれですけど、例えば今回、地

方創生先行型で1,700億円、国のほうから出とる

わけですね。それで基礎交付で1,400億円の中で

知立市においては5,000万円前後がプレミアム商

品券でやったんだね。上乗せ交付の300億円があ

ったと思うんですが、そこら辺が私は上手に使え

たんじゃないかなというふうに思うんですけど、
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時間がないので、それはまた聞くので、よろしく

お願いします。 

 以上。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、議案第32号 平成27年度知立市一般会計

補正予算（第１号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 以上で、本分科会の所管とされた案件の審査は

終了いたしました。 

 なお、予算・決算委員会における分科会委員長

報告の文案につきましては、正副委員長に御一任

いただきたいと思いますが、御異議はありません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で、予算・決算委員会企画文教分科会を閉

会いたします。 

午後２時53分閉会 

――――――――――――――――――――――― 
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――――――――――――――――――――――― 

午後２時59分再開 

○稲垣委員長 

 ただいまから、３月16日に引き続き予算・決算

委員会市民福祉分科会を再開します。 

○佐藤委員 

 昨日は緊急通報装置について伺いをしたところ

であります。知立団地の火災ということがあって、

直接的に火災ということでありましたけれども、

緊急通報装置について基本的に65歳以上のひとり

暮らしと。さまざま運営の中で拡大はされてきて

ますけれども、日中独居の方、夜間独居の方、こ

うしたことも対象にということで、副市長は一度

検討したいと、こういう答弁もあったわけであり

ます。 

 そこで、もう一点お聞きをしたいと思います。 

 121ページのところに日常生活用具給付事業と

いうものがありますけれども、この中には火災報

知機の設置というものもあります。電磁調理器と

か自動消火器だとかありますけれども、この火災

報知機の設置の状況、義務化されてるということ

ですけども、高齢者の皆さんはどのような状況に

なってるか把握はしているでしょうか。 

○長寿介護課長 

 各世帯の火災報知機の設置状況ということにな

りますと、うちのほうでは把握できておりません。 

○佐藤委員 

 一応これらについては全世帯が対象に設置とい

うことであります。市のほうは市営住宅等は市費

でもって全て設置を終わっているわけであります。

この日常生活用品給付事業の中の火災報知機は低

所得、寝たきりなど、ひとり暮らしということが

ありますけれども、火災ということを鑑みますと、

きのうの火災もありますけども、死亡というよう

な事態、また、けがなども含めてあります。命を

奪うという危険が大変あるわけですね。 

 それと同時に、出火元以外のところに延焼する

という危険性がとても高いということをみると、

とても大切な事業かなと思いますけれども、平成

25年度の実績はどのようになってますでしょうか。 

○長寿介護課長 

 こちらのほうの制度の中でつけていただいた分

は１件です。 

○佐藤委員 

 65歳以上の高齢者の皆さん、これが設置の状況

がどうなっているかということも私は把握をぜひ

していただきたいなというふうに、なかなか難し

いことでありますけれども、把握をしていただき

たいなというふうに思いますけども、いかがでし

ょうか。 

○長寿介護課長 

 今現在、高齢世帯の調査ということで民生委員

に家庭訪問していただいてます。その中で、65歳

であるからといって訪問しただけで、まだ年寄り

扱いはしてくれるなということで拒まれるという

ような状況で、非常に各世帯の中の状況を世帯状

況すら難しいですので、火災報知機ということに

なると我々のほうでは無理なのかな。もし可能で

あれば、例えば消防署のほうとかそういった形で

やっていただくほうが全世帯統一してやっていた

だくほうがいいのではないかなと、私はそうやっ

て思います。 

○佐藤委員 

 やり方はともかくとして、そうした火災という

命を奪うと、延焼も起こり得るということを見る

と、一応これを全世帯義務化というような流れの

中で、それだけ推進をされているのか把握するこ

とが必要ではないかと。その方法は結構ですけれ

ども、これは何も65歳以上に限ったことではあり

ませんけれども、そうしたことも必要ではないか

なというふうに思いますけども、保険健康部長、

方法はともかくとして、他の部署、機関と連携を

することも含めて、一度調査をしてもらえません

か。 

○保険健康部長 

 先ほども長寿介護課長が申しましたように、な

かなか難しい調査であるかなというふうに思いま

すので、本来的であるならば消防ですとかそちら

のほうにお願いすべきなのかなというふうに私自

身は思っておりますので、一度どういう形という
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んですかね、一応その調査65歳以上の方に限って

ということはなかなか難しいと思いますので、一

度内部で検討できるかどうかということも含めて

考えたいと思います。 

○佐藤委員 

 それで、この低所得というのはどのレベルなの

か、これはどうですか。 

○長寿介護課長 

 所得の状況に応じてそれぞれ御負担いただく金

額が分かれておりまして、ゼロ円でできるのは生

活保護世帯等のレベルと前年度所得税が非課税の

世帯まででございます。 

○佐藤委員 

 前年度所得税非課税の世帯と。しかし、火災報

知機の設置はひとり暮らしというようなことも要

件に入ってますよね。それはどういうふうですか。

世帯で例えば非課税世帯、ひとり暮らしが限定な

のか、非課税世帯なら１人以上であっても可能な

のか、それはどうですか。 

○長寿介護課長 

 おおむね65歳以上の低所得の寝たきり老人、ひ

とり暮らし老人等というふうに規定してございま

す。 

○佐藤委員 

 ひとり暮らし等ということですと、ひとり暮ら

しに限定はしてないわけですけど、その等の範囲

はどこまででしょうか。 

○長寿介護課長 

 そこまでは規定はございませんので、多分窓口

の中で必要性を考慮した上で、なるべく安全性に

かかわるものですので、広く支給できるように対

応をとっているのではないかなと思っております。 

○佐藤委員 

 そうすると、尐なくとも非課税世帯であれば、

ひとり暮らしに限定しなくても可能だというふう

に理解してよろしいですか。 

○長寿介護課長 

 そういうふうには思っていないんですけど、必

要性があるかどうかということを重点に置くべき

ではないかなと思ってますけども。 

○佐藤委員 

 必要性というのは、どういうニュアンスでしょ

うか。 

○長寿介護課長 

 ひとり暮らし老人等、その等の範囲のどこまで

入るのかということだと思うんですけども、お若

い方がみえて、それについても等ではないかとい

うふうな解釈ではないよという意味合いです。 

○佐藤委員 

 高齢者という形に限定を今するような等と、若

い方がおられたらということであります。 

 しかし、この事業で平成25年度、１件しか申請

ということがあるにしても設置がされてないとい

う、この実態については、この火災報知機の設置

ということはその重要性に鑑みて義務化がされた

という中で、全て自費でつけられているからこの

件数になってるという御理解で、これでよろしい

という認識なのか、それとも調査をしてないわけ

だから、実態はわからないわけですから、その実

態のわからない中でこれを推進していこうと思っ

たら、尐なくとも非課税世帯で若かろうと高齢者

であろうと火災防止と、これは高齢者福祉という

ことに入ってますけれども、若い方と一緒に住ん

でて非課税世帯だと。しかし、その高齢者の命を

守るということプラスアルファで延焼防止等含め

たこの重要性ということを見たときに、今日の設

置件数が１件という、事業としては存在するけど、

こんな状態になっているということを思うと、私

は昨日の火災のことなども、あのお宅が火災報知

機を設置していたのかどうか、ちょっとまだ定か

ではありませんけれども、そうしたことを見ます

と、尐なくとも住民税が非課税の方については設

置を認めていくというような方向性をとるべきで

はないかというふうに思いますけれども、そうし

た点では、全然考えは及びませんか。 

○長寿介護課長 

 火災報知機というふうに書いてはあるわけです

が、ちょっと特殊な火災報知機を想定している要

綱になっております。 

 どういうことかといいますと、火災を感知した
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ときに音や光を発して屋外にも警報ブザーで知ら

せ得るものというものを補助の対象としておると

いうことでございまして、通常ホームセンターと

かで売ってる3,000円ぐらいのやつで天井につけ

るような、ああいうものとは違いますので件数は

尐ないのかなというふうには思ってます。 

○佐藤委員 

 そうであるならば、なおさら設置を進めていた

だいて、高齢者の皆さんの命を守るということを

して、費用的にはきっと高いんだろうというふう

に思いますけども、尐なくともその中に製品とし

て幅のあるような取り扱い方をすることが可能な

のかどうかはわかりませんけれども、今日の実績

が１件ということに鑑みてみると、昨日のああし

た火災などを見ると、今の現状ではいけないんで

はないかなというふうに私は思うんですね。 

 ですから、ぜひこの点では、今この場で長寿介

護課長がそうしますとは言えないかもしれません

けれども、そうした重要性から見たら、ぜひ検討

していただいて一歩踏み出していただきたいなと

いうふうに思いますけども、保険健康部長どうで

すか。この実績の平成25年度で見ると１件という

こういう形では事業として、１件でも普及すれば

結構なことだけれども、火災から命を守り延焼を

防ぐという、延焼というよりも燃えてしまって延

焼になるかもしれませんけれども、尐なくとも命

を守るというこの施策をそうした点で住民税非課

税の世帯にも普及してほしいなと思いますけども、

一度検討してもらえませんか。 

○保険健康部長 

 この事業自体が高齢者の方を対象にという形で

始まったと思いますので、この日常生活用具、命

を守るということは佐藤委員おっしゃるとおりだ

と思いますが、その対象を高齢者だけではなくて

全体を広げてということにつきましては、私ども

の範疇からちょっと外れる部分がございますので、

一度先ほど申しましたような形で調べさせていた

だきたいと思います。 

○佐藤委員 

 今、若い方と住民税非課税だと、高齢者がおっ

て、なおかつ若い方もおるよという点では、今言

った趣旨とどうなのかなという疑問は当然湧いて

くるわけです。ただ、高齢者の命を守るというこ

の視点に立てば、それも可能かなと思います。そ

こは一度検討していただきたいと思います。 

 しかしながら、高齢者だけの非課税世帯という

ものもありますよね。これならば高齢者施策とし

て推進していくことは可能ではないでしょうか。

そこは検討していただけますか。 

○保険健康部長 

 先ほども長寿介護課長が申しましたように、こ

の用具自体、その制度自体が高齢者の方に対する

ものに始まってるわけでございますので、一度ど

ういう形でできるかということは、一度調べさせ

ていただきたいと思います。 

○佐藤委員 

 それが特別な火災報知機だということでありま

すけれども、考え方として、今までひとり暮らし

ということで限定的にやってこられた。しかしな

がら、実績はこういう形だ、こういうことを見る

と、火災の恐ろしさやそういうことを見たときに、

その中身がそういうものでなければいけないのか

ということもありますけれども、考え方としては、

住民税非課税世帯であって自費でもってなおさら

そのような特殊なものをつけられない高齢者世帯

であるならば、費用がかさむということであるな

らば、そうしたことを対象拡大して進めていくと

いうことはとても大切なことではないかなという

ふうに私は思うんです。 

 ただ、その事業のこれは市費で単独でやっとる

というふうに思いますけど、お金が入っているか

どうかは知りませんけれども、そうした火災報知

機と同時に、一般的な火災報知機もその対象に入

れ込んでいただいて、最もふさわしいものが望ま

しいわけですけども、幅をつけていただいて、そ

うした世帯にも拡大していくと。それがいいかど

うかということは検討してもらわないかんですけ

ど、そうした意味合いにおいて、ぜひ私は検討を

進めてほしいなというふうに思うんですけれどね。 

 副市長、きのうは緊急通報装置について、一度
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どのようなケースがあるのか、必要性についての

一度検討をしたいというような答弁もありました

けども、この件についてはどのような認識を、今

の話の中でどうでしょうか。 

○清水副市長 

 きのう、おとといですか、昭和での火災の話か

らですけども、こういったことが二度と繰り返さ

れるということはあってはいけないことだという

認識では御質問者と一緒でございます。 

 ということでございますので、尐なくとも火災

を早期に発見をして大災害を防ぐ、あるいは類焼

を防ぐ、そういったようなことで言えば火災報知

機というのは法で定められてつけるようになって

るわけでございますので、そのことをまずは市民

の皆様に周知をさせていただく。今も消防署を通

じて、しっかりやっとっていただけるとは思いま

すけども、そんな中で、その必要性の中で設置を

する、そのときにいろいろ経済的に難しい、ある

いは高齢者おひとり暮らしの方、そういった方に

ついては、今の制度の中で私はそれをしっかり活

用していただいて設置をしていただくということ

だろうというふうに思います。 

 それで、今のひとり暮らしの報知機というのは、

尐し一般家庭のものとは目的を異にしているのか

なということも今の議論の中で感じておりますの

で、その辺の必要性については、ちょっと私、今

ここで昨日の緊急通報装置と似たような目的とか

そういうような部分があると思いますので、その

範囲を今から拡大していくことについては、もう

尐し今の制度の周知というか、それをしっかり使

って、まずはそれがうまく活用していただいて徹

底をしていくということだというふうに思います。 

○佐藤委員 

 今の制度があって、それを周知をしていく。し

かし、この間、この火災報知機の設置事業が私、

議員になってから相当前からあって、決算を見て

みますと年間に多くても３件とかね、その程度の

話で、今まで周知はどうやってきたんだという話

になりますよね。新規にやった事業でもって周知

はどうだったという話ではなくて、長期にわたっ

てあった事業の中で、こうした実態だということ

なんですよ。 

 ですから私は、もちろんそのことは一生懸命や

ってもらわないかんというふうに思いますけれど

も、ひとり暮らしということ、低所得ということ、

それは自力ではつけることがなかなか困難であり

普及が進まないだろうという意味合いにおいて、

そうした限定がつけられておるんですよね。 

 しかし、それは住民税非課税であるならば複数

世帯であっても同様のことじゃないですか。そう

は思われませんか。論理的にはそのようになると

いうふうに私は思いますよ。そういうことを見た

ときに、ぜひ一度これは研究・検討なのかわかり

ませんけれども、検討していただきたいなと。検

討したけども全然これはふさわしくないという検

討結果も出るかもしれません。そうした意味合い

も含めて、ぜひ検討をしていただきたいと。これ

ならば保険健康部長、可能じゃないですか。 

○保険健康部長 

 どういう形で、今の制度を周知はその都度その

都度やってるというふうに紹介等もしてると私自

身は思っておりますので、その制度を周知、ほか

の制度ですね、消防のほうの方とかそのほうには

火災報知機の必要性の周知等々もしていただくと

いうようなこと、この制度のものについて、先ほ

どからの繰り返しになりますが、一度その必要性

について調べさせていただきたいと思います。 

○佐藤委員 

 私が言った住民税非課税の複数世帯についての

必要性について調べてもらうと。言葉を言いかえ

れば、検討するという意味合いでよろしいですよ

ね。 

○保険健康部長 

 一応調べさせていただくということでございま

す。 

○佐藤委員 

 ぜひ調べていただいて、その必要性があれば設

置の方向でかじを切っていただきたいなと。調べ

た結果について、結果必要性があるということを

認識をされたならば、大切な施策だということで
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設置のほうにかじを切ってほしいと。よろしいで

しょうか。 

○保険健康部長 

 この助成事業の必要性については研究と言うん

ですかね、調べさせていただいて、その必要性が

あれば、またそれについて必要性について調べさ

せていただくということで、よろしくお願いしま

す。 

○佐藤委員 

 必要性があればということで、つけるんだろう

というふうに思いますけれども、そこはなかなか

ずばりと言えないところで、苦しい矛盾した答弁

だったなという感じがありましたけど、ぜひそう

いう方向で一度調べてください。研究してくださ

い。必要性があったら、ぜひ設置の拡大をお願い

したいなというふうに思います。 

 次に、119ページの外出支援事業についてお聞

きしたいんですけど、これはどういう事業でした

かね。 

○長寿介護課長 

 これは高齢者外出支援サービス事業といいまし

て、特殊と言ったらいいかわかりませんけども、

例えば普通のタクシーに乗れないようなそういっ

た高齢者の方のタクシーを補助するという制度で

ございます。 

○佐藤委員 

 これは一般の交通機関、タクシー等に利用が困

難な要援護者と、こういう方を対象にして基本的

にはリフトつきのタクシーを利用した場合に助成

をするというようなものであります。 

 私に相談がありましたのは、要介護ちょっと高

い方でパーキンソン病を患ってるという方なんで

す。このリフトつきの外出支援サービスを受ける

ことが可能だということを言ってます。事実、刈

谷総合病院へ行くのにこれを利用しておるんです

ね。しかしながら、この利用については、例えば

診察を受けられて、もちろん奥さんが一緒につい

ていくわけですよ、１人では困難だからついてい

くわけです。しかし、全然尐しも歩けないという

ことでもないみたいです。ただ、近所で見ると、

歩いたはいいけども転んでしまって立ち上がれん

で、そこにうずくまってるという状況で、私もそ

の方に手を貸して自宅まで連れていったりとかそ

ういうこともありました。そんな形で、このリフ

トつきタクシーを利用をされているんです。 

 その方の言っていることは、とてもありがたい

ということなんです。ただ、年に刈谷総合病院へ

行くのに４回から５回ぐらい、毎月行ってるとい

う状況ではないと。しかし、この利用はありがた

いんだけれども、診察を終えてまたこのリフトつ

きタクシーを利用するのに時間的に大変つらいと

いうね。一緒に付き添いに行ってる方も、かなり

の高齢、お年を召してるんですよ。つらいという

ことを言われてるんです。その方が市のほうに来

たというふうに思いますけれども、確かにリフト

つきタクシーでありがたいんだけれども、帰りぐ

らいは、タクシーが目の前にあるわけですよ。１

回ずつ呼ばなくても目の前にあるもんだから、こ

れを何とか使えないもんだろうかという相談があ

りました。 

 私も市の窓口に行って、どうなんだということ

でお聞きをいたしました。しかし、現在ある知立

市のタクシー券の助成については、身体障がい者

にかかわるタクシー利用ですよね。そして、身体

障がい者の認定を受けなければ利用ができないと

いうような状況にあるんですよね。その方の言い

分は、結局要介護は高くて、パーキンソン病で歩

行がかなり困難だけれども、障がい者認定は、一

度お医者さんに行って障がい者認定が可能かどう

か相談してくださいと言ったけど、体は不自由だ

けれども障がい者認定は取れなかったという事例

なんです。そうすると、このリフトつきタクシー

と障がい者タクシーのはざまの中で困ってるとい

う事例なんですよね。 

 私、そうした点で、もうちょっとその辺を制度

がそれぞれ違うのでね、だけど谷間におられると

いう方なので、何とかそうしたことができないも

んだろうかなというふうに思ってるんですけれど

も、こうした相談は受けられたことはないですか。 

○長寿介護課長 
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 多尐話はあるかなというふうには思います。ま

た、議会のほうでもよく話題が出てるのかなとい

うことは承知はしております。 

○佐藤委員 

 これは制度がそれぞれ違うので、その谷間にお

られる方が、その方の身に立ってみればリフトつ

きタクシーというのは一般タクシーよりもかなり

お金のかかるタクシーですよね。それは利用でき

るんだけど、そうしたはざまにあるということで、

私は何とか制度をどうするかということはともか

くとして、そうした方々が対応できるような措置

を何とかとってもらえんだろうかというふうに思

ってるんです。 

 会うたびにお願いしますねと私も言われるんで

すけど、例としては尐ないかもしれませんけれど、

そうした谷間の方がおられるということの認識の

中で、リフトつきタクシー、障がい者タクシーあ

りますけども、ぜひ対応を、救済できるような対

応をしていただきたいなというふうに思うんです

けども、その辺、今すぐここで回答がぱっと出て

くるというふうに私は思いませんけれども、一度

検討していただいて対応してもらえないかなとい

うふうに思いますけども、保険健康部長はどうで

すかね、この点では。私は、制度が違うというこ

とで断るんじゃなくて、そうした方もおられると

いうことを認識していただいて、何とか対応して

ほしいなというふうに思うんです。 

○保険健康部長 

 障がい者の方へのサービスと高齢者の方へのサ

ービスとのはざまということでございますので、

一度どういう状況なのか、その方だけではない可

能性もありますので、調べさせていただきたいと

思います。 

○佐藤委員 

 林市長、市の制度でリフトつきタクシーの助成

を受けていることは大変感謝をされてるんです。

しかしながら、使い勝手として、そうした病院が

終わってリフトつきタクシーが来るまで要介護の

高い方も大変つらいわけですけれども、一緒に行

ってる奥さんも高齢なもんだから、その待ち時間

だけでも大変疲れてしまうというような状況です。

制度が違うということで、それぞれ谷間にあるわ

けですけども、そうした点で、そうした方々が一

般のタクシーも利用できるような、例えば障がい

者タクシーということで障がい者認定ということ

が必要だということが言われてますけれども、リ

フトつきタクシーを利用されている方で障がい者

認定はないけれども融通の利くような制度に仕組

みというか対応を私はぜひしていただきたいなと

いうふうに思うんです。保険健康部長も一度調べ

てみてということを言われましたので、日ごろ市

長は家族のような家庭のようなということを、こ

ういうときに真骨頂を発揮してもらいたいなとい

うふうに思いますけども、いかがでしょうか。 

○林市長 

 まず、行政としてそうした谷間のサービスをど

のようにしていくかというのは、ほんとに難しい。

まさしく谷間でございますので、そこは自助、共

助の部分に委ねたいなというのが本音の部分であ

りますけれども、理想形はそういった形なんです

けれども、その谷間にいらっしゃる方がどれだけ

苦しんでいらっしゃるのかなというのは、まずは

自分なりに腹に落とすことが大事かなと思ってお

ります。その苦しみぐあいとか、その方だけに限

ったことではないかもしれません。そうしたこと

を自分なりに勉強してみたいと考えております。 

○佐藤委員 

 ぜひ勉強してみたいということですけども、今

否定はされませんでした。自助、共助に委ねたい

と言いつつも否定はされませんでした。ぜひ担当

部長、一度実態を見ていただいて、どのような対

応が可能なのか御検討願いたいというふうに思い

ますけど、もう一度だけこの点でお願いします。 

○保険健康部長 

 高齢者のほうのサービスでやるのか、障がい者

のサービスでやるのかというような問題もあると

思いますので、一度すぐに即答と言うんですかね、

できるできないという判断は御返答はできかねま

すので、一度調べさせていただきたいと思います。 

○佐藤委員 
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 ぜひ調べていただきたいなというふうに思いま

す。前向きな検討をお願いしたいというふうに思

います。 

 それで、もう一点、121ページのところで介護

保険利用者負担額軽減助成費というものが計上さ

れておりますけども、これについて御説明をくだ

さい。 

○長寿介護課長 

 介護保険を利用されてサービスを受けられた方

の中で、所得の低い方について、その利用料の一

部を負担するという制度でございます。 

○佐藤委員 

 これについては、私、一般質問でもいたしまし

た。従来から私どもは、この利用実績がかなり尐

ないということ。それから、第６期の介護保険事

業計画の中でも助成制度が挙げられておりまして、

３年間の計画の中で各年度５人ずつの見込みとい

うような形になっておるわけですけども、これは

要件としてはどのような要件で運営されています

か。 

○長寿介護課長 

 まず、対象者ということでよろしかったでしょ

うかね。対象者は市町村民税非課税世帯に属する

者で前年の当該世帯全員の収入の合計額が独居で

150万円、世帯員が１人増すごとに50万円を加算

した金額以下であるということ。また、世帯全員

の預貯金の合計が独居で200万円、２人以上の世

帯は250万円以下であること。それから、世帯員

全ての日常生活に供する資産以外に活用する資産

を有していないこと。それから、市町村民税課税

者の扶養または援助を受けていないことという条

件でございます。 

○佐藤委員 

 この実績は平成25年度では延べで何件ありまし

たか。 

○長寿介護課長 

 11件でございます。 

○佐藤委員 

 そうした形で、かなり延べで11件ということで

ありますので、人数だけで見ればそれよりもうん

と尐なくなるというのが実態だというふうに思う

んですよね。 

 私、この前、一般質問の中で拡充、要件緩和を

求めたところでありますけれども、そのときに担

当部長は、ここに載ってます社会福祉法人の減免

制度の要件もあるので検討したい旨の答弁があり

ましたけど、社会福祉法人減免は社会福祉法人が

実施をするサービスであります。 

 しかし、この今述べた軽減は、社会福祉法人に

限らない事業者も含めてやってるサービスも該当

するわけですけど、社会福祉法人減免の対象はど

のようなものになっているでしょうか。 

○長寿介護課長 

 要件的にはよく似ておるわけですけども、読み

上げます。 

 市町村民税非課税世帯に属する者であること。

年間収入は単身者で150万円、世帯員が１人ふえ

るごとに50万円を加算した金額以下であること。

それから、この辺が違いますけども、預貯金等の

額が単身世帯で350万円、世帯員が１人ふえるご

とに100万円を加算した額以下であること。日常

生活に供する資産以外に活用できる資産がないこ

と。それから、負担能力のある親族等に扶養され

ていないことということで、預金の要件が若干違

ってくるということです。 

○佐藤委員 

 預金の要件が違うということであります。これ

は社会福祉法人の軽減措置は社会福祉法人の負担

があるわけですけれども、これは平成25年実績で

何件ですか。 

○稲垣委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

休憩 午後３時38分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時38分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○佐藤委員 

 平成25年決算では延べ28名という形になってる、

決算ではなってます。これが社会福祉法人で施設
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入所者も対象になるわけですけども、先ほどの軽

減は在宅でのサービスの対象です。それはありま

すけども、預金要件が違うということがね、もち

ろん軽減内容も若干４分の１とか２分の１とかあ

りますけれども、預金要件が違うということです

よね。 

 これについて担当部長は、私の一般質問に、こ

うした社会福祉法人の軽減措置があるので、この

預金要件についての検討したい旨の答弁がありま

した。これは検討していただけるんですよね。ど

うでしょうか。 

○長寿介護課長 

 保険健康部長がさきの本会議の中で説明をさせ

ていただきましたとおり、ここの社会福祉法人の

軽減制度を基準として、そのあたりでできるかど

うかを検討していきたいと。そのあたりの預金額

でやっていけるかどうかを検討するということを

答えたと思います。 

○佐藤委員 

 そのあたりの預金額でできるかというのは、ど

ういう意味合いでしょうか。 

○長寿介護課長 

 その金額でやった場合に、財源はどのぐらいか

かるだとかそういったことを検討した上で、可能

であれば財政当局と折衝しながら進めていくとい

う意味合いと解釈しました。 

○佐藤委員 

 この予算書を見てもらえばわかるとおり、もち

ろん理事者側は、たとえ１円でもあろうと、それ

はその捻出は御苦労されてるということは私も承

知をしております。 

 しかし、これ見ていただければわかるとおり、

社会福祉法人減免では44万6,000円です。そして

下のところも45万6,000円です。同時に、訪問介

護利用者負担金助成費というのがあります。これ

は介護保険が始まる前にホームヘルパーなどを利

用していた方々を対象に介護保険制度が始まって

１割負担が発生するということでもって、これら

の制度がスタートいたしました。これは平成25年

度決算では対象者がいないということでゼロ円に

なっておりました。 

 このような状況の中で、この預金要件を拡大す

ることが財政的負担がとても大変で、他の事業に

大きな影響を与えて困難になるというような状況

では私はないかなというふうに思いますけども、

保険健康部長はこの辺はどのようにお考えですか。 

○保険健康部長 

 当然、財政的な負担がふえるわけでございます

ので、その辺のところも含めて検討させていただ

くというふうでお答えしたと思います。 

○佐藤委員 

 財政的な負担が拡大すれば要件に該当する人が

ふえる可能性はあります。しかしながら、これが

1,000万円も2,000万円もなるような状況じゃない

ということは、この予算計上や今までの決算状況

を見れば、そのとおりですよね。そうじゃないで

すか。 

 私は、何も1,000万円も2,000万円もここに投入

せよという話をしているわけじゃなくて、預金要

件を拡大しても、そんなに莫大な費用がかかる、

せめてこれの倍になるのかならんのかという範囲

の話じゃないですか。これをいろいろ言いながら

言われているというのが今の実態ですよね。 

 いずれにしても、ここで即答はできないという

ことであるならば、ぜひ検討していただいて、私

は実施の方向に踏み切っていただきたいなという

ふうに思いますけどね、そうじゃないですか。 

 もちろん皆さんは、税金を預かり、そうしたも

のをどこに投入していくのかということを立場に

あるわけですから、１円ふえてもこれは大変だと

いう御認識、そのことはそのことで大切なことだ

なと思いますけども、私が言ってるのは、尐なく

ともある程度の範囲のことを提案しているにすぎ

ないんですよね。ぜひこれは保険健康部長、もう

一度検討してください。どの程度までなら許容で

きるというふうにお考えですか。 

○保険健康部長 

 まだそこのところ、どの辺の対象者の方がいる

のかどうかというところも含めて、その財政的な

面も含めて検討させていただきたいと思います。 
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○佐藤委員 

 検討はそんなに所要の時間がかかるというふう

には私は思いませんけれども、次の６月議会ぐら

いには検討内容が明らかにはできるんじゃないで

しょうか。どうでしょうか。 

○保険健康部長 

 その検討の内容にもよりますので、いつまでと

いうことを私の今の立場では、ちょっと申し上げ

らません。 

○佐藤委員 

 すごい膨大な作業がかかって、膨大な費用がか

かってできないと。検討に要するのに１年も２年

のかかるというレベルの話ではないでしょう。検

討することはしていただけるんですよね。検討す

るということは、今のこのレベルでは今のこの制

度では不十分だという認識があるから、拡大はど

こまでやっていくかということはともかく、そう

いう認識があるから検討するということを答弁さ

れてるんですよね。ただ、それがどの程度の範囲

の中で費用がおさまるのか、その辺の兼ね合いの

中で実施するかどうかということは、またそれは

別問題です。でも今の制度では不十分だという認

識の中で、検討を表明されたんですよね。そうい

う理解でよろしいですよね。 

○保険健康部長 

 いろいろなこと、その事業実績等も含めて、現

在のほかの政策とのバランスも考えて検討すると

いうふうにお答えしましたので、すぐにいつまで

にということは、１年、２年ということではない

ですけども、一度その検討はさせていただきます。 

○佐藤委員 

 早目に検討していただきたいなと。私、言って

いることは特別すごい無理なことを今ここで言っ

てるわけではないので、ぜひそこは検討をしてい

ただきたいなというふうに思います。 

 副市長、今、保険健康部長はなかなかね、皆さ

んの答弁は、福祉のささやかな拡大を含めて、前

にかじを切るような答弁はこの間ほんとに尐ない

なというのが私の感想です。でも今、私が提案し

たのは、ほんとにささやかな拡大をどうなんだと

いうことを提案しているですよ。 

 ですから、保険健康部長はああいうふうに言わ

れましたけども、速やかな検討をしていただきた

いなということで副市長、よろしいでしょうか。

６月議会ということは言ってません。速やかな検

討と。 

○清水副市長 

 佐藤委員からは、個別に幾つかの点についてい

ろんな改善の御提案をいただいております。一つ

一つは財源的に言えばそういうことかもしれませ

ん。御質問者のおっしゃるとおりだというふうに

思います。 

 ただ、保険健康部長も申し上げました、いろん

な障がい者、あるいは高齢者、いろんなそういう

さまざまな社会的に御苦労されている皆様の全体

のバランスの中で今の制度を私たちも運用させて

いただいているというふうに理解をしております

ので、そういった中で、もちろんこれで全てオー

ケーだというふうには思っておりませんので、そ

ういった検討ということは不断のテーマだという

ふうに思っております。 

○佐藤委員 

 さまざまなバランスということがありました。

しかしながら、この間、そうしたバランスの中で

前向きに改善されたものがどうなんだろうかなと

見ますと、なかなかこれがというものが皆さん方

から御提案されてるというものが、もちろんいろ

んな国の制度が計画のもとで前進面がないとは私

は言ってないし、あるわけですけども、そうした

点で、ぜひ私は、前向きな検討を求めておきたい

なというふうに思いますけれども、そういうこと

です。 

 次に、127ページの福祉手当費、004の心身障が

い者手当支給事業という形で、これが7,400万円

と、前年度予算に比べるとかなり減額をされてま

すけど、減額の内容はどのような形なのかお知ら

せください。 

○福祉課長 

 減額の内容は、４月から４カ月はまだ所得の状

況がわかりませんので、平成26年度決算の状況で
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お支払いするという形になります。８月から所得

区分等の情報が明らかになりますので、それを受

けて全体の25％程度が年金等で課税世帯になるだ

ろうという予測のもと、積算をして出した数字で

ございます。 

○佐藤委員 

 これは、去年の当初予算、決算の数値ではあり

ませんけれども、当初予算では8,133万円という

のが当初の予算でした。昨年の当初予算を含む段

階でも同じような形で積算をされて計上をされた

というふうに思います。 

 しかしながら、昨年の条例改正がありまして、

所得制限の導入がありました。同時に、65歳を超

えて新たに障がいになった方たちは対象外だよと

いうようなことの中で減額が発生したんだろうと。

それと同時に、一方では近隣市並みの拡充をとい

うこともやられて、このプラスマイナスの中でど

ういう状況なのか、これはどうでしょうか。 

○福祉課長 

 平成25年度決算が7,598万4,300円でございまし

た。平成26年度見込みとしましては7,935万4,000

円程度を見込んでおります。これで４月から７月

を積算しますと、2,645万1,000円程度が支給額に

なります。８月から３月は単価の見直しをします

ので、1,524万8,000円増加するというふうに見込

んでおりますので、それに８カ月分のお金と、あ

と、25％引いた0.75掛けした数字、これが約

4,300万円程度ということで積算しております。

これを合算した数字が7,416万円程度という形で

見込んでおります。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 拡充はありましたけども、全体としては、そう

した所得制限の導入で25％の方たちがそういうこ

とだという点では、大変大きな影響のあった条例

改正だったなというふうに私は思っておるところ

です。 

 私どもは、そのときに条例改正反対をいたしま

したけども、いずれにしましても、そうした影響

のある中身だったなというふうに思っております。

それで、そこはそのことを聞いただけであります。 

 それで、次のページの129ページでありますけ

れども、後期高齢者福祉医療助成事業と、これに

ついてもちょっと御説明をください。 

○国保医療課長 

 後期高齢者福祉医療ということでございますけ

ども、対象となる方のいろいろ区分ございますけ

ども、身障１級、３級の方、精神障害者保健福祉

手帳１、２級の方、自立支援医療受給者証の交付

を受けた75歳以上の方もろもろありまして、あと、

そのほかにも、ひとり暮らしの高齢者の方、寝た

きり高齢者の方というのはそのような対象となる

人の中で住民税非課税というのは一定の基準のも

とに、本来自己負担になる部分を福祉医療の中で

全額支給しているものでございます。 

○佐藤委員 

 その中で、ひとり暮らし対象は１億1,000万円

の中でどれぐらいの部分を占めているんでしょう

か。 

○国保医療課長 

 この当初予算の中の部分ではないんですけど、

平成25年度で申しますと、ひとり暮らしの対象者

の方が全部で1,022人中219人の方を対象にこの方

を認定させていただいておりますので、数字的な

ものが今、手元にございませんので。 

○佐藤委員 

 それで、このひとり暮らしの対象者の方につい

て、以前の議会の中で内規について問題点を指摘

をさせていただきました。その内規はどうした状

態からどのような状態に改善をされたのか、そこ

はどうでしょうか。 

○国保医療課長 

 こちら、ひとり暮らしの者に関する内規という

ことでこれまで運用してまいりましたですが、

前々回でしょうか、委員会の中でいろいろ御提案

をいただきまして、その後に私ども内部で随分検

討してまいったわけですけども、特にあのとき問

題になったのが隣地ですとかそういうようなこと

だったと思います。 

 一応単身世帯という考え方がなかなかどういう
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ところだというようなこともありますけども、一

番私どもの中でここのポイントを置いて考えたの

は、どうもこの後期高齢者福祉医療の中で、ひと

り暮らしの方を医療自己負担を無料にしているの

はどういう方を支援したいのかというところを一

度整理させていただきました。 

 これをやっぱり低所得ということで、医療費の

支給が困難ということで、日常生活において孤立

しがちであるひとり暮らしの方、こういう方が医

療機関の受診機会を支援するということを一番最

初の趣旨の中でお配りさせていただいておると思

いますけども、趣旨のところにしっかり載せさせ

ていただいて、そういう人たちが受診がおくれて

重度化したり、最悪、孤独死になるようなそうい

うような事態はあってはならないと。そういうよ

うなところに着目して、そういう方を支援したい

というところで考えましたので、ひとり暮らしの

判断基準につきましては、原則としてとかという

文言を入れたり、単純に住民票ですとか同一敷地

内とかということだけで判断するのは、もちろん

それは一定のラインではありますけども、そこの

中で原則としてというところを入れながら、本当

にその方が孤立してる方かどうかというところを

考えてこの内規のほうを変更させていただいてお

ります。 

○佐藤委員 

 そうすると、前回の大きなテーマになったのが、

隣接するという点は改善をされて、そうした方も

生活扶助を受けてないというような前提において

可能となった、こういう理解でよろしいんでしょ

うか。 

○国保医療課長 

 隣地ですとか同一敷地内ですとかというところ

は、ふだん毎日のように行き来している方であれ

ば同一敷地内という判断をさせていただく場合も

ありますが、以前の委員会でそこで出たところの

ような方ですと、行き来のないという判断の中で

は単身世帯に該当するというふうに考えます。 

○佐藤委員 

 ここで内規の中で、特に以前もこういうふうだ

ったのかちょっとわかりませんけども、孤立しが

ちなひとり暮らしと、現在はひとり暮らしを対象

だから、当然そういう文言があるわけですけれど

も、ただ、要綱のほうで見ますと、この高齢者の

医療の確保に関する法律による医療の一部負担金

の支払いが困難な高齢者の健康の保持増進を図る

ため、医療費の一部を支給し、もって福祉の向上

に寄与することというふうになってるんですよね。 

 しかし、内規の中では、あえて日常生活におい

て孤立しがちなという限定をつけたんですよ。ひ

とり暮らしであっても、この要件だけを見れば孤

立しがちな高齢者なのか、近隣のお友達と仲よく

しているのか、孤立してない人間関係のある人た

ち、地域の中で、そういう人は趣旨に反するよと、

趣旨だけを見ればですね、要件だけ見れば当然だ

けれども、趣旨だけ見れば反するよというような

書き方ではないですか、これは。 

 ですから、ひとり暮らしの者ということの限定

でやればいいわけですけども、日常生活において

孤立しがちなということをあえてつけられた趣旨

はどういうことかなというふうに思うんですよ。

この対象になっている、先ほど言われた219人で

すか、この人たちはみんな孤立しているわけでは

ないというふうに思いますよ。孤立しがちな人た

ちではなくて、地域の中で人間関係築いたり、お

友達との関係があったり、そういう人たちもおる

んですよね。 

 そうすると、そういう人は趣旨に反するのかな

という、実際問題、趣旨と乖離が出てくるんです

よね。そうすると、あえてここで内規といえども

それをうたうこと自体がちょっとおかしなことに

なるんじゃないかなというふうに私は思うんです

けども、どうですか、その辺は。 

○国保医療課長 

 ひとり暮らし高齢者の方、もちろんいろいろな

自分の活動の中でいろいろな人間関係を構築され

てますので、それをもって孤立してるかしてない

かということはないとは思いますけども、あくま

で市としてどういう人を救いたいかというところ

に着目した場合、とにかく受診機会がおくれると
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いうのが一番よろしくないというところをそうい

う方に支援したいんだという思いをこの中で表現

させていただこうと思いますと、ひとり暮らしを

認めて普通の２人世帯、３人世帯を認めてないと

いうようなところの差は何なのかというと、やは

り孤立しがちだという表現が一番方向がわかりや

すいのかなという考え方で載せさせていただいて

おります。 

○稲垣委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後４時01分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後４時10分 

○稲垣委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○佐藤委員 

 今の現状は、ひとり暮らしが対象なので、そう

いうことだなというふうに思います。市のほうの

それは思いだということでありますけど、私ども

は、かねてからこの高齢者のひとり暮らし、住民

税非課税、これを拡大し、複数世帯でも可能なよ

うにということも提案してきたところですよね。

そうした中においてですけれども、私は、改めて

それを求めたいなというふうに思ってるんですよ。 

 ここの135ページの去年の臨時福祉給付金事業

というものがありますけれども、去年、消費税の

導入という、８％引き上げというような中で、一

時的・臨時的にその緩和策としてこれが施策とし

て臨時的に導入されたと思うんですけど、その辺

についてどういうことなのか、今年度こういう形

でまだついてますけれども、どういうことなのか

ちょっと御説明いただいてください。 

○福祉課長 

 臨時福祉給付金でございますが、平成26年度に

おいては１万円で１年半分、食費の負担増に相当

する額を支給するということで行われました。 

 今回も支給水準は変わっていませんので、平成

27年も継続されるということで、平成27年度につ

いては平成27年10月から平成28年９月の１年分で

6,000円という形で支給されます。その以後につ

いては、また検討するということになっておりま

す。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 そうすると、去年は１人当たり１万円、また、

それぞれ老齢基礎年金等を含めて条件に合致した

人は加算が5,000円あったわけです。それは当初

は１年こっきりというようなことで聞いてました

けど、今回計上されているの１人当たりの額は今

6,000円ということを言われましたけれども、そ

れは予算規模としては国の予算規模、また、１人

当たりへの支給の規模としては縮小されるけども、

事業自体としては継続されると、こういう意味合

いですか。 

 例えば先ほど6,000円というふうに言われまし

たけれども、去年実施をされた老齢基礎年金、障

害者基礎年金等の受給者については１人当たりの

加算、先ほど5,000円というふうに言いましたけ

ど、これについては加算はあるんですか。 

○福祉課長 

 １万円と6,000円の違いは、平成26年度は１年

半分18カ月でございました。今回は１年分の12カ

月というところで4,000円の違いが出ております。 

 あと、加算についてですが、今回は加算はあり

ません。 

 以上です。 

○佐藤委員 

 いずれにしても、この消費税の影響緩和という

ような形であります。それと同時に、介護保険の

ところで国による低所得者への介護保険料の軽減

措置、これ一部実施、平成29年度への先送りとい

うことがありました。これについてなぜかと私は

問うたわけですけども、副市長は年金等の削減を

含めて高齢者の暮らしが大変になっているのでは

の旨の答弁があったわけですよね。 

 いずれにしましても、今年度も介護保険料も上

がり、消費税も８％になり、年金も削られるとい

うような事態の中、高齢者の皆さんの生活の基盤

がかなり苦しくなってるなということはお互い共

通の認識だというふうに思うんですよね。 
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 そうしたことを鑑みると、現在ひとり暮らしの

後期高齢者に対する先ほどの議論の医療費の助成

がありますけれども、私は、そうした複数世帯で

あっても実施をすべきだと。結果、先ほどのニュ

アンスは、こういうふうに言ったんですよ。孤立

しがちなひとり暮らしの者の医療機関等への受診

機会を支援するためと書いてるんですね、内規は。

それは複数世帯であっても今日置かれておる状況

から見れば、そのような中で孤立してるかしてな

いかはともかくとして、医療機関への受診機会が

厳しい状況になってることは同じことだというふ

うに私は思うんですよね。この辺の認識は国保医

療課長はどうですか。 

○国保医療課長 

 こちらのほうは、もともと要綱がありまして、

その要綱の中の１つの対象の方がひとり暮らしで

あるということでございまして、特にここの部分

を抜き出して内規を設けてあるということでござ

いますので、それの理由はどういうことかと申し

ますと、このひとり暮らしの方につきましては市

の単独事業となっておりまして、もともとは御案

内のとおり県の事業でしたところを県がこの制度

を廃止したと。しかしながら、これまでそれをや

っておったこの制度を各市町がこれをやっぱり残

したほうがいいということで継続して、ほとんど

の市町が継続しております。そういうこともあり

まして、ほんとに取り扱いが各市ばらばらで、聞

いてみますと、ひとり暮らしというのは市内に親

族がおったらペケにしてるよというような市もあ

りまして、厳しいなという思いもあります。 

 そういうことでありますと、いろいろ各市調査

していてもなかなか参考にならない。知立市はど

うするんだというところを整理したいなという思

いが今回はありました。まずは低所得というのは

なかなか市民税非課税というだけで、正直、市民

税非課税が低所得かというと現実とは尐し違うの

かなという思いがほんとはあります。遺族年金と

か全部所得に入りませんし、先ほどの長寿介護課

長のほうにもありましたようなああいうのは全部

遺族年金とか預貯金とかそういうところも見てま

すけども、こちらについては、そこまでは低所得

に着目してない。低所得というのは、あくまで市

民税非課税ということで、比較的それほどほんと

に困ってるかどうかというところの部分について

は、尐しここはスルーになってるのかなというこ

とあります。ですが、一番市としてどこにポイン

トを置くかというのがそこの考え方なんですけど

も、あくまでこのひとり暮らしで私も経験ありま

すけど、孤独死とかそういうようなことが起きて

ますので、そういうことがないように、できるだ

け早い機会に、ほんとにちょっと調子悪いなとい

うことぐらいで医者に行っていただけるというと

ころを何とか救いたいなと。そうなると、２人暮

らしであればこれはもちろんどなたかがそういう

ことをお勧めになるわけですから、若干今回のこ

の内規の部分で知立市が支援する方については、

そこに限定したいということでございます。 

○佐藤委員 

 もちろんこの県制度が廃止をされて、自治体に

よって国保医療課長が言われたように、形態とし

てはさまざまありますけれども継続をしている、

その点は大変皆さんありがたく思ってるところだ

ろうというふうに思います。 

 しかしながら、先ほど言ったような点で、遺族

年金があるとか、もちろん連れ合いがおってひと

り暮らしわけだから遺族年金が残るということも

ありますよ、それは。それは２人で年金もらって

てね、片方の方、若干の減額はあるものの遺族年

金があるというようなことはあります。しかし、

２人で暮らしておっても年金額が極めて尐ない方

たちもおるわけですよ。だから一概にそこのとこ

ろだけを着目してどうなんだという議論は全てが

成り立つわけではないというふうに私は思ってる

んです。 

 私が先ほど言ったような形の中で高齢者の皆さ

んの負担が大変重くなってきてるような状況に鑑

みて、複数世帯も対象にすべきではないかという

ような提案をこの間ずっとさせてもらってきまし

た。今その考えはないということでありますけれ

ども、しかし、これらを実施するのに、例えば複
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数世帯、夫婦ということに限定した場合は、直近

の試算ではないかもしれませんけれども、かつて

試算しましたよね。それはどのぐらいの規模にな

ると考えていますか。 

○国保医療課長 

 ちょっと今、その資料を持ち合わせておりませ

んので。 

○佐藤委員 

 ぜひまたお示しを願いたいなというふうに思い

ます。 

 この当初予算最後の質問になりますけれども、

167ページのところの自殺対策推進事業というこ

とについてお知らせを願いたいんですね。健康21

計画が示されましたけれども、この中で知立市の

自殺率というのは県レベルと比べて、また、全国

レベルと比べてもかなり高い数値になってたかな

と。示された健康21の中の資料では、平成24年度

が4.3％、平成23年度が4.9％という形で、試算を

してみますと平成24年度が19人、平成23年度が死

因別の合計トータルの中で、この割合でいくと20

人という形の自殺率なんです。その状況はさまざ

まあろうかと思いますけども、わかれば年齢別に

この実態を資料として示してもらいたいなという

ふうに思うんですよ。どうでしょうか。 

○健康増進課長 

 自殺の問題です。今手元に年齢別の資料はござ

いません。自殺の数、平成25年度の集計が出まし

て、平成25年度、11人というふうに聞いておりま

して、一応落ちついたような形になってきておる

のかなというふうに考えております。 

 また、知立市の自殺率が特に高いかというとこ

ろについては、若いまちですので、死亡する人が

尐ないという理由もありまして相対的に高くなっ

てしまうという部分もありますので、それが自殺

率が高くていいという理由にはなりませんが、そ

ういう部分もあるというふうにちょっと考えてい

ただければなということは思っております。 

○佐藤委員 

 それは今、健康増進課長が言われたように、全

体的に若くて死亡者の総数が尐ないということで

見ればそうなのかなと思いますけど、それにして

も、あのグラフ資料から見ると高い割合を示して

るわけですよ。かなりの県の数値の平均値と全国

レベルの平均値から見ると倍以上を示していると。

それは単純に相対的に若いからそうなんだという

ばかりは言えない数値であるというふうに私は思

うんです。その面があったにしても。ですから、

私は、これは年代別というか、15歳区切りぐらい

ずつでその資料を出していただきたいなというふ

うに思います。どうでしょうか、この間の。 

○健康増進課長 

 この資料、保健所のほうからいただくわけです

が、保健所のほうに問い合わせて資料をいただい

て、また配付させていただければと思います。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○杉山委員 

 ３点ほど確認と質問をさせていただきます。昨

日、高木委員が聞かれてる部分もございますので

端的明瞭で。 

 予算の概要のほうの57ページの健康マイレージ

事業について、もう一度お尋ねしたいというふう

に思います。 

 一般質問でも私も要望させていただいた、この

健康マイレージ事業、昨年愛知県のほうで開始さ

れ、それを受けて協働実施市としてずっと挙げら

れた部分はあります。きのうお話もありましたよ

うに、田原市もそうですし、あま市、尾張旭市な

んかも、あさひ健康マイスターという形で広げら

れておりますけど、きのうお話をお伺いした中で

は、まだ知立市の場合はこれから10月に向けて内

容等の検討をされているというお話でございまし

た。ポイントに関しましての換算も含めて、この

年度、今回平成27年度から始めてどれぐらいのス

パンというか、年度関係はいつまでの事業という

形でとられたでしょうか。 

○健康増進課長 

 年度という意味がわからないですけど、毎年度

毎年度これは予算をつけてずっとやっていくとい

うふうには考えておりますが。 
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○杉山委員 

 市によっては短期的に終わったところと、それ

から市への独自なものとして継続しているところ

といろいろ入ってくると思うので、特にこれは健

康づくりを中心にして、きのう話あったように、

どういうものにポイントをつけるかというところ

もこれからという話でしたので、やはり短期では

なかなかそういった結果も見られない部分もある

し、年度ごとに予算決めていただくなら継続的に

長い期間で、ぜひこの健康マイレージ事業をやっ

ていただきたいなというふうに思ってるんですね。 

 ポイント換算もそうなんですけども、きのうも

年齢が18歳以上ということでもありましたし、高

齢者の方、また、特に若い世代の方も入ってこれ

るということで、やはりかかり方を企業とか自治

会、町内会とかにどんどん広めていっていただき

たいなというふうに思っております。 

 今回、愛知県のほうは、まいかというカードで、

知立市のほうはちりゅっぴを中心としたカードと

いうことで磁気的なカード、また、ペーパー的な

ものというか、そういう内容のこともまだ全然決

められてないですか。 

○健康増進課長 

 カードにつきましては、あくまでも県のまいか

というカードを使わせていただきたいと思ってお

ります。 

 ただ、きょうちょっと仲間内でしゃべっておっ

たのは、そのまいかのカードにちりゅっぴとカッ

キーのシールを張るぐらいは許してもらえるのか

なと、そんな感じで使っていけたらいいなという

ことは思っておりますが、これも確認がとれてお

る話ではありません。 

○杉山委員 

 田原市のたはら健康マイレージとか、尾張旭市

のあさひ健康マイスターもそうなんですけど、せ

っかくちりゅっぴがあって、まいかのカードがち

りゅっぴでは、そのままちりゅっぴカードという

形、ちりゅっぴがカードの名前かわかりませんけ

ど、ぜひそれはつけていただきたいなって思いま

すよね。やはりここで顔がまた違ってきますので、

県のカードの顔がね。なので、ぜひそれはそうい

った形で推進していただきたいというふうに思い

ます。 

 いろんなポイント制度がある中で、ぜひ推進し

ていただきたいと思いますし、来年度予算もしっ

かりつけていただきたいなと思いますので、よろ

しくお願いいたします。 

 ２点目は、157ページの火葬場待合室改修事業

に対しまして予算つけていただきまして、ありが

とうございました。 

 本会議の質疑の中でもお話がございましたので

内容は尐しわかっているわけですけれども、これ

は今回この予算がついて工事がそれから取りかか

られるということですけれども、どれぐらいの期

間で、どれぐらいの日にちの間隔で予定はされる

んでしょうか。 

○市民課長 

 工事の予定の期間なんですが、約１カ月ぐらい

を予定しております。 

○杉山委員 

 その間、今までもこちらの火葬のほうに行かれ

て、すぐバスで帰られる方も多かったので、そこ

まで工事が入って大変迷惑なるということまでは

いかないと思うんですけど、それでも１カ月間工

事の車が入ったり、若干室内のほうは使えないと

いうことですので、そういう点については何か。 

○市民課長 

 今回、待合室の改修工事をするほうは、入って

左側のほうの待合室になります。もう一つ待合室

が右側にもあります。ちょっと奥まってるんです

けど。こちらのほうの入って左側のほうの待合室

につきましては、今回洋室化ということで工事す

るわけなんですが、入って正面のトイレですとか、

あと、右側の待合室につきましてはそのまま使え

るような状態になっておりますので、工事車両等

で入って危険だというのあります。その辺、十分

注意して工事のほうを進めさせていただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○杉山委員 

 以前、私、その待合室と火葬の間のところでお



- 151 - 

仕事をされている方が移動するところの屋根のと

ころがなくてぬれるということで、お仕事されて

いる方が、ここの上もつけてくられたらなと言う

話をされてたんですけど、そのときに、でも上を

つけるだけでも地域の方の承認が要るんだという

ようなお話をされてました。今回こういった大き

な改修工事ですけども、あそこに関する地域の方、

何か了解とか取ってるわけですか。 

○市民課長 

 今回の工事につきましては、別に面積をふやす

ですとか、根本的にどこか変えちゃうとかそうい

うわけではないもんですから、あくまでも中の今

考えているのは、和室を洋室化するということで、

今ある段差を取っ払ってフラット、バリアフリー

みたいな形にして、そこを壁だとか天井だとか床

を洋室化にするために張りかえるというようなこ

とですので、ですから、面積とかそういうのは一

切今回ふえるとか減るとかそういうことじゃない

もんですから、その辺の同意は必要はないと思い

ます。 

○杉山委員 

 以前ちょっとお聞きしたときに、尐しさわるだ

けでも近隣の方が云々なのかなと思ったものです

から、今回は特に内装ということで、外をさわる

わけではないのでということでございました。 

 今回、待合室も改装していただくということで、

公共施設のあり方と長寿命化ということで、そこ

も使いやすくというお話でもありました。ただ、

これからそこだけで終わるわけではないというお

話もあり、これからどういう形で浄苑を使ってい

くかということは、今までも含めてこれからも長

くまた検討していかなくちゃいけない課題だとい

うふうに思うんですけれども、おとついの新聞で

すかね、知立市でそれを行えということでもない

し、それは無理かとは思うですけども、今葬儀と

かそういった墓地に関する考え方が多角的という

か、いろんな考え方を持っていらっしゃる世代も

含めて、いろいろと知立市の墓地の話もいろんな

ところで出ておりますよね。そういうことも含め

て、いろんな火葬のあり方の中で墓地の考え方、

そして、墓地もこういった樹木葬とかまた建物の

高いところでの、お墓じゃなくて、今だと、ひつ

の中に置かれるようなことも都心なんかではあり

ますよね。そういうことも含めて、いろんな考え

方でのこういった火葬場、葬儀の場所、こういっ

た浄苑の考え方ってあると思うんですけども、こ

れから今までは豊明市との検討会はなくなって、

今単独で市として公共施設のあり方の中で考えて

いらっしゃると思うんですけど、これがどういう

スパンで浄苑について考え方の統一的なもの、検

討会はどういう形でもっていかれるかについてお

聞かせください。 

○市民課長 

 豊明市との関係につきましては、平成25年の２

月に今までの経過報告ということで、それぞれそ

ちらのほうの資料を配付させていただいたわけで

なんですが、その中に明確にこうしますというよ

うなことは書いてなかったと思います。 

 ですから、これから豊明市とも一応共同でやっ

ていくのかやっていかないのか、あと、刈谷市と

も定住自立圏の中でどうのこうのというのがあり

ましたけど、それもちょっとなかなか難しいよう

なことですので、そうしますと、やっぱり知立市

単独でもこれから火葬場について考えていかなく

ちゃいけないという時期にはきてるかと思います。 

 ですから、これからその場所が一番問題になっ

てくるかと思うんですが、果たしてほかの場所で

その火葬場をつくるだけの土地が確保できるかど

うかというのはなかなか難しい面があります。今

ある火葬場のところに、例えばの話になるんです

が、北側にゲートボール場ですとか公園がありま

すので、そちらのほうへできるかできないか、ち

ょっとその辺はわからないんですが、火葬場をス

トップしてやるというわけにはいかないものです

から、稼働しつつまた建物を建てるというふうじ

ゃないとなかなか難しいのかなと思いますので、

ですから、その北側にできるかできないかとちょ

っとわからないんですが、その辺もこれから一応

研究させていただきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 
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○杉山委員 

 尐しそういった内装が変わるだけで市民の方は

使い勝手がいいということで喜ばれると思うんで

すけども、絶対に生のあるものは亡くなるわけで、

浄苑という形のものを、墓地ということもこれか

ら考えていかなくちゃいけない大事な施設だと思

いますので、そういった点をしっかりまた検討会

を持っていただきながら、豊明市というよりは単

独での市の形として持っていけたらなというふう

に思いますので、よろしくお願いいたします。 

 もう一点だけ、予算説明書の173ページ、先ほ

ど尐し環境課長にもお聞きしたので確認がとれた

んですけれども、公害対策事業の中の003浄化槽

の設置整備事業、これは補助金等がふえまして今

現在も行われているわけですけども、平成26年度

補正予算でも減額になっておりました。先ほど平

成24年度からがその内容が尐し変わって件数が減

ってきたということですけど、今回の383万円の

予算の件数見込み等を教えてください。 

○環境課長 

 当初予算に出させていただいた補助金につきま

しては、５人槽が４基、７人槽が１基、10人槽が

１基。ちなみに昨年は５人槽が７基、７人槽２基、

10人槽は１基ということでございます。 

○杉山委員 

 槽は変わりますけど、大体10基の予算を組まれ

てるというふうに思います。 

 平成24年度までは新築も含めて開発事業のとこ

ろのおうちの新築を含めてたくさんの補助金が使

われました。平成24年度からそういった改築、新

築はなくなって現在のし尿の合併浄化槽の方のみ

ということになったわけですけども、この辺のと

ころで当然予算が組まれて、その年度がわりの平

成24年度を境に減額していくような形の件数だと

思うんですけど、平成23年、平成24年は件数は何

件ぐらいだったですか。 

○環境課長 

 平成24年度につきましては、合計５基ですね。

それで平成25年度が６基、平成23年度は先ほどお

話あった新築を含んでおりまして109基と。平成

23年度が109基で平成24年度が５基、平成25年度

が６基ということでございます。平成23年度まで

が新築物件を含んでおったということでございま

す。 

○杉山委員 

 平成23年度までが新築があったので、特に八橋

のところの件数が多かったということでありまし

た。平成23年度はこの辺の前後の本会議のときに

も私も質問等をさせていただいた中であったんで

すけど、これまでこの年数前後のところまでは新

築があったということで、この年数の当初の補助

金を申請した普通の合併槽で申請された方は、結

局補助金がいただけなかった方々が何件か出まし

た。この辺は苦情処理に当たられた現在の環境課

長も御存じだと思うんですけれども、新築やそう

いったことで各市町も当然この段階で含めて新築

の浄化槽の補助金は今現在も出ておりません。 

 やはり今何が一番大事かというと、この公共対

策事業の中にも入っているということも含めて、

やはりまちの河川の浄化ということが一番のもっ

ていきたい部分で、それに対する補助金ですので、

現在まだそういった浄化槽ができていらっしゃら

ない件数と、こういった方々への補助金の目的を

含めた法的なことはやってらっしゃるでしょうか。 

○環境課長 

 最近下水道のほうからいただいたデータで、ち

ょっと簡単に御紹介させていただきますと、公共

下水につきましては、この数字は平成26年３月末

現在ということで、見込みという数字ではござい

ますが、公共下水が59％、浄化槽が単独槽を除い

たものが23.3％、くみ取りが３％、差し引きする

と14.7％が単独処理浄化槽、いわゆるみなし浄化

槽というものでございます。 

 この結果として、先進市は100％近く下水が普

及しておるということでございまして、先ほど杉

山委員がおっしゃいました八橋のほうの開発もそ

の話の中なんですが、インフラがあちらの地域が

立ちおくれている部分はございます。当環境課の

ほうといたしましては、汚水処理を適正化にする

という方針がございます。実態として、補助金の
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実績が上がってないものですから、今後は対象者

に対して直接こういった制度があるので、ぜひ利

用してほしいということを一度ＰＲして加速させ

ていきたいというふうに考えております。 

○杉山委員 

 金額もかなりふえましたし、まだこういった金

額のことも含めて、制度は御存じだとは思うんで

すけれども、直接自分のうちがということになる

と、そういったアプローチをかけていただくと、

またより一層推進できるのかなというふうに思い

ますので、ぜひこの点、環境課長が言われたよう

な形で推進していただきたいなと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 私のほうは以上です。 

○国保医療課長 

 先ほど１点、佐藤委員の御質問の中で、後期高

齢の中で夫婦世帯というところの御質問をいただ

きました。 

 私どもの持っておる資料の中で計算したもので

すけども、夫婦のみではありませんが、今この福

祉医療の対象になってない非課税の後期高齢者、

この方全体見ますと、平成25年度の実績で計算し

たものですけども、7,800万円の予算措置があれ

ば全ての非課税後期高齢者を対象に無料化できる

ということになっております。 

 これには先ほどの夫婦世帯プラス、例えば非課

税の息子と同居しているような方も若干含まれま

すけども、おおむね夫婦世帯に近い数字なのかな

というふうに思います。 

 以上でございます。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はございませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 議案第24号 平成27年度知立市国民健康保険特

別会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高木委員 

 概要の166ページを見せていただいて、ここの

中から質問させていただきます。 

 予算額61億5,550万円ということで、非常に大

きい額です。ここで詳細がいろいろ載っておりま

すけれども、国民健康保険税を納めてみえる方は

納税者何人おみえになりますでしょうか。 

 そして、それと同時に、ここの主な特定財源の

内訳の中に前期高齢者交付金というのもあります。

前期高齢者65歳から74歳までの方が何人おみえに

なるか、その人数をまずお教えください。 

○国保医療課長 

 現在の国民健康保険の被保険者の状況でござい

ますけども、平成26年度現在９月末時点でござい

ますけど、１万4,518名の被保険者数でございま

す。平成27年度は１万4,650人を見込んでおりま

す。 

 それから、前期高齢者ということでございます

けども、こちらのほうは今何人と見込んでいるか

という数字が手元にございませんので、また後ほ

どお願いします。 

○高木委員 

 この数字を見せていただいて、国民健康保険で

す。ここで前期高齢者交付金のほうが大きく上回

っているなということを思いました。ここの中で

私がまず一番今回知りたいなというところは、こ

のその他というところが国保税、予算の措置です

ね、そこのところで横書きになっておりますね。

保険税と国庫支出金、県支出金ということで、そ

の他というところが非常に35億円というような大

きな額になっておりますけど、これの内訳はどの

ようになっているのか、これは予算書のほうの

315ページ等々で見れば私自身もわかったわけで

すけれども、こういうことが全くこの概要のほう

ではわかりませんので、尐し教えていただきたい

なと思ってお聞きしております。 
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○国保医療課長 

 国費と県費のほかにその他ということでござい

ますけども、いろいろございますけども、交付金

という形でいただける療養給付費交付金、前期高

齢者交付金、予算書の305ページ、こちらの歳入

の総括表に今言いましたこと載っておりますけど、

こちらの療養給付費等交付金からその下の部分で

すね、こういったところの合計がその他という、

そういう形になっております。 

○高木委員 

 この314ページを見ますと共同事業の交付金と

いうのが今年度非常に多くなっております。特に

315ページのほうで見ますと、２のほうですね、

保険財政共同安定化事業交付金というのが非常に

先年度よりも大幅に多くなっておりまして、今後

これは知立市ではなく全ての国民健康保険のほう

が変わり行く姿の部分で補助が大きくなったとい

うことが国保健康組合のほうから出ておりました

けれども、この場合ですけども、これからどんな

ふうに知立市が変わっていくのか、国民健康保険

全体的に変わっていくのかということと、もう一

つ、10月から皆さんに配られますマイナンバーカ

ードに関しましても国民健康保険などの手続とい

うことが大きく挙げられております。この２点に

ついてお聞きして、私の質問を終わります。 

○国保医療課長 

 今言われました共同事業のところでございます

けど、こちら保険財政共同安定化事業ということ

でございまして、これは各市町村の保険者がこれ

まで平成26年度、今年度まではレセプト１件当た

り30万円を超える医療費を対象にそれぞれ各保険

者が、一旦市は拠出するわけだけど、それを精算

してまた歳入として入ってくるというやり方で歳

入歳出でこの数字が載っておりますけども、平成

27年度からは１円以上ということで全てのレセプ

トを対象に変更になりました。 

 ということで、金額的にはかなり大きな７億円、

歳出も大きくなっておりますけども、もちろん歳

入も大きくなっておりますけども、それによって

歳入歳出の若干の差として知立市の場合は、計算

してみますと今までよりももらえる数字がちょっ

と尐なくなったということで、これは一旦拠出し

たものをまたみんなで精算して出していただくわ

けですので、ここの部分が一番大きかったという

ことになります。 

 それで、国のほうが言っております平成30年度

から保険者が都道府県になっていくということで、

これから国保の保険者が愛知県と市町村という県

下共同運営だというようなことも聞いております

ので、そういうところでどのように事務が尐しず

つ変わっていくのかということもまだはっきりと

わかりませんが、あくまで国保の保険料は事業費

納付金というような形で県へ納めていくと。今ま

では分賦金というふうに言っておりましたけども、

事業費納付金になるよと。後のいろんな細かい資

格管理ですとか、資格喪失保険料徴収、今やって

おります保険事業、こういうようなことは市町村

は引き続き同様に行っていくと。それ以外のこと

で県があといろいろやっていただくというような

ことも一応方針としては示されておるところです

が、まだ正式にこうなりましたということではご

ざいませんので、今後その辺がもう尐しはっきり

してくるだうと。ことしは平成27年度から平成30

年度の４月に向けて、これが進んでいくというこ

とでございます。 

 それから、さっき言ったマイナンバー制でしょ

うかね、それにつきましては、国保のほうもこれ

からその番号を使って資格管理をしていくという

ような話は聞いております。ことしの秋ごろでし

たかね、そのまず発送から始まって、年明けには

一部運用が始まるということも聞いておりますけ

ども、実施その事務がどの程度私どものほうでど

ういうふうになって、どういうような運用がされ

ていくのか、ちょっと具体的なところまではまだ

お示しされていませんので、またこういうことが

近々わかってくるんだと思います。 

 先ほどの前期高齢者数でございますけども、

5,539人です。 

○稲垣委員長 

 ほかに質疑はございませんか。 



- 155 - 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 議案第27号 平成27年度知立市介護保険特別会

計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 議案第28号 平成27年度知立市後期高齢者医療

特別会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 議案第30号 平成26年度知立市一般会計補正予

算（第７号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 議案第32号 平成27年度知立市一般会計補正予

算（第１号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 以上で、本分科会の所管とされました案件の審

査は終了しました。 

 なお、予算・決算委員会における分科会委員長

報告の文案につきましては、正副委員長に御一任

願いたいと思いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○稲垣委員長 

 御異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で、予算・決算委員会市民福祉分科会を閉

会します。 

午後４時54分閉会 

――――――――――――――――――――――― 
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     議案第24号 平成27年度知立市国民健康保険特別会計予算            〃 

     議案第25号 平成27年度知立市公共下水道事業特別会計予算           〃 

     議案第26号 平成27年度知立市土地取得特別会計予算              〃 

     議案第27号 平成27年度知立市介護保険特別会計予算              〃 

     議案第28号 平成27年度知立市後期高齢者医療特別会計予算           〃 

     議案第29号 平成27年度知立市水道事業会計予算                〃 

     議案第30号 平成26年度知立市一般会計補正予算（第７号）           〃 

     議案第31号 平成26年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算（第５号）    〃 

     議案第32号 平成27年度知立市一般会計補正予算（第１号）           〃 

     議案第33号 平成27年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）    〃 
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――――――――――――――――――――――― 

午前10時00分再開 

○田中委員長 

 定足数に達していますので、ただいまから３月

10日に引き続き予算・決算委員会を再開します。 

 本委員会に付託されました案件は16件、すなわ

ち議案第18号、議案第19号、議案第20号、議案第

21号、議案第22号、議案第23号、議案第24号、議

案第25号、議案第26号、議案第27号、議案第28号、

議案第29号、議案第30号、議案第31号、議案第32

号、議案第33号です。これらの案件を逐次議題と

します。 

 各分科会委員長の報告を求めます。 

 企画文教分科会委員長 川合委員。 

〔企画文教分科会委員長 登壇〕 

○企画文教分科会委員長 

 それでは、ただいまより、予算・決算委員会企

画文教分科会の報告をいたします。 

 本分科会は、平成26年３月13日午後１時10分か

らと、３月17日午後１時から第１委員会室におき

まして委員７名全員出席のもと開催されました。 

 本分科会の所管とされました案件は、議案第18

号 平成26年度知立市一般会計補正予算（第６

号）、議案第23号 平成27年度知立市一般会計予

算、議案第26号 平成27年度知立市土地取得特別

会計予算、議案第30号 平成26年度知立市一般会

計補正予算（第７号）、議案第32号 平成27年度

知立市一般会計補正予算（第１号）の５件です。 

 議案第18号、議案第23号、議案第30号におきま

して、自由討議はありませんでした。議案第26号、

議案第32号におきましては、質疑、自由討議とも

ありませんでした。 

 それでは、各案件に対する主な質疑、答弁を報

告いたします。 

 議案第18号では、財政調整基金の残高及び今後

の見通しはの問いに、平成26年度末で23億5,653

万9,000円、今年度は当初予算に計上した繰入金

を全部戻し、さらに積み立てができるものと見込

んでいるとの答弁。 

 大型事業を含めた財政計画の検討と、その発表

時期はの問いに、毎年作成しており、11月に発表

しているとの答弁。 

 中学校保全事業の南中学校仮設校舎借上げ料に

ついて、2,142万4,000円の減額補正の理由はの問

いに、当初予算は１年間のリースを見込んでいた

が、工期の計画の中でリースが９月より始まった

ための減額。減額補正金額は工事差額も含むとの

答弁。 

 減額補正について12月議会で行うことはできな

かったのかの問いに、契約内容の変更について事

前に見通しが立てば12月補正で行えたが、リース

内容の変更の見通しがおくれ、３月議会の補正と

なったとの答弁。 

 家具転倒防止事業の減額内容と在庫状況はの問

いに、申請数が尐ないため減額となった。在庫数

はＬ型金具634個、ベルト９本、チェーン７本、

ポール６本との答弁。 

 愛知県は家具転倒防止に関する啓発事業を推進

する中で、家具の固定推進員を派遣するなどの計

画をしているが承知をしているかの問いに、承知

はしてないが、県の担当課に確認し、効果的であ

れば市民に紹介していきたいとの答弁。 

 防犯対策費235万1,000円の減額理由はの問いに、

平成26年度当初防犯対策費830万円であったが、

４月１日の入札の結果、594万1,000円で落札した

ためとの答弁。 

 議案第23号では、衣浦東部広域連合の単独経費

について、昨年と比較してどのような状況かの問

いに、昨年に比べ機能別分団員の報酬及び費用弁

償で100万円計上したとの答弁。 

 機能別消防団員の募集状況はの問いに、団長会、

消友会、消防団ＯＢ会、市の職員を対象に説明会

等を実施との答弁。 

 消防団の入退団式を１カ月後に控え、募集の動

きが遅いのではないかの問いに、このような事態

となり率直に申しわけないと思うとの答弁。 

 消防団強化法第８条に、消防団は地域防災に欠

くことのできない存在と明記されている。費用弁

償等の処遇を改善してでも募集強化をすべきでは

ないかの問いに、費用弁償額7,000円と国は示し
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ているので、この額に近づけるよう努力をしたい

との答弁。 

 機能別消防団の非常時の指揮系統はの問いに、

災害本部づけで市長が命令し、自主防災会に支援、

避難場所の物資の配給などを行うとの答弁。 

 自主防災会活性化事業の防災リーダー養成講座

の内容はの問いに、昨年度の例としては、２日に

わたり講演会、ＨＵＧ、ワークショップなどを行

ったとの答弁。 

 リーダー養成対象人数及び研修にかかる費用は

の問いに、基礎講習を受け、各町内の防災マップ

に従いまちを歩き、避難路を決めてもらう。31町

内会全ての参加を目的とし、費用は約70万円との

答弁。 

 被害予想調査は昨年度県が公表した被害想定を

踏まえて行うのかの問いに、県の被害想定では、

建物の倒壊率を昭和56年以前の建物を集計してい

るのみで詳細が不明。液状化に対しては、既に実

施している近隣市の被害想定と整合性をとりなが

ら行うとの答弁。 

 岡崎市は宝永地震マグニチュード８で試算して

いる。知立市の想定はの問いに、三河９市１町で

協定をしており、各状況も異なるが、近隣市と比

較しながら想定をしていくとの答弁。 

 先日火災で亡くなられた方がいる。自主防災会

の火災への対応はの問いに、火災に関しては衣浦

東部広域連合になるが消防団強化は進めていくと

の答弁。 

 火災報知機の普及に関して自主防災活動の中に

織り込んでいくべきではの問いに、役割分担があ

り火災に関しては消防になる。大規模災害以外の

通常の防災面では風水害、火災などへの対応の比

重は高いと認識している。今後、消防署との活動

協力を進めていきたいとの答弁。 

 ちりゅっぴを活用したシティプロモーションは

どのようなものかの問いに、キャラクターを１つ

の起爆剤として各種施策を展開。知立市の魅力を

売り込んでいくとの答弁。 

 地方交付税交付金の額は平成27年度予算にどの

ように反映されているかの問いに、増税分につい

ては、社会保障財源分として交付されており、平

成27年度は、試算上４億5,911万8,000円となり、

社会福祉、社会保険、保健衛生費に充てるとの答

弁。 

 地方交付税額が据え置きとなっているが、根拠

はの問いに、市税の伸びはあるが、標準財政需要

額も増加すると見込まれるため、前年度と同額と

したとの答弁。 

 公共施設のあり方調査研究負担金320万円の内

容はの問いに、一般財団法人地方自治研究機構と

共同で調査を進めるもので、平成26年度も採択さ

れ、平成27年度も申請の結果採択となった。市が

単独で実施するより費用の削減となる。業務の補

助もあり２年続けて共同研究を進めることとなっ

たとの答弁。 

 マイナンバー制度についてどのように進めるか

の問いに、平成27年度、12桁の重複をしない個人

番号を割り当て、個人番号カード交付申請書を同

封した個人番号通知書を送付する。平成28年１月

から個人番号カード交付申請のあった方に対し個

人番号カードを交付する。平成29年１月から国が

情報連携を開始し、７月から地方自治体も情報連

携を開始していくものとの答弁。 

 カードには、住所、氏名、性別、生年月日、顔

写真、個人番号が載るが、ＩＣチップは何に使わ

れるのかの問いに、ＩＣチップには、住所、氏名、

性別、生年月日、個人番号以外に市が独自で利用

できる領域があるので、図書館カードなど自治体

が条例で定めて独自で利用することも可能。ただ

し、プライバシーを侵害するような情報は記載し

ないとの答弁。 

 全ての業務を連携できるのかの問いに、番号法

に定められているのは、情報提供ネットワークを

利用して他の関連機関と情報共有をすることがで

きるとの答弁。 

 住基カードは無駄だったのではないのか。個人

ナンバー制も失敗すれば大きな損害になるのでは

の問いに、個人番号制度の利便性については、十

分にわかっているもの以外に、市民、市政にとっ

てどのようなことができるかを検討していくとの
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答弁。 

 国が個人のデータを管理できてしまうことに悪

用の危険性を感じる。セキュリティーは万全かの

問いに、自治体が個人番号を利用して情報共有を

していく場合は、個人番号を符号化していくので、

個人番号がひとり歩きすることはない。搾取や一

元化は図れないセキュリティーシステムになって

いるとの答弁。 

 国は、各関連情報を名寄せして管理することを

目的としているのではないかと考える。危険性を

重視し個人が制度から抜けることはできないのか

の問いに、全ての市民、国民が対象となるので制

度からの離脱はできないとの答弁。 

 自主防犯ボランティアとして年に101回以上活

動した場合、４万円の補助が出ているが、対象団

体はどのくらいかの問いに、自主防犯ボランティ

ア団体は45団体あり、実際補助を受けている団体

は38団体あるとの答弁。 

 青色防犯パトロールカーを持って活動している

団体は谷田町１町内会しかない。８年が経過し、

年間200回以上実施しているが、どのように評価

されるかの問いに、年間200回以上実施している

団体は多数ある。報奨金４万円を支給している団

体は１団体。２万円を支給している団体は11団体

近くある。日夜活動をしていただき、頭の下がる

思いである。市の委託で全市域をカバーすること

は難しく、大変ありがたく、感謝をしている。今

後とも継続をお願いいしたい。パトロールの回数

と報奨額との間には乖離があり、今後、活動意識

の面も含め検討すべきと考えるとの答弁。 

 教育委員会の人数は何人になるか、また、地域

の意見を取り入れるという点で区長などを教育委

員会の委員とする考えはあるかの問いに、今回の

改正で委員数は４人になった。また、知立市の規

模から増員は考えていない。いろいろな立場の

方々の意見を聞くことは重要だが、教育委員に入

っていただくのではなく、事業として広げていき

たいと考えるとの答弁。 

 教育委員会行政評価について、図書館祭りで一

次評価と二次評価で差が生じているがなぜか。一

次評価は担当者、二次評価は課長が評価をしてい

るためだが、そこで生じた差については面談を通

じ具体的な方向性について話し合っていくとの答

弁。 

 荒新切遺跡保存用地整備委員会での整備計画案

は議会へ報告されるのかの問いに、地元への報告

をするタイミングを見て議会にも報告をしていく

との答弁。 

 文化財保存事業の内容はの問いに、知立市指定

文化財絵馬、花絵馬、阿弥陀如来像の修復に対す

る補助であるとの答弁。 

 猿渡小学校のグランド整備工事の工期はの問い

に、はっきりは決まっていない。他校の場合も11

月から行っているので同様の期間からの開始と考

えられるとの答弁。 

 野外教育センターの運営について、収入は１割

に満たない。お金をつぎ込み改善するのか、また

手放すかの検討はの問いに、小・中学校の山の学

習目的で設置した施設でもあり、営利目的ではな

い。維持管理費に1,500万円、施設も古いので、

施設のあり方検討会で検討するとの答弁。 

 議案第30号では、国の地域住民生活支援等緊急

支援事業の活用を図る中、地域創生先行型の対象

事業とその目的はの問いに、地方公共団体による

地方版総合戦略の早期、かつこれに関する優良施

策等に対して補助することを目的とするものであ

り、知立市においては、子育てしやすいまち、住

みやすいまちを地域内外の若者にＰＲすることを

目的に活用する。ホームページシステムの改修費

に充てるとの答弁。 

 ホームページシステム開発に当たり、リニュー

アルする内容の概略はどのようなものかの問いに、

ウェブサクセスアビリティーへの対応、文字フォ

ント、画像、色彩などを考慮し、年齢、身体的な

特徴を念頭に置き、多くの方々に利用していただ

けるよう、ソーシャルネットワークサービス、ス

マートフォン等への対応も検討していくとの答弁。 

 フェイスブック、ツイッターへの対応、ＳＮＳ

との連携はの問いに、ＳＮＳとの連携の詳細の検

討はまだできていない。ホームページの内容はソ
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ーシャルネットワークで情報発信していくとの答

弁。 

 まち・ひと・しごと創生事業を進める中、国の

地域住民生活等緊急支援事業の活用を図るとのこ

とだが、平成27年度予算に計上がなく、今回の補

正において総合事業策定事業費29万1,000円があ

るが、この程度の予算で総合戦略策定は可能かの

問いに、予算的には尐額だが、事務費、消耗費、

連絡調整のための旅費等の中、地域の特質に合わ

せた総合戦略を職員でつくり上げていくとの答弁。 

 以上をもちまして、本分科会の所管とされまし

た議案の審査は全て終了し、平成26年３月17日、

午後２時53分に閉会いたしました。 

 以上をもちまして、予算・決算委員会企画文教

分科会の報告を終わります。 

〔企画文教分科会委員長 降壇〕 

○田中委員長 

 次に、市民福祉分科会委員長 稲垣委員。 

〔市民福祉分科会委員長 登壇〕 

○市民福祉分科会委員長 

 それでは、平成27年度３月議会予算・決算委員

会市民福祉分科会の報告をさせていただきます。 

 本分科会は、平成27年３月16日月曜日、午後２

時26分より午後４時59分まで、また、３月17日火

曜日、午後３時より、第１委員会室において委員

７人全員出席のもと開催されました。 

 本分科会に付託されました案件は、議案９件で

あります。主な審議内容について報告させていた

だきます。 

 議案第18号 平成26年度知立市一般会計補正予

算（第６号）では、予防接種事業で2,389万4,000

円が減額となっている。その内容はの問いに、予

防接種委託料の総額２億776万8,000円のうち、水

痘ワクチン4,265万4,000円を計上したが、実績見

込みは2,410万2,000円となり、不用額1,855万

2,000円が発生、その他、子宮頸がんワクチンの

不用額など減額補正となったとの答弁。 

 三種混合ワクチンで期限切れ接種があったが、

期限切れ接種により抗体がつくのかつかないのか、

また、検査はの問いに、ワクチンの期限は２年。

最大で32日ほど期限が経過。通達等では期限切れ

といっても即座に効果がなくなるものではない。

追加接種等を行う必要はないと記載もあり、その

ように考えていきたいとの答弁。 

 保健センターのチェックで期限切れが判明した

わけだが、接種した医療機関では期限切れに気が

ついていなかったのか。予診票に有効期限を記載

するようにしますと書かれている。接種した子が

亡くなってしまうことも考えられる。ペナルティ

ーは科すのかの問いに、医療機関では気がついて

いなかったと理解している。また、ペナルティー

は今のところ考えていないが、他市を参考に検討

したいとの答弁。 

 予防接種の委託が3,019件、三種混合ワクチン

は何人が対象かの問いに、平成24年11月より四種

混合ワクチンができ、三種混合ワクチンから新し

く生まれた赤ちゃんは生後３カ月になると四種混

合を接種していく。三種混合から四種混合に変わ

ってきたため、ほとんど需要はないが、三種混合

で開始した子は４回の接種を三種混合で接種して

いく必要があり、既に始まってしまった子のため、

平成26年度予算は112件で委託単価7,117円の計79

万7,104円を予算化した。平成26年度の決算見込

みは、212名で150万8,804円の委託料が発生して

いるとの答弁。 

 子宮頸がんワクチンで副反応のおそれありが２

人みえる。現在の症状はの問いに、個人のプライ

バシーもあり、大まかなところであるが、１名は

かなり重篤で、いろんな症状が出ており、入院も

されている。あと１名は学校へも行けているが、

いろいろな痛みがあり、欠席したり、早退したり

していると聞いているとの答弁。 

 どのような経緯で発覚したのかの問いに、市内

の診療所から、そういう人が出ているとの連絡が

あった。医師からは、副反応ではないと考えてい

ると聞いている。保護者から、何とかならないか

と電話もあり、来所もされた。現在は訪問し、症

状の確認をしているとの答弁。 

 副反応についての厚生労働省の動きはの問いに、

平成26年10月29日、第11回厚生科学審議会予防接
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種ワクチン分科会副反応検討部会で、平成26年３

月末現在2,475件の報告があり、その後の症状に

ついて追跡調査を強化していることを確認してい

るとの答弁。 

 副反応もさまざまで、確かな証拠もがつかめて

いない。模索している状況。碧南市は調査を行っ

ており、名古屋市も予定している。治療費を給付

するための救済制度を設けるなど、知立市として

今後どのように見守っていくのかの問いに、調査

は前向きに検討していきたい。医療費助成につい

ては、近々近隣の10市で会議が行われる。近隣の

考え方を勉強し、刈谷医師会の刈谷市、高浜市と

方向性を合わせて行きたいとの答弁があり、自由

討議はありませんでした。 

 次に、議案第19号 平成26年度知立市国民健康

保険特別会計補正予算（第３号）及び議案第21号 

 平成26年度知立市介護保険特別会計補正予算

（第３号）につきましては、質疑、自由討議はあ

りませんでした。 

 次に、議案第23号 平成27年度一般会計予算に

ついて報告させていただきます。 

 新商店街推進計画策定事業に至った経緯はの問

いに、平成26年７月１日に知立市中小企業振興会

議から駅周辺のにぎわいを維持するため商工会か

ら駅北の商店街を再編する話があったとの答弁。 

 新商店街推進計画策定事業について６つの商店

街とはどこか、また、知立市商業団体等事業費補

動金交付要綱に基づき商工会が実施するというこ

とかの問いに、駅北のＵＦＪ銀行通り発展会、駅

前発展会、新駅通り発展会、本町発展会、銀座商

店街、中央通り商店街６つと新地通り発展会を計

画に入れるかどうか、今後商工会で決め、商工会

へ補助金を交付し、実施するとの答弁。 

 商工振興費としてさまざまな予算が計上されて

いる。国では規模企業振興基本法が施行されたが、

当市の取り組みと状況はの問いに、平成27年度か

ら中小企業振興として新たに創業支援をしていく

予定。国の産業競争力強化法に基づく創業者支援

事業計画を策定。関係機関が連携し、創業支援事

業者として創業者に対する支援を実施していくと

の答弁。 

 ＪＡを中心として農業振興に取り組んでいる中、

地域からマコモなど栽培されている。今後、農地

の保全と農業振興を取り組む必要があると思うが、

市としてどう考えているのかの問いに、担い手不

足や高齢化など課題も多い。米の生産等見直しが

ある中、安定した農業を目指し、後継者の育成を

図り発展させて行きたいとの答弁。 

 国の予算しかない。市としてどう取り組むのか、

共同のテーブルを持ちたいとの問いに、経営所得

安定対策の支援のみであるが、農業経営士との懇

親会やイチゴ農園やマコモダケ栽培など特産品づ

くりに支援を考えたい。また、子たちに農業に関

心を持っていただける企画等、今後農家と相談し

農業振興に取り組んでいきたいとの答弁。 

 昨日、63歳、86歳の親子世帯で火災が発生し、

１名が亡くなられた。こうしたこともあり、日中

独居の方も緊急通報装置の設置対象者に拡大でき

ないかの問いに、要綱では、①おおむね65歳以上

のひとり暮らしの者、②65歳以上の者で、その同

居者が障がい者であるなど、緊急時の対応が困難

な者しかいないもの、③身体障がい者のみの世帯

に属する者、④前号に準ずる世帯に属する身体障

がい者、⑤要介護認定を受けている者で日中また

は夜間に長時間にわたり独居となるものと定めて

いるが、高齢化が進んでいる中、今後研究が必要

と考えるとの答弁。 

 心身障害者扶助料支給事業の予算が7,416万円

と、前年と比べるとかなり減額されている。その

積算内容はどうかの問いに、平成27年４月から７

月までは平成26年度決算により支給額を定めてお

り、８月以降は所得制限を課した中での支給とな

り、25％程度が課税世帯となることを予想し積算

したとの答弁。 

 平成26年度当初予算は8,133万円であったが、

条例改正により所得制限や年齢制限を設けた結果、

減額が生じた。一方で、支給単価を近隣市並みに

引き上げたが、プラスマイナスの中での状況はの

問いに、平成25年度決算額は7,598万4,300円、平

成26年度見込額は7,935万4,000円程度、このこと
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より、平成27年４月から７月までは2,645万1,000

円程度、平成27年８月以降は1,524万8,000円増額

が見込まれ、減額分25％、4,300万円程度積算し

ている。これらを合算した数値が7,416万円とな

るとの答弁がありました。 

 第２次健康知立ともだち21計画が示され、知立

市の自殺率は県レベル、また全国レベルでもかな

り高い数字になっている。平成24年度4.3％で19

人、平成23年度が4.9％で20人となっている。年

齢別はどうかの問いに、自殺の年齢別資料は手元

にない。自殺者数は、平成25年度は11人となって

おり、落ちついた形になってきたと考えている。

自殺率は、若いまちであり、死亡する人が尐ない

ということで自殺率が高くなってしまう部分もあ

るが、自殺率が高くていいという理由にはならな

い。そういうこと、部分もあるということも理解

していただきたいとの答弁。 

 健康マイレージ事業は、昨年、愛知県で開始さ

れ協働実施市としてあげられた部分がある。田原

市、あま市、尾張旭市なども、あさひ健康マイス

ターという形で広げられている。当市も10月施行

に向け内容等の検討中と聞くがポイントの換算な

ど平成27年度から始めて、どれくらいのスパンを

考え、いつまでの事業としているのかの問いに、

毎年度予算をつけ、やっていくものと考えている

との答弁。 

 短期的に終わったところや市独自のものとして

継続しているものといろいろあるが、健康づくり

を中心にポイントをつけているということで、短

期ではなかなか結果が出ないと思う。対象が18歳

以上ということで、高齢者の方から若い世代まで

かかわり方を企業や町内会で広めていただき、県

のまいかで、知立市はちりゅっぴ、カッキーなど

イメージキャラクターを中心にした磁気的なカー

ドなど、内容は決まっているのかの問いに、カー

ドについては、県のまいかを使いたいと思う。ち

りゅっぴやカッキーのシールを張るぐらいの変更

はできると思うが、県に確認はとれていないとの

答弁。 

 火葬場待合室改修事業の工期は、また、工事中

は工事車両が出入りし、待合室は使用できないと

思うが、どう対応するのかの問いに、約１カ月を

予定。入り口から左側の待合室を今回工事する。

トイレと右側の待合室は使えるようになっている。

工事車両については、危険のないように注意して

進めるとの答弁。 

 中日新聞に日進市の樹木葬の記事が出ていた。

火葬場について、豊明市との話し合いがなくなっ

てしまった。今後は知立市単独で火葬場を建設す

るのか、また、市民墓地建設はどういう形で進め

ていくのかの問いに、知立市単独でということは、

土地を確保するというものが非常に難しい。現在

の逢妻浄苑の北側にある公園とゲートボール場に

新たな火葬場を建設していくことも考えられる。

しかし、火葬場をとめ、建設することはできない。

現在の火葬場を稼働しつつ建設できるのか、これ

から研究したいとの答弁があり、自由討議はあり

ませんでした。 

 議案第24号 平成27年度知立市国民健康保険特

別会計予算について、主な質疑について報告しま

す。 

 国民健康保険税の納税者数と前期高齢者の人数

はの問いに、現在の被保険者数は９月末現在で１

万4,518名で、平成27年度予算では１万4,650人を

見込んでいる。前期高齢者数は5,539人との答弁

があり、自由討議はありませんでした。 

 次に、議案第27号 平成27年度知立市介護保険

特別会計、議案第28号 平成27年度知立市後期高

齢者医療特別会計、議案第30号 平成26年度知立

市一般会計補正予算（第７号）、議案第32号 平

成27年度知立市一般会計補正予算（第１号）につ

きましては、質疑、自由討議はございませんでし

た。 

 以上をもちまして、本分科会に付託されました

案件の審査は全て終了し、午後４時54分に閉会い

たしました。 

 これをもちまして、予算・決算委員会市民福祉

分科会の報告とさせていただきます。 

〔市民福祉分科会委員長 降壇〕 

○田中委員長 
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 次に、建設水道分科会委員長 池田福子委員。 

〔建設水道分科会委員長 登壇〕 

○建設水道分科会委員長 

 予算・決算委員会建設水道分科会の報告をいた

します。 

 本委員会は３月12日、委員会終了後、委員全員

出席のもと開催されました。 

 審査結果を御報告します。 

 議案第20号 平成26年度知立市公共下水道事業

特別会計補正予算（第４号）、議案第22号 平成

26年度知立市水道事業会計補正予算（第２号）、

議案第25号 平成27年度知立市公共下水道事業特

別会計予算、議案第29号 平成27年度知立市水道

事業会計予算、議案第31号 平成26年度知立市公

共下水道事業特別会計補正予算（第５号）、議案

第32号 平成27年度知立市一般会計補正予算（第

１号）、議案第33号 平成27年度知立市公共下水

道事業特別会計補正予算（第１号）の７件につい

ては、質疑、自由討議はありませんでした。 

 議案第18号 平成26年度知立市一般会計補正予

算（第６号）については、公園緑地費、才兼池整

備事業、これの総計は幾らか、なぜ減額になった

かとの問いに、請負差額で減額となった。３年概

算で5,300万円との答弁。 

 池を１周散策できるとあるが、他のＰＲはある

のかとの問いに、路面散策、水の循環利用、かき

つばたが生息できる池を設けたいとＰＲ。また、

イチゴ農園との連携も考えたいとの答弁でした。 

 自由討議はありませんでした。 

 議案第23号 平成27年度知立市一般会計予算に

ついて、土木課建設企画係の所管として道路維持

管理、市道と県道同時期にパイプ等の破損があっ

た。市道はすぐ対処してくれたが県道部分は放置

された。道路パトロールはどうなっているかとの

問いに、県道は原因者が特定できないとおくれる

ことがある。しかし、緊急の場合は早急に対処し

ている。道路パトロールは公園パトロールと一緒

に午前は道路、午後は公園、毎日報告書を作成。

内部決裁し、必要とあらば県にも報告していると

の答弁。 

 道路維持補修事業とはとの問いに、各町内会か

らの要望工事費で、おおむね100本程度であると

の答弁。 

 環境保全向上対策事業の多面的機能とは何かと

の問いに、平成27年度より法制化、農地、水保全

管理支払交付事業からの名称変更である。具体的

には西中地区自然を守る会、八ツ田町美化向上隊

の２カ所、草刈りや水路施設、農業施設等の維持

補修を通じ、地域、子供会、ＰＴＡ等との意識高

揚に役立てている。 

 まちづくり課の所管として、上重原北部地区土

地利用計画調査事業の委託業務とは何かとの問い

に、区画整理設計見直し、説明会、個別面談など

で実施していると答弁。 

 当地区は近隣にトヨタ系企業の集約、交通の便

もよい。今後の市の考えはとの問いに、大部分は

農振農用地であり、農振除外の手続のため、国・

県との協議開始を予定している。平成27年度は地

元との合意形成を図る重要な時期と考えていると

答弁。 

 民間業者にとっても魅力ある場所、企業誘致、

県の構想であるコンベンションセンターなど土地

利用計画はあるのかとの問いに、県は、まだ現実

化していない。今後の土地利用の１つとして参考

にしたいと答弁。 

 駅周辺北再開発、にぎわい、再開発ビル、知立

のランドマーク、産業ゾーンなどのまちづくりの

プランニングはあるのかとの問いに、具体的計画

はまだであるが、人が集まりやすい便利な空間を

考えているとの答弁。 

 店舗の移転状況はどうかとの問いに、移転は32

店舗。そのうち建物所有と商業者が同一なのは３

件、１件は再開発ビルで継続、２件は廃業、住宅

との複合ビルであり、家賃の問題が大きいと思わ

れると答弁。 

 駅周辺の経済効果について試算はしたのか、ま

た、再開発ビルも含め、駅前広場、駅前公園、道

路の活用など総合的に考える必要があるがどうか

との問いに、試算はしていないが、今後は駅前広

場、駅前公園、知立南北線整備など一体的整備が
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必要でデザインや利用形態など市民の声を聞く場

をつくっていきたいと答弁。 

 県は新たに企業団地を募るということだが、ア

ンケートの結果はあるのかとの問いに、反対は３

分の１、迷っているが３分の１、今のままでよい

が３分の１、単なる企業団地化は難しいと考えて

いるとの答弁。 

 都市開発課の所管として、連続立体交差、経済

効果、負担軽減、透明性確保、事業費削減など問

題が多い。国の直轄事業の見直しという話がある

が承知はしているかとの問いに、直轄事業の見直

し動向は把握していないと答弁。 

 国・県にもっと働きかける必要があるのではな

いか。待つ姿勢ではだめではないかとの問いに、

大切なことだと感じているとの答弁です。 

 リニアを追い風と考え、三河八橋駅までの複線

化をどうするかとの問いに、可能だと思うが負担

は未知数、豊田市長からの話はないとの答弁。 

 市道を県道に格上げする影響はどうかとの問い

に、区画整理で施行する南北線については県から

４分の１の負担金があるとの答弁。 

 透明性の確保はどのような効果があると思うか

との問いに、競争性を高め入札効果がある。年に

１回、関連団体と国へ要望書を提出しているとの

答弁。 

 都市計画課の所管として、野外彫刻プロムナー

ド事業15周年記念として彫刻６体を松並木に設置

とあるが、景観に合わないのではないか。今後、

平成38年まで継続する必要があるのかどうか。歴

史にかかわるもの、市教委との連携で市主導で要

望を明確に前面に出していくべきではないかとの

問いに、今後、駅周辺整備に合わせ駅周辺にも広

げたい。抽象的作品ではなく知立市ゆかりのある

作品を設置したいとの答弁。 

 花園八橋線整備事業について、逢妻男川橋梁、

豊田市との関係はどうなっているかとの問いに、

道路幅員豊田市側18メートル、知立市側16メート

ル、負担割合は豊田市53％、知立市47％、構造上

の問題はないとの答弁。 

 明治用水緑道の横断部分は地下道かとの問いに、

平面交差で考えているとの答弁。 

 八橋市民農園はどうなるのかとの問いに、経済

課と協議。用地買収で１部は影響するが、完全に

なくなるわけではないとの答弁。 

 知立環状線整備事業、平成30年完成とあるが進

捗状況はどうなのかとの問いに、用地買収は平成

25年５件、平成26年４件、平成27年５件を予定し

ている。難航が予想されている物件はないとの答

弁。 

 本郷知立線の進捗状況はとの問いに、愛知県が

用地交渉をしている20件中５件は済んでいる。平

成26年度は５件物件調査を実施している。 

 自由討議はありませんでした。 

 以上で、予算・決算委員会建設水道分科会の報

告とさせていただきます。 

〔建設水道分科会委員長 降壇〕 

○田中委員長 

 これで分科会委員長報告を終わります。 

 ただいまの企画文教分科会委員長の報告に対す

る質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいまの市民福祉分科会委員長の報告に対す

る質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいまの建設水道分科会委員長の報告に対す

る質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ただいまから各議案の審査に入ります。 

 議案第18号 平成26年度知立市一般会計補正予

算（第６号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 
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 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第18号について、挙手により採決します。 

 議案第18号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第18号 平成

26年度知立市一般会計補正予算（第６号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第19号 平成26年度知立市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第19号について、挙手により採決します。 

 議案第19号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第19号 平成

26年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）の件は、原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 議案第20号 平成26年度知立市公共下水道事業

特別会計補正予算（第４号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第20号について、挙手により採決します。 

 議案第20号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第20号 平成

26年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算

（第４号）の件は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 議案第21号 平成26年度知立市介護保険特別会

計補正予算（第３号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 
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○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第21号について、挙手により採決します。 

 議案第21号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第21号 平成

26年度知立市介護保険特別会計補正予算（第３

号）の件は、原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 議案第22号 平成26年度知立市水道事業会計補

正予算（第２号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第22号について、挙手により採決します。 

 議案第22号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第22号 平成

26年度知立市水道事業会計補正予算（第２号）の

件は、原案のとおり可決すべきものと決定しまし

た。 

 議案第23号 平成27年度知立市一般会計予算の

件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○佐藤委員 

 まず、今回の平成27年度の一般会計予算、第６

次総合計画の具体化という予算であります。 

 しかしながら、平成26年度の追加補正の中で、

総合戦略策定ということも言われておるわけで、

この追加補正については、この平成27年度予算と

一体的なものであるわけですよね。総合計画が策

定をされたという中において、これから総合戦略

の策定、相反するものではないというふうに私は

認識しますけれども、どのような関係の中で位置

づけられてこれが策定をされていくのか、その辺

についての基本的な考え方をお知らせを願いたい

と思います。 

○企画部長 

 総合戦略の策定ということでございます。総合

戦略のほうの中では、大きく人口減尐を伴う、い

かに人口を維持していくかということが大きなポ

イントとなっております。総合計画においても、

やはりそういったことが述べております。共通す

るということもございますので、まだ総合戦略に

ついては、今後どのような計画を策定していくか

ということが、まだ今の段階では発表できること

はございませんが、十分その共通した認識という

ものを持って計画策定に当たっていきたいという

ふうに思っております。 

○佐藤委員 

 地方創生ということが言われるようになりまし

て、各地方自治体にもその総合戦略ということが

言われてるわけです。 

 とりわけ、国のほうの資料を見ますと、国の長

期ビジョンと、2060年この時期においても人口を

１億人を維持しようというような内容になってい

るわけですね。それに基づいて各地方の中で総合

戦略を立てようということでありました。そして、
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総合計画の中でも人口問題がこの場所でも大変議

論をされて、積極的な目標を掲げるべきではない

かというようなことも言われたわけです。 

 しかしながら、その中で、昨日の委員会等では

執行部の皆さんは、そうは言いながらも、今、総

合計画も文字どおりそういう中身があるんだとい

うことを言われましたけれども、知立市における

合計特殊出生率、これについて承知をしていない

というような内容もあったわけですよね。 

 ですから、そういう点では、総合戦略並びに総

合計画ありますけれども、知立市で人口を維持す

るということになりますと、今議論されている大

きな中身は、まず鉄道高架が上がる、それの事業

効果を上げる。そのための北の再開発もやる。さ

らには事業効果を上げるために南土地区画整理事

業も平成28年度の事業着手をしていきたい。さら

に西新地の開発と。まちのにぎわいを取り戻すん

だと。さらに事業効果を上げようということが盛

んに言われておるわけですけれども、そこの発想

の中には、知立市に定住する人口をふやそうとい

うこと、そのこと自体は私はいいことだというふ

うに思いますけれども、ついこの間まで言われて

いた都市間競争の中で、人口を奪い合うような、

とにかく住んでもらおうという中身だけではだめ

なんだということが地方創生の１つの人口維持の

中身であるわけです。 

 そうしてみると、知立市においても合計特殊出

生率をいかに上げていくような施策を打ち出して

いくのかということが大きなポイントになってく

るというふうに私は思いますけども、その点はど

う認識されているでしょうか。 

○企画部長 

 合計特殊出生率というのが委員会の中でも1.79

というのがすぐに出ませんでした。事前には尐し

勉強はさせてもらっとったんですが、その場で焦

りまして、資料がすぐなかなか出なくて、大変申

しわけございません。 

 この1.79が今後、国のほうが考えております、

最低でも1.8程度にまでもっていくということに

関しまして、当市においては今現在1.79でござい

ますので、この0.01伸ばすに当たってどのような

形の施策とかいうことを考えていく中で、今、佐

藤委員のほうが御紹介いただいた駅前の再開発と

いいますか、再整備、それに基づく多くの方々が

そこにまた住んでいただけるものと。また、開発

により知立市のほうのにぎわいの中で、多くの方

が魅力を感じていただけるというふうに信じてお

ります。当然それまでには随分まだ時間もかかる

かと思いますが、私どものほうとしては、この駅

前が１つのきっかけとなり出生率のほうも間違い

なく上がってくるものではないかなというふうに

私は考えております。 

○佐藤委員 

 私は、そのことを否定するものではありません。

その可能性は当然あろうかというふうに思います

けれども、しかしながら、一般質問の中で中島委

員のほうから、こうした問題で、人口を定住人口

をふやすために、よそから奪い合うそういうもの

ではないよという指摘もあったわけで、その点で

は、いかにこの地域の中に住んでもらうというこ

とは前提で皆さんと共通してますけれども、いか

に合計特殊出生率を上げるようなそうした子育て

支援を充実をさせていくのか、それも１つの課題

と。私どもは、そのために尐なくとも安城市並み

に子供たちの医療費のせめて入院無料化、これを

850万円ですか、900万円ですか、その程度あれば

できるそういうことも含めて、知立市はいいとこ

ろだということを含めて、ただ単に箱物をつくっ

たりすれば人が集まってくるというものではない

と。否定はしませんけれども、そうした観点も強

く打ち出していくことは私は必要ではないかとい

うふうに思うんですよね。 

 ですから、今までさまざまもちろんこれは国の

政策との関係の中であるからね、そう知立市だけ

がやったからどうかということはありますけれど

も、尐なくとも知立市において、また、全国の総

合戦略を策定していく過程の中で、そこに光が当

たっていて、全体として効果を上げていくという

ことがとても大切なことだなというふうに私は思

いますけれども、知立市だけがよくなったって、
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それは全体としては人口減尐はとどまらないとい

う関係の中で、そういう観点であるならば人口を

奪い合うという、こういう発想の中でしか視野が

大変狭くなるのではないかという点で、私はそう

思いますけども、そんな認識はお持ちでしょうか。 

○企画部長 

 私も佐藤委員と全く同感でございます。やはり

都市間で人口を奪い合うということでなりますと、

各市がいろんな施策を考えながら当市のほうへ、

当市のほうへと引っ張り合うということになりか

ねません。やはりそれには国のほうの施策がどこ

に住んでいても同じような、例えばいろんなもの

の無償化とか減免等ですね、そういったものを考

えると、各市の施策で各市が独自というよりも、

国のほうが共通した施策を考えていただく中で、

さらにまた知立市の特徴をというようなことを考

えるべきかなというふうに思っております。 

○田中委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午前10時55分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前11時04分 

○田中委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○佐藤委員 

 そこで今先ほど企画部長は、都市間競争という

ものについてだけではだめなんだと、知立市だけ

がよくなるとか。全体として底上げをする。そこ

には国の役割があるということも言われました。

そのとおりだなというふうに私も思います。 

 と同時に、地方が前に出て国を動かすというこ

とも必要な側面だなというふうに思います。今、

通常国会がやられておりますけれども、全国の中

で県レベルでの30人学級などを含めて実施をして

自治体もあるわけですね。この前の紹介した山形

県とか含めて、各市でそういうものがあります。

そうした全体の地方自治体が国がその方向性を１

年しかやってないですかね、方向性をしっかりと

示さない中でも地方自治体が頑張ると、そのこと

をもって通常国会の答弁の我が党の質問に、35人

学級の推進について安倍総理は、極めて前向きな

答弁をしました。そのことをもって私どもは、さ

らに運動を強めようということですけれども、相

互の関係だなというふうに私は思います。 

 しかし、その結果として、全体として底上げな

ければ人口１億人程度を維持し、地方創生という

形にはならないんだろうというふうに私は思うん

ですよね。そのことはお互い共有できると思いま

すけども、よろしいでしょうか。 

○企画部長 

 私も、ほんとに佐藤委員と同感でございます。 

○佐藤委員 

 そうした点では、大変財政状況が大型事業がめ

じろ押しというようなこともあって、ともすれば

先ほど私どもが提案してるようなことについては

優先度が低いのかなということで退けられてしま

うような状況もあるわけですけれども、今度の地

方創生、そうした流れを見たときには、その一言

でもって退けるということではなくて、真摯に検

討することがやっぱり求められているのではない

かなというふうに私は思います。 

 答弁ができるかどうかわかりませんけども、単

純にそういうことなんだから退けるということで

はなくて、こうした地方創生や将来人口の維持、

尐子化対策、これがクローズアップされてるとき

にそうした問題もしっかりと視野に入れることは

大切なことだというふうに思いますけども、副市

長、この点はどうですか。 

○清水副市長 

 限られたといいますか、先ほどのお話で言えば、

人を取り合って自治体間競争という、こういうこ

とは全体から言えば、いい結果を招かないだろう

ということは私も十分認識をするところでありま

す。 

 ただ、私どもの第６次の総合計画にいたしまし

ても、やはり知立市の継続的な安定的な発展とい

いますかね、そういうものを見据えたときには、

やっぱり一定の安定的な人口を確保していくとい

うことの中で、そのためには御質問者も御指摘の

子育て環境をしっかり整えていく、そういったこ
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とも十分やっていかなくてはいけないということ

だと思います。 

 そういったことを進めていけば、これは一定の

そういった施策を横並びにすれば、各市の施策の

優位性とかそういったものはおのずと出てくるの

ではないかなというふうに思うわけです。この本

会議の中のいろんな議論の中にも、やはり横並び

はいいとはいいませんけども、一定のそういう水

準を確保するにはそういうことだろうというふう

に思います。また、そういう尐人数学級35人学級

については国が全国のことでの教育レベルだとか

いろんな学校教育のそういう安定的なところを目

指しての一律というか一定の施策をとられるのは、

これはまたそれで別のことだというふうに思いま

す。 

 いずれにいたしましても、私どものほうとして

は、先ほど申し上げましたように、知立市のこれ

からの継続的な安定的なものを目指すには、やは

りそういった人口の確保、とりわけ今言われてお

りますのは、29歳から30歳代、出産、そういった

ことを考えられる、そういうことが期待される若

い人たちの魅力、そういったものをしっかり備え

たそういうまちづくりも考えていかなくてはいけ

ないのではないかなというふうに思います。 

○佐藤委員 

 私、そのことを否定してるわけではないです。

しかしながら、新たにそうした策定も求められる

という中で、優先度が低いというだけで、それを

歯牙にもかけないということは改めてほしいなと

いうことだけは言っておきたいというふうに思い

ます。 

 それと同時に、やはりこの地域における経済の

問題でも地域間の中で循環型の経済を全てできる

わけではないですけども、そうしたものをどうし

て構築していくかというようなことも当然必要だ

ろうと。市の公共調達の面において、私も以前紹

介しましたけども、前橋市の公契約基本条例の中

では法的に義務づけることはできないですけれど

も受注したところが前橋市の市内企業から原材料

も調達するような仕組みを構築をしながらそうい

うこともやってるんですね、地域経済を活性化さ

せようということもやられてるんです。 

 ですから、知立市がそれをやっただけではかな

わない話だけれども、尐なくとも知立市で生み出

された富は知立市で消費されて知立市に還元され

ていく、そうした仕組みをとるためにも、そうし

たことが必要ではないかなと、そうした基本的な

考え方として皆さんもその努力はされてるんだろ

うと思いますけれども、そうした点での言及は今

までなかったわけで、そうした取り組みをぜひ私

はやってほしいなというふうに思ってるんです。

どうでしょうか。 

○総務部長 

 公契約というところまでいくと一足飛びにいく

ということはなかなか難しい。今後も検討の課題

ということは認識しておりますけれども、地域経

済という観点でいきますと、やはり経済の規模等

がありますので、知立市だけの規模というのは非

常に小そうございます。ですから、知立市の経済

そのものがどういう形で支えられておるかという

のは、この西三河一体の経済基盤の中で支えられ

ていると、そういう観点の中で知立市が知立市と

してどうやって経済を維持して発展できるかとい

うことを考えていく必要があるのかなと。 

 そういった意味でいくと、やはりできるだけ自

治経済内で調達できるものは自治経済内で調達す

ると。知立市内で調達できるものについては調達

する。これは基本的には賛成でありますし、今後

もそういったことは進めていきたいし、総合評価

の中では本年度実施した中では、１つ紹介いたし

ますと、下請には知立市内の事業者を入れていた

だきたいと。入れていただいた場合についてはポ

イントをあげると、そんなようなことも努力をし

ております。それについては、今後とも知立市の

中でできるだけ成り立っていくような、これにつ

いては契約含めて考えてまいりたいというふうに

思っております。 

○佐藤委員 

 それで、今、東日本を含めて東京オリンピック

というようなことから建設に携わる労働者が今ま
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でどんどん公共単価もずっと下がりぎみの中で、

やっと尐し上げようという国はなりました。 

 しかし、これは必ずしも入札の結果の中で、そ

れが保障されているものではないという中で、建

設労働者がどんどん激減をしていく、そんな中で、

東日本でも被害が生じたと、復興だと、東京オリ

ンピックだというような中で、建設労働者が足り

ないということを含めて、大きな問題と課題にな

る中で、公共労務単価について国は上げる努力を

各企業にも自治体にも求めてるとおりですね。 

 しかし、求めていても知立市はここまで総合方

式ということで私ども求めてきて明らかにされて

るわけですけど、しかしながら、この公共工事の

設計労務単価と入札の関係で見ると、全てじゃな

いですけれども、業種によっては、職種によって

は50％台というようなものもあるんですよね。総

じて70％台とか80％台というような中であります。 

 昨今、トヨタを初めとした大手の自動車会社な

どは賃上げだと、ボーナスも6.8カ月ですかね、

大変大きい額が提示されたわけですけども、しか

し、これが中小だとか組合があればなっていくわ

けです。 

 しかし、建設労働者の場合は単純にそういきま

せん。１人親方だとかそういうことで構成されて

る場合が非常に多いわけです。そうしてみると、

尐なくとも賃上げにかわるものが国が示している

のが公共工事の労務単価なんですよね。しかし、

これは入札の過程の中で大きく切り下げられると

いう関係にあるんですよね。これをいかに担保し

ていくかということも１つの課題だというふうに

私は思っております。そういう意味でいけば、そ

れを総合評価ということの中で、ちゃんともっと

担保できるような仕組みを私どもは公契約条例と

いうことは言ってますけれども、すぐにはそれは

かなわないよというようなことも言われています。

しかし、それは踏み出していくべき１つの課題だ

なというふうに思うんです。九州の直方市でした

かね、市役所が民間活力の活用ということで委託

だとかそういうことがどんどん大きくなっていく。

しかし、その中でちゃんとするためには、公契約

条例をつくらないかんと。劣悪なサービスや劣悪

な労働条件にしてはいけないと。市はコスト削減

のために下におろすわけですよね。しかし、その

結果、劣悪になってはいけないなということから、

例えば知立市でいけば給食センターで働く皆さん、

当初は知立市の時給を担保したけども今どうなっ

てるかわからないというような状況もありますよ

ね。 

 ですから、やっぱりそういう形で、私どもはど

んどん全て民間に置きかえていくということには

反対でありますけども、しかし、結果としてそう

いうことになった場合は、きちっとそういうもの

をつくって最低ラインを示していくような検討は

尐なくともしていくことが必要ではないかなと。

それは知立市だけではなくて、ほかにも呼びかけ

ながら、ぜひ取り組んでいただきたいと思います。 

○総務部長 

 何でもかんでもいわゆる外部委託ということが

いいわけではないということは認識しております。 

 ただ、一方で、外部委託ということは、委託で

民間に出すことによって地域経済が活性化すると

いう側面もございます。ですから、できるだけ地

域の仕事をふやしていくためには我々も委託とい

うことを、ある面ではふやす必要が、これは逆の

面であります。ただ、何でもかんでも出せばいい

というものではない。 

 それと、今おっしゃったような中で、今回公共

工事の労務単価の中で、チェックシートで記載し

ていただいた中では５割程度の単価もあったと、

労賃もあったということですけども、これは公共

工事の設計労務単価というのは、それぞれの工種

の標準的な賃金を示しておるんであって、ただ現

場というのは、職方が経験豊富な職人、中堅どこ

ろ、若い見習いの人、そういったいろんな工種の

方が実際現場で働いておる中で、今回たまたま若

い職人もおったというようなことで、一部はそう

いった５割程度ということもあったんですけど、

それはそこに従事する方の経験年数ですとかキャ

リア、それによって若干違うということはござい

ますので今回こういった結果になったということ
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で御理解いただきたい。 

 ただ、最低賃金を下回るようなことは一切なか

ったということと、内容については他と比較して

も適正であったなというふうには私は認識をして

おります。その他、設計工事の労務単価について

も国の見直しに対して私ども速やかに対応してお

るということで、今後もこれについては適正なも

のが現場に反映できるように努力をしてまいりた

いということで御理解をお願いしたい。 

○佐藤委員 

 見習いもおったということで、そういう方たち

がおった、最低賃金を下回ることがなかった、こ

れでよしというのが今の総務部長の評価ですけど

も、しかしながら、公共労務単価というのは尐な

くともそうしたレベルに近づけていくということ

が大きな眼目の１つで示されているものです、そ

ういう意味でいけば全国どこであっても。ですか

ら、そうした努力を私は求めておきたいなという

ふうに思うんです。 

 それと同時に、中小企業振興条例ができて、今

回振興会議のほうから商店街の新商店街というも

のも出されております。しかしながら、一方では、

商工会が把握しているだろうと思いますけれども、

市役所としてもこの予算の中身を見ると、もちろ

ん頑張っておられると思いますけれども、国施策

や県の施策によるものが大変多くて、知立市独自

のものというものはなかなか姿が見えてこないな

というのが私の実感です。 

 そういう意味でいけば、やはりこれがふさわし

いかどうかということは別ですよ、商店やそうい

うことを含めて市内企業における、例えば知立市

が市内企業のある中で下請業者ばかりになってる

のか、それとも独自製品を持ってて特許を持って

る会社があるだとか、すぐれてるものがあるだと

か、そういうことの分析や調査もしていただいて、

やっぱり伸ばすところは大いに伸ばしながらやっ

ていくというようなことも必要だと思うんですよ。

全国でＢ級グルメだとかいろいろ言われてますよ

ね。例えばそれを市民の方だとか、商店街の方だ

とか、市役所の方だとか、そういうプロジェクト

をつくってやるとか、いろんなやり方を提案を私

どもしていきたいというふうに思いますけども、

そういうことは必要な時期にきているんじゃない

ですか、地域創生ということを見ますと。そんな

ことを、ぜひ私は求めておきたいなというふうに

思います。認識だけ。 

○清水副市長 

 今、御質問者の御提案、そのとおりだというふ

うに思います。私どももいろんなシティプロモー

ション等々のそういったことで、今後もしっかり

知立市を盛り立てていくということを思っていま

す。 

 いろんなちりゅっぴのこともそうですけども、

知立市の独自なそういったものも商工会等々事業

者の皆さんとも相談しながら、そういったものも

つくり出していくと、そういうことはこれからも

いろんな形で連携をして考えていきたいというふ

うに思っております。 

○田中委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○風間委員 

 １点だけお願いします。 

 予算書の113、114、115ページに記載がありま

す。監査委員の予算に関して、これは例年どおり

の予算編成でよろしいですかね、まず確認させて

ください。 

○監査委員事務局長 

 平成27年度の当初予算ですけども、例年の予算

とほとんど変わっておりません。ただ、１つ財政

援助団体の監査に関しましては外部委託で実施し

ていく予定になっております。 

 以上です。 

○風間委員 

 より的確な監査ということで外部制度を導入し

たということで、的確な監査推進に向けて引き続

き努力していっていただければと思っております。 

 この制度は、地方自治制度においては非常に重

要な制度でありまして、法律的には第180条の５

の第１項に必置義務として４つの委員会、すなわ

ち教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、人
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事委員会が設置してないところの一般市町村は公

平委員会、そして４項目に監査委員という形で規

定がある制度であります。それで、第195条には

地方公共団体の首長が民間選出の人格を別に事務

に精通した代表監査を１人、議会から１人選ぶと

いう、こういう規定になっております。それで、

その次の条には議会の議員の選出と任期規定が規

定されているという状況でありまして、また、第

12条を見ますと、この住民監査請求が50分の１以

上で請求できるという、大変住民の皆様方にとり

ましても直接制度の一翼を担っているという大変

重要な制度でありまして、これはほんとに的確な

監査というのは、毎年毎年、必ず行財政運営に関

係して適切、的確、厳格に進めていただかなけれ

ばならない制度だと思っております。 

 それで、１つ参考までに、ここ最近、住民監査

請求というのはありましたでしょうか。 

○監査委員事務局長 

 住民監査請求というのは、最近ありません。 

 以上です。 

○風間委員 

  それでは、そこまではいかんにしても、市民

からの監査請求、あるいは情報開示請求に基づく

監査状況の開示の要求等はありましたでしょうか。 

○監査委員事務局長 

 市民から監査に関しての監査請求に関するよう

な照会等はありませんけども、そういうことが起

こっている他市町村の事例等は参考にさせていた

だいております。 

 以上です。 

○風間委員 

 起こらないほうが安定的に当市の行財政運営は

行われているということで、結構なことでありま

して、今後も引き続き安定的な行財政運営をしっ

かりとした市民の皆様方に満足の高い行財政運営

を望んでおきたいと思います。 

 それで、今回この案件で最後ですけど質問した

かったのは、今回監査請求する監査事務局の場所

が変更になりますよね。その辺の経緯と最終の帰

着の状況をちょっと教えていただければと思うん

です。 

○監査委員事務局長 

 今回、平成27年度の４月から４階から２階に移

るということになりました。４階から２階へ移る

理由というのは、今度財務課と企画課のほうが２

つに分かれまして、場所的に４階のほうに移りた

いということがありました。監査委員事務局とい

たしましては、場所の提供という意味で２階にお

りていくことになりました。 

 以上です。 

○風間委員 

 その事情は理解をさせてもらうつもりなんです

が、この監査というのは非常にデリケートな部分

も持ち合わせておるわけですよね。だから、的確

に監査をしやすい場所選定というのが重要になっ

てくると思うんですよ。 

 その機構改革の御都合によって非常に人が出入

りするようなね、そういうところに配置するとい

うのは、いささか監査の王道から見ますと、尐々

その辺の確認をしたくなるというのは当たり前の

話でありまして、その辺は全体の機構改革のほう

から見て、その辺の見解をちょっとお伺いしてお

かなければならないと思うんですね。いかがでし

ょうか。 

○企画部長 

 今回、監査委員事務局長が申し上げましたよう

に、機構改革により企画政策課と財務課ができ、

現状の企画政策課のところへなかなか配置が難し

いということで監査のほうにお願いし、２階のほ

うへパーテーション等でしっかり囲んだ部屋を設

置し、現状４階にある監査委員事務局の部屋がそ

のまま４階から２階へおりていくというような形

で、周りの全く壁がないとか、通常の私どものほ

うが行っております、隣の課と何の隔たりもない

ということはなく、一応パーテーションで仕切っ

て、また、定例の監査に使われます会議室といい

ますか、そういったものの確保もしております。 

○風間委員 

 当然配慮をして的確に監査事務ができる体制づ

くりの上での２階の移行というふうで理解させて
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いただきましたので、ほんとに民主主義の原点で

ありますし、住民参加の直接請求制度の１つに数

えられております監査制度でございますので、引

き続き的確で安定的で市民に信頼される監査体制

に向けて全力投球で当たっていただければと思っ

ておりますし、我々議会の法律で議選で１人とい

う規定になっておる以上は、我々もその責任の一

翼を担っておりますし、これは合議制の機関では

なく独任制ですから一人一人が監査委員というの

は責任を持たされている現状もありますので、そ

の辺は我々全員が１年交代でなれる可能性という

のを有しております監査委員制度でありますから、

そういう部分では我々も肝に銘じてしっかりとし

た体制に臨んでいきたいというふうに思っており

ますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

○田中委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第23号について、挙手により採決します。 

 議案第23号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第23号 平成

27年度知立市一般会計予算の件は、原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

 議案第24号 平成27年度知立市国民健康保険特

別会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第24号について、挙手により採決します。 

 議案第24号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第24号 平成

27年度知立市国民健康保険特別会計予算の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第25号 平成27年度知立市公共下水道事業

特別会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 
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○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第25号について、挙手により採決します。 

 議案第25号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第25号 平成

27年度知立市公共下水道事業特別会計予算の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第26号 平成27年度知立市土地取得特別会

計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第26号について、挙手により採決します。 

 議案第26号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第26号 平成

27年度知立市土地取得特別会計予算の件は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第27号 平成27年度知立市介護保険特別会

計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第27号について、挙手により採決します。 

 議案第27号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第27号 平成

27年度知立市介護保険特別会計予算の件は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第28号 平成27年度知立市後期高齢者医療

特別会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第28号について、挙手により採決します。 

 議案第28号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 



- 176 - 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第28号 平成

27年度知立市後期高齢者医療特別会計予算の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第29号 平成27年度知立市水道事業会計予

算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第29号について、挙手により採決します。 

 議案第29号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第29号 平成

27年度知立市水道事業会計予算の件は、原案のと

おり可決すべきものと決定しました。 

 議案第30号 平成26年度知立市一般会計補正予

算（第７号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第30号について、挙手により採決します。 

 議案第30号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第30号 平成

26年度知立市一般会計補正予算（第７号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第31号 平成26年度知立市公共下水道事業

特別会計補正予算（第５号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第31号について、挙手により採決します。 

 議案第31号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第31号 平成

26年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算

（第５号）の件は、原案のとおり可決すべきもの
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と決定しました。 

 議案第32号 平成27年度知立市一般会計補正予

算（第１号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第32号について、挙手により採決します。 

 議案第32号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第32号 平成

27年度知立市一般会計補正予算（第１号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第33号 平成27年度知立市公共下水道事業

特別会計補正予算（第１号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○田中委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第33号について、挙手により採決します。 

 議案第33号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○田中委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第33号 平成

27年度知立市公共下水道事業特別会計補正予算

（第１号）の件は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 以上で、本委員会に付託された案件の審査は終

了しました。 

 これで予算・決算委員会を閉会します。 

午前11時40分閉会 

――――――――――――――――――――――― 

 

 

 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証す

るためにここに署名する。 

 

 平成 ２７年  ８月  ５日 

  知立市議会予算・決算委員会 

     委員長  田中 健 


